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１－１－１ 中期目標管理法人 年度評価 評価の概要 

 

１．評価対象に関する事項 

法人名 独立行政法人中小企業基盤整備機構 

評価対象事業年

度 

年度評価 平成２８年度（第三期） 

中期目標期間 平成２６～３０年度 

 

２．評価の実施者に関する事項 

主務大臣 経済産業大臣（法人全般に関する評価） 

産業基盤整備業務については財務大臣と共同して担当 

 法人所管部局 中小企業庁 担当課、責任者  

 評価点検部局 大臣官房 担当課、責任者  

主務大臣 財務大臣（産業基盤整備業務に関する評価） 

経済産業大臣と共同して担当 

 法人所管部局 大臣官房 担当課、責任者  

 評価点検部局 大臣官房 担当課、責任者  

 

 

３．評価の実施に関する事項 

 

 

 

４．その他評価に関する重要事項 
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１－１－２ 中期目標管理法人 年度評価 総合評定 

 

１．全体の評定 

評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ） 
Ａ 

（参考）本中期目標期間における過年度の総合評定の状況 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

Ａ Ａ    

評定に至った理由 「独立行政法人評価の基本方針（平成２７年３月経済産業省）」に従い、各評価項目に以下の評価比率を配分し、各評点を合算して総合評価を算定した。 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項（75％） 

１. 創業・新事業展開の促進（25％）：「Ａ」評点 1.0 

２．経営基盤の強化（25％）：「Ａ」評点 1.0 

３．経営環境の変化への対応の円滑化（25％）：「Ｓ」評点 1.25 

Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項（17.5％）「Ａ」評点 0.7 

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項（7.5％）「Ａ」評点 0.3  総合評点 4.25                     

 

２．法人全体に対する評価 

法人全体の評価  

 

 

 

 

 

 

全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項 

 

 

３．項目別評価における主要な課題、改善事項など 

項目別評定で指摘した

課題、改善事項 

 

その他改善事項  

主務大臣による改善命

令を検討すべき事項 

 

 

４．その他事項 

監事等からの意見  

その他特記事項  
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１－１－３ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定総括表 

中期計画（中期目標） 年度評価 項目別調書

№ 

備考 

 

 中期計画（中期目標） 年度評価 項目別

調書№ 

備考 

  ２６

年度 

２７

年度 

２８

年度 

２９

年度 

３０

年度 

  ２６

年度 

２７

年度 

２８

年度 

２９

年度 

３０

年度

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項  

 創業・新事業展開の促進 A A○ A○   １－１ 一部の

業務に

重要

度・難

易度を

設定 

  業務運営の効率化 A A A   ２－１  

経営基盤の強化 A A○ A○   １－２           

経営環境の変化への対応の円滑

化 

S S○ S○   １－３           

                  

                  

                   

                  

                  

                  

                   

          Ⅲ．財務内容の改善に関する事項  

           財務内容の改善 A A A   ３－１  

                  

                  

                  

                   

            

                   

                  

                  

                  

                   

 

※重要度を「高」と設定している項目については各評語の横に「○」を付す。 

難易度を「高」と設定している項目については各評語に下線を引く。 
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１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―１ 創業・新事業展開の促進 

業務に関連する政策・施

策 

新たな事業活動支援、創業・ベンチャー支援、経営革新の支援、海外展開支援等 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人中小企業基盤整備機構法第 15 条第 1 項第 1

号、2号、5号、6号、9号、9号の 2、10 号、15 号、22 号

 

当該項目の重要度、難易

度 

【重要度：高】 
①起業支援ファンド、中小企業成長支援ファンドの組成促進 
（理由） 
政府の日本再興戦略に掲げられた目標や、まち・ひと・しごと創生総合戦略等を踏まえ、
新たなファンドの組成を促進し、中小企業・小規模事業者へのリスクマネー供給の円滑化
を図ることが重要であるため。 
［数値目標］ 
○新規ファンド組成数：１０ファンド以上 
 
②ＴＰＰ協定を契機とした海外展開支援 
（理由） 
政府の日本再興戦略に掲げられた目標への貢献に向け、中小企業・小規模事業者の海外展
開支援を強化していくことが重要となるため。 
［数値目標］ 
○海外展開を支援するための相談・助言数：３，６００件以上 
○海外企業との事業連携を促進するための商談会参加日本企業数：６００社以上 
○海外展開に潜在力のある中小企業・小規模事業者の発掘数：今年度末までの累計３，０
００社以上 
○Ｗｅｂマッチングシステム（Ｊ-GoodTech）の海外登録企業数：累計５００社以上 
 
【難易度：高】 
①起業支援ファンド、中小企業成長支援ファンドの組成数：１０ファンド以上 
（理由） 
１０ファンド以上組成という目標について、前中期目標期間の水準である平均７．８ファ
ンドを２８パーセント上回るチャレンジングな水準を目標として設定しているため。 
 
②ＴＰＰ協定を契機とした海外展開支援 
（理由） 
政府の日本再興戦略に掲げられた目標への貢献に向け、中小企業・小規模事業者の海外展
開は、相手国・地域の法制度、各種規制、経済発展や日本企業の進出状況、競争環境等を
勘案し、それぞれの国・地域に応じた計画的な取組が必要となり、これには中小企業・小
規模事業者の特性を熟知した専門家を育成・配置し、丁寧に支援することが求められるこ
とから、非常に労力と時間を要するものであるため。加えて、ＴＰＰ協定の大筋合意を受
け、これを契機とした海外展開支援は、政府の重点政策に位置付けられ、補正予算等の補
助金が機構へ追加的に措置されている。これらの予算による各事業は、新たな支援策や、
これまでの同種の事業から大幅に規模が拡大されるものであることから、従来の方法では
実施が困難であり、実施方法の開発や改善が不可欠であり、特に難易度が高い。 
 
③Ｗｅｂマッチングシステム（Ｊ-GoodTech）の海外登録企業数：累計５００社以上 
（理由） 
海外登録企業数累計５００社以上という目標について、海外企業の掲載は、当該企業の信
用度を担保することが重要である。そのため、海外企業の選定には、ＭＯＵ（相互協力に
係る覚書）締結先の海外機関等からの推薦等を前提としていることから、当該海外機関と
の長期にわたる丁寧な交渉が必要であるため。 
 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 0484 
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２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 指標 達成目標 （参考） 
前中期目標期
間平均値等 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 指標 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

インキュベーション事業におけるコーディネート支援 予算額（千円） 
  

 
  

支援件数 

(計画値) 

－ － － － 1,000 件

以上 

  決算額（千円） 
     

支援件数 

(実績値) 

－ － － － 1,571 件   経常費用（千円） 
  

 
  

達成度 － － － － 157.1％   経常利益（千円） 
     

インキュベーション事業における事業化 行政サービス 

実施コスト（千円） 
  

 
  

事業化割合

（計画値） 

全ての支援先 － 65 ％ 以

上 

65 ％ 以

上 

65 ％ 以

上 

  従事人員数（人）   724 人 

の内数 
  

事業化割合 

（実績値） 

－  85.9％ 90.6％ 81.6％    
     

達成度 － － +20.9 ポ

イント 

+25.6 ポ

イント 

+16.6 ポ

イント 

   
     

 ファンド事業（起業支援ファンド、中小企業成長支援ファンド）におけるファンド組成       

 ファンド組

成数 

（計画値） 

中期目標期間

中 50 ファンド

以上 

－ 10 ファ

ン ド 以

上 

10 ファ

ン ド 以

上 

10 ファ

ン ド 以

上 

        

 ファンド組

成数 

（実績値） 

－ － 

 

11 ファ

ンド 

15 ファ

ンド 

13 ファ

ンド 

       

 達成度 － － 110％ 150％ 130％        

 三法（新連携・地域資源・農商工連携）事業における事業化       

 事業化割合 

（計画値） 

全ての支援先 － 70 ％ 以

上 

70 ％ 以

上 

70 ％ 以

上 

        

 事業化割合 

（実績値） 

－ － 82.4% 86.6％ 85.4％         

 達成度 

 

－ － +12.4 ポ

イント 

+16.6 ポ

イント 

+15.4 ポ

イント 

        

 ビジネスマッチング        

 成約率 

（計画値） 

－ － 20 ％ 以

上 

20 ％ 以

上 

20 ％ 以

上 

         

 成約率 － － 21.7% 22.1％ 30.6％          

別紙 4参照 

(参考値) 

別紙 6参照 

(参考値) 

別紙 5参照 

(参考値) 
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（実績値） 

 達成度 

 

－ － +1.7 ポ

イント 

+2.1 ポ

イント 

+10.6 ポ

イント 

         

 Ｗｅｂマッチングシステム(J-GoodTech)における国内企業の登録        

 登録企業数 

（計画値） 

早期に 3,000

社以上 

－ 2,000 社

以上 

2,500 社

以上 

新規 500

社以上 

         

 登録企業数 

（実績値） 

－ － 1,781 社 3,220 社 1,352 社 

累計

4,572 社 

         

 達成度 

 

－ － 89.1％ 128.8％ 270.4％          

 Ｗｅｂマッチングシステム(J-GoodTech)における海外企業の登録        

 登録企業数 

（計画値） 

－ － － － 累計 500

社以上 

         

 登録企業数 

（実績値） 

－ － － － 累計 

2,663 社

以上 

         

 達成度 － － － － 532.6％          

 海外展開を支援するための相談・助言        

 相談・助言数 

（計画値） 

－ － － － 3,600 件

以上 

         

 相談・助言数 

（実績値） 

－ － － － 5,198 件          

 達成度 － － － － 144.4％          

 海外企業との事業連携を促進するための商談会への日本企業の参加        

 参加企業数 

（計画値） 

－ － － － 600 社以

上 

         

 参加企業数 

（実績値） 

－ － － － 889 社          

 達成度 － － － － 148.2％          

 海外展開に潜在力のある企業の発掘        

 発掘企業数 

（計画値） 

早期に 3,000

社以上 

－ 700 社以

上 

1,000 社

以上 

累計 

3,000 社

以上 

         

 発掘企業数 

（実績値） 

－ － 1,382 社 1,306 社 累計 

4,490 社 

         

 達成度 

 

－ － 197.4% 130.6％ 149.7％          

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 
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 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 

    業務実績 自己評価 

 【前文】 

独立行政法人中小企業基盤整備機

構（以下「機構」という。）は、我が

国で唯一の中小企業政策全般にわた

る総合的な支援・実施機関として、平

成１６年７月に設立された。これまで

機構は、中小企業基本法の基本施策に

対応した（１）創業・新事業展開の促

進、（２）経営基盤の強化、（３）経営

環境の変化への対応の円滑化という

３つの事業の枠組みに加え、予め終期

を明確にした（４）産業用地の分譲等

の期限付き業務の４つの事業に整理

し、業務を実施してきた。業務の実施

に当たっては、新たな政策課題や中小

企業・小規模事業者の支援ニーズに即

応できる地域本部制をはじめとする

現場重視の組織体制を構築し、機構自

らが有する各種の支援機能を組み合

わせた総合的な支援を実施するとと

ともに、地域の商工会、商工会議所等

の中小企業支援機関、地域金融機関、

中小企業経営力強化支援法（平成２４

年８月制定）に基づく認定経営革新等

支援機関等（以下、「地域支援機関等」

という。）の支援機能の向上・強化を

支援する役割を担ってきた。また、東

日本大震災の被災中小企業・小規模事

業者の復旧・復興のために機構の支援

ノウハウを活用し、多様な支援策を着

実に実施するとともに、海外展開支援

などの新たな政策課題にも迅速に取

り組んできたところである。 

 

日本経済を取り巻く環境は、景気低

迷とデフレからの脱却に加え、少子高

齢化や新興国の台頭とそれに伴う比

較優位構造の変化など構造的変化へ

の対応が喫緊の課題となっている。こ

のため、政府は、①大胆な金融政策、

②機動的な財政政策、③民間投資を喚

起する成長戦略を一体として強力に

推進しているところである。さらに、

この成長戦略を進化させるための検

討方針が示され、我が国の潜在成長力

の抜本的な底上げを図り、持続的な成

長軌道に乗せるため中小企業・小規模

事業者の活性化に取り組むこととし

ているところである。 

 

全国３８５万の中小企業・小規模事

【前文】 

独立行政法人中小企業基盤整備機

構（以下｢機構｣という。）は、第３期

中期目標を受けて、中小企業・小規模

事業者対策に 善を尽くす。 

 

機構は、お客様により質の高いサー

ビスを提供し、お客様の成長を支援

し、地域の発展と日本経済の活力の維

持・強化に貢献する。前例にとらわれ

ず、常に柔軟な発想を保ち、お客様の

期待と信頼に応えることを第一とし

て、中小企業・小規模事業者への支援

に誇りを持って取り組んでいく。 

 

業務に取り組むための３つの基本

姿勢 

お客様とは、中小企業・小規模事

業者、地域の支援機関の方々はも

とより、仕事でつながる機構内外

全ての方々である。 

 

【尽くす】 

 お客様が知らないことはお客様

のせいではない。お客様にどのよ

うにお伝えするか、お役に立てる

か。お客様の声に耳を傾け、感じ、

考える。我々は、お客様に全力で尽

くす。 

 

【行動する】 

ひとりひとりの行動の積み重ね

が、お客様のお役にたつ結果につ

ながる。お客様を思い、ひたむき

に、誠意と熱意をもって行動する。 

 

【改善する】 

お客様はもとより、お客様をとり

まく全てのものは絶えず変化す

る。自己を磨き、その変化が、新た

な成長と発展の源泉であると信じ

て改善を続ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 3 期中期目標・計画と平成 28 年

度業務実績について】 

平成 26 年度から始まる 5 年間の第 3

期中期目標・計画では、以下に掲げる

国の政策展開に貢献するため、業務の

重点化と新たな業務に取り組むこと

とした。 

（１）東日本大震災の復興、特に原子

力災害で深刻な被害を受けた福島の

復興・再生 

（２）日本再興戦略に掲げられた目標

を達成するための政策展開 

（３）中小企業の約 9割を占める小規

模事業者に焦点を当てた政策展開 

 

第 3 期中期目標・計画の 3 年目とな

る平成 28 年度において、機構は、初

年度となる平成 26 年度に立ち上げた

中小企業・小規模事業者の優れた技

術、製品情報を日・英２か国語で国内

外に発信する Web マッチングシステ

ム「J-GoodTech」、中小企業・小規模

事業者同士の連携により環境・エネル

ギー、健康・医療、航空宇宙など成長

分野への参入等を目指す「ものづくり

連携」支援、47 都道府県の事業引継

ぎ支援センター等を支援する「中小企

業事業引継ぎ支援全国本部」、よろず

支援拠点を支援する「よろず支援拠点

全国本部」などの事業をより一層充実

させるとともに、熊本地震の被災中小

企業・小規模事業者等に対する支援、

平成 31 年 10 月の消費税軽減税率導

入に向けた対応など、当初の第 3期中

期目標・計画にはない政策課題への取

組を積極的かつ迅速に実施してきた。

業務執行にあたっては、 

①創業から企業の成長・発展、事業再

生まで、企業のライフステージに合わ

せた総合的な支援をする役割 

②地域の商工会・商工会議所等の中小

企業支援機関、地域金融機関、中小企

業経営力強化支援法に基づく認定経

営革新等支援機関等の支援機能及び

能力の向上・強化を支援する役割 

という２つの役割を「車の両輪」とし

て、機構の限られた経営資源のなか

で、より質の高いサービスをより多く

の中小企業・小規模事業者に提供でき

るよう、各事業の課題や問題を洗い出

し、改善を図りながら業務に取組んで
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業者、地域に広がるヒト、モノ、コミ

ュニティといった経営資源は、我が国

の製造業を支え、付加価値の高いサー

ビス産業の源泉であり、世界に誇るべ

き産業基盤である。こうした産業基盤

の革新が、地域経済を再生させ、我が

国の国際競争力の強化に繋がるもの

である。また、中小企業の約９割、雇

用の約３割を占める小規模事業者は、

地域経済と雇用の重要な担い手とな

っている。政府の成長戦略を着実に地

域経済にまで浸透させ、我が国経済を

確実に成長軌道に乗せていくために

は、中小企業・小規模事業者の活力を

引き出していくことが必要不可欠で

ある。 

 

政府は、景気回復の実感を全国津々

浦々、地域経済と地域の雇用を支える

中小企業・小規模事業者に届けるた

め、 

①東日本大震災の被災中小企業・小

規模事業者等への支援。特に、原

子力災害により深刻な被害を受

けた福島の復興・再生 

②日本再興戦略に掲げられた目標

を達成するための政策展開 

③中小企業の約９割を占める小規

模事業者に焦点を当てた政策展開  

といった措置を講じているところで

ある。 

 

 このような政府の取組を踏まえ、機

構は、平成２６年４月から始まる第３

期中期目標期間において、これまでに

果たしてきた、（１）創業から企業の

成長・発展、事業再生までを総合的に

支援する役割、（２）地域支援機関等

の支援機能の向上・強化を支援すると

いう２つの役割について、今後とも一

層の強化・充実を図りつつ、以下の３

つの取組に重点を置き、政府の政策展

開に貢献する取組を進めていくこと

とする。 

【東日本大震災の復興の加速と福島

の再生への対応】 

東日本大震災による被災中小企業・

小規模事業者への相談・助言、専門家

の派遣、仮設施設の整備やその有効活

用に係る支援、被災県と連携・協働し

た資金支援等、これまで機構が培って

きた支援ノウハウを活用した支援を

行い、東日本大震災の復興の加速と福

島の再生に引き続き取り組む。 

○機構に求められる役割と取組 

 

（１）国の政策課題への対応 

 

景気回復の実感を全国津々浦々、地

域経済と地域の雇用を支える中小企

業・小規模事業者に届けるため、政府

は、 

①景気回復を東日本大震災の復興

の加速へと繋げていくための被

災中小企業・小規模事業者等への

支援。特に、原子力災害により深

刻な被害を受けた福島の復興・再

生 

②日本再興戦略に掲げられた目標

を達成するための政策展開（地域

リソースの活用・結集・ブランド

化、新陳代謝の促進、戦略市場へ

の参入、国際展開） 

③中小企業の約９割を占める小規

模事業者に焦点を当てた政策展

開（販路開拓・新事業展開の促進、

経営資源の有効活用・人材育成、

地域経済活性化、適切な支援の実

施） 

といった措置を講じようとしている。 

機構は、 

①創業から企業の成長・発展、事業

再生までを総合的に支援する役割 

②地域の商工会、商工会議所等の中

小企業支援機関、地域金融機関、

中小企業経営力強化支援法（平成

２４年法律第４４号）に基づく認

定経営革新等支援機関等（以下

｢地域支援機関等｣という。）の支

援機能及び能力の向上・強化を支

援する役割 

という２つの役割を｢車の両輪｣とし、

特に次の３項目において、国の政策展

開に貢献していく。 

 

 

 

 

【東日本大震災からの復興の加速と

福島の再生への対応】 

｢被災地の復興なくして、日本の再

生なし。｣との認識のもと、景気回復

の兆しを復興の加速につなげていく。

被災された中小企業・小規模事業者は

もとより、被災地域の地方公共団体、

地域支援機関等に対する相談・助言、

専門家の派遣、仮設施設の整備やその

有効活用に係る支援、被災県と連携・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いるところである。 

平成２８年度業務実績に対する機構

の自己評価は以下のとおりである。 
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【日本再興戦略の目標で掲げられた

政策展開への対応】 

日本再興戦略で掲げられた３つの

目標である 

①開業率・廃業率を米国・英国レベ

ル（１０％）まで引き上げ 

②２０２０年までに黒字の中小企

業・小規模事業者を倍増 

③２０１３年から５年間で新たに

１万社の海外展開 

について、機構の持つ多様な支援策を

活用した取組を行い、その達成に貢献

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小規模事業者に焦点を当てた政策

展開への対応】 

小規模事業者に焦点を当てた政策

展開を踏まえ、機構は、地域支援機関

等との連携・協働を一層強化し、全国

的な支援体制を強化するための役割

を果たすとともに、小規模事業者が必

要とする支援施策等の情報をきめ細

かく発信・提供するための取組を強化

し、その認知度の向上に取り組む。 

 

 以上の３つの重点課題を踏まえ、機

構は、（１）東日本大震災からの復興

支援、（２）販路開拓支援、（３）中小

企業・小規模事業者の新陳代謝（創業・

事業引継ぎ支援）、（４）ものづくり連

協働した資金支援等のほか、機構に求

められる役割を果たすことで、東日本

大震災からの復興の加速と福島の再

生に貢献する。 

【日本再興戦略の目標で掲げられた

政策展開への対応】 

日本再興戦略で掲げられた３つの

目標である 

①開業率・廃業率を米国・英国レベ

ル（１０％）まで引き上げ 

②２０２０年までに黒字の中小企

業・小規模事業者を倍増 

③２０１３年から５年間で新たに

１万社の海外展開 

について、機構は、それぞれの目標の

実現を目指し、 

①産業競争力強化法（平成２５年法

律第９８号）による市区町村の創

業支援に対する支援、インキュベ

ーション施設を通じた創業・ベン

チャー支援、起業支援ファンド等

の組成促進、事業引継ぎ支援等に

よる開業率・廃業率の向上 

②中小企業・小規模事業者の多様な

経営課題に対応する相談・助言、

専門家の派遣、販路開拓、企業間

連携の促進、人材育成等を通じた

経営基盤の強化による黒字転換

の促進 

③中小企業・小規模事業者の海外展

開の促進（その際、機構の中小企

業に対する総合的な経営支援、独

立行政法人日本貿易振興機構の

専門的な海外展開支援分野にお

ける専門性・ネットワークの強み

を活かした連携を図る。） 

を積極的に支援し、その達成に貢献す

る。 

【小規模事業者に焦点を当てた政策

展開への対応】 

全国で３３４万という多数の小規

模事業者に焦点を当てた政策展開が

基本政策に位置づけられることを踏

まえ、機構は、 

①機構と地域支援機関等とのより

一層の連携を進めるとともに、小

規模事業者に対する全国的な支

援体制を強化するための機能を

担うことで、小規模事業者の経営

課題に即応した切れ目のない支

援体制の構築 

②小規模事業者へ支援施策等の情

報をきめ細かく届け、周知する仕

組みづくりと認知度向上の取組 
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携支援、（５）海外展開支援、（６）Ｉ

Ｔを活用した効率的・効果的な支援と

いった業務について、強化を図ること

とする。 

また、機構が行う各種助言・支援業

務については、これまでに培った支援

ノウハウの地域支援機関等への移転

を進めるなど、引き続き地域支援機関

等の支援機能の向上及び強化を支援

し、中小企業政策の中核的実施機関と

して、より難度が高く、より専門性の

高い助言・支援業務などに重点化する

こととする。 

 

 

Ⅰ．中期目標の期間 

 

中期目標の期間は、５年間（平成２

６年４月～平成３１年３月）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を推進する。 

特に、小規模事業者への情報の周

知、認知度の向上は、支援施策等が｢知

られていない｣のは｢存在しない｣こと

と同じ、という強い問題意識を持っ

て、地域支援機関等とのより一層の連

携・協働の強化を通じた周知活動の促

進はもとより、ＩＴを徹底して活用

し、効率的かつ効果的に情報を提供す

る。 

 

（２）助言・支援業務の重点化と国

の新たな施策立案への寄与 

 

一社でも、一人でも多くの中小企

業・小規模事業者に役立つことを目標

に、地域支援機関等との連携・協働を

より一層強化し、迅速に、かつ質の高

い支援を提供していく。その際、機構

は、機構の支援先をモデルケースとし

て、支援事例等の情報提供や研修での

ケーススタディ教材などに活用する

ことで、各種助言・支援業務について、

支援ノウハウを地域支援機関等に移

転し、中小企業・小規模事業者支援全

体の底上げを図り、自らの支援は、よ

り難度が高く、より専門性の高い助

言・支援業務などに重点化する。あわ

せて、地域支援機関等が行う創業から

事業再生、事業引継ぎまでの全国的な

支援体制を強化する役割を担う。 

また、中小企業・小規模事業者のニ

ーズを踏まえ、既存の支援施策の枠組

みにとらわれない新たな支援策を果

断に検討・試行し、国の新たな施策立

案に貢献する。 

 

（３）機構の取組に対する目標と達

成状況の把握 

 

日本再興戦略で掲げられた３つの

目標に対する貢献度を評価するため、

支援先の具体的成果（新製品・サービ

スの開発、新分野進出、販路開拓、海

外展開、売上高などの増加率等）を自

ら調査・分析する（中小企業実態基本

調査等の統計・調査に基づく、マクロ

経済の動向との比較分析を含む）。ま

た、支援先の所期の目標達成状況、事

業化、役立ち度等については、全ての

支援先が目標達成、事業化することな

どを目標とし、毎年度策定する年度計

画において、過年度の実績に基づい

て、具体的な数値目標を設定する。こ
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れにより、毎年度設定する数値目標を

着実に達成するための不断の業務見

直しや改善等を行う。支援施策等の周

知、認知度向上は、それを必要とする

全ての中小企業・小規模事業者に必要

な情報が認知されるようにする。 

今後、新たな政策課題に対応した取

組への要請とそれに伴う予算措置等

がされた場合には、その着実な実施を

図る観点から必要に応じ数値目標等

を含む本計画の変更を行う。 

 

（４）中期目標期間において強化

する業務 

 

機構は、中期目標期間において、①

創業・新事業展開の促進、②経営基盤

の強化、③経営環境の変化への対応の

円滑化という３つの事業の枠組みの

中で、国の政策課題に対応するため、

以下の業務を強化する。 

 

①東日本大震災からの復興支援 

 

被災した中小企業・小規模事業者、

被災地域の地方公共団体、地域支援機

関等に対する相談・助言や専門家の派

遣、被災県と連携・協働した資金支援

等を行う。特に、原子力災害で深刻な

被害を受けた福島の復興・再生は、機

構に求められる役割を果たすことで、

中小企業・小規模事業者等の事業再開

に貢献する。 

 

②販路開拓支援 

 

中小企業・小規模事業者に代わっ

て、買い手となる大手企業・中堅企業、

海外企業等のニーズを収集・蓄積し、

Ｗｅｂマッチングシステムの構築と

運営を通じて、中小企業・小規模事業

者の優れた技術、製品等の情報を大手

企業・中堅企業、海外企業等へ提供し、

具体的な取引成果につなげる。小規模

事業者には手の届きにくかった域外

の市場や海外市場に対して、Ｗｅｂを

活用すれば比較的容易に販路開拓す

ることが可能になったとの認識に立

ち、ＢtoＣをはじめとするＩＴの一層

の活用により、小規模事業者や地域支

援機関等が確実に成果を挙げられる

よう、新たな取組を行う。 

 

③中小企業・小規模事業者の新陳
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代謝（創業、事業引継ぎ支援） 

 

１）創業支援 

起業支援ファンド等の組成促進、中

小企業大学校における地域支援機関

等への研修、創業に関する情報提供等

により、女性・若者等の創業を促進す

る。 

 

２）事業引継ぎ支援 

後継者不在などで事業の存続に悩

みを抱える中小企業・小規模事業者が

安心して事業を引継げるよう、地域が

行う事業引継ぎ支援の全国本部とし

て期待される責務を果たす。 

 

④ものづくり連携支援 

 

｢ものづくり連携グループ｣は、部品

等の生産・加工を行うものづくり企業

が、他の中小企業・小規模事業者等と

有機的に連携することで、１社ではで

きない事業活動を一つの連携体とし

て継続的に取り組んでいくものであ

る。機構は、グループの組成と新たな

販路の開拓、環境・エネルギー、健康・

医療、航空宇宙など成長分野への参入

等に重点を置いた支援を行う。 

 

⑤海外展開支援 

 

海外展開しようとする中小企業・小

規模事業者を発掘し、海外展開に関す

る情報提供、相談・助言、中小企業大

学校の研修、海外展開実現可能性調

査、Ｗｅｂマッチングシステムの活用

等による商談の機会の拡大等を通じ

て具体的な成果を挙げる。 

 

⑥効率的・効果的な支援を行うた

めの取組 

～ＩＴを活用した支援インフラの

整備と情報発信力の強化～ 

 

支援先や優れた技術・製品を持つ中

小企業・小規模事業者情報の収集、蓄

積を行う企業データベースを構築し、

機構内部での情報共有を推進する。 

Ｗｅｂマッチングシステムを構築

し、中小企業・小規模事業者と大企業

等との効率的かつ効果的なマッチン

グを行う仕組みづくりにより、支援先

を量的に拡大し支援成果を向上する。 

中小企業・小規模事業者の情報を一

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．国民に対して提供するサービス

その他の業務の質の向上に関する

事項 

  

 第３期中期目標期間における成果

目標については、（１）政府の政策展

開への貢献に関する数値目標、（２）

支援先に関する目標と評価指標、（３）

支援機関に関する評価指標を、下表の

とおり設定する。 

これにより、機構は、業務の適正な

評価を行い、ＰＤＣＡサイクルを通

じ、目標の達成に向けて業務の不断の

見直しや改善等を行うものとする。 

 

 

Ⅰ．政府の政策展開への貢献に関

する数値目標 

 

１．創業・新事業展開の促進 

○ 起業支援ファンド、中小企

業成長支援ファンドについて

は、５０ファンド以上組成す

る。 

○ Ｗｅｂマッチングシステム

への登録企業数は、中期目標期

間中の早期に３，０００社以上

とする。 

○ 海外展開支援については、

海外展開に潜在力のある中小

企業・小規模事業者を中期目

標期間中の早期に３，０００

社以上発掘する。 

 

２．経営基盤の強化 

○ 中小企業・小規模事業者向

け研修及び地域支援機関等の

支援担当者向け研修の受講者

元的に管理する統合データベースを

地域支援機関等と連携・協働して構築

し、支援施策等の情報を周知し、認知

度を向上する。 

国の支援ポータルサイトである「ミ

ラサポ」と連携して、ＳＮＳをはじめ

とするＷｅｂ等を活用した情報発信

力を強化し、全ての中小企業・小規模

事業者が必要とする情報を認知しや

すい環境を整備する。 

   

以上の方針のもと、機構は、第３期

中期計画を以下のとおり策定する。 

 

 

Ⅰ．国民に対して提供するサービス

その他の業務の質の向上に関する

目標を達成するためとるべき措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．国民に対して提供するサービス

その他の業務の質の向上に関する

目標を達成するためとるべき措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．国民に対して提供するサービス

その他の業務の質の向上に関する目

標を達成するためとるべき措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．国民に対して提供するサービス

その他の業務の質の向上に関する目

標を達成するためとるべき措置 
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は、中期目標期間中に１５万

人以上とする。 

 

３．経営環境の変化への対応の円

滑化 

○ 共済制度における在籍割合

を向上させるための加入目標

件数は、小規模企業共済制度

については４６万件、中小企

業倒産防止共済制度について

は１３万件とする。 

 

Ⅱ．支援先に関する目標と評価指

標 

 

○  専門家の派遣、相談・助言、

インキュベーション事業及び

中小企業大学校の研修事業に

ついては、全ての支援先から

所期の目標の達成、事業化の

実現、あるいは当該支援業務

が役に立った等の評価を得る

ことを中期計画における目標

とする。 

○  毎年度策定する年度計画に

おいては、上記目標達成に向

けた具体的な数値目標を設定

し、当該数値目標を着実に達

成するための不断の業務見直

しや改善等を行う。 

○ 個々の業務について、支援

先事業者の業績等（新製品・サ

ービスの開発、新分野進出、販

路開拓、海外展開、支援後にお

ける売上高、経常利益、従業者

数等の増加率等）を調査・分析

することを中期計画や年度計

画において定め、マクロ経済

の動向との比較等を通じて、

事業評価に際して活用する。 

 

Ⅲ．支援機関に関する評価指標 

 

地域支援機関等の支援上の課題

に関する相談・助言、優れた支援事

例や支援ノウハウの提供等を通じ

て全国的な支援体制を強化する役

割を機構が果たすことについて、

中期計画や年度計画において適切

な指標を定め、事業評価に際して

活用する。 
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１．創業・新事業展開の促進 

 

日本再興戦略における中小企業・小

規模事業者の地域リソースの活用・結

集・ブランド化、新陳代謝、戦略市場

への参入、国際展開を促進するため、

機構は、創業・ベンチャー支援のほか、

中小企業・小規模事業者の新製品開

発、新たな販路の開拓、環境・エネル

ギー、健康・医療、航空宇宙などの成

長分野や海外市場への参入等の新事

業展開への挑戦に対し、相談・助言や

専門家の派遣等による経営支援、イン

キュベーション施設の運営、中小企業

大学校施設を活用した創業者の育成、

ファンド出資、企業間連携、海外展開

等の支援を積極的に行い、日本再興戦

略に掲げられた目標達成に貢献する

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．創業・新事業展開の促進 

 

日本再興戦略における中小企業・小

規模事業者の地域リソースの活用・結

集・ブランド化、新陳代謝、戦略市場

への参入、国際展開を促進するため、

機構は、①インキュベーション施設の

運営を含む創業・ベンチャー支援、②

起業支援ファンド等の組成促進、③専

門家の派遣等によるハンズオン支援、

④ものづくり連携グループの組成促

進、新連携・地域資源活用・農商工連

携支援、⑤展示会・商談会等やＷｅｂ

マッチングシステムによる販路開拓

支援、⑥海外展開に潜在力のある中小

企業・小規模事業者の発掘とその支援

を行い、日本再興戦略に掲げられた目

標達成に貢献する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．創業・新事業展開の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．創業・新事業展開の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．創業・新事業展開の促進 

 

＜評定と根拠＞ 

評定： Ａ 

根拠： 各業務で年度目標を大幅に上

回る実績を達成。特に、日本再興戦略

等の国の政策課題に貢献するための

ファンドの新規組成数で 130％を達

成したことに加え、ファンド総額

1,044 億円、ファンドからの投資実績

983 億円（投資企業数 280 社）は、制

度創設以来、 大の実績を実現。また

熊本地震により、業況が悪化している

熊本県内の企業を投資対象とし、事業

の早期復旧資金やその後の成長資金

を供給するファンド（総額 50 億円）

に対し 20 億円の出資契約を実施。こ

れらにより、ベンチャー・中小企業へ

のリスクマネーの供給に大きく貢献。

国内大手企業や海外企業とのマッチ

ングを促進する J-GoodTech は、国内

中小企業及び海外企業の登録目標に

対し、それぞれ対年度目標 270.4％、

532.6％と大幅に上回る達成を実現す

るとともに、Web 上での提案件数とリ

アル商談会でのマッチング件数の合

計 7,743 件は、前年度（2,379 件）と

比べ 325.5％と大幅に増加し、過去

大の実績となり、大手企業や海外企業

からの受注を得るなど、高い事業成果

を実現。 

海外展開支援においても、海外展開に

潜在能力を有する中小企業・小規模事

業者の発掘で対年度目標 149.7％を

達成。アジア 7 か国及び ASEAN の企

業経営者と国内中小企業・小規模事業

者との商談会14回、参加日本企業889

社、海外企業 280 社、商談件数 2,902

件はいずれも過去 大の実績で、高い

事業成果を実現。 

 

これらに加えて、日本再興戦略に掲

げられた成長分野への参入等を目指

す「ものづくり連携」支援や、リアル

展示会の時間的・距離的・空間的・コ

スト的制約を脱し、より多くの中小企

業者のマッチングを支援することを

目的に、28 年度より新たに開設した

「新価値創造ＮＡＶＩ」等の事業にお

いても高い事業成果を実現。 

以上のように、各業務において高い事

業成果を得ていることに加え、これら

業務の重要度を「高」としていること

からＡ評価と判断。 
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（１）創業・ベンチャー支援による新

事業の創出 

 

機構は、新しい商品・サービスを生

み出し、地域の雇用を増やし、地域経

済を活性化する創業を促進するため

の支援を行う。また、インキュベーシ

ョン施設においては、機構の持つ多様

な支援ツールを活用した施設入居者

への総合的な支援を行うほか、地方公

共団体、大学、地域支援機関等とも連

携・協働した支援を行い、成長分野へ

の参入や新事業の創出等を促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）創業・ベンチャー支援による新

事業の創出 

 

①創業に対する相談・助言、情報提供

等 

 

女性・若者等の創業者及び創業を支

援する地域支援機関等に対する相談・

助言、支援施策、成功事例、経営ノウ

ハウ等に関する情報提供等を行う。中

小企業大学校施設を創業者の育成を

行う地域の拠点とし、創業者への施設

提供と企業経営経験者等による相談・

助言等を一体的に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）創業・ベンチャー支援による新

事業の創出 

 

①創業に対する相談・助言、情報提供

等 

 

・女性・若者等の創業者及び創業を支

援する地域支援機関等に対する相

談・助言、支援施策、成功事例、経

営ノウハウ等に関する情報提供等

を行う。 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
・産業競争力強化法に基づき、国から

の認定を受けた市区町村の創業支

援事業計画に位置付けられた創業

支援事業のうち、市区町村以外の者

が実施する創業支援事業の実施に

対し、助成を行うとともに、平成２

７年度まで機構が実施した創業促

進補助金に係る事業に関し実績管

理等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中小企業大学校東京校施設の一部

を、創業者の育成を行う地域の拠点

として運営し、支援運営内容の充実

化を図り、創業者への施設提供と企

業経営経験者等による相談・助言等

を一体的に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）創業・ベンチャー支援による新

事業の創出 

 

①創業に対する相談・助言、情報提供

等 

 

■経営相談 

・創業者・創業予定者に対して全国９

地域本部にて日常的に経営相談を

実施。 

創業者・創業予定者に対する経営相

談件数 １,１７１件 

 

■創業セミナー 

・地域本部において女性・若者等の創

業者・創業予定者に対して創業セミ

ナーを実施。 

開催回数 ４テーマ １２回、参加

者数 １３３人 

 

■創業支援事業者補助金 

・産業競争力強化法に基づき国から

の認定を受けた市区町村の創業支

援事業計画に位置付けられた創業

支援事業のうち市区町村以外の者

が実施する創業支援事業の実施に

対して補助金の採択を決定。 

 採択件数 １１４件 

・補助事業者の事業実績をより具体

的に把握できるよう実績報告書の

様式見直しを実施。[独立行政法人

通則法第２８の４に基づく平成２

７年度評価結果の反映状況の公表] 

 

■創業促進補助金 

・２４年度及び２５年度補正予算事

業で実施した創業促進補助金交付

先について、全国４７都道府県の地

域事務局から事業化状況報告書等

を受領し、事業効果を確認。 

 

・中小企業大学校東京校施設の一部

で、創業者の育成を行う地域の拠点

（ＢｕｓｉＮｅｓｔ）を運営し、創

業者等への支援を実施。 

延べ会員数：３２５者 

スペース利用率：約８０％（４８／

６０スペース） 

・東京校と連携した創業者支援イベ

ントや会員向けに新たに販路開拓、

ＩＴ活用、デザインをテーマとした

ビジネススキルアップ講座を実施

するなど支援内容の充実化を図る

とともに、ＷＥＢ活用やブランディ

（１）創業・ベンチャー支援による新

事業の創出 
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②新事業創出のための事業化支援 

 

インキュベーション施設は、成長分

野への参入や新事業の創出等に向

け、資金調達・人材・販路・経営ノ

ウハウ等の経営課題に対する相談・

助言、機構の持つ多様な支援ツール

を活用した総合的な支援のほか、機

構がハブとなり地方公共団体、大

学、地域支援機関等と連携・協働し

た支援を行う。 

成果の目標は、施設退去時において

全ての施設入居者が事業化し自立

化することとするとともに、支援前

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・起業事例として模範的な経営者を

発掘・表彰する事業（Japan Venture 

Awards）を行うとともに、創業機運

の向上やアントレプレナーシップ

の醸成に向けて、セミナー等で創業

やベンチャー企業の取組事例を紹

介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②新事業創出のための事業化支援 

 

・インキュベーション施設において、

成長分野への参入や新事業の創出

等に向け、資金調達・人材・販路・

経営ノウハウ等の経営課題に対す

る相談・助言、機構の持つ多様な支

援ツールを活用した総合的な支援

のほか、機構がハブとなり、地方公

共団体、大学、地域支援機関等と連

携・協働した支援を行う。 

インキュベーションマネージャー

の支援能力の向上を図るため、会議

等を通じて情報・支援ノウハウの共

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈主な定量的指標〉 

・コーディネート支援件数：１，５７

ング構築等の専門家を増員し支援

体制も強化。 

・多摩地域の支援機関や行政等と連

携し、中小企業大学校の研修ノウハ

ウも取り入れた創業、販路開拓、Ｗ

ＥＢ等をテーマとしたセミナーや

個別相談会を実施。東京校の研修受

講者も同セミナーや個別相談会に

参加するなど、創業者と中小企業者

の交流の機会も提供。 

セミナー開催数（支援機関等主催も

含む）：８１回 

個別相談会：１９９回 

交流会：２４回 

 

■ＪＶＡ（Japan Venture Awards） 

・創業の啓発と促進に向けて、モデル

となる起業家を表彰する「Ｊａｐａ

ｎ Ｖｅｎｔｕｒｅ Ａｗａｒｄ

ｓ ２０１７」を実施。応募１５７

人の中から、経済産業大臣賞、中小

企業庁長官賞、中小機構理事長賞な

ど、計１０人のベンチャー企業経営

者を表彰。これに加えて、平成 28

年度に新たにベンチャーキャピタ

リスト奨励賞を創設し、ベンチャー

支援に携わるキャピタリストにつ

いて応募者２１人の中から３人を

表彰。 

・アントレプレナーシップの醸成と

チャレンジ精神の普及を目的に、ベ

ンチャー企業経営者によるプレゼ

ンテーション、ベンチャー支援者に

よるパネルディスカッション、起業

経験者による講演を行うとともに、

来場者との交流を図るマッチング

ラウンジを表彰式に併せて開設。 

参加者６６２人、参加者の満足度９

６．４％ 

 

②新事業創出のための事業化支援 

 

■入居者のニーズ・課題に対応した支

援 

○インキュベーションマネージャー

による支援 

・施設数 ３２施設 

・入居者数 ５５１者 

・インキュベーション施設における

支援活動の一環としてセミナー、ワ

ークショップ、勉強会等を実施。 

 開催回数２９０回、延べ参加者数

８，９０３人 

・入居者等に対するマッチング支援

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■インキュベーション施設において

は、成長分野への参入や新事業の創出

等をさらに支援するため、28 年度か

ら新たな目標としてコーディネート

支援件数（施設入居者等に対して販路

拡大、資金調達や技術的課題に解決に

資する件数）を設定。年度目標 1,000

件以上に対し、1,571 件と大幅に上回

る実績を達成。インキュベーションマ

ネージャーによるきめ細かな支援に

加え、機構の支援ツール（専門家派遣、

機構出資ファンドからの投資、マッチ

ングイベントの出展等）を活用し、施

設退去時の事業化率 65％以上に対

し、81.6%と高い水準で達成しており、

新たな事業の創出に貢献している。 

 また、モデルとなる起業家を表彰す

るＪＶＡ（Japan Venture Awards）を

実施し、応募者 157 人のなかから 10

人のベンチャー企業経営者を表彰。参

加者は昨年度の 533 人から 662 人に

増加し、創業の啓発やチャレンジ精神

の普及に寄与している。 
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後の売上高、従業者数の増減率につ

いて、中小企業実態基本調査と比較

しそれを上回ることとする。また、

施設退去後の支援先の具体的成果

の調査・分析等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有化、支援ネットワークの整備等を

推進する。 

施設入居者等に対して販路拡大、資

金調達や技術的課題解決等に資す

るコーディネート支援を１，０００

件以上行う。 

これらの取組みを通じ、施設退去時

における事業化割合を６５％以上

とする。また、施設退去後２年経過

後の支援先の売上高及び従業者数

の増減率、資本規模、地域への定着

状況等の調査・分析等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を１，５７１件実施 

 

○機構の支援ツール等の活用 

・入居企業に対して、専門家派遣、機

構出資ファンドからの投資、マッチ

ングイベントへの出展等、機構の支

援ツールを活用して支援（専門家継

続派遣・経営実務支援・販路開拓コ

ーディネート事業の活用企業１１

社、ファンドの投資先企業４４社、

中小企業総合展等ビジネスマッチ

ングイベントへの出展企業４９

社）。 

 

○他機関と連携した支援 

・地方公共団体や地域支援機関等が

実施する展示会への出展、補助金・

助成金の獲得、大学研究者とのマッ

チング等を支援。 

・「ＢｉｏＪａｐａｎ２０１６」に、

「中小機構ブース」として入居企業

等２５社とともに出展。出展社全体

で１，１７７件のマッチング（名刺

交換数）、商談引き合い１４７件。 

 

○ベンチャー・新事業開拓への社会的

関心の創出・連携構築 

・年間のメディア掲載数６４５件。入

居企業の持つ技術力、新規製品への

注目向上に貢献。 

・卒業企業Ａ社の社長が、Ｊａｐａｎ 

ＶｅｎｔｕｒｅＡｗａｒｄｓ２０１ 

７において、中小機構理事長賞を受 

賞。また大学発ベンチャー表彰２０ 

１６において卒業企業Ｂ社が新エネ

ルギー・産業技術総合開発機構理事

長賞を、入居企業Ｃ社が日本ベンチ

ャー学会会長賞を受賞。さらに第１

４回産学官連携功労者表彰では、入

居企業Ｄ社の社長他が日本学術会議

会長賞を、卒業企業Ｅ社の社長他が

日本経済団体連合会会長賞等を受賞

するなど、各分野でのアワード、受

賞企業を多数輩出。 

・卒業企業Ｆ社が政府系ファンドの

産業革新機構他から計７億円の資金

を調達。また国立４大学ファンドの

うち、京大ファンドから入居企業の

Ｇ社とＨ社他 1 社が、阪大ファンド

から入居企業Ｉ社他１社が、東北大

ファンドから入居企業のＪ社とＫ社

が出資を受けるなど、入居企業に多

くの投資機関が注目。 

・２８年度は、いしかわ大学連携イン
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キュベータ（ｉ－ＢＩＲＤ）、くま

もと大学連携インキュベータ、クリ

エイション・コア京都御車、浜松イ

ノベーションキューブ（ＨＩ－Ｃｕ

ｂｅ）、Ｄ－ｅｇｇ、神戸医療機器

開発センター（ＭＥＤＤＥＣ）及び

神戸健康産業開発センター（ＨＩ－

ＤＥＣ）において、開設１０周年の

記念イベント・セミナー等を開催

（参加者数計６９９人）。入居企業

や卒業企業の活動事例の発表等、イ

ンキュベーション事業の成果報告

を実施。 

 

■支援の質の向上に向けた取組み 

・インキュベーションマネージャー

のスキル向上、情報・支援ノウハウ

の共有化、支援ネットワークの強化

等を図るため、ＢＩソフト支援会議

を計３回開催。 

 

■他のインキュベーション施設等と

のネットワーク強化 

・「ビジネスインキュベーション（Ｂ

Ｉ）ネットワーク構築支援事業」と

して、２２件の事業を実施。 

効果的・効率的な支援、支援対象企

業の拡大に向けて、機構インキュベ

ーション施設をハブとして、他機関

のインキュベーション施設や支援

機関等との広域的なネットワーク

を構築して支援を展開。 

２８年度においては、全国４９２機

関によるネットワークの構築によ

り、入居企業や地域企業と大企業等

との個別マッチングやセミナー等

のイベントを実施（セミナー３８

回、参加者数計２，００５人、マッ

チングイベント開催回数１２回、商

談件数計１，０９１件）。 

・毎年、北陸地域の産官学金が連携す

るマッチングプロジェクトを、いし

かわ大学連携インキュベータ（ｉ－

ＢＩＲＤ）をハブＢＩとして実施

（１０６機関参画、パネル出展者数

２７１社、参加者数１，６７１人、

機構ブース内での商談件数６０件）

しているが、２８年度は他地域へも

拡張し、熊本大学や北陸先端大学等

とくまもと大学連携インキュベー

タが連携してＭａｔｃｈｉｎｇＨ

ＵＢくまもと（くまもと産業復興支

援プロジェクトフォーラム）を実施

（パネル出展者数６４社、参加者数
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・施設退去時の事業化割合：８１．

６％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３６５人、商談件数３７７件）。 

・東葛・つくば広域ビジネスマッチン

グプロジェクトとして、東大柏ベン

チャープラザをハブＢＩとした１

５機関によるネットワークでは、大

手企業との連携や産学連携を目的

としたビジネスマッチング（商談件

数１５件）や交流会・パネル展示等

を実施（参加者数延べ２５１人）。 

・岡山大インキュベータがハブＢＩ

となっている岡山県内８つのイン

キュベータ施設等で構成された協

議会では、岡山県立図書館と連携し

た創業相談会を２回開催（相談対応

件数４８件）。また、地域の創業気

運の醸成を図るため、岡山県内の大

学と連携し、大学生や創業に関心の

ある者を対象としたセミナーを開

催（参加者数６６人）。 

 

○事業化達成企業の輩出 

・事業化達成企業数６２社、事業化率

８１．６％ 

 

（支援事例） 

・世界 高水準の人工染色体ベクタ

ー技術を確立した鳥取大発ベンチ

ャーに対して、ＢｉｏＪａｐａｎ等

への出展支援や、他施設のＩＭとの

連携による、入居施設を超えた企業

間マッチング支援を実施。その結

果、マッチング先の 1社と共同研究

契約を締結することとなり、ｉＰＳ

細胞をはじめとした再生医療用細

胞の評価技術を共同で開発し始め

るなど、更なる技術開発を進め、今

後の急成長が期待される。 

・大手企業から社内ベンチャーをス

ピンアウトした、先進的なインクジ

ェット制御技術をもつ企業に対し、

入居当初から補助金獲得支援やＪ

－ＧｏｏｄＴｅｃｈ等による販路

開拓支援を実施。また会社の成長に

合わせ、人材採用面でのサポートも

行っている。なお同社は今年度、経

済産業省の「はばたく中小企業・小

規模事業者３００社」に選定される

など、評価も高い。 

・２５年度にインキュベーション施

設を退去した企業の売上高平均伸

び率は４４．９％、従業者数平均伸

び率は４０．１％、資本金平均伸び

率は２４．５％（売上高平２，０６

１百万円→２，９８７百万円、従業
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（２）中小企業・小規模事業者の成長

段階に応じたリスクマネー供

給の円滑化等 

 

中小企業・小規模事業者へのリスク

マネー供給の円滑化を図るため、機構

は、成長初期段階のベンチャー企業、

成長分野への参入、海外展開など新た

な成長・発展を目指す中小企業・小規

模事業者に投資を行うファンドの組

成を促進するとともに、各種支援を通

じて見出された中小企業・小規模事業

者の資金需要に対し資金提供者の開

拓を支援する。また、産業競争力強化

法に基づくベンチャーファンド等へ

の債務保証により、ベンチャー企業等

の成長を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）中小企業・小規模事業者の成長

段階に応じたリスクマネー供給

の円滑化等 

 

①起業支援ファンド、中小企業成長

支援ファンドの組成促進 

 

成長初期段階のベンチャー企業や

成長分野の参入等の新事業展開、事業

再編・承継、海外展開など、新たな成

長発展を目標とする中小企業・小規模

事業者に投資を行うファンドを中期

目標期間中に５０ファンド以上組成

し、中小企業・小規模事業者へのリス

クマネー供給を円滑化する。ファンド

出資事業の実施にあたっては、ファン

ド組成の政策的意義とファンドの事

業採算性の確保に考慮したファンド

出資を行う。組成したファンドに対し

ては、ガバナンスを向上させるため、

出資ファンド毎の投資活動の実態把

握等による継続的なモニタリングを

徹底する。  

また、中小企業・小規模事業者に対

し資金提供者の開拓を支援するマッ

チングの場を設けるとともに、マッチ

ング機会の提供前後にアドバイスや

フォローアップの支援を行う。 

ファンドからの投資後に投資先企

業のＩＰＯ達成状況、新規のファンド

運営者への出資状況、地域毎の企業へ

の投資状況、投資先の具体的成果の調

査・分析等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）中小企業・小規模事業者の成長

段階に応じたリスクマネー供給の

円滑化等 

 

①起業支援ファンド、中小企業成長

支援ファンドの組成促進 

 

・中小企業・小規模事業者へのリスク

マネー供給の円滑化を図るため、新

規のファンド運営者等に対して制

度説明や活用事例に関する情報提

供等を行うことを通じて出資先候

補の発掘に努めることにより、成長

初期段階のベンチャー企業や成長

分野の参入等の新事業展開、事業再

編・事業の円滑な承継、海外展開、

健康・医療分野の事業展開など、新

たな成長発展を目標とする中小企

業・小規模事業者に投資を行う政策

的意義の高いファンドを、中期目標

期間中に５０ファンド以上との目

標達成に向けて、前年度までの進捗

を踏まえ、１０ファンド以上組成す

る。 

 

 

・ファンド出資事業の実施にあたっ

ては、民間資金の呼び水としての役

割に徹しつつリスク分散と収益の

安定化を図るため、ファンド運営者

の投資先企業に対する経営支援実

績等を重視したうえで外部有識者

等の意見を踏まえた慎重な審査を

行い、投資対象企業の成長ステー

ジ・業種、ファンド運営者の投資手

法・エグジット戦略、組成時期など

の面で多様なファンドに出資を行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ファンド組成数：１３ファンド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

者数平均５４．４人→７６．２人、

資本金３４７百万円→４３２百万

円）、地域への定着率は７０．７％） 

（施設退去時と施設退去後２年経

過後の比較） 

 

（参考指標） 

・「中小企業実態基本調査」（中小企

業庁調べ）結果による中小企業（法

人）の売上高及び従業者数の状況

（２５年度調査と２８年度調査の

比較） 

売上高平均２８２百万円→３１１

百万円（１０．３％増） 

従業者数平均１６．０人→１５．１

人（５．７％減） 

 

（２）中小企業・小規模事業者の成長

段階に応じたリスクマネー供給

の円滑化等 

 

①起業支援ファンド、中小企業成長

支援ファンドの組成促進 

 

■ベンチャー・中小企業の成長を支援

するファンドの組成促進 

・日本再興戦略や「まち・ひと・しご

と創生総合戦略」における中小企業

への成長資金供給促進などの政策

課題を踏まえ、政策的意義の高いフ

ァンドの組成に引き続き注力。１３

件のファンドへ新たに出資し、ベン

チャー・中小企業へのリスクマネー

供給に貢献。 

 

○起業支援ファンド 

・地域の大学を始めとする研究機関

等におけるライフサイエンス・ヘル

スケア、ICT・エレクトロニクスな

どの 先端技術シーズを実用化す

るベンチャー企業を支援する産学

連携ファンド、有望な若手起業家が

経営するシード・アーリーステージ

の企業を主な投資対象とするファ

ンド等（総額１９７億円）に対して

７０億円の出資契約を実施。 

 

○中小企業成長支援ファンド 

・ナノテクノロジー、情報通信、健康・

医療、ロボット、人工知能等の成長

分野における広域の複数大学関連

のベンチャー・中小企業を支援する

産学連携ファンドや株式シェアの

過半数を取得する手法により新事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）中小企業・小規模事業者の成長

段階に応じたリスクマネー供給

の円滑化等 

 

■日本再興戦略改訂 2014 に掲げられ

た中堅・中小企業等の成長分野である

健康・医療分野への進出を促進するた

めの機構ファンドの支援強化及び「ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」のリ

スク性資金の充実に向けた環境整備

のための機構ファンド活用などの政

策課題を踏まえ、新規組成数 10 ファ

ンド以上の年度目標に対し、健康・医

療などの成長分野及び地域の中堅・中

小企業を支援する政策的意義の高い

13 ファンドを新たに組成し、対年度

目標 130.0％を達成。新たに、地域の

大学をはじめとする研究機関等にお

けるライフサイエンス・ヘルスケア、

ＩＣＴ・エレクトロニクスなどの 先

端技術シーズを実用化するベンチャ

ー企業を支援する産学連携ファンド

（総額 42 億円、機構出資契約額 15 億

円）などの組成を実現。 

 

ファンド組成額は 1,044 億円、うち

機構出資契約額は 216 億円（機構出資

割合 21％）で、ファンド組成額は制

度創設以来過去 大の実績を実現す

るなど、リスクマネー供給の円滑化を

図るための民間資金の呼び水効果と

しての役割を発揮。ファンド運営者に

対し、投資組み入れ促進に係る働き掛

けを 27 年度に引き続き強化したこと

により、ファンドからベンチャー・中

小企業への投資額は 983 億円（投資企

業数 280 社）となり、制度創設以来、
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業展開・事業の再編・承継等により

新たな成長・発展を目指す中小・中

堅企業に投資を行うファンド等（総

額６８４億円）に対して１３１億円

の出資契約を実施。 

（健康・医療事業分野投資促進出資事

業） 

・再生医療関連の有望企業などを投

資対象とし、ハンズオン支援を通じ

て企業価値の向上を目指すファン

ド（総額２０億円）に対し１０億円

の出資契約を実施 

（熊本地震からの復旧・復興） 

・熊本地震により業況が悪化してい

るものの本業には相応の収益力が

ある熊本県内の企業を投資対象と

し、事業の早期復旧資金やその後の

成長資金を供給するファンド（総額

５０億円）に対し２０億円の出資契

約を実施。 

 

○外国企業による日本の中堅・中小企

業への投資を促す取組み（「グロー

バルアライアンス推進スキーム」の

取組み） 

・日本の中堅・中小企業が有する潜在

的技術を活用した海外事業展開等

を推進するため、外国企業によるフ

ァンドへの出資や投資先企業との

投資提携の促進に向け、ファンド運

営者や外国企業等に対し、ジェトロ

と連携してスキームの周知や投資

ニーズを把握。 

 

■出資実績累計 

○起業支援ファンド（ベンチャーファ

ンドを含む） 

・出資ファンド数累計 １００ファ

ンド 

（うち清算結了済６３ファンド(組合

員の地位譲渡を含む)、清算手続中

４ファンド） 

・ファンド総額累計 １，８２４億円 

・機構出資契約額累計 ７０３億円 

・２８年度投資先企業数 ９３社（累

計 ２，５３２社） 

・２８年度公開企業数 ２社（累計 

１５３社） 

 

○中小企業成長支援ファンド（がんば

れ！中小企業ファンド、事業継続フ

ァンドを含む） 

・出資ファンド数累計 ９１ファン

ド 

大の実績を実現。 

 

機構ファンド投資先企業の 2 年経

過後の業績は売上高平均伸び率

53.1％、従業員数平均伸び率 35.9％

と高い成長率を実現。また、投資先の

株式公開企業数（IPO 数）は 10 社と

なり、28 年度の新興市場全体の IPO76

社に占める機構ファンドからの投資

先の割合は 13％。 

＜参考＞中小企業実態基本調査：売上

高平均伸び率 10.3％、従業員数平均

伸び率▲5.7％ 

 

熊本地震により、業況が悪化してい

る熊本県内の企業を投資対象とし、事

業の早期復旧資金やその後の成長資

金を供給するファンド（総額 50 億円）

に対し 20 億円の出資契約を実施。 
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（うち清算結了済１９ファンド、清算

手続中３ファンド） 

・ファンド総額累計 ６，０８３億円 

・機構出資契約額累計 １，８４５億

円 

・２８年度投資先企業数 １８７社

（累計１，１２３社） 

・２８年度公開企業数 ８社（累計 

４５社）（※） 

 （※）うち１５社は起業支援ファン

ド（ベンチャーファンドを含む）と

の重複投資先 

 

○起業支援ファンド、中小企業成長支

援ファンド 合計 

・出資ファンド数累計 １９１ファ

ンド 

（うち清算結了済８２ファンド、清算

手続中７ファンド） 

・ファンド総額累計 ７，９０７億円 

・機構出資契約額累計 ２，５４８億

円 

・２８年度投資先企業数 ２８０社

（累計３，６５５社） 

・２８年度公開企業数 １０社（累計 

１９８社） 

 

（参考） 

○地域中小企業応援ファンド 

・出資ファンド数累計 ３ファンド 

・ファンド総額累計  ３５億円 

・機構出資契約額累計 １８億円 

・２８年度投資先企業数 ０社（累計

５１社） 

・２８年度公開企業数 １社（累計 

１社）（※） 

 （※）起業支援ファンド（ベンチャ

ーファンドを含む）との重複投資先 

 

○起業支援ファンド、中小企業成長支

援ファンド、地域中小企業応援ファ

ンド 合計 

・出資ファンド数累計 １９４ファ

ンド 

（うち清算結了済８２ファンド、清算

手続中７ファンド） 

・ファンド総額累計 ７，９４２億円 

・機構出資契約額累計 ２，５６６億

円 

・２８年度投資先企業数 ２８０社

（累計 ３，６５５社） 

・２８年度公開企業数 １０社（累計 

１９９社） 
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・組成後のファンドについては、投資

委員会へのオブザーバー参加やフ

ァンド運営者との面談等を通じて、

出資ファンド毎の投資活動や投資

先支援活動の実態把握を行うなど

継続的なモニタリングを徹底し、フ

ァンドに対するガバナンスを確保

する。また、ファンド運営者に対し

て情報提供を行うとともに、投資先

企業に対して機構の支援ツールの

提供を行うことで、事業成果の向上

につなげる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■迅速かつ的確な出資審査を行うた

めの取組み 

・出資提案者の多様なニーズを踏ま

え、審査プロセスについて課題を整

理し、迅速かつ的確に審査を進める

ための見直しの検討を実施。 

 

■外部有識者等の意見を踏まえた慎

重な出資審査 

・ファンド出資事業の審査プロセス

において、監査法人による現地調査

を行うとともに、外部有識者からな

る出資先候補評価委員会を開催（１

０回／再生ファンドも含む）。出資

提案を受けているファンド組成計

画等について、出資決定の参考とす

るため、意見を聴取。 

 

■外部有識者によるファンド事業評

価・あり方の検討 

・外部有識者からなるファンド出資

事業評価・検討委員会を開催（１

回）。ファンド出資事業の実績と取

組みについて説明。事業評価と課題

について意見を聴取。 

  

■出資後のモニタリング・フォローア

ップの強化 

○ファンド運営状況のモニタリング 

・既存全ファンドの組合員集会への

出席（１２７回）のほか、投資委員

会へのオブザーバー参加や投資の

事前検討会への参加（３１１回）、

その他キーマンとの随時面談等を

通じファンドごとのモニタリング

シートを整備、運営状況を適時・的

確に把握。 

・ファンドからの投資報告により投

資状況を定期的に把握するととも

に、ファンドの決算資料より投資先

企業の財務状況等から企業の成長

段階を把握。必要に応じて地域本部

の経営支援を行う部署等と機構の

支援ツールの活用について情報交

換。 

 

○ファンドクローズに向けた具体的

な取組み 

・モニタリングシート（ファンドクロ

ーズ管理用）を活用し、終期の近い

ファンドについて、計画的なクロー

ズが行われるよう、半年毎のモニタ

リングを実施。 

・２８年度中にベンチャーファンド
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１１件、がんばれ！中小企業ファン

ド３件、事業継続ファンド２件のフ

ァンドクローズ手続きを完了。 

 

■ファンド運営者等に対する情報提

供等 

・機構が運営するインキュベーショ

ン施設のインキュベーションマネ

ージャーを集め、ファンド運営者と

の引き合わせを実施（２回）。イン

キュベーション施設入居者のうち、

ファンドからの資金調達を希望す

る企業の情報をファンド運営者に

対して提供。 

・機構が実施する新価値創造展やベ

ンチャー企業ミートアップなどの

ビジネスマッチング等の支援情報

について、ファンド運営者１０２社

に対しメールマガジンを配信（年間

１４回）。 

・機構のファンドへの出資実績や投

資状況、新しい施策情報等をファン

ド運営者に対して提供（宛先７２

件）。 

 

■投資先事例の収集・発信 

・出資ファンドの投資先企業３社に

対しヒアリング調査を行い、成功事

例としてとりまとめ、ＨＰに公開

し、支援ノウハウを共有。 

 

■投資先企業に対する支援 

・モニタリングを通じて投資先企業

の実態把握を強化。ファンド運営者

との投資先企業に係る情報共有と

連携支援への取組みを推進。 

※ファンド投資先に対する２８年度

専門家継続派遣事業の活用企業８

社、経営実務支援事業の活用企業２

社、販路開拓コーディネート事業の

活用企業３社。 

・「新価値創造展」（「中小企業総合

展」）に出展したファンド投資先１

２社、新価値創造展 NAVI に出展し

たファンド投資先８社。 

・機構が運営するインキュベーショ

ン施設に入居するファンド投資先

は９社増加（累計１２６社）。 

 

（機構の経営支援を活用した投資先

への支援事例） 

・堅調な国内事業を有する中小企業

の海外展開支援を行う機構出資フ

ァンドの投資先である食品容器メ
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・中小企業・小規模事業者に対して、

資金提供者の開拓を支援するため、

資金提供者に係る情報提供やイベ

ント等によりマッチングの機会を

提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ーカーに対して、近畿本部から工場

の生産工程改善等に向けた専門家

継続派遣を実施した。 

 

（中小企業成長支援ファンドを活用

した事業承継事例） 

・創業二代目社長の高齢化、後継者不

在、株式分散が課題であった自動車

部品製造企業の全株式を中小機構

出資ファンドが社長及びその親族

より譲り受け、株式を集約。ファン

ドから社外取締役を当社へ派遣し、

後継社長の擁立、海外展開支援、計

数管理による生産性の向上、組織体

制の強化等のハンズオン支援を実

施。ファンドの支援により、当社の

経営基盤が強化され、収益力が向

上。当社の事業と親和性があり相乗

効果が期待できる業界大手部品メ

ーカーへ M&A を実現し、経営体制を

維持した。 

 

■資金提供者とのマッチング支援等 

・ファンド事業部と連携するなどし

て、ファンド運営者とインキュベー

ションマネージャーとのマッチン

グを３回実施し、施設や入居企業に

関する情報を提供。 

・全国のインキュベーションマネー

ジャー並びに担当職員が集まるＢ

Ｉソフト支援会議を３回実施し、ベ

ンチャーキャピタル（ＶＣ）２社及

びコーポレートＶＣ２社からの事

業紹介及び各ファンドマネージャ

ーとのマッチングを実施。 

・ハンズオン支援統括室と連携し、イ

ンキュベーション施設入居企業６

社に対し、専門家によるＩＰＯに向

けた新規上場準備支援や、資金提供

者や投資機関向けのビジネスプラ

ンのブラッシュアップ等に係るア

ドバイス並びに事業ヒアリングを

実施。 

 

■投資先企業の成長 

○投資先企業の売上高、従業員数の伸

び率（起業支援ファンド、中小企業

成長支援ファンド） 

・２５年度のファンド投資先の投資

後２年経過後の売上高平均伸び率 

５３．１％ 

・２５年度のファンド投資先の投資

後２年経過後の従業員数平均伸び

率 ３５．９％ 
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・ファンドからの投資後に投資先企

業のＩＰＯ達成状況、新規のファン

ド運営者への出資状況、地域毎の企

業への投資状況、投資後２年経過後

の投資先の売上高及び従業者数の

増減率等の調査・分析等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「中小企業実態基本調査」（中小企業

庁調べ）結果による中小企業(法人）

の売上高等の状況（２５年度調査と

２８年度調査の比較） 

売上高平均２８２百万円→３１１

百万円 

（１０.３％増） 

従業員数平均１６.０人→１５.１

人 

（５．７％減） 

 

・ファンド投資先企業の投資後２年

経過後の売上高、従業員数の平均伸

び率は、「中小企業実態基本調査」

結果による中小企業の売上高等の

平均伸び率と比較して高く、インタ

ーネット関連の新規事業を行う投

資先企業を中心に、事業基盤の確立

や顧客の開拓及び拡大に投資資金

を活用することにより、売上高や従

業員数を大きく伸ばしている。 

 

（参考） 

○投資先企業の売上高、従業員数の伸

び率（起業支援ファンド、中小企業

成長支援ファンド、地域中小企業応

援ファンド） 

・２５年度のファンド投資先の投資

後２年経過後の売上高平均伸び率 

５３．１％ 

・２５年度のファンド投資先の投資

後２年経過後の従業員数平均伸び

率 ３５．９％ 

 

○株式公開企業数（ＩＰＯ数） 

・株式公開企業数（ＩＰＯ数） １０

社（累計 １８４社） 

２８年度の国内新興市場ＩＰＯ企

業数は７６社となって 

おり、そのうち、機構出資ファンド

から投資を受けて上 

場を果たした企業数は１０社。国内

新興市場における機 

構出資ファンドの投資先の割合は

１３％。 

  新興市場全体に占める、ＩＰＯし

た投資先企業の時価総額は、マザー

ズでは３１％、ＪＡＳＤＡＱグロー

スでは５６％。 

 

（ＩＰＯ事例） 

・自治体の広告媒体の空きスペース

等に有料広告枠を設け、掲載料の一
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②ベンチャーファンド等への債務保

証 

 

産業競争力強化法に規定する新た

な規制の特例措置の適用を受けて新

事業活動を行う者が必要とする資金

の借入等に対する債務保証や投資事

業計画の認定を受けたベンチャーフ

ァンドの借入に対する債務保証を行

う。これらの債務保証の申込みに際し

ては、信用力、採算性等について的確

な審査を行い、リスクの合理的な分散

と管理が確保され得るかを適切に判

断するとともに、標準審査期間１００

日以内に諾否を決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ベンチャーファンド等への債務保

証 

 

・新たな規制の特例措置の適用を受

けて新事業活動を行う者が必要と

する資金の借入等や投資事業計画

の認定を受けたベンチャーファン

ドの借入、地域再生法に規定する地

方活力向上地域特定業務施設整備

計画の認定を受けた事業者の借入

等に対する債務保証については、金

融機関等に対して情報提供を行う

など、制度の利用促進を図る。審査

については、制度の政策目的を勘案

しつつ的確に行うとともに、審査期

間１００日以内に諾否を決定する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部を自治体の歳入に充て財政に貢

献する事業等を展開するベンチャ

ー企業に対し、事業拡大のための資

金を機構出資ファンドから提供。フ

ァンド運営会社は IT 分野に知見の

ある者を社外取締役として派遣、

IPO に向けた内部管理体制の構築

や IR などのハンズオン支援を実

施。 

平成 28 年 4 月に東証マザーズ、福

証 Q-Board に上場。 

 

○地域毎の企業への投資状況 

２８年度の起業支援ファンド、中小企

業成長支援ファンド、地域中小企業応

援ファンドの投資先 合計 

・東京都 １３２社（累計 １，９１

５社） 

・関東地域（東京除く） ２１社（累

計 ４８１社） 

・近畿地域 ２５社（累計 ４８４

社） 

・その他地域 ３６社（累計 ６５６

社） 

 

○日本ベンチャー大賞（第３回）では、

中小機構出資ファンドの投資先が、

６賞のうち大賞を含む２賞を受賞。 

 

②ベンチャーファンド等への債務保

証 

 

・債務保証業務の周知を図るため、本

部及び地域本部において、債務保証

制度を利用する金融機関（都市銀

行、地方銀行、信用金庫等）を中心

に、延べ１５７先に対して、訪問す

るなどの債務保証制度のＰＲ活動

を実施。 

金融機関等への債務保証制度の説

明（２７回）。 

・機構主催のイベント・研修・勉強会

などの機会を捉えて周知活動（地域

本部の周知活動実績１０６先、イベ

ント等でのパンフレット配布２４

件）。 

・経済産業省と情報交換を実施。 

・金融機関及び事業者からの問い合

わせが３件。新事業活動円滑化債務

保証、特定新事業開拓投資事業円滑

化債務保証及び地方活力向上地域

特定業務施設整備事業円滑化債務

保証の申込みなし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■債務保証業務の周知を図るため、本

部及び地域本部で債務保証制度を利

用する金融機関（都市銀行、地方銀行、

信用金庫等）を中心に延べ 157 先に訪

問するなど、債務保証制度のＰＲ活動

を着実に実施。 
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（３）新事業展開に向けた経営課題

の解決と経営力向上 

 

多くの中小企業・小規模事業者は、

長らく大企業等の下請けとして企業

活動を行ってきた一方、大企業等の業

態変化や海外展開が進展していく中

で、中小企業・小規模事業者は新事業

展開に向けて自らが製品開発から市

場開拓までを一貫して行う必要が生

じている。機構は、中小企業・小規模

事業者の新たなビジネスモデルの展

開、成長分野への参入等の新事業展開

に必要となる経営戦略・経営計画の策

定、生産の 適化等高度な専門性を要

する取組や都道府県域を超える広域

展開、海外展開等に重点を置き、中小

企業・小規模事業者の経営課題の解決

と経営力の向上を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）新事業展開に向けた経営課題

の解決と経営力向上 

 

中小企業・小規模事業者の新事業展

開に向けた経営戦略・経営計画の策

定、生産の 適化など高度な専門性を

要する取組や、都道府県域を超える広

域展開又は海外展開等に対し、専門家

の派遣により長期かつ一貫した支援

を行う。また、必要に応じ他の支援ツ

ールを組み合わせた総合的な支援を

行う。 

成果の目標は、全ての支援先が上記

の新事業展開に関する所期の目標を

達成することとする。また、専門家の

派遣後に支援先の具体的成果の調査・

分析等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）新事業展開に向けた経営課題

の解決と経営力向上 

 

・中小企業・小規模事業者の新たなビ

ジネスモデルの展開、成長分野への

参入等の新事業展開に向けた経営

戦略・経営計画の策定、生産性の向

上等高度な専門性を要する取組や、

都道府県域を超える広域展開又は

ＴＰＰ協定等を活用した海外展開

等に対し、専門家の派遣により長期

かつ一貫した支援を行う。また、必

要に応じ他の支援ツールを組み合

わせた総合的な支援を行う。 

これらの取組みを通じ、派遣終了後

の支援先に対して所期の目標達成

状況に関する調査を実施し、４段階

評価において上位２段階の評価を

得る割合を９０％以上とする。ま

た、支援先のサンプリング調査のほ

か、専門家の派遣開始から２年経過

後の支援先の売上高、経常利益、従

業者数の増減率等の調査・分析等を

行う。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）新事業展開に向けた経営課題

の解決と経営力向上 

 

■専門家継続派遣事業 

・中小企業・小規模事業者の新たなビ

ジネスモデルの展開、成長分野への

参入等の新事業展開に向けた経営

戦略・経営計画の策定、生産性の向

上等高度な専門性を要する取組み

や海外展開等に対して、経営課題を

的確に把握し、ニーズに応じた支援

を実施。 

・新事業展開に取り組む中小企業に

対する専門家継続派遣事業の支援

企業数３８社、支援回数４１９回 

※専門家継続派遣事業全体（経営基盤

の強化に取り組む中小企業に対す

る専門家継続派遣事業を含む）の支

援企業数 １７９社、支援回数２,

０６５回 

・新事業創出支援事業によるプロジ

ェクト支援と専門家派遣による経

営支援の連携支援により企業の成

長促進を図るための総合支援を推

進。 

新事業創出支援事業（新連携、地域

資源活用、農商工連携）と専門家派

遣（専門家継続派遣事業、販路開拓

コーディネート事業、経営実務支援

事業、戦略的ＣＩＯ育成支援事業）

の連携支援実績５３社、４１４回 

・このほか、中小企業大学校、インキ

ュベーション事業、ファンド出資事

業等との連携による支援を実施。 

・２８年度に派遣を終了した支援企

業数２６社、所期の目標達成率１０

０．０％ 

・９地域本部及び本部において、支援

先２１社に対して調査を実施。調

査・分析結果をハンズオン支援事例

集として取りまとめ、地域支援機関

等に提供。 

 

（支援事例） 

・新連携事業計画の認定先で、「水性

グラビア印刷技術」により、食品パ

ッケージ印刷分野で業界 先端の

印刷技術を有する企業が、多品種少

量印刷へ対応するため、インクジェ

ット技術の応用に課題を抱えてい

た。グラビア印刷では、高価な印刷

版が必要でコスト高となり、多品種

少量印刷には向かないが、インクジ

ェット印刷では、印刷版が不要とな

（３）新事業展開に向けた経営課題

の解決と経営力向上 

 

■成長分野への参入等の新事業展開

に向けた経営戦略・経営計画の策定や

生産性向上等を支援するため専門家

継続派遣事業を 38 社に実施。事業を

利用する企業の所期の目標達成率は

年度計画 90％に対して 100％を達成。

加えて、「中小企業実態基本調査」（中

小企業庁調べ）結果による中小企業

(法人）の売上高平均伸び率+10.3%に

対して+19.5%、従業者数平均伸び率▲

5.7％に対して 8.6％と支援先企業の

成長が伸張している。 

 また、支援先 21 先を調査・分析し、

ハンズオン支援事例集として取りま

とめ、地域支援機関等に支援ノウハウ

を提供している。 
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（４）企業間連携、地域資源の活用等

による新たな市場開拓等への支援 

 

中小企業・小規模事業者による新た

な製品開発、市場開拓を促進していく

ためには、お互いの弱みを補完するだ

けではなく、強みの相乗効果を生み出

す企業間連携をより一層推進してい

く必要がある。特に、国内需要の減少、

大企業の海外移転、新興国企業とのコ

スト競争等により、依然厳しい状況に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）企業間連携、地域資源の活用等

による新たな市場開拓等への支援 

 

「ものづくり連携グループ」の組成

を支援するとともに、地域資源の活用

や中小企業・小規模事業者等の連携に

よる新商品・サービスの開発等を支援

する。支援に際しては、ビジネスプラ

ンの策定から販路開拓まで一貫した

支援を行い、支援案件に応じて、展示

会・商談会等やＷｅｂマッチングシス

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）企業間連携、地域資源の活用等

による新たな市場開拓等への支援 

 

・地域資源の活用や中小企業・小規模

事業者等の連携による新商品・サー

ビスの開発等を支援する。支援に際

しては、支援機能の充実を図りつ

つ、ビジネスプランの策定から販路

開拓まで一貫した支援を行い、支援

案件に応じて、多様な機構の支援ツ

ールと組み合わせた総合的な支援

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事業化率（認定後３年（新連携）、

認定後２年（地域資源・農商工）経

過時点）：８５．４% 

 

 

る。そこで機構は、専門家を派遣し、

インクジェット印刷機の共同開発

を支援。その結果、世界初の、イン

クジェット印刷とグラビア印刷機

能を合体したハイブリッド印刷シ

ステムが完成。これにより、低コス

トで多品種少量生産への対応が可

能となり、差し込み印刷、エンドレ

ス印刷等ハイブリッド印刷機の特

徴を活かした新分野、新商品での業

容拡大が、今後益々期待される。 

※売上高の推移 ２５年 １３，６０

０百万円→２７年 １４，５２９百

万円（６．８％増） 

 経常利益の推移 ２５年 ▲１９

０百万円→２７年 ５４百万円 

・２５年度専門家継続派遣事業支援

先企業の売上高平均伸び率は１９．

５％、経常利益平均伸び率は、５３．

５％、従業者数の平均伸び率は８．

６％（売上高平均１，７８２百万円

→２，１２８百万円、経常利益平均

６６百万円→１０１百万円、従業者

数平均８０人→８７人）（支援前と

支援開始から２年経過後の比較） 

・支援企業は、新商品開発・新事業展

開等により売上、経常利益とも大幅

に伸ばしている。加えて、業容の拡

大に伴い従業員数も増加しており、

地域の雇用確保に寄与している。 

 

（参考指標） 

・「中小企業実態基本調査」（中小企業

庁調べ）結果による中小企業（法人）

の売上高等の状況（２５年度調査と

２８年度調査の比較） 

売上高平均２８２百万円→３１１

百万円（１０．３％増） 

経常利益平均７．３百万円→９．９

百万円（３５．９％増） 

従業者数平均１６．０人→１５．１

人（５．７％減） 

 

（４）企業間連携、地域資源の活用等

による新たな市場開拓等への支援 

 

■新連携支援事業・地域資源活用支援

事業・農商工連携支援事業に係る事

業化率 

・事業化率 ８５．４％ 

※新連携：２５年度認定企業のうち認

定後３年経過時点において事業化

に至った割合 

※地域資源・農商工連携：２６年度認

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）企業間連携、地域資源の活用等

による新たな市場開拓等への支援 

 

■地域の経営資源の活用や異業種の

企業関連携等を促進する新連携支援

事業・地域資源活用支援事業・農商工

連携支援事業においては、28 年度で

12,560 件の相談対応を実施し、結果、

累計 3,419 件の認定事業を支援。認定

事業の事業化率については、年度計画

目標 70％を大きく超える 85.4％を記
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置かれている｢ものづくり企業｣が、今

後とも国内を拠点として、新興国企業

とのコスト競争等に対応していくた

めには、更なる生産性の向上に取り組

むとともに、自社で不足する経営資源

を補完するための取組が不可欠であ

る。機構は、新たな｢ものづくり連携

グループ｣の組成を地域支援機関等と

連携・協働して促進するとともに、新

製品開発、共同受注、販路開拓、成長

分野への参入等を支援する。また、地

域の経営資源の活用や異業種の企業

間連携等を促進し、中小企業・小規模

事業者の新製品開発、販路開拓等の取

組について事業計画の策定から事業

化に至るまで一貫した支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テムの活用、ＢtoＣをはじめとするＩ

Ｔの活用支援、専門家による相談・助

言など機構の支援ツールと組み合わ

せた総合的な支援を行うことで、域外

の市場や海外市場、成長分野への参入

等を支援し、具体的な取引成果につな

げていく。 

成果の目標は、地域資源の活用等に

よる新商品等の開発等については、全

てが事業化することとする。また、｢も

のづくり連携グループ｣及び地域資源

の活用等の支援先の具体的成果の調

査・分析等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を行うことで、域外の市場や海外市

場、成長分野への参入等を支援し、

具体的な取引成果につなげていく。

これらの取組みを通じ、新連携事業

については認定後３年経過時点、地

域資源活用や農商工連携について

は認定後２年経過時点の事業化割

合を７０％以上とするとともに、平

成２８年度中に事業期間が終了す

る認定案件の事業化割合を９０％

以上とする。また、支援先の認定事

業売上高、会社売上高・経常利益等

の調査・分析等を行うとともに、マ

ネジメントガイドを更新するなど

支援品質の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定企業のうち認定後２年経過時点

において事業化に至った割合 

・事業期間終了時の事業化率 ９１．

４％ 

 

■新連携支援事業 

○認定事業への一貫した支援 

・本部及び地域本部等にマーケティ

ング等に精通したプロジェクトマ

ネージャー等を配置し、新連携によ

る新商品・新サービスの開発等に取

り組む中小企業に対して、計画認定

に至るまでのブラッシュアップか

ら、計画認定後におけるフォローア

ップまでの一貫したハンズオン支

援を実施。 

・相談等件数 ３，０５１件 

・法律認定件数（機構がブラッシュア

ップを行った案件数） 

４４件（累計 １，０８０件） 

（参考：法律認定の全体件数 ５０件

／累計 １，０９６件） 

・事業化件数 ３１件（累計 ８５０

件） 

・２５年度認定企業の事業化率７０．

１％（認定後３年経過時点） 

・２８年度中に期間終了した認定企

業の事業化率 ８１．１％ 

販売達成金額累計額 １，９０２億 

円 

 

（支援事例） 

・国産第一号の手動式計算機を開発

し、現在は、運輸・物流企業向け総

合管理システム等の開発・販売を行

っている企業がコア企業となり、業

務用自動車を保有する一般企業を

対象とした通信型ドライブレコー

ダーの開発・販売とドライブレコー

ダーで撮影した運転動画をクラウ

ド上で閲覧・管理できるサービスの

提供を推進。機構は電子機器メーカ

ー出身の専門家による事業計画の

ブラッシュアップ支援を実施。市場

ターゲットを従来の運輸・物流企業

よりも、市場規模の大きい一般企業

とすること等を助言。認定後、バス

やタクシーなどの運行システム利

用車両ではなく、一般企業の営業車

両を中心に販路開拓を行うこと等

を助言した結果、認定１年目から直

販及び代理店経由で、産業廃棄物処

理事業者等一般企業の営業車両へ

の拡販に成功。また、機構は「はば

録。 

 販路開拓支援については、民間企業

と連携したコンクールや商談会等を

21 回開催（昨年度 20 回）し、合計 218

社（昨年度同数）の企業が参加。参加

企業の満足度も高く、89.3％（昨年度

84.6％）に達した。 

 支援の品質向上の新たな取組みと

して、小規模企業支援の位置づけで

「着地型観光商品開発の販路開拓事

例ガイドブック」を作成。支援機関へ

の配布やホームページ掲載のほか、全

国で 10 回のセミナーを開催。139 人

が参加し、顧客満足度は 100％となっ

た。 
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たく中小企業・小規模事業者３００

社」への推薦を行い、同社の知名度

向上も支援。今年度重点的に取り組

んだ中小サービス事業者の生産性

向上に資する連携案件事例。 

 

○経営支援との連携支援 

・新連携支援先に対して、専門家派遣

による経営支援との連携支援を行

い、企業の成長促進を図るための総

合支援を実施。 

※専門家継続派遣事業の活用企業１

１社、経営実務支援事業の活用企業

５社、戦略的ＣＩＯ育成支援事業の

活用企業１社、販路開拓コーディネ

ート事業の活用企４社 

 

○販路開拓・販路拡大に向けたフォロ

ーアップ支援 

・フォローアップ支援として、販路開

拓コーディネート事業等専門家派

遣事業の活用のほか、機構主催のマ

ッチングイベントや各種展示会へ

の出展支援等を実施。 

※「新価値創造展」１５社、「中小企

業総合展ｉｎ Ｇｉｆｔ Ｓｈｏｗ」

３社、「中小企業総合展ｉｎ ＦＯＯ

ＤＥＸ」２社 

 

■地域資源活用支援事業 

○認定事業への一貫した支援 

・本部及び地域本部等にマーケティ

ング等に精通したプロジェクトマ

ネージャー等を配置し、地域資源を

活用した商品・サービスの開発等に

取り組む中小企業に対して、計画認

定に至るまでのブラッシュアップ

から、計画認定後におけるフォロー

アップまでの一貫したハンズオン

支援を実施。 

・相談等件数 ６，８８９件 

・法律認定件数（機構がブラッシュア

ップを行った案件数）１４０件（累

計 １，６０７件） 

（参考：法律認定の全体件数 １４４

件／累計１，６１３件） 

・事業化件数 １３３件（累計 １，

３５８件） 

・２６年度認定企業の事業化率９０．

８％（認定後２年経過時点） 

・２８年度中に期間終了した認定企

業の事業化率 ９５．７％ 

・販売達成金額累計額 １，１３６億 

 円 
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（支援事例） 

・海辺の旅館事業者が、観光資源の山

陰海岸ジオパークの自然、海・山の

幸を使った地元めし、漁業体験等を

堪能する体験型観光商品の開発を

地域の観光組合、商工会、漁業関係

者等と連携して推進。機構は専門家

による事業計画のブラッシュアッ

プ支援を実施。認定後は、観光ビジ

ネスの専門家を派遣してのサービ

ス内容やマスメディアを活用した

ＰＲ方法等のアドバイスや、機構主

催の観光商談会を通じ商品改良や

販路開拓を支援。また、大手旅行会

社向けのプロモーションツール作

成、ＨＰやＳＮＳ等による情報発信

に関するアドバイスを行った結果、

国内販路の開拓に加え、韓国、タイ、

シンガポール等からの問合せも増

加。観光閑散期対策としインバウン

ド需要も効果的に取り込んでいる。 

※２９年３月新製品の販売金額累計 

１６５百万円 

 

○経営支援との連携支援 

・地域資源活用支援先に対して、専門

家派遣による経営支援との連携支

援を行い、企業の成長促進を図るた

めの総合支援を実施。 

※専門家継続派遣事業の活用企業４

社、経営実務支援事業の活用企業１

１社、戦略的ＣＩＯ育成支援事業の

活用企業１社、販路開拓コーディネ

ート事業の活用企業１０社 

 

○販路開拓・販路拡大に向けたフォロ

ーアップ支援 

・フォローアップ支援として、販路開

拓コーディネート事業等専門家派

遣事業の活用のほか、機構主催のマ

ッチングイベントや各種展示会へ

の出展支援等を実施。 

※「新価値創造展」３社、「中小企業

総合展ｉｎ Ｇｉｆｔ Ｓｈｏｗ」４

０社、「中小企業総合展ｉｎ ＦＯＯ

ＤＥＸ」４０社 

 

■農商工連携支援事業 

○認定事業への一貫した支援 

・本部及び地域本部等にマーケティ

ング等に精通したプロジェクトマ

ネージャー等を配置し、農商工連携

による新商品・新サービスの開発等
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に取り組む中小企業に対して、計画

認定に至るまでのブラッシュアッ

プから、計画認定後におけるフォロ

ーアップまでの一貫したハンズオ

ン支援を実施。 

・相談等件数 ２，６２０件 

・法律認定件数（機構がブラッシュア

ップを行った案件数） 

４７件（累計 ７３２件） 

（参考：法律認定の全体件数 ４７件

／累計 ７３２件） 

・事業化件数 ４０件（累計 ６０７

件） 

・２６年度認定企業の事業化率９３．

５％（認定後２年経過時点） 

・２８年度中に期間終了した認定企

業の事業化率 ９４．２％ 

・販売達成金額累計額 ６２４億円 

 

（支援事例） 

・せんべいの製造事業者が域外の農

協と連携し、馬鈴薯の澱粉を活用し

たこれまでとは違った食感（サクサ

ク感）の新食感せんべいの開発を推

進。機構は専門家による事業計画の

ブラッシュアップ支援を実施。認定

後は、チョコレート等を含んだせん

べいが県内直営店舗での販売を中

心に売上拡大。機構もフーデックス

への出展支援や海外へのＦ/Ｓ（事

業可能性調査）支援を実施。また、

量販店への販路開拓のため商品の

バリエーションを増やすにあたっ

ては、食品分野の商品開発の専門家

を派遣し、ターゲットや想定販路を

踏まえた商品開発を支援。更なる飛

躍を目指す。 

※２９年３月末新製品の販売金額累

計 １３１百万円 

 

○経営支援との連携支援 

・農商工連携支援先に対して、専門家

派遣による経営支援との連携支援

を行い、企業の成長促進を図るため

の総合支援を実施。 

※専門家継続派遣事業の活用企業１

社、経営実務支援事業の活用企業２

社、戦略的ＣＩＯ育成支援事業の活

用企業１社、販路開拓コーディネー

ト事業の活用企業２社 

 

○販路開拓・販路拡大に向けたフォロ

ーアップ支援 

・フォローアップ支援として、販路開
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拓コーディネート事業等専門家派

遣事業の活用のほか、機構主催のマ

ッチングイベントや各種展示会へ

の出展支援等を実施。 

※「新価値創造展」１社、「中小企業

総合展ｉｎ Ｇｉｆｔ Ｓｈｏｗ」２

社、「中小企業総合展ｉｎ ＦＯＯＤ

ＥＸ」３３社 

・２８年度から法認定によらない新

商品・新サービスの開発、販路開拓

等に取り組む中小企業（９社）の支

援を実施。 

  

■新連携支援事業・地域資源活用支援

事業・農商工連携支援事業に係る販

路開拓等支援 

○地域活性化パートナー企業等と連

携した販路開拓等支援 

・大手百貨店、スーパー、商社等の地

域活性化パートナーとの連携によ

り、地域資源活用や農商工連携に係

る新商品・新サービスの首都圏等に

おける販売機会等（展示会・商談会

の開催等）を提供。展示会会期中に

は、バイヤー・有識者による商品評

価、専門家によるＶＭＤチェック等

の事業化に向けたプロセス支援も

併せて実施。 

２８年度末地域活性化パートナー

企業登録数 １０９社 

 

（主な活動内容） 

・伊藤忠食品、五味商店、新日本スー

パーマーケット協会との連携によ

り実施する食品関係の展示会を通

じて、食品関連バイヤーとのマッチ

ングの機会等を提供。 

・繊研新聞社、ビジネスガイド社、Ｕ

ＢＭメディア、旅行新聞新社、日本

経済新聞社との連携により実施す

るファッション・雑貨・ギフト・建

材関係の展示会を通じて、バイヤー

による商品評価、プレゼン商談会の

機会を提供。 

・成城石井との連携により、同社との

商談の機会を提供。 

・ジェイアール東日本企画、オールア

バウトライフマーケティングとの

連携により販売会の機会を提供。 

・リトルワールドとの連携により、同

社が主催するチームシェフコンク

ールへの出品を支援。 

・地域活性化パートナー連携企画（全

体） 
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実施回数 ２１回、参加社数 ２１

８社、満足度 ８９．３％ 

 

○地域本部独自の工夫による販路開

拓支援 

・北海道本部において、地元金融機関

が首都圏で開催した食の展示会に、

南九州事務所とも連携し認定事業

者等を集めて出展。出展商品のカタ

ログも作成し、販路開拓を支援（１

０社参加）。 

・東北本部において、地元スーパーと

連携して、食品事業者を対象に店舗

でのモニタリング調査・販売会を企

画・開催（９社参加）。 

・関東本部において、美容・健康関係

の展示会に、働く女性の暮らしサポ

ートアイテム大集合のＶＭＤのも

と認定事業者を集めて出展（１６社

参加）。 

・中部本部において、地元百貨店・ス

ーパーと連携して、認定事業者を対

象とした商品評価会を企画・開催

（２６社参加）。 

・北陸本部において、北陸３県の金融

機関紹介の認定目指す事業者を対

象に、バイヤー・デザイナー等が商

品評価・販路開拓のアドバイスを行

う商品力向上委員会を企画・開催

（２３社参加）。 

・近畿本部において、総合旅行会社や

ツアーオペレーター等１５社と連

携して、インバウンドや国内旅行の

観光事業に取り組む事業者を対象

に、バイヤー等が商品評価や商品造

成のアドバイスを行う観光商談会

in 京都を企画・開催（１５社参加）。 

・中国本部において、観光商品の開発

を目指す事業者を対象に、観光の専

門家が商品開発や情報発信等をア

ドバイスする現地相談会やワーク

ショップ企画・開催（６社参加）。 

・四国本部において、全国規模のカタ

ログ通販事業者２社と認定事業者

の商談会を企画・開催。（１４社参

加）。バイヤーによる事業者の工場

見学会も併せて開催。 

・九州本部において、全国規模の百貨

店やこだわりスーパー６社と連携

して、食品事業を対象にバイヤーが

商品開発や販路開拓のアドバイス

を行う九州サポート会議（合同商品

求評会）を企画・開催（８社参加）。 

・沖縄事務所において、県外のこだわ
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りスーパー・卸９社と連携して、食

品事業者を対象に事前相談会で商

品開発・販路戦略のアドバイスを行

った後、商談会で販路開拓等を支援

する守礼の門プログラムを企画・開

催（２９社参加）。 

 

■政策課題への対応に向けた取組み 

・地域資源活用事業について、２８年

度は「ふるさと名物応援宣言」に関

連した案件の発掘・支援に注力。 

・新連携事業について、２８年度は

「中小サービス事業者の生産性向

上のためのガイドライン」に対応し

た案件の発掘・支援に注力。 

 

■支援先の会社売上高、経常利益、従

業員数（認定申請時と２８年度調査時

との比較） 

（新連携支援事業） 

・支援先の認定事業売上高累計 １，

９０２億円 

・会社売上高平均伸び率 １５．３％

増加 

・経常利益平均伸び率 １４．６％減

少 

・従業員数平均伸び率 ６．６％増加 

（地域資源活用支援事業） 

・支援先の認定事業売上高累計 １，

１３６億円 

・会社売上高平均伸び率 １２．２％

増加 

・経常利益平均伸び率 ８．０％減少 

・従業員数平均伸び率  ６．７％増

加 

（農商工連携支援事業） 

・支援先の認定事業売上高累計 ６

２４億円 

・会社売上高平均伸び率 ２５．７％

増加 

・経常利益平均伸び率 ５７．６％増

加 

・従業員数平均伸び率 １５．０％増

加 

 

■支援品質向上のための取組み 

・新事業創出支援事業では、支援品質

の向上による高い成果創出を図る

ため、「マネジメントガイド」を作

成。同ガイドに基づき、２２年度か

らの３ヶ年計画で職員・専門家等の

マネジメントの仕組みを構築し、２

８年度は引き続きその実践に取り

組んだ。 
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・「ものづくり連携グループ」の組成

については、全国中小企業団体中央

会と連携し、全国のモデルとなりう

る優良連携グループが創出される

ことに重点を置き支援を行う。 

支援にあたっては、連携グループの

形成や連携グループ形成後の事業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・優れた支援ノウハウ等の情報交換

のほか、認定事業の進捗状況、支援

成果の把握、情報共有等を目的とし

て、課長・統括プロジェクトマネー

ジャー等による会議を開催（開催回

数３回）。 

・地方創生・ふるさと応援宣言を踏ま

えた地域のブランド化（着地型観光

に焦点）に対応した案件、「中小サ

ービス事業者の生産性向上のため

のガイドライン」に対応した案件、

ＴＰＰを踏まえた海外展開も視野

に入れた農商工連携・地域資源案件

の創出に対応するため、地域本部等

の専門家、職員を対象に事例等を活

用した研修を実施（研修回数３回）。 

 

■小規模企業支援事業（地域資源活用

事業等普及事業） 

・「着地型観光商品開発・販路開拓 

事例 ガイドブック」を作成し、全

ての商工会・商工会連合会、商工会

議所、中央会、よろず支援拠点、ふ

るさと名物応援宣言市区町村に印

刷物を配布（２，４０６先、９，９

０６部）。 

・機構ホームページ上に、上記ガイド

ブック電子媒体を掲載したサイト

を公開するとともに、当該サイト

のＰＲチラシを上記配布先へガイ

ドブックとともに配布（２，４０６

先、１２０，３００部）。 

・小規模事業者、支援者等を対象とし

て、上記ガイドブックのポイント

解説等を内容としたセミナーを開

催。 

開催数：７回、参加者総数：２７１

名、満足度：９７．５％ 

・小規模事業者等を対象として、上記

ガイドブックを活用し着地型観光

商品開発の体験等を内容としたワ

ークショップを、ふるさと名物応

援宣言を行った市町等と連携して

開催。 

開催数：１０回、参加者総数：１３

９人、満足度：１００％ 

 

■ものづくり連携グループの組成に

向けた支援 

・企業連携により共同受注や新製品

開発等を目指すものづくり連携グ

ループ活動の取組み促進と事業化

モデルの創出を支援するため、全国

中小企業団体中央会と連携して２

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■日本再興戦略に掲げられた環境・エ

ネルギー、健康・医療、航空宇宙など

成長分野への参入等を中小企業・小規

模事業者同士の連携により目指す「も

のづくり連携」支援では、新規に 10

件のプロジェクトを採択し、28 年度

末累計で 33 件のプロジェクトを支
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活動に関する課題に対し、必要に応

じ専門家等による助言や、機構の支

援ツールを活用した支援を行う。 

また、支援品質の向上や他の連携グ

ループ活動へのノウハウの普及に

つなげるため、連携グループ活動の

事業化に向けた取組内容、課題、対

応策、効果的な支援内容等に関する

調査・分析を行い、連携グループ形

成や事業化実現のノウハウや事例

の収集・蓄積等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８年度は全国から１０件のプロジ

ェクトを採択（採択件数累計３３

件） 

・採択案件の成果創出と支援ノウハ

ウの蓄積に向け、本部及び地域本部

にものづくり支援に係る専門家を

配置し、プロジェクト推進会議への

出席等（４３０回）を通じて、事業

成果の創出に必要な情報提供・アド

バイスを実施。さらに、個別の経営

課題については、高度化事業、大学

校の研修（医療機器参入セミナー

等）、ＣＥＯ商談会、新連携等の機

構の支援ツールの情報提供を行う

などの総合支援を実施。 

コンソーシアム等への支援件数 

４４６件 

・連携グループ形成や事業化実現に

向けた適切なプロジェクトマネジ

メントやプロジェクト間相互の情

報交流の促進などを目的として、採

択プロジェクトのコンソーシアム

メンバーを対象とした「プロジェク

ト情報交換会」（参加者７８人）を

実施。 

・２８年度助成終了案件（１２件）の

コンソーシアムから形成された連

携グループの事業化に向け、「事業

計画作成ガイド」に基づく事業計画

作成を支援。 

・コンソーシアムに対して定期的に

レビューを行い、連携グループ活動

の事業化に向けた取組内容、課題、

対応策、効果的な支援内容等に関す

るノウハウや事例を収集。加えて、

ノウハウの整理・体系化に向けて、

外部有識者をメンバーとした委員

会を設置。 

 

（コンソーシアムの活動例１） 

・次世代エネルギーとして水素が注

目されて久しいが、未だインフラ整

備が追い付いておらず、本格的利用

にまで至っていない。 

そこで、「ＳＩＣ水素・燃料電池コ

ンソーシアム」では自ら水素を生成

でき、水素から電気を作ることもで

きる小型・可搬型の「リバーシブル

燃料電池」の開発を行った。 

ものづくり中小企業がそれぞれの

技術を持ち寄って連携グループを

形成し、２０２０年の事業化・販売

を目指す。形成された連携グループ

は、事業化に向けて来年度からメン

援。静岡県浜松市のプロジェクトで

は、高い品質管理が要求される航空機

産業への参入を目指し、連携グループ

として活動した結果、一貫生産体制を

構築するとともに受注に成功するな

ど、中小企業・小規模事業者の連携に

よる事業化モデルの創出に向け着実

に推進。 
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バー企業の会費による自律的組織

運営に移行する予定。 

 

（コンソーシアムの活動例２） 

・静岡県の「浜松航空機産業プロジェ

クト（ＳＯＬＡＥ）」は、ものづく

りが盛んな浜松を中心とした事業

者が結集し、高い品質管理が要求さ

れる航空機分野への参入を目指す

連携グループとして活動。 

一貫生産体制を構築するとともに、

川下企業に対する提案書の作成や

見本品の製作を通じて顧客開拓を

進めてきたが、その努力が実り、一

部で受注に成功。 

さらなる大型受注の獲得に向け、代

表企業に対する業務支援を行うサ

ポートセンターを設置し、昨年１２

月には協同組合を設立するなど、中

小企業主体による共同受注・一貫生

産体制の確立を目指している。 

 

（コンソーシアムの活動例３） 

・日本の医療機器分野の貿易収支は

平成２５年には約７，７００億円の

輸入超過にあり、国内に競争力のあ

る製品が存在しない分野の研究機

関や医療施設では、割高な医療機器

の購入を避けることが出来ず、国産

医療機器の市場投入を通じた競争

の適正化と国内外価格差の緩和が

求められている。 

千葉県中小企業団体中央会のコン

ソーシアムでは、国が成長戦略に掲

げる医療のうち、重要課題とされる

再生医療分野をターゲットとし、コ

ア技術を有する企業を中心に高精

度金属加工や樹脂部品製造等の優

れた技術を有する中小企業が連携

することで、国際競争力のある純国

産再生医療用機器の開発と販売を

目指す。 

 

（コンソーシアムの活動例４） 

・世界的な環境保護の機運の高まり

と、環境負荷の軽減に向けた燃費規

制の強化を受けて、自動車業界では

燃費向上に向けた軽量化が進めら

れている。このような中、軽量・高

強度な素材の有力候補の１つとし

て、炭素繊維補強複合材料に期待が

かかるが、成型加工時間や価格、リ

サイクル性等の課題から、本格的な

採用に至っていない。 
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（５）新たな取引先・業務提携先の開

拓支援 

 

優れた技術・製品を持ちながらも国

内需要の減少等により、中小企業・小

規模事業者の売上の減少に対応する

ための新たな販路・業務提携先の開拓

は、喫緊の課題となっている。機構は、

国内外の新たな販路・業務提携先の開

拓に挑戦しようとする中小企業・小規

模事業者に対し、展示会・商談会等の

開催を行うほか、これらと連動したＷ

ｅｂマッチングシステムを構築・運営

することで支援企業の量的な拡大と

支援成果の向上を図る。 

また、ＩＴ化の進展により、従来の流

通構造が変化し、直接取引先や顧客と

の接点を増やし国内外で広く活躍す

る中小企業・小規模事業者が増加して

いる。機構は、このような取組を促進

するため、特に小規模事業者を中心に

ＩＴを活用したｅコマース等による

新たな販路開拓を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）新たな取引先・業務提携先の開

拓支援 

 

中小企業・小規模事業者の販路開拓

を支援する展示会・商談会等を行うと

ともに、これらと連動したＷｅｂマッ

チングシステムによるビジネスマッ

チングを行う。また、小規模事業者や

地域支援機関等に対しては、情報提

供、相談・助言、研修等により、ｅコ

マース等によるＩＴを活用した販路

開拓を支援する。 

Ｗｅｂマッチングシステムの中小

企業・小規模事業者の登録企業は、中

期目標期間中の早期に３，０００社以

上とする。また、ビジネスマッチング

の支援後に支援先の具体的成果の調

査・分析等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）新たな取引先・業務提携先の開

拓支援 

 

・中小企業・小規模事業者の販路開

拓、生産性向上や海外展開に繋がる

支援をするため、展示会・商談会の

開催などを行う。具体的には中小企

業が開発した優れた製品、技術、サ

ービス等を展示し、販売先・業務提

携先などとのマッチングを促進す

る「中小企業総合展」等を実施する。

また、WEB でのバーチャル展示を実

施し、展示会・商談会への来場者誘

引を図り、マッチングを促進する。

展示会・商談会等については、事業

実施後１年以内において成約率２

０％以上を達成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・成約率(実施後１年以内） 

３０．６％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県産業振興公社のコンソーシ

アムでは、熱可塑性樹脂の被膜・成

型加工の特許技術・ノウハウを有す

るコア企業を中心に、炭素繊維の織

加工技術、金型の設計・製作技術等

を有する企業が連携することで、連

続炭素繊維補強熱可塑性樹脂複合

材料基材の開発と、次世代車両（Ｅ

Ｖ，ＨＥＶ，ＦＣＶ）構造体への本

格的な実用化を目指す。 

 

（５）新たな取引先・業務提携先の開

拓支援 

 

■マッチングイベントの実施 

・事業化や販路拡大等を目指す中小

企業に対して、販売先・業務提携先

等の開拓を支援するマッチングの

場として、中小企業総合展等を開

催。 

 

■マッチングの成果 

・事業実施後、概ね６ヶ月以内に具体

的な商談やマッチングに至った割

合（２８年度開催） 

・新価値創造展２０１６（第 12 回中

小企業総合展 東京） 

 成約率 ３０．６％ 

 

■開催概要及び効果的な事業実施の

ための取組み 

○新価値創造展２０１６（第１２回中

小企業総合展 東京） 

・会期：平成２８年１０月３１日～１

１月２日 

・会場：東京ビッグサイト 東２・３

ホール 

・出展者数：５８２社・団体 

・来場者数：３０，０４２人（延べ人

数） 

・優れた製品・技術・サービスを保有

する中小企業のほか、中小企業支援

機関及び支援先企業、中小企業の製

品等開発の先進事例企業などが出

展。 

・日本再興戦略を参考として 近注

目されている６テーマ（出展対象分

野）を設定して出展者を募り、より

効果的なマッチングを実現するた

め、会場内ゾーニングや、展示会特

設ウェブサイト等情報提供に活用。 

＜６つのテーマ＞ 

①ものづくり（加工/生産/組込技術

等、ＩｏＴなど） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）新たな取引先・業務提携先の開

拓支援 
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 ②ロボット（制御/センサー技術等、

ドローンなど） 

 ③新素材・新エネルギー 

 ④健康・予防・医療・介護 

 ⑤農林・水産事業の変革と食品製 

造の自動化 

 ⑥環境・災害対応、社会・地域課題

解決 

・展示会の前後（９月・１月）に新価

値創造フォーラムを開催。９月開催

時には、前年度展示会の事例紹介・

対談、当年度出展者の先行展示、Ｉ

ｏＴやドローン活用に関するセミ

ナーを実施。１月開催時には、新価

値創造展２０１６にて新価値創造

賞（先進的な取組み等を表彰）を受

賞した企業によるパネルディスカ

ッション等を実施し、新価値創造展

を周知・広報。また、開催テーマに

関連する大企業、中堅企業に対し、

メールマガジン、媒体広告を用いた

周知活動を強化した。[独立行政法

人通則法第２８の４に基づく平成

２７年度評価結果の反映状況の公

表] 

・中小機構が運営するマッチングサ

イト（J-GoodTech）と連携した企画

展示や海外企業・機関展示、商談会

を開催し、国内外企業のマッチング

促進活動を実施。 

・開催６テーマ毎に 先端のビジネ

ス傾向・課題や将来展望、製品動向

に関するメインセミナーを開催し

たほか、中小企業の経営課題や海外

展開および製品等開発の参考とな

る取り組み事例紹介などのミニセ

ミナーを実施。 

・出展者展示のほか、中小機構及び中

小企業支援機関による施策紹介と

相談対応を併せて実施。 

 

○新価値創造ＮＡＶＩ（ウェブ展示

会） 

・会期：通年（６月βサイト公開、９

月～３月末開催） 

・出展者数：４９４社 

・リアル展示会の時間的/距離的/空

間的制約を脱し、より多くの中小企

業者のマッチングを支援すること

を目的に、平成２８年度に開設。 

・優れた製品・技術・サービスを保有

する中小企業が出展するウェブ展

示と、新製品・新技術の紹介や製品

等動向や業界トレンド、中小企業等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■リアル展示会の時間的・距離的・空

間的・コスト的制約に鑑み、ウェブ展

示会である「新価値創造ＮＡＶＩ」を

28 年度新たに開設。通年での展示を

可能としマッチングの促進を図ると

ともに、掲載情報の鮮度を確保するた

め、出展者自らによる製品等の情報更

新機能、問合せ機能等も充実。これら

により、経営資源が限られる中小企業

により多くのマッチングの機会を提

供。 
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の取り組み事例を紹介する記事コ

ンテンツ（ウェブマガジン）から構

成。 

・日本再興戦略を参考とした出展対

象分野を設定し、出展者の製品等情

報を掲載。１出展者につき 大３製

品等を展示可能とし、出展者自ら製

品等情報の更新や、パンフ・技術資

料等のダウンロードコンテンツ、問

合せ機能を設定することで掲載情

報の鮮度を確保した。また、出展者

コンテンツ支援として、初期登録内

容の英訳や希望企業に対する製品

等紹介動画制作支援を実施し、出展

者の製品等情報の理解、拡散を支援

した。 

・記事コンテンツ（ウェブマガジン）

で新規性・革新性のある製品等情

報、出展者製品等を技術面から掘下

げて紹介する記事、出展事例を紹介

しつつ、リアル展示会・イベント開

催情報への誘導や情報拡散を行っ

た。 

 

○中小企業総合展  ｉｎ  Ｇｉｆｔ 

Ｓｈｏｗ 

・会期：平成２９年２月８日～２月１

０日 

・会場：東京ビッグサイト 東４ホー

ル内 

（第８３回東京インターナショナル・

ギフト・ショー 

 主催：ビジネスガイド社） 

・出展者数：９９社（機構ゾーン内） 

・来場者数：２００，８６７人（主催

展示会来場者） 

・ギフト等生活雑貨に関する地域性

豊かな優れた製品等を保有する中

小企業が出展対象。 

・バイヤーと国内中小企業とのビジ

ネスマッチングの場を提供。機構ゾ

ーンへの集客策として機構独自の

バイヤーズガイドを作成し、関連バ

イヤー等に配布。 

・事前のサポート支援として、出展者

説明会を開催。講師を招き、ＶＭＤ、

展示会活用方法についてセミナー

を実施。また、会期中サポート支援

として、専門家によるＶＭＤ、販路

開拓支援のアドバイスを実施。 

 

○中小企業総合展  ｉｎ  ＦＯＯＤ

ＥＸ 

・会期：平成２９年３月７日～３月１
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・IT や e コマースを活用した中小企

業・小規模事業者の経営力の充実を

図り、生産性の向上や国内外の販路

開拓の拡大を目指すため、中小企

業・小規模事業者向けのセミナー、

イベント、ＴＰＰ協定参加国等の海

外向け EC の出店支援等を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０日 

・会場：幕張メッセ ９ホール内 

（ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ ２０１

７[第４２回国際食品飲料展]全国

食品博内 主催：日本能率協会） 

・出展者数：９８社（機構ゾーン内）

＋特別展示被災２団体 

・来場者数：８２，４３４人（主催展

示会来場者） 

・食品・飲料に関する地域性豊かな優

れた製品等を保有する中小企業が

出展対象。 

・バイヤーと国内中小企業とのビジ

ネスマッチングの場を提供。機構ゾ

ーンへの集客策として機構独自の

バイヤーズガイドを作成し、関連バ

イヤー等に配布。 

・事前のサポート支援として、出展者

説明会を開催。講師を招き、食品写

真の撮影方法、接客方法についての

セミナーを実施。また、会期中サポ

ート支援として、専門家によるＶＭ

Ｄ、販路開拓支援のアドバイスを実

施するとともに、英語、中国語の通

訳を配置し、来場海外バイヤーとの

商談もサポート。 

 

■ＩＴ活用型販路開拓支援事業 

・幅広い層が使用している動画配信

インフラ「ＹｏｕＴｕｂｅ」を活用

し、中小企業・小規模事業者が地理

的・時間的制約なく実践的なＥＣ製

作ノウハウや越境ＥＣについて学

習できるオンライン講座を実施。特

に２８年度はこれまでの国内ＥＣ

編、越境ＥＣ編等に加え、新たに「Ｉ

Ｔを活用した生産性向上編」を追

加。 

  講座配信数：４０講座 

  視聴回数：６５５，３３１回 

・オンライン講座と連動した実践講

座やネットショップセミナー、ワー

クショップを全国各地で開催。 

  開催回数：１６２回 

  参加者数：３，８２７人 

・ネットショップ運営に係る各種課

題の解決、参加者間の交流の場を提

供する大規模イベントを開催。ｅコ

マース関連の事業者が一堂に会し

てのスペシャルトークセッション、

ネットショップ運営に係る実践講

座、個別相談など多様なプログラム

を実施。 

越境ＥＣ“まるごと”フェスティバ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■海外展開の経験もノウハウも社内

人材にも乏しい中小企業・小規模事業

者が、その手はじめとして、ハードル

も低くリスクも小さい e コマースに

取組むことは極めて有効との観点か

ら、越境 EC 支援のためのセミナー、

オンライン講座等に注力。セミナー参

加者数 3,827 人、セミナーに参加でき

ない中小企業・小規模事業者にも

YouTube を活用し、新たに全 40 講座

を配信し、視聴回数 655,331 回を獲得

（「ebiz アカデミー」累計 100 講座）。
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・国内の大手メーカーや海外企業に

技術、製品情報を発信するＷｅｂマ

ッチングシステム（Ｊ-GoodTech）

を運営し、展示会・商談会や専門家

による仲介サポート等のリアルの

支援を効果的に組み合わせること

により、ビジネスマッチングを推進

する。優れた技術・製品を有する中

小企業・小規模事業者の新規登録企

業５００社以上を達成する。特に、

海外企業とのＷｅｂ上でのマッチ

ング促進に向け、継続的に海外支援

機関との協力関係を構築し、海外登

録企業を累計５００社以上とする。

また今後の対象業種、利用者の拡大

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国内登録企業数：１，３５２社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ル東京会場（２８年７月、６６３人

来場) 

大阪会場（２８年８月、４７３人来

場） 

福岡会場（２８年８月、２４６人来

場）   

ＥＣ Ｃａｍｐ２０１７ 

（２９年２月、東京開催、６９１人

来場） 

・中小企業者の海外への販路開拓の

取り組みを支援することを目的に、

主にＴＰＰ交渉参加国を対象とし

た越境ＥＣサイトの構築や当該越

境ＥＣサイトのプロモーション等

に対する補助金の交付や当該越境

ＥＣサイトと連動した実店舗での

プロモーションイベント等を実施

する事業（中小企業越境ＥＣマーケ

ティング支援事業）を実施。 

  勉強会：全国２０回開催、１，３

３９名参加 

  補助金：応募総数３２４社、採択

件数１５３社、 

交付件数１２６社  

 プロモーションイベント： 

シンガポール（２９年１月） 

４２社、１３４商品展示、 

２，４１７人来場 

米国・ニューヨーク（２９年２月） 

４３社、１３５商品展示、５１６人

来場 

・民間 eコマース事業者と連携し、中

小企業・小規模事業者のネットショ

ップトライアル出店メニューをパ

ッケージで提供。ネットショップの

新規出店やショップ運営に不安を

抱える中小企業を地域本部等と連

携して募集し、５７社を支援。 

 

■Ｗｅｂマッチングシステム「Ｊ-Ｇ

ｏｏｄＴｅｃｈ（ジェグテック）」 

・２８年度から対象業種を、製造業か

ら、卸売業、サービス業まで拡大し、

今年度新たに中小企業１，３５２社

（２８年度末累計４，５７２社）、

大手パートナー企業３４７社を登

録。システム改善により、大手パー

トナー企業や海外企業と掲載中小

企業間で、双方向で情報交換できる

機能を追加し、28 年度は大手パー

トナー企業等の９１２件のニーズ

をＷｅｂ上で発信。これに対し掲載

中小企業から１，８８４件の提案。

このほか新価値創造展、ＣＥＯネッ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■第 3期中期目標・計画の新規事業と

して平成 26 年 10 月に立ち上げた J-

GoodTech（中小企業・小規模事業者の

優れた技術、製品情報を日・英２か国

語で国内外に発信する Web マッチン

グシステム）については、年度目標新

規に 500 社以上という国内中小企業

の登録目標に対し 1,352 社（累計

4,572 社）を登録（対年度目標

270.4％）。これまでは製造業を対象と

していたところを、卸売業やサービス

業まで拡大するとともに、大手パート

ナー企業や海外企業と中小企業者間

で双方向で情報交換できる機能を追

加するなどのシステム改善を行い、マ
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に伴い必要なシステム再構築を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・海外登録企業数：２，６６３社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トワーク強化事業等リアル商談会

との連携により、掲載中小企業と大

手、中堅企業、海外企業と５，８５

９件の個別マッチングを実施。 

・上記のシステム改善により、海外企

業との WEB 上のマッチング機能を

拡充するとともに、信頼性の高い海

外企業の登録を促進するため、役員

等がＭＯＵ締結先等の海外中小企

業支援機関等を訪問し、企業推薦に

関する協力依頼を行うなど、これら

の海外機関との連携を強化。２８年

度末累計で海外企業２，６６３社を

登録。 

・その他、フランスの公的機関ＢＰｉ

ｆｒａｎｃｅが運営するマッチン

グサイト「ＥｕｒｏＱｕｉｔｙ」へ、

ジェグテック掲載の中小企業６２

社分の情報が掲載され、海外支援機

関との協力による欧米諸国への情

報発信が実現。 

 

【事例１】ジェグテック登録の小規模

企業と大手通信会社がＷ

ｅｂでつながる 

・従業員９名の情報機器製造業（本社

所在地：東京）。世界 小・ 軽量

（２ｇ）のジャイロ３、加速度６、

気圧１、温度２、光１、地磁気３、

音１による世界 高の 17 軸のセン

サーを開発・製造している。 

・ジェグテックパートナー企業であ

る大手通信メーカーは小型で高性

能なセンサーを探索するためにジ

ェグテックを活用し、自社のニーズ

に即した上記の小規模企業を発見。 

・大手通信メーカーはジェグテック

を通じて直接企業へコンタクト。現

在 IOT 機器等の共同サービス構築・

開発に向けて秘密保持契約を交わ

し、事業推進中。 

 

【事例２】海外企業とジェグテック登

録企業間におけるＷｅｂ

とリアル相互に活用した

マッチングを推進 

・新価値創造展（ジェグテック特別企

画）に参加予定のベトナム企業が、

自社の課題解決（日本からの部品供

給）に適合しそうな日本企業をジェ

グテックで事前に検索。 

・ベトナム企業の意向を受けた上で、

掲載中小企業とベトナム企業との

商談を新価値創造展会場内で実施。

ッチングを促進。また、機構の海外

MOU 締結機関と連携し、信頼性の高い

海外企業の登録促進に取り組んだ結

果、年度目標累計 500 社以上という海

外企業の登録目標を大幅に上回る

2,663 社 を 登 録 （ 対 年 度 目 標

532.6％）。 

 

これらにより、Web 上にて大手メー

カー等のパートナー企業 347 社から

912 件のニーズ発信、登録中小企業・

小規模事業者から 1,884 件の提案。ま

た、新価値創造展やＣＥＯネットワー

ク強化事業等のリアルな商談会との

連携による中小企業と大手、中堅企業

や海外企業とのマッチング件数は

5,859 件。Web 上での提案件数とリア

ル商談会でのマッチング件数の合計

7,743 件は、前年度（2,379 件）と比

べ 325.5％と大幅に増加し、過去 大

の実績。世界 小・ 軽量の 17 軸の

センサーを開発・製造している情報機

器製造業（従業員９名）では、小型で

高性能なセンサーを探索していた大

手パートナー企業である大手通信メ

ーカーの目に留まり、現在 IOT 機器等

の共同サービス構築・開発に向けて秘

密保持契約を交わし、事業を推進する

などの成果を実現。 
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・各都道府県に点在する優れた地域

資源商品を有する中小企業・小規模

事業者を発掘し、商品別、素材別に

編集し、マッチングのための情報発

信を国内外に向けて行うとともに、

バイヤー・クリエイターとの連携に

よる商品開発・売り場開発支援等を

行う。 

また、販売催事や EC サイトとの連

携により、商品販売促進支援等を行

う。 

・これらの取組みを通じ、支援先の販

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その後日本企業が実際にベトナム

を訪問して更に商談を進めるなど、

現在も交渉が前向きに進展中。 

 

［地域本部の取組］ 

・大手印刷会社は、新たな事業展開を

模索中であったが、自社では対応で

きないいくつかの課題を抱えてい

た。そういった状況で近畿本部の仲

介で掲載中小企業へニーズ配信を

実施。3社から提案があり、うち１

社が当該ニーズに対して対応でき

る技術力等を有していたことから、

商談が継続。現在、大手印刷会社で

開発中であり、今後更なる進展が見

込まれる。 

・関東本部において、ＷＥＢとリアル

商談会を連動させ、ジェグテックの

機能を 大限生かしたリアル商談

会を３４回実施し、商談を２,０２

０件行うことで、１,５８５社の中

小企業の販路拡大を支援。 

そのうち、ロボット、新素材、医療

分野、海外販路を有する国内商社と

の海外展開型の商談会等を、東京及

び地方都市（群馬、新潟など）で実

施。 

その他、医療、ロボット、農業など

11 分野の中小企業について、マッ

チングに至った要因や成約のポイ

ント等をまとめた事例集を作成。 

 

［海外展示会への出展］ジェグテック

マッチング会 In タイ 

・ＭＯＵ締結先であるタイ工業省主

催の展示会「ＳＩＴＥＸ ＥＸＰＯ 

２０１６」（タイバンコク開催）に

おいて、ジェグテック掲載企業とタ

イ現地企業とのマッチング会を開

催。日本企業６社、タイ企業２３社

が参加し、２９件の商談を実施。 

 

■地域資源商品等の情報をバイヤー

に向けて発信 

○中小企業者の自発的な販路開拓・情

報発信力の向上（Ｒｉｎ ｃｒｏｓ

ｓｉｎｇ） 

・支援企業の優れた技術、素材等を活

かした“地域発”の商品を、その「モ

ノ作りのストーリーづくり」からＷ

ｅｂを活用した情報発信、登録バイ

ヤーとの商談会による販路開拓ま

で一貫して支援。 

・登録バイヤー１，２１９名、支援企
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（６）海外展開支援 

 

グローバル化の進展により取引構

造等が変化する中で、中小企業・小規

模事業者がビジネスを成長・発展させ

ていくためには、中小企業・小規模事

業者自らが、成長著しい新興国市場を

獲得していくことが必要である。国内

の事業基盤を維持しつつ、海外展開を

積極的に行い、その成果が国内の雇用

等に結びつくような中小企業・小規模

事業者への支援を行うことが、我が国

経済の成長を促進する観点からも重

要である。機構は、海外展開に潜在力

のある中小企業・小規模事業者を発掘

し、海外進出や海外企業との取引・業

務提携等に関する経営課題の解決を

積極的に支援し、中小企業・小規模事

業者の海外展開を促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）海外展開支援 

 

海外展開に関し知識不足、人材不足

といった課題を持ちながらも海外展

開に潜在力のある中小企業・小規模事

業者を中期目標期間中の早期に３，０

００社以上発掘し、中小企業・小規模

事業者がそのリスクに対応しつつ、競

争力のある技術、製品、サービス等を

活かした海外展開を行うことに対し、

独立行政法人日本貿易振興機構や地

域支援機関等と連携・協働し、海外展

開に関する相談・助言、研修、海外展

開実現可能性調査、Ｗｅｂマッチング

システムとも連動した海外企業との

商談会や海外展示会への出展等を積

極的に支援する。 

成果の目標については、支援前後の

売上高、従業者数の増減率について、

中小企業実態基本調査と比較しそれ

を上回ることとする。また、海外展開

の支援後に支援先の具体的成果の調

路開拓の実現状況を把握するとと

もに、事後フォローアップとして、

企業訪問やヒアリング等を継続的

に行い、支援先企業の販路開拓支援

を継続的に支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）海外展開支援 

 

・海外市場に活路を求める、潜在能力

のある中小企業・小規模事業者の海

外展開を支援するため、相談・助言、

セミナーの開催等を行い、海外進出

や国際取引等を行う上での経営上

の課題解決に努める。特に、ＴＰＰ

協定を契機とした中小企業・小規模

事業者の海外展開を促進するため、

ＴＰＰ協定に対応する相談・助言、

セミナー、情報提供等を積極的に行

う。相談・助言については、相談件

数３，６００件以上を達成する。事

業実施に際しては、日本貿易振興機

構、地域支援機関等との連携・協働

を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・相談・助言件数：５，１９８件 

 

業２４９社 

・Ｗｅｂサイト経由及び商談会等で

のマッチング件数 

５９３件 

・国内外において、テーマ別、カテゴ

リー別に支援企業、登録バイヤーを

絞った商談会を２回実施（参加企業

数累計４８社（うち、８社はＲｉｎ 

ｃｒｏｓｓｉｎｇ未登録の３法認

定事業者））。 

・Ｒｉｎ ｃｒｏｓｓｉｎｇの取り

組みや支援企業の取材記事をＷｅ

ｂサイトで配信し、登録バイヤー、

支援企業に有益な情報提供を実施

（２３回）。 

・登録バイヤーの獲得、支援企業の商

談支援、テストマーケティング等を

目的とし、国内外の展示会に出展

（国内２回、海外１回、獲得バイヤ

ー数累計８０名）。 

・さくら野百貨店（青森県）に、支援

企業の商品を取り扱う常設店舗を

設置（県内３店舗、売上累計１１０

万円）。 

・登録バイヤーが企画・運営する催

事・販売会に、支援企業が参加（８

回、売上累計６２万円）。 

・テストマーケティング支援として、

ＪＲ西日本等と連携し、海外向けＥ

Ｃサイトを展開（掲載企業数２０

社、売上累計２５万円））。 

 

（６）海外展開支援 

 

■ＴＰＰ協定大筋合意を契機とした

海外展開支援 

・地域本部及び沖縄事務所（１０ヵ

所）にＴＰＰ相談窓口を設置し、中

小企業者からのＴＰＰ関連の相談

に対応（２７件）。 

・また、平成２８年２月に「新輸出大

国コンソーシアム」が立ち上げられ

たことを受けて、海外実現可能性調

査（Ｆ／Ｓ）後の継続的支援や海外

現地における他機関との連携を含

めたフォローアップにも資するよ

う、支援先企業への案内を積極的に

実施。[独立行政法人通則法第２８

の４に基づく平成２７年度評価結

果の反映状況の公表] 

 

■専門家による助言 

・海外投資や国際取引等の海外ビジ

ネスに悩みを持つ中小企業に対し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）海外展開支援 

 

■日本再興戦略で掲げられた中小企

業・小規模事業者 1万社の海外展開の

実現、さらには 27 年 10 月に大筋合

意した TPP 協定を契機とした中小企

業・小規模事業者の海外展開の促進と

いう政策展開を踏まえ、海外展開の潜

在能力を有する中小企業・小規模事業

者の発掘を累計 3,000 社以上とした

年度目標に対し、4,490 社（対年度目

標 149.7％）を新たに発掘、第 3期中

期目標で早期に 3,000 社以上とした

対中期目標値を 3年目で達成。これら

は、機構の行う国際化アドバイスに加

えて、以下の取組に注力したことによ

るもの。 

 

１）海外市場に活路を求める中小企業

やＴＰＰ参加国へ新たな海外展開を

行おうとする中小企業者等を支援す

るため、海外事業の実現可能性や採算
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査・分析等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中小企業・小規模事業者が自社で計

画した海外展開事業計画が実現可

能か、投資採算がとれるか、円滑な

事業再編ができるか等の実現可能

性調査（Ｆ／Ｓ）を支援する。具体

的には、ＴＰＰ協定参加国等の海外

への本格的な展開に向けた戦略策

定を支援するため、海外現地調査に

向けた事業計画の策定、海外現地調

査、Web サイト構築、物流・決済、

調査後のフォローアップ支援等を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て豊富な実務経験等を有する海外

ビジネスの専門家が経営支援の観

点からアドバイスを実施。   

アドバイス件数 ５，１９８件 

うちＴＰＰ協定参加国向け相談

件数 ２，１９０件 

役立ち度 ９９．８％ 

 

■都道府県等中小企業支援センター、

金融機関等との連携 

・国際取引や海外展開における留意

点等について、都道府県等中小企業

支援センター、金融機関等との共催

で海外展開セミナーを開催し、海外

展開を目指す中小企業等に対して

情報提供を実施。 

セミナー回数 １６４回 

うちＴＰＰ関連 ８回 

参加人数   ５，５６４人 

うちＴＰＰ関連 ３１８人 

 

■海外事業可能性調査（Ｆ／Ｓ）等の

支援 

・自社の海外展開計画の検証、マーケ

ット・生産拠点・投資環境等の調査

に対する企業ニーズに応え、事業計

画のブラッシュアップを支援する

とともに、海外事業の実現可能性、

採算性確保の可能性等の調査（Ｆ／

Ｓ）およびホームページの外国語化

費用等の一部を補助。 

海外現地調査支援：１１２社 

 外国語 Web サイト作成支援：１０

７社 

・海外子会社の経営に課題を抱えて

いる中小企業に対し経営診断を通

して事業再編に資する選択肢を提

示することにより課題解決の推進

を支援するとともに、海外子会社の

調査費用等の一部を補助。 

採択社数：１１社 

 

【事例１】タイにおける駅弁・えきそ

ば販売可能性の調査  

・「駅弁」と「えきそば」を製造・販

売している当社は、人口減により国

内市場の縮小が確実視されること

を踏まえ、海外のデパートやショッ

ピングセンターで開催される催事

やイベントに出店し現地のニーズ

を探る中、親日的で日本食に理解の

あるタイの市場に魅力を感じ、タイ

への出店を行うために本事業に応

募した。現地調査においては、食材

性確保の可能性等の調査（Ｆ/Ｓ）に

おいて 112 社を支援。支援先数は前年

度比 172.3％と大幅に増加。加えて、

海外子会社の経営に課題を抱えてい

る中小企業者には、経営診断を通して

事業再編に資する選択肢を提示する

ことで課題解決の推進を支援し、進出

後のフォローアップにも対応。 
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仕入れ状況の調査や、現地日本食料

理店へのヒアリング、パートナー候

補との面談、出店に必要な法務・手

続き等の調査を行い、これらの調査

を通じてタイの飲食店業界に広い

ネットワークを築くことができた。

今後はパートナー候補との交渉を

進め、法人設立準備を行う。 

 

【事例２】メキシコ向け 2輪・4輪等

の輸送機器用精密パイプ

加工品の輸出 

・自動車産業向けパイプ部品を主力

商品としている当社は、国内のみで

は売上増を図ることが難しい中、近

年大きく伸長しているメキシコの

自動車産業の需要を取りこみ販路

開拓を行うことに加え、将来的な現

地生産を見据えた海外展開を行う

ために、本事業に応募した。現地調

査では自動車部品メーカー、パイプ

鋼管メーカー、物流会社及び銀行を

訪問し、現地需要の実態、販路開拓

の可能性、競合同業者のメキシコへ

の進出状況や物流の実態を調査す

ることができた。また、本事業を活

用して外国語 Web サイトの作成も

行った。今後は作成した Web サイト

を活用しながらメキシコにおける

マーケティングの強化を行うこと

で、現地生産を可能とする売上数

量・金額の確保を図る。 

 

【支援３】新しく開発した細胞培養シ

ステムのＷｅｂを活用し

たアメリカでの市場開拓 

・当社の商品の日本市場でのシェア

は推計で既に 50%を超えているが、

将来の発展のためには、国内の新規

市場開拓だけでなく、海外、特にア

メリカへの市場拡大が必須である

と考え、Web の活用によりアメリカ

での売上を拡大することを目的と

して、本事業に応募した。外国語

Web サイトの作成においては、運用

の効率性や柔軟性、更新頻度の向上

を 実 現 す る CMS （ Content 

Management System）の活用と、営

業促進のための仕掛けとなるラン

ディングページの構築をポイント

とした。外国語 Web サイト作成の結

果、アメリカにおける認知度向上が

期待できるほか、アメリカからの問

合せへの 24 時間対応や、情報更新
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のスピードアップが可能となった。

今後は、作成した外国語 Web サイト

を活用し認知度向上、問い合わせ件

数の増加により受注促進を強化す

るとともに、新規顧客開拓を目指

す。 

 

・当初計画にあげている目的を達成

した割合（課題解決率）９０．０％ 

 

■実現可能性調査（Ｆ／Ｓ）の支援先

に対する調査 

○支援先企業の売上高、従業員数の伸

び率 

・２６年度支援先のうち海外展開を

実現した支援先の売上高平均伸び

率 １６．４％増 

・２６年度支援先のうち海外展開を

実現した支援先の従業員数平均伸

び率 ６．９％増 

 

■日本貿易振興機構と連携した海外

展示会出展支援 

・日本貿易振興機構の海外展示会事

業を活用する中小企業に対して、専

門家のアドバイス等により、出展前

の国内準備段階から、現地展示会場

でのサポート、出展後のフォローア

ップまで経営支援の観点から一貫

した支援を実施。 

 

＜支援対象とした海外展示会（２０展

示会）＞ 

Entec Pollutec Asia（機械・部品等）、

International Franchise Expo（サー

ビス）、MTA ベトナム 2016（機械・部

品等）、Liberty Fairs Summer2015

（ファッション、繊維）、北京商談会

（日用品）、NYNOW 夏展（デザイン）、

"Paris sur Mode/Premiere Classe 春

夏展、TRANOI FEMME 春夏展"（ファッ

シ ョ ン 、 繊 維 ）、 Franchising & 

Licensing Asia （ サ ー ビ ス ）、

VietWater（機械・部品等）、MEDICA（ラ

イフサイエンス）、コスモプロフ・ア

ジア（デザイン）、METALEX（機械・部

品等）、Manufacturing Indonesia（機

械・部品等）、ハノイ商談会（デザイ

ン・日用品）、メゾン・エ・オブジェ

2017 年 1 月展（デザイン）、Arab 

Health 2017（ライフサイエンス）、

Medical Design and Manufacturing 

(MD&M) West 2017（ライフサイエン

ス）、ambiente（デザイン）、"Paris sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・また、ＴＰＰ協定参加国等の海外展

開を目指す生活雑貨・インテリア、

衣類・テキスタイル、食品の中小企

業・小規模事業者に対して、海外か

ら現地の市場ニーズに精通する海

外専門家を招聘し、継続的に商品の

企画・開発（改良）の指導・助言等

のアドバイスを行い、海外向けの商

品開発を支援する。 

 

 

・日本の中小企業のパートナーとな

る海外企業との事業連携を促進す

るための商談会等を開催し、中小企

業の海外展開を後押しする。商談会

については、参加日本企業６００社

以上を達成する。具体的には、商談

会等を通じて海外政府機関との協

力関係を構築するとともに、商談後

のフォローアップ及びマッチング

に係るコーディネートを実施する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode/Premiere Classe秋冬展、TRANOI 

FEMME 秋冬展"（ファッション、繊維）、

"インターナショナル・ホーム＆ハウ

スウエアショー"（デザイン） 

支援企業数３４社、商談件数１，４

９９件、 

成約件数（含む見込み）２６０件 

 

■国内展示会への出展支援 

・海外販路開拓に取り組む中小企業

を支援するため、海外バイヤー等が

多数訪れる国内の展示会への出展

支援を２回実施。 

・専門家のアドバイス等により、出展

前の準備段階から、出展時の展示会

場でのサポート、出展後の契約に向

けたフォローアップまで経営支援

の観点から一貫した支援を実施。事

務局や日本貿易振興機構、展示会主

催者が招聘した海外バイヤーと出

展企業との商談機会を提供。 

 

＜支援を実施した国内展示会（２展示

会）＞ 

東京インターナショナル・ギフト・シ

ョー２０１６秋、 

ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ ２０１

７ 

支援企業数１０６社、商談件数１，

３５８件、 

成約件数（含む見込み）４３１件 

 

■Ｎｅｘｔ Ｍａｒｋｅｔ－Ｉｎ 

・海外から現地の市場ニーズに精通

する専門家を招聘し、商品の企画開

発（改良）段階からアドバイスを実

施する海外専門家招聘支援を実施。 

海外専門家の派遣に際しては、海外

専門家とのネットワークを有する

コーディネート事業者を活用し、３

分野（雑貨、食品、衣類・テキスタ

イル）で計５５社の支援を実施。 

 

■海外企業との商談会等を積極的に

開催 

・日本の中小企業のパートナーとな

るような海外企業を招聘し、国内に

いながら海外企業経営者と商談で

きる機会を創出。また、商談会開催

に併せ、海外政府機関や業界団体等

の幹部が、海外展開等を目指す中小

企業者に対し、 新の投資環境や現

地の施策情報を説明するビジネス

セミナーを開催。より多くのマッチ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）国内中小企業・小規模事業者が海

外のローカルパートナー企業と連携

することで、経営リソースが限られ単

独での進出が難しい中小企業・小規模

事業者も海外展開を進め、現地企業が

有する販路先の活用も可能とするＣ

ＥＯネットワーク強化事業において、

28 年度はアジア各国（タイ、ミャン

マー、カンボジア、台湾、ベトナム、

フィリピン、マレーシアの 7か国）及

び ASEAN の企業経営者と国内中小企



53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・参加日本企業数：８８９社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ング機会を提供するよう、前年度よ

り商談会等の開催回数を増やした

ほか（１０回→１４回）、より地域

の中小企業者のニーズに応えたも

のとなるよう、地域本部、地方自治

体、地銀などとの連携を強化して実

施。 

・これまでに支援した日本企業から、

テーマ別でのマッチングを要望す

る声が多く聞かれたため、そのニー

ズを踏まえ、あわせてより効果的・

効率的なマッチングを図るため、２

８年度の新たな取り組みとして、対

象を医療機器企業に特化した商談

会を開催。 

  

日本企業の商談会等参加者数 ８

８９社 

商談件数 ２，９０２件 

ビジネスセミナー参加者数 ６２

４名（３回） 

 

＜開催一覧＞ 

開

催

月

商談会等 

海

外 

企

業

数 

日

本 

企

業

数 

商談 

件数 

4

月

タイ

DITP 商

談会 

13

社 

95

社 

100

件 

4

月

タイ BOI

商談会 

21

社 

18

社 
37 件 

4

月

タイ工業

省商談会 

18

社 

39

社 
82 件 

6

月

タイ BOI

商談会 

28

社 

44

社 

149

件 

7

月

ミャンマ

ー商談会 

16

社 

134

社 

283

件 

9

月

タイ BOI

商談会 

17

社 

98

社 

248

件 

9

月

カンボジ

アビジネ

ス交流会 

18

社 

27

社 
93 件 

業・小規模事業者との商談会を前年度

の 10 回から 14 回に増加させ、参加

日本企業 889 社、海外企業 280 社、商

談件数 2,902 件はいずれも過去 大

の事業成果を実現。また 28 年度の新

たな取組として、対象を医療機器企業

に特化した商談会を開催し、より一層

の効果的・効率的なマッチングを促

進。 
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9

月

台湾

TEEIA 商

談会 

10

社 

9

社 
43 件 

10

月

タイ BOI

商談会 

20

社 

39

社 

167

件 

10

～

11

月

ベトナム

台湾商談

会 

（新価値

創造展

内） 

26

社 

53

社 

117

件 

11

月

ベトナム

交流 DAY 

9

社 

17

社 
40 件 

12

月

フィリピ

ン CEO 商

談会 

14

社 

56

社 

124

件 

12

月

マレーシ

ア交流会 

32

社 

28

社 

107

件 

2

月

ASEAN 医

療機器商

談会 

38

社 

232

社 

1,312

件 

合

計
 

280

社 

889

社 

2,902

件 

 

[開催事例] 

○ミャンマー企業との商談会を東京、

福岡で開催（7月） 

・国際協力機構（JICA）及びミャンマ

ー日本人材開発センター（MJC）が

実施する「経営管理研修」を卒業し

た、ミャンマーの地方企業経営者等

が来日する機会に、JICA 及び MJC

等と連携し、CEO 商談会を実施。日

本企業１３４社とミャンマー企業

１６社が参加し、２８３件の商談を

実施。 

・商談会開催に併せ、ミャンマーの、

地方商工会議所会頭等によるビジ

ネスセミナーを東京、福岡で開催。

政権交代後より活性化が期待され

るミャンマーの地方都市の経済と

魅力について説明（参加者２３８

名）。 

 

○地域金融機関と連携した商談会を

大阪で開催（１２月） 
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・南都銀行と連携し、同銀行が開催す

る「＜ナント＞ものづくり元気企業

マッチングフェア２０１６」と同日

に、在大阪フィリピン総領事館商務

部等と連携し、フィリピン企業の来

日ミッションを受け入れ、「フィリ

ピン CEO 商談会＆セミナー」を開

催。日本企業５６社とフィリピン企

業１４社が参加し、１２４件の商談

を実施。 

 

○ＡＳＥＡＮ4 カ国の企業との医療

機器ＣＥＯ商談会を開催（２月） 

・インドネシア、マレーシア、タイ、

ベトナム（以下単にＡＳＥＡＮと記

す）から医療機器企業及び医療機器

関連協会を招聘して開催。日本企業

２３２社とＡＳＥＡＮの企業３１

社、医療機器協会 7団体が参加し、

１,３１２件の商談を実施。 

・日本企業の参加募集資料において

海外企業の求める具体的な製品・技

術や取扱分野を詳細に提供するこ

とで、マッチング精度の向上を図っ

た。また、商談会活用マニュアルの

作成、規制や承認に精通した企業や

機関による相談コーナーを併設す

ることで、医療機器分野向けにサポ

ートを充実させた。さらに、各国医

療機器協会のテーブルを設置し、日

本の業界団体・自治体等からの連携

についての相談対応や、商談会に参

加していない会員企業とのマッチ

ングを行った。また、東京会場では

ビジネスセミナーを開催し、各国医

療機器協会の幹部が、自国の医療機

器関連市場や規制などの 新動向

について講演（参加者２８３名）。 

 

■中小企業ワールドビジネスサポー

ト（ＳＷＢＳ） 

・中小企業の円滑な海外進出を促進

することを目的に、海外進出志向の

中小企業とこれを推進・サポートす

る民間事業者等とのビジネスマッ

チング、情報提供の場を「海外ビジ

ネス総合情報サイト」及びイベント

で提供。 

・国際化支援アドバイス、ＣＥＯネッ

トワーク事業等の他の事業と連携

しシームレスな支援を実施。 

・ＷＥＢサイトは１月にリニューア

ルを行った。 

・ＳＷＢＳ登録企業の支援の質向上
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・海外展開に潜在能力を有する中小

企業・小規模事業者を今年度末まで

の累計で３，０００社以上発掘す

る。実現可能性調査（Ｆ／Ｓ）の支

援先に対して、所期の目標達成状況

に関する調査を実施し、４段階評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・海外展開に潜在力のある企業の発

掘：累計４，４９０社 

 

 

 

 

に資するべく、登録企業を対象とし

たセミナー、情報交換会を実施。 

 

＜イベント開催実績＞ 

開催回数：１０回（東京５回、福岡

２回、兵庫１回、岡山１回、北海道

１回） 

参加者数：５５１社・団体 ８４９

名 

商談件数：１，１１７件 

＜ＷＥＢ実績＞ 

登録企業数：５０３社 

アクセス数：５４,１２５ユニーク

ユーザー             

２６０，０６８ＰＶ 

【事例】 

・岡山では昨年度に続き２回目のイ

ベントを開催。出展者数３２社、来

場者数１８０名。相談件数３２３

件。来場者が増えており、地域での

支援ニーズを感じた。支援を実際に

依頼したという話も聞いている。 

・１月のリニューアルに伴いＷＥＢ

サイトでも相談の受付を開始。これ

までに約５０件の相談を頂いてお

り、マッチング事例も報告され始め

ている。 

 

■新輸出大国コンソーシアムへの貢

献 

・中堅・中小企業の積極的な海外展開

の実現に向け、個々の   ニーズに

応じて、製品開発、国際標準化から

販路開拓に至るまで、複数の機関が

連携して総合的に支援する「新輸出

大国コンソーシアム」に参画。 

・「日本再興戦略」に掲げられた「新

たに１万社の海外展開を実現」とい

う政策課題を踏まえ、海外展開を志

向する中小企業の裾野を広げるた

め、支援先（会員）の獲得を積極的

に推進。 

・J-GoodTech 登録企業（約４千社）や

新価値創造展の出展企業（約５００

社）への案内、メルマガ（約４千先）

での周知などに取り組み、機構経由

での申し込み数は５１６社。 

 

・海外展開に潜在能力を有する中小

企業・小規模事業者 

累計４，４９０社発掘 

・ＩＴ活用（ｅコマース支援、ジェグ

テック）、民間事業者との連携（Ｓ

ＷＢＳ）、海外支援機関との連携（Ｃ
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において上位２段階の評価を得る

割合を９０％以上とするとともに、

そのうち海外展開を実現した支援

先については、支援開始前直近と支

援終了後２年経過後の売上高、従業

者数の増減率の調査・分析等を行

う。 

・これらの取組みを通じ、支援先の海

外展開の実現状況を把握するとと

もに、事後フォローアップとして、

企業訪問やヒアリング等を継続的

に行い、窓口相談による対応を図り

ながら、支援先企業の海外展開を継

続的に支援する。 

 

・ＴＰＰ協定参加国等の海外の中小

企業支援機関や国際協力機関等に

対して、機構の支援ノウハウを提供

するなどの連携・交流を進め、現地

の施策・マーケット情報を収集し、

国内中小企業や中小企業支援者等

に対して情報提供を行う。また、海

外の中小企業支援機関等と協力し、

国内中小企業と海外企業との交流

を促進する機会を設ける 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＥＯ商談会）、国内支援機関との連

携（よろず支援拠点、商工会、商工

会議所等）、資金供給（ファンド出

資）など、機構が有する津要・ノウ

ハウやネットワークを活かしつつ、

各種支援施策を有機的に組み合わ

せて、ジェトロ等と連携しながら、

より多くの中小企業・小規模事業者

の海外展開を協力に支援。 

 

 

 

 

 

 

■中小企業の海外進出に係る事業環

境の整備 

・東アジア各国の中小企業支援機関

と東アジア中小企業ラウンドテー

ブル（日本、韓国、タイ、マレーシ

ア、ベトナムの５か国が参加）を通

じて我が国の中小企業施策に関す

る情報発信と各国の中小企業施策

について情報交換を実施。 

２８年３月には第１１回目とな

る会議を北海道・小樽にて開催。各

国の海外展開支援策やＴＰＰ等の

ＦＴＡ／ＥＰＡが各国の中小企業

に与える影響についての情報交換、

中小企業の国際化を支援するため

の具体的な連携の方策について議

論。次回は２９年 7月タイで開催予

定。 

・韓国の中小企業支援機関である中

小企業振興公団との定例会議（１９

９７年以降、１７回目）を９月に韓

国（南海）で開催。両機関の重点政

策課題に関する意見・情報交換を行

い、両国の中小企業の発展のために

協力関係を強化していくことを確

認。これを受け、事務担当者で具体

的な協力内容について協議を行い、

展示会の相互開催やＪ－Ｇｏｏｄ

Ｔｅｃｈを中心とした協力等を進

めていくことで合意。 

・ＡＰＥＣ中小企業作業部会（２８年

４月ベトナム、９月ペルー、２９年

３月オーストラリアにて開催）に参

加。各国の中小企業に関連する 新

のトピックについての意見交換。 

・タイ、ベトナム等の中小企業支援機

関や海外協力機関の訪日受入を４

５回（３１６名）実施したほか、国

際協力機構の企画する研修ミッシ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■中小企業の海外進出に係る事業環

境の整備 

 

 東アジア中小企業ラウンドテーブ 

ル、韓国の中小企業振興公団との定例

会議、ＡＰＥＣ中小企業作業部会を通

じて、海外の中小企業支援機関や国 

際協力機関等との連携・交流を進めて

いる。 

また、タイ、ベトナム、マレーシア

等の中小企業支援機関や海外協力機

関からの訪日受入やサウジアラビア

での人材研修の実施等により、機構が

有する支援ノウハウの提供にも努め

ている。 
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【重要度：高】 

①起業支援ファンド、中小企業成長支

援ファンドの組成促進 

（理由） 

政府の日本再興戦略に掲げられた

「開業率・廃業率が米国・英国レベ

ル（10%台）になることを目指す」、

日本再興戦略改訂 2014 に掲げられ

た「地域の中堅企業等を核とした戦

略産業の育成」の目標に貢献するた

め、また、まち・ひと・しごと創生

総合戦略（2015 改訂版）において、

「リスク性資金の充実に向けた環

境整備」にむけて機構ファンドを活

用するとされたことを踏まえ、新た

なファンドの組成を促進し、中小企

業・小規模事業者へのリスクマネー

供給の円滑化を図ることが重要で

あるため。 

［数値目標］ 

○新規ファンド組成数：１０ファンド

以上 

 

②ＴＰＰ協定を契機とした海外展開

支援 

（理由） 

政府の日本再興戦略に掲げられた

「新たに中小企業・小規模事業者 1

万社の海外展開の実現」への貢献と

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ョンの受入又は講師派遣要請に３

５回対応し、海外からの研修参加者

のべ３３０名に対して中小機構の

事業を説明。 

・マレーシアの中小企業支援機関マ

レーシア中小企業公社（ＳＭＥ Ｃ

ｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ Ｍａｌａｙ

ｓｉａ）と相互協力に係るＭＯＵを

更新。同公社が実施する人材育成プ

ログラムである、ＳＭＥ＠Ｕｎｉｖ

ｅｒｓｉｔｙ Ｐｒｏｇｒａｍｍｅ

の卒業生等３２名を東京校にて受

け入れ。日本的経営に関する理解を

深めるための情報提供、研修、企業

視察、日本企業とのビジネスマッチ

ングを実施。 

・サウジアラビア企業の生産性向上

を目的として、品質管理と生産設備

保全をテーマとした研修をサウジ

アラビア（リヤド）で実施。またア

ラブ首長国連邦においては、伝統技

術の事業化支援ワークショップに

利用するマニュアル（アラビア語

版）作成を支援。 

 

【重要度：高】 

①起業支援ファンド、中小企業成長支

援ファンドの組成促進 

○新規ファンド組成数 

[数値目標]１０ファンド以上 

[実績]１３ファンド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ＴＰＰ協定を契機とした海外展開

支援 

○海外展開を支援するための相談・助

言数 

[数値目標］３，６００件以上 

[実績]５，１９８件 
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ともに、ＴＰＰ協定を契機に海外か

らも高い評価を受けている日本の

技術・サービスを海外市場に展開

し、需要を獲得していく 大のチャ

ンスと認識し、中小企業・小規模事

業者の海外展開支援を強化してい

くことが重要となるため。 

［数値目標］ 

○海外展開を支援するための相談・助

言数：３，６００件以上 

○海外企業との事業連携を促進する

ための商談会参加日本企業数：６０

０社以上 

○海外展開に潜在力のある中小企業・

小規模事業者の発掘数：今年度末ま

での累計３，０００社以上 

○Ｗｅｂマッチングシステム（Ｊ-

GoodTech）の海外登録企業数：累計

５００社以上 

 

【難易度：高】 

①起業支援ファンド、中小企業成長支

援ファンドの組成数：１０ファンド

以上 

（理由） 

１０ファンド以上組成という目標

について、前中期目標期間の水準を

２８パーセント上回るチャレンジ

ングな水準を目標として設定して

いるため。 

（前中期目標期間実績（平均）：７．

８ファンド） 

 

②ＴＰＰ協定を契機とした海外展開

支援 

（理由） 

政府の日本再興戦略に掲げられた

「新たに中小企業・小規模事業者 1

万社の海外展開の実現」へ向けて、

優れた技術・サービスを有する多く

の中小企業・小規模事業者が、海外

に事業展開することを促進するた

め、海外展開に潜在力を有する中小

企業・小規模事業者を発掘し、支援

することとしている。中小企業・小

規模事業者の海外展開は、相手国・

地域の法制度、各種規制、経済発展

や日本企業の進出状況、競争環境等

を勘案し、それぞれの国・地域に応

じた計画的な取組が必要となる。さ

らに、中小企業・小規模事業者にお

いては、海外展開に必要な人材や経

験等が不足する場合が多いため、海

外展開に関する専門的知見・ノウハ

○海外企業との事業連携を促進する

ための商談会参加日本企業数 

[数値目標]６００社以上 

[実績]８８９社 

○海外展開に潜在力のある中小企業・

小規模事業者の発掘数 

[数値目標]今年度末までの累計３，

０００社以上 

[実績]４，４９０社 

○Ｗｅｂマッチングシステム（Ｊ-

GoodTech）の海外登録企業数 

[数値目標]累計５００社以上 

[実績]累計２，６６３社 

 

 

 

 

 

 

 

【難易度：高】 

①起業支援ファンド、中小企業成長支

援ファンドの組成数 

○新規ファンド組成数 

[数値目標]１０ファンド以上 

[実績]１３ファンド 

 

 

 

 

 

 

 

②ＴＰＰ協定を契機とした海外展開

支援 

○海外展開を支援するための相談・助

言数 

[数値目標］３，６００件以上 

[実績]５，１９８件 

○海外企業との事業連携を促進する

ための商談会参加日本企業数 

[数値目標]６００社以上 

[実績]８８９社 

○海外展開に潜在力のある中小企業・

小規模事業者の発掘数 

[数値目標]今年度末までの累計３，

０００社以上 

[実績]４，４９０社 
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ウに加え、中小企業・小規模事業者

の特性を熟知した専門家を育成・配

置し、丁寧に支援することが求めら

れることから、非常に労力と時間を

要し、その難易度は極めて高い。 

加えて、ＴＰＰ協定の大筋合意を受

け、これを契機とした海外展開支援

は、政府の重点政策に位置付けら

れ、補正予算等の補助金が機構へ追

加的に措置されている。これらの予

算による各事業は、新たな支援策

や、これまでの同種の事業から大幅

に規模が拡大されるものであるこ

とから、従来の方法では実施が困難

であり、実施方法の開発や改善が不

可欠であり、特に難易度が高い。 

 

③Ｗｅｂマッチングシステム（Ｊ-

GoodTech）の海外登録企業数：累計

５００社以上 

（理由） 

海外登録企業数累計５００社以上

という目標について、海外企業の掲

載は、当該企業の信用度を担保する

ことが重要である。そのため、海外

企業の選定には、ＭＯＵ（相互協力

に係る覚書）締結先の海外機関等か

らの推薦等を前提としていること

から、当該海外機関との長期にわた

る丁寧な交渉が必要であるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③Ｗｅｂマッチングシステム（Ｊ-

GoodTech）の海外登録企業数 

○Ｗｅｂマッチングシステム（Ｊ-

GoodTech）の海外登録企業数 

[数値目標]累計５００社以上 

[実績]累計２，６６３社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜課題と対応＞ 

J-GoodTech については、中小企業の

さらなる海外取引の拡大を推進する

ため、海外の登録企業の企業情報の充

実を図ることで国内企業と海外企業

とのマッチングを活性化させる。海外

企業の登録拡充にあたっては、引き続

きＭＯＵ締結先の海外支援機関との

連携を強化し、当該機関からの推薦等

による海外企業の登録及び利用の促

進を図る。 

また、中小企業の国内、海外への販路

開拓をさらに推進するため、これまで

のものづくり系の製造業に加え、卸売

業、サービス業等の登録もより一層推

進する。 

加えて新価値創造ＮＡＶＩについて

は、ＩＴやＷｅｂを活用した販路開拓

の支援ツールとして、経営資源が限ら

れる中小企業・小規模事業者の隅々ま

でこの支援施策が行き渡るよう、さら

なる利用促進に努める。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―２ 経営基盤の強化 

業務に関連する政策・施

策 

ものづくり・技術の高度化支援、技術革新・ＩＴ化支援、雇用・人

材支援、小規模企業支援、連携・共同化の推進、エネルギー・環境

対策、経営者保証の負担軽減、中小企業の会計、中小企業の事業承

継、中小商業の振興、中心市街地の活性化、相談、情報提供 等 

 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人中小企業基盤整備機構法第 15 条第 1項第 1号、2号、3号、4

号、8号、9号、11 号、19 号、20 号、21 号、附則第 8条の 4 

当該項目の重要度、難易

度 

【重要度：高】 
①地域支援機関等の支援能力の向上支援 
（理由） 
政府の小規模企業振興基本計画に掲げられた目標への貢献に向け、
地域支援機関等の職員等に対し、機構の知見・ノウハウを活かした
研修等を実施することで主要な役割を果たすことが重要であるた
め。 
［数値目標］ 
○地域支援機関等の専門家・職員等を対象とした講習会参加者数：
４，０００人以上 
○都道府県や地域支援機関等の職員等を対象とした研修受講者数：
５，２５０人以上 
 
②よろず支援拠点全国本部を通じた全国経営支援体制の強化 
（理由） 
政府の小規模企業振興基本計画において、機構は各拠点の統括・サ
ポートを行うことされ、また、日本再興戦略改訂 2015 においても、
よろず支援拠点の機能・体制を抜本的に強化するとされているた
め。 
［数値目標］ 
○よろず支援拠点の専門家等の研修受講者数：５００人以上 
 
③平成 29 年 4 月の消費税軽減税率導入に伴う中小企業・小規模企
業事業者対策の着実な実施 
（理由） 
中小企業・小規模事業者が、消費税軽減税率制度に円滑に対応でき
るよう施策を講じることは、極めて重要な政策課題であり、複数税
率対応レジの導入や受発注システムの改修等に対し補助を行う事
業については、政府の政策展開を踏まえ、迅速かつ着実に実施する
ことが重要となるため。 
 
④中小企業・小規模事業者の生産性向上の取組への貢献 
（理由） 
中小企業・小規模事業者と大手企業の間の生産性格差は２倍程度と
依然として大きく、我が国全体の経済成長を進めるためには、中小
企業・小規模事業者の生産性向上が不可欠である。機構は、中小企
業・小規模事業者の生産性向上の政策展開を踏まえ、販路開拓支援
やＥＣ活用を含む海外展開支援、研修、相談・助言等を通じて中小
企業・小規模事業者の生産性向上に貢献することが重要となるた
め。 
 
【難易度：高】 
①都道府県や地域支援機関等の職員等を対象とした研修受講者数：
５，２５０人以上 
（理由） 
研修受講者数５，２５０人以上という目標について、前中期目標期

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 0484 
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間の水準（平均４，１９５人）を２５パーセント上回るチャレンジ
ングな水準を目標として設定しているため。 
 
②よろず支援拠点全国本部を通じた全国経営支援体制の強化 
（理由） 
政府の重点施策である「よろず支援拠点」事業は、専門家の拡充な
ど、各拠点の体制・機能が大幅に強化されることとされている。こ
れを受け、全国本部として、各拠点の支援水準の向上や支援件数の
拡大に向け、新たな研修プログラムによる専門家の育成、各拠点の
実態の把握と、その特性を踏まえたきめ細かな支援の実施など、非
常に難易度の高い業務となるため。 
 
③平成 29 年 4 月の消費税軽減税率導入に伴う中小企業・小規模企
業事業者対策の着実な実施 
（理由） 
中小企業・小規模事業者が、消費税軽減税率制度に円滑に対応でき
るよう施策を講じることは、極めて重要な政策課題である。特に、
事業者数が非常に多数である小規模の小売事業者、卸売事業者等の
経営実務に混乱がないように措置することが重要となっている。複
数税率対応レジの導入や受発注システムの改修等に対し助成を行
う基金の運営を行うこととしたが、このような大規模な助成業務
は、これまでに取り組んだことのない業務であり、運営にあたって
は関係機関等と丁寧な調整を行いつつ、円滑な対応が求められる。
また、諸問題が発生した際には実施方法を改善しながら進めること
が求められる。これらは非常に労力を要するとともに、事業の性格
上、迅速かつ確実な対応が求められる上に、対象となる事業者数が
非常に多数であることから、その把握、制度周知、申請・確認・助
成の手続など、膨大な事務量を伴う非常に困難な事業であるため。
 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

終年度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度   ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

地域支援機関等への講習会等  予算額（千円）      

参加者数 

（計画値） 

－ － 4,000 人

以上 

4,000 人

以上 

4,000 人

以上 

   決算額（千円）      

参加者数 

（実績値） 

－ － 5,801 人 7,267 人 11,065 人    経常費用（千円）      

達成度 － － 145.0% 181.7% 276.6％    経常利益（千円）      

よろず支援拠点向け研修  行政サービス実施コ

スト（千円） 

     

受講者数 

（計画値） 

－ － － － 500 人以

上 

   従事人員数   724 人 

の内数 

  

 受講者数 

（実績値） 

－ － － － 717 人           

 達成度 － － － － 143.4％           

 支援担当者等向け研修         

 受講者数 － － 6,700 人 6,700 人 5,250 人           

別紙 4参照

(参考値) 

別紙 6参照

(参考値) 

別紙 5参照

(参考値) 
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（計画値） 以上 以上 以上 

 受講者数 

（実績値） 

－ － 7,459 人 7,819 人 7,378 人 

 

          

 達成度 － － 111.3% 116.7％ 140.5％           

 Ｊ－Ｎｅｔ２１による情報提供         

 年間セッシ 

ョン数 

（計画値） 

－ － － 650 万セ

ッション 

650 万セ

ッション 

          

 年間セッシ 

ョン数 

（実績値） 

－ － － 786 万セ

ッション 

727 万セ

ッション 

 

          

 達成度    120.9% 111.8％           

 Web を活用した動画配信         

 動画再生回

数(計画値) 

－ － － － 35,000 回

以上 

          

 動画再生回 

数(実績値) 

－ － － － 202,414

回 

          

 達成度 － － － － 578.3％           

 中小企業者向け研修・セミナー         

 受講者数 

（計画値） 

－ － 29,700 人

以上 

21,000 人

以上 

21,000 人

以上 

          

受講者数 

（実績値） 

－ － 37,868 人 28,009 人 26,585 人           

達成度 － － 127.5% 133.4％ 126.6％           

 高度化事業における現地支援         

 支援件数

（計画値） 

－ － 600 件以

上 

600 件以

上 

600 件以

上 

          

支援件数 

（実績値） 

－ － 722 件 809 件 744 件           

達成度 － － 120.3% 134.8% 124.0％           

 高度化事業における貸付先へのフォローアップ等支援         

 支援先数 

(計画値) 

－ － － － 130 先以

上 

          

支援先数 

(実績値) 

－ － － － 187 先           

達成度 － － － － 143.8％           

 中心市街地活性化協議会等支援         

 調査・助言件

数（計画値） 

 － 170 地域

以上 

170 地域

以上 

170 地域

以上 

          

調査・助言件 －  210 地域 183 地域 225 地域           
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数（実績値） 

達成度 － － 123.5% 107.6% 132.4％           

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 

業務実績 自己評価 

 ２．経営基盤の強化 

 

地域経済と雇用の担い手である中

小企業・小規模事業者の活力を引き出

すとともに、日本再興戦略の｢２０２

０年までに黒字の中小企業・小規模事

業者の倍増｣を実現させるため、機構

は、地域支援機関等の支援機能及び能

力の強化・向上支援、情報提供の積極

的な推進、多様な経営課題を解決する

ための相談・助言等による経営支援、

専門家の派遣、高度化事業による連

携・共同化への資金支援、中心市街地

や商店街の活性化支援などにより、中

小企業・小規模事業者の経営基盤と経

営力の強化を図り、小規模事業者に焦

点を当てた政策展開と日本再興戦略

に掲げられた目標達成に貢献するこ

ととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.経営基盤の強化 

 

日本再興戦略において２０２０年

までに黒字の中小企業・小規模事業者

を倍増するとしている。地域経済と雇

用の重要な担い手である中小企業・小

規模事業者の活力を引き出すために

は、ＩＴ能力の向上と活用が必要不可

欠である。とりわけ小規模事業者のＩ

Ｔ能力の向上と活用の促進に重点を

置く。また、中小企業・小規模事業者

に対する全国的な支援体制を強化す

るための機能を担う。さらに、①中小

企業大学校の研修、②中小企業・小規

模事業者の経営課題解決のための情

報提供、相談・助言、専門家の派遣等、

③高度化事業による中小企業・小規模

事業者の連携・共同化、経営革新の資

金支援や中心市街地・商店街支援等に

より、政府の政策展開と日本再興戦略

に掲げられた目標達成に貢献する。 

以下に記載する（１）①及び②、（２）

②の研修の中期目標期間中の受講者

は、１５万人以上とする。今後、新た

な政策課題に対応した研修の実施の

要請とそれに伴う予算措置等がされ

た場合には、その着実な実施を図る観

点から必要に応じ１５万人以上とす

る数値目標等を含む本計画の変更を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.経営基盤の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.経営基盤の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．経営基盤の強化 

 

＜評定と根拠＞ 

評定： Ａ 

根拠： 小規模企業振興基本計画の重

点施策「支援体制の整備」に位置付け

られた「よろず支援拠点全国本部」で

は、各拠点へのサポートにより前年度

と比べ、各拠点の合計来訪相談者数で

126.6％、相談対応件数で 133.9％と

大きな成果の実現に貢献。28 年度は

新たな取組として、ロールプレイング

等を交えた実践的な研修や、よろず支

援拠点事業のモデルとなった支援機 

関等でのＯＪＴ研修を実施し、支援能

力の向上に大きく貢献。 

中小企業・小規模事業者に対する研

修・セミナー等の受講者数は対年度目

標 126.6％と目標を大きく上回る達

成。地域支援機関等の職員等に対する

研 修 等 の 受 講 者 数 に つ い て は

140.5％、地域支援機関等への講習会・

セミナー等受講者数は対年度目標

276.6％と目標を大きく上回る実績を

達成。また小規模事業者やこれから起

業する者を対象としたＷｅｂ講座「ち

ょこゼミ」では、対年度目標 578.3%と

目標を大幅に上回る動画再生回数を

獲得。 

これらに加えて、新たな政策課題に

も着実に対応しており、消費税軽減税

率導入に向けた対策を迅速に実施し

たほか、事業承継に関するセミナーで

は対前年度比 123.4％、フォーラムで

は対前年度比 146.3％の参加を得る

とともに、相談対応を積極的に実施。

これらに加えて、中小企業・小規模事

業者の生産性向上の取組に貢献する

各業務を実施。 

以上のように、各業務において高い

事業成果を得ていることに加え、これ

ら業務の重要度を「高」としているこ

とからＡ評価と判断。 
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（１）地域支援機関等への支援機能

及び能力の強化・向上支援 

 

中小企業・小規模事業者の経営課題

は、複雑化、多様化、高度化してきて

おり、地域支援機関等には、より専門

的な知識、具体的な提案能力、幅広い

ネットワーク等が求められている。特

に、中小企業の約９割を占める３３４

万の小規模事業者に対して広く、か

つ、きめ細かく施策情報等を周知し、

実際の支援や活用に繋げていくこと

が重要である。機構は、地域支援機関

等の支援上の課題への相談・助言、優

れた支援事例や支援ノウハウの収集・

提供等により中小企業・小規模事業者

に対する全国的な支援体制を強化す

る役割を担うとともに、中小企業大学

校による地域支援機関等の支援担当

者への研修等を通じて地域支援機関

等の支援機能及び能力の強化・向上を

支援する。また、Ｗｅｂの活用等によ

る情報発信力の強化を図るとともに、

経営課題等に関する情報収集、調査・

研究等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地域支援機関等への支援機能

及び能力の強化・向上支援 

 

①地域支援機関等への支援機能の強

化 

中小企業・小規模事業者の全国的な

支援体制を強化するため、機構の知見

とノウハウを結集し、地域支援機関等

への施策情報等の提供、支援上の課題

への相談・助言、優れた支援事例や支

援ノウハウの収集・提供、国の政策課

題に対応した支援能力を向上させる

ための専門家等に対する研修、地域レ

ベル・全国レベルでの地域支援機関等

の連携の促進等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地域支援機関等への支援機能

及び能力の強化・向上支援 

 

① 地域支援機関等への支援機能の

強化 

１）地域支援機関等への訪問活動、研

修・講習会等を通じた支援機能・能

力の強化・向上 

・地域支援機関等への訪問活動によ

る相談助言、施策情報、支援事例、

支援ノウハウ等の提供を行うとと

もに、国の政策課題や地域支援機関

等の支援上の課題に対応した専門

家・職員等に対する講習会、セミナ

ー等を行う。 

上記講習会等については、参加者数

４，０００人以上を目指す。 

・事業承継に係る計画的な取組み、税

制等の施策情報及び事業引継ぎに

係る課題への対応について、普及・

啓発を図るためのセミナー等を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地域支援機関等への支援機能

及び能力の強化・向上支援 

 

①地域支援機関等への支援機能の強

化 

１）地域支援機関等への訪問活動、研

修・講習会等を通じた支援機能・能

力の強化・向上 

■地域支援機関等の支援機能・能力の

強化・向上支援 

○地域支援機関等への支援 

・地域支援機関等を訪問し、支援施策

情報、支援ツール等を提供するとと

もに、地域支援機関等の支援上の課

題を聴取の上、助言を実施。２８年

度は経営発達支援事業に取り組む

商工会、商工会議所、コンサルティ

ング機能の強化に取り組む金融機

関への訪問を重点化。 

訪問回数 １，７４４回 

・地域支援機関等の支援上の課題や

ニーズを踏まえ、地域支援機関等の

担当者向けに講習会を実施。 

実施回数 ２１６回、参加者数 

６，５１９人、役立ち度 ９８．７％ 

・日本商工会議所、全国商工会連合会

等、支援機関全国組織に対して情報

提供等を実施（２８回）。 

・地域支援機関等の支援機能の強化

を図るため、機構が有する支援ノウ

ハウを実用的にまとめた「小規模事

業者支援ガイドブック」を計画的に

作成し機構ホームページにて公開。 

２８年度は新たに「小規模事業者の

ＩＴ利活用サポートブック～ 生

産性向上への取組みを中心に ～」

を作成し、全ての商工会・商工会連

合会、商工会議所、中央会、よろず

支援拠点等に印刷物を配布（２，３

４５先、１３，３１５部）。 

また、過年度に作成した「小規模事

業者の事業計画づくりサポートブ

ック」、「創業サポートブック」、「地

域資源を活用した売れる商品づく

りサポートブック」については、地

域支援機関等の担当者向けの講習

会等で活用し普及を促進。 

 

○小規模事業者等への情報発信 

・小規模事業者に対する地域支援機

関等の優れた支援事例を収集、取材

し、活動を紹介する動画を作成（５

事例）。動画については、機構ホー

 

（１）地域支援機関等への支援機能

及び能力の強化・向上支援 

 

■中小企業大学校の中小企業支援担

当者研修等においては、支援人材の育

成、支援能力の向上を目的とした実践

的な研修の実施ほか、商工会・商工会

議所の若手経営指導員を先進的な取

組を行う支援機関等へインターンシ

ップ的に派遣する研修や政策課題で

ある海外展開支援研修（認定支援機関

向け）に加え、新たにＩＴスキル向上

等研修等を開催。受講者数は 7,378 人

（年度目標 5,250 人、対年度目標

140.5％）と目標を大きく上回る実績

を達成。 

 

また、小規模企業振興基本計画（平

成 26 年 10 月 3 日閣議決定）を踏ま

え、全国 325 万の小規模事業者への

支援強化に対応するため、中小企業

大学校以外においても、商工会・商工

会議所等の地域支援機関等の支援能

力の向上を支援。地域支援機関等へ

の講習会を開催し、受講者数 11,065

人（年度目標 4,000 人、対年度目標

276.6％、後述の事業承継に関する講

習会の受講者数 4,546 人含む）と目

標を大幅に上回る実績を上げたほ

か、小規模事業者のＩＴ利活用を推

進し、生産性向上の取組みを支援す

る小規模事業者支援ガイドブックを

作成するなど、地域支援機関による

小規模事業者支援に役立つ支援ツー

ルを開発・提供。 

 

事業承継に関する計画的な取り組

みの重要性の普及や情報提供のた

め、中小企業・小規模事業者等を対象

に 47 都道府県でセミナーを開催（50

回開催、受講者数 1,019 人、対前年

度比 123.4％）するとともに、先代経

営者と後継者の体験に基づく事業承

継のポイントを周知するフォーラム

を東京、愛知、大阪で開催（3回開催、

受 講 者 数 569 人 、 対 前 年 度 比

146.3％）し、いずれも前年度を大き

く上回る受講者を獲得。また、地域支

援機関や地域金融機関の職員を対象

とした講習会（149 回開催、受講者数

4,546 人）、機構専門家による地域支

援機関や地域金融機関への相談・助

言（2,466 件）を実施。 
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＜主な定量的指標＞ 

・地域支援機関等への講習会等の参

加者数：１１，０６５人 

 

 

 

 

ムページに掲載、インターネット上

のバナー広告を活用するなどして

普及。 

・支援機関全国組織から提供を受け

た優良支援事例（３４事例）のポイ

ントを分析した事例集（「小規模事

業者優良支援事例集」を新たに作

成。機構ホームページに掲載し情報

提供するとともに、全国の支援機関

に配布（２，８４６先、５，６７８

部）。 

・小規模事業者向けに支援施策、支援

機関を簡潔に紹介するリーフレッ

トを作成。利用を希望する全国の信

用金庫、信用組合に配付し、小規模

事業者支援施策を普及（２６９先、

２３１，６４０部）。 

 

○認定経営革新等支援機関への支援 

・認定経営革新等支援機関が抱える

支援上の課題等に対して、専門家に

よる助言、情報提供等を実施。 

窓口相談件数 ８件、出張相談件数 

１件、 

利用者の役立ち度 １００．０％ 

 

○事業分野別経営力向上推進機関へ

の支援 

・事業分野別経営力向上推進機関が

実施する生産性向上の取組を普及

拡大することを目的として開催し

たセミナーに対して講師として専

門家を派遣。 

 派遣回数３回 派遣専門家延べ人

数６名 

 

○事業承継に関する相談・助言等 

・各地域本部において、地域支援機関

の支援能力の向上を図るため、地域

の支援機関や金融機関に対して、事

業承継に関する情報提供や助言を

実施。（２，４６６件） 

・各地域本部において、地域の支援機

関や金融機関の職員を対象とした

事業承継に関する講習会を実施。 

開催数：１４９回、参加者数：４，

５４６人、役立ち度：９９．０％ 

 

○地域支援機関等に対する講習会等 

参加者数総計 １１,０６５人 

 

○事業承継セミナーの開催 

・事業承継に対する計画的な取組み

の重要性や施策情報を周知・普及す
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 ２）よろず支援拠点全国本部事業の

実施 

 

・よろず支援拠点の平成２８年度の

体制強化と地域の実情等を踏まえ、

よろず支援拠点の全国本部として、

よろず支援拠点への研修、専門家等

によるよろず支援拠点への支援体

制等の充実を図り、施策等の情報提

供、課題への助言、優れた支援事例

の取りまとめ・共有等を行うことに

より、よろず支援拠点が設定する事

業目標を達成できるよう支援を行

う。また、よろず支援拠点が実施す

る業務の評価等を行う。 

よろず支援拠点への研修について

は、受講者数５００人を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るため、中小企業・小規模事業者等

を対象としたセミナーを各都道府

県で実施。 

開催数：５０回、参加者数：１，０

１９人、役立ち度９２．２％ 

 

○事業承継フォーラムの開催 

・自らの事業承継後に多角化や業種

転換など新たな取組みで成長を遂

げた企業や M&A により事業拡大を

した企業の経営者、先代経営者及び

後継者の体験に基づく事業承継の

ポイント等を周知するため、中小企

業・小規模事業者、士業、支援機関

等を対象としたフォーラムを開催

（東京、愛知、大阪）。 

参加者数：５６９人、役立ち度９４．

２％ 

 

２）よろず支援拠点全国本部事業の

実施 

 

■よろず支援拠点への支援 

○拠点ごとのきめ細かな支援の実施 

・本部に担当職員と専門家、地域本部

に担当職員を配置し、よろず支援拠

点全国本部として各拠点の活動支

援等を実施する組織体制を整備。ま

た、地域における拠点活動の一層の

強化を図るため、関係機関間連携支

援担当の専門家を新たに配置。 

・上記体制に基づき、職員及び専門家

が中小企業・小規模事業者支援を行

う各県の商工会連合会や商工会議

所連合会、県下の産業政策を担う県

庁を訪問し、連携強化を依頼。加え

て、業界団体等に対して拠点活動の

周知や拠点活動に対する協力要請

を実施。 

・本部専門家が担当拠点を訪問する

などして、問題の把握に努め、その

解決に向けた支援を実施。また、相

談に同席し、相談対応に関する気付

きについてフィードバックを実施。 

各拠点への巡回訪問回数 １３９

回 

・特に来訪相談者数に課題を抱えて

いる拠点については、来訪相談者が

多数ある拠点の取組事例を提供し、

当該拠点の所在する都道府県等の

関係機関に対し、支援の協力を要

請。 

・各拠点の支援ノウハウの習得や知

名度等の向上を目的として各拠点

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■小規模企業振興基本計画では、重点

施策「支援体制の整備」において、高

度でより専門性の高い経営課題に対

する支援体制として「よろず支援拠

点」の知見を活用することとし、機構

は各拠点の統括・サポートを行うこと

されている。 

 

機構は、よろず支援拠点全国本部と

して、各拠点のチーフコーディネータ

ー等に対する全国研修や各経産局と

連携したブロック別研修のほか、新た

に中小企業大学校東京校におけるロ

ールプレイング等を交えた実践的な

研修（約１ヶ月間）や、よろず支援拠

点事業のモデルとなった支援機関等

でのＯＪＴ研修を実施し、各拠点の支

援能力の向上を支援。ＯＪＴ研修で

は、コーディネーターが富士市産業支

援センター（ｆ－Ｂｉｚ）等から支援

ノウハウを学び、適切な相談者への相

談対応及び課題解決提案を行う支援

能力の向上に大きく貢献。また、本部

の専門家による各拠点への巡回訪問

139 回を実施したほか、必要に応じて

各拠点の相談に同席し、相談対応に関

する気づきについてフィードバック

を実施。 

 

各拠点の支援ネットワークの強化

を支援するため、職員及び専門家が都

道府県や商工会連合会、商工会議所連

合会等を訪問し、連携強化を依頼。加

えて、業界団体等に対して拠点活動の

周知や拠点活動に対する協力を要請。
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が実施する研修・セミナー等に専門

家を派遣する「サポーター派遣事

業」を実施。同事業では、経営改善

等をテーマに、サポーターを含めて

複数拠点のコーディネーター等が

参加し意見交換を行う勉強会を実

施。また、サポーターが実施する相

談対応の場に同席し、助言方法等を

学ぶＯＪＴを実施。 

サポーター派遣回数 ４２回 

・各拠点の支援ネットワークの強化

を図るため、日本弁護士連合会、日

本弁理士会、知財総合支援窓口、全

国 低賃金総合電話相談センター

等との連携促進を支援。 

・よろず支援拠点の連携機能強化の

一環として整備した認定経営革新

等支援機関検索システムについて、

改修を実施。 

 

○環境変化等を踏まえ支援に役立つ

実践的な研修の実施 

・各拠点のコーディネーター等に対

する全国研修を実施。業務方針の共

有や新規施策等の情報提供、他の支

援機関との連携促進、工夫した拠点

の取組状況等の発表・共有等によ

り、各拠点の円滑な運営を支援。 

全国研修２回、受講者数２３１人、

役立ち度９９％ 

・地域間の交流を深められるよう、各

経済産業局と連携して、各拠点の取

組状況の共有、地域間連携の促進

や、拠点運営等の課題解決を図るた

めの意見交換を行う研修をブロッ

クごとに実施。 

ブロック別研修１３回（１０箇所）、 

受講者数３２５人、役立ち度９９．

５％ 

・新任のチーフコーディネーターに

対して先進的な支援機関の取組み

を学ぶ研修を実施。 

新任コーディネーター研修１回、受

講者数３人、 

役立ち度１００％ 

・中小企業大学校東京校において、よ

ろず支援拠点のコーディネーター

を対象にロールプレイング等を交

えた実践的な研修（約１ヶ月間）を

新たに実施。 

研修１回、受講者数１５１人、役立

ち度９９．２％ 

・コーディネーターが、よろず支援拠

点事業のモデルとなった支援機関

また、各拠点の成果事例（47 事例）を

取りまとめた事例集を作成したほか、

これまでに作成した 676 事例を機構

HP で公開。 

 

各拠点の相談者への満足度調査や

各拠点の活動評価として相談対応件

数、来訪相談者数、ネットワーク活動

件数、課題解決件数の 4つの目標数値

に対する進捗管理により、各拠点の強

み弱みを把握し、各拠点の実態に応じ

てサポーターによる勉強会やアドバ

イスを実施。さらに、中小企業庁・経

産局等とともに全拠点への評価ヒア

リング、アドバイザリーボードへの意

見聴取などを行い、より質の高い支援

を行うための体制づくりを支援。 

 

これらの取組を通じて、各拠点の合

計来訪相談者数 98,176 人（27 年度

77,559 人、対前年度 126.6％）、相談

対応件数 188,364 件（27 年度 140,715

件、対前年度 133.9％）、満足度の向上

（27 年度 第 1 回 84.4％、第 2 回

88.5％→28 年度 第 1 回 87.3％、第

2 回 90.5％）と大きな成果の実現に

貢献。 
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・よろず支援拠点向け研修受講者数：

７１７人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等における支援ノウハウを学び、適

切に相談者への相談対応及び課題

解決提案を行う支援能力を向上さ

せることを目的としたＯＪＴ研修

を新たに実施。（富士市産業支援セ

ンター（ｆ－Ｂｉｚ）、岡崎ビジネス

サポートセンター（ＯＫａ－Ｂｉ

ｚ）、板橋区立企業活性化センター） 

 ＯＪＴ研修５回、受講者数７人、役

立ち度１００％ 

・研修の実施にあたっては、現状の問

題に気づきを与えられるよう事例

研究・ディスカッション、他拠点の

取組みを発表・共有を実施。来訪相

談者の増加や拠点マネジメントの

向上等に向けた活動を後押し。 

・上記研修実績の累計 

研修回数２２回、受講者数７１７

人、役立ち度９９．３％ 

・拠点の運営能力の向上を目的に、拠

点関係者が、平成２７年度に実施し

た行動分析調査対象となった６拠

点を訪問し、同拠点が実施している

取り組みについてヒアリングや現

場確認、参加者同士でのディスカッ

ションや情報提供を通じて学び合

う勉強会を開催。 

拠点運営勉強会６回、受講者数６５

人、役立ち度１００％ 

 

○各拠点の広報支援 

・よろず支援拠点と他の支援機関と

の連携促進のため、商工団体の全国

組織にＰＲを実施したほか、支援機

関向けセミナー等において、よろず

支援拠点事業を紹介。 

・よろず支援拠点の活動を広く周知

することを目的に、小規模共済の加

入者に対しよろず支援拠点のＰＲ

資料約１２３万部の送付を実施。 

・よろず支援拠点の成果事例集を作

成（４７事例）し、関係機関に配布

（７２先、１２，１４０部）。 

・よろず支援拠点の取組事例を収集

し機構ホームページで公開（４７事

例）。 

・中小機構発行「中小企業振興」にお

いて、複数のよろず支援拠点を紹介

（９回）。 

・各拠点のＰＲのため、全国商店街振

興組合連合会、全国旅行業協会等に

対して拠点の紹介を実施。 

・各種団体に訪問する等して、よろず

支援拠点の紹介を行い、機関誌等で
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②中小企業大学校の研修を通じた支

援能力の向上 

 

地域支援機関等の支援人材に対し、

実践的な研修と政策課題に対応した

研修を行う。特に、ＩＴ活用能力の向

上等の小規模事業者の特性に合わせ

た実効性ある支援ができる研修を拡

充する。研修の実施にあたっては、中

小企業・小規模事業者の成功事例、機

構や地域支援機関等の支援事例等を

取り入れた研修教材を開発し、実践的

な研修を行う。 

成果の目標は、研修実施後の全ての

受講者から研修が「役に立った」「ま

た利用したい」との評価を受けること

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②中小企業大学校の研修を通じた

支援能力の向上 

 

・都道府県や地域支援機関等の職員

等に対して、支援人材の育成及び支

援能力向上を目的とした実践的な

研修や政策課題に対応した研修を

実施する。研修の実施にあたって

は、中小企業・小規模事業者の成功

事例等を取り入れた研修教材を開

発し、演習等を交えた実践的な研修

をするとともに、ＷＥＢを活用した

プログラムも開発し、ＴＰＰ協定や

ＩＴ活用の内容も含む海外展開支

援、販路開拓支援、農商工連携等新

事業活動支援などの政策課題に対

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よろず支援拠点をＰＲしてもらう

等各種団体との連携を促進。（ＴＫ

Ｃ「戦略経営者」、（一社）全国信用

組合中央協会「しんくみ」、（一社）

全国旅行業協会「ＡＮＴＡ ＮＥＷ

Ｓ」、全国理容生活衛生同業連合会

「理楽ＴＩＭＥＳ」）  

 

○各拠点の評価の実施 

・よろず支援拠点を受託している実

施機関及びコーディネーターのヒ

アリング並びに実績確認による定

性的・定量的な観点から評価を実

施。 

・評価にあたっては、顧客満足度調査

を年２回（１２月、２月）実施。そ

の結果については、評価に活用する

だけでなく、各拠点にフィードバッ

クすることにより各拠点の業務改

善に向けた取組みを促進。 

・また、中小企業政策審議会中小企業

経営支援分科会において、質の向上

に資するＰＤＣＡの確立について

意見が寄せられたこともあり、中小

企業庁の要請を受け、計画策定や評

価等のあり方について検討を実施。 

 

○よろず支援拠点の実績（参考） 

上記支援もあって拠点の実績が向

上。 

・相談対応件数１８８，３６４件（前

年度１４０，７１５件） 

・来訪相談者数９８，１７６人（前年

度７７，５５９人） 

・顧客満足度 第１回８７．３％、第

２回９０．５％（前年度 第１回８

４．４％、第２回８８．５％） 

 

②中小企業大学校の研修を通じた支

援能力の向上 

 

■地域支援機関担当者向け研修 

○地域支援機関担当者向け研修の成

果 

研修回数 １２８回、受講者数 

４，１２６人、 

応募率 １０７．４％、受講率 １

００．４％ 

受講者の役立ち度 ９８．１％ 

今後の利用希望 ９６．８％ 

 

○新たな政策課題、中小企業支援施策

等や支援機関のニーズ等に対応し

た研修の実施 
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とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応した研修も実施する。 

・よろず支援拠点のコーディネータ

ーに対して支援事例の研究等を通

して相談対応能力の向上を図る研

修を実施する。 

・中小企業の新たな事業活動の促進

に関する法律における経営革新等

支援機関の認定に必要となる中小

企業経営改善計画策定支援研修を

実施する。 

・地域支援機関等からのニーズを把

握しつつ研修品質の向上を図り、受

講者数は５，２５０人以上とする。

また研修の実施後において、受講者

に対して「役立ち度」及び「今後の

利用希望」に関する調査を実施し、

「役立ち度」は、４段階評価におい

て上位２段階の評価を得る割合を

９５％以上とし、「今後の利用希望」

は、「利用したい」と評価を得る割

合を９５％以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・インバウンド需要創出、海外への効

果的な情報発信支援手法習得のた

め、事例研究等を交えた研修を実

施。 

・中小企業のＩＴ化支援に関する相

談対応能力を向上させるため、ＩＴ

化の相談ケースをもとに、対応方

法、支援方法について演習を交えて

習得する研修を実施。 

・小規模企業の経営革新の計画策定

及びその実行を支援し、農商工連

携、創業、事業承継等の課題にも対

応できるように、事例研究等を交え

た研修を実施。 

・サービス産業の生産性向上に向け

た支援手法を習得するため、ＩＴ活

用による生産性向上の事例研究等

を交えた研修を実施。 

・創業者が策定するビジネスプラン

の評価ポイントや効果的な支援手

法を事例研究等を交えながら学ぶ

研修を実施。 

・中小企業大学校東京校において、よ

ろず支援拠点のコーディネーター

を対象にロールプレイング等を交

えた実践的な研修（１ヶ月）を実施。 

  延べ受講者数 １５１人 

・中小企業の再生支援を推進する上

で必要な財務改善や経営改善等の

企業再生の基本的な知識および手

法を演習を交えて学ぶ研修を実施。 

 

○経営革新等支援機関として認定を

受けるための研修の実施 

・中小企業等経営強化法における経

営革新等支援機関として認定を受

けるために必要な専門的知識や実

務経験に関する認定申請の資格要

件を付与するための中小企業経営

改善計画策定支援研修を実施（研修

回数１７回、受講者数４２４人）。 

 

○研修企画力を活かし支援機関それ

ぞれの研修ニーズに即した研修の

実施 

・地域金融機関職員等を対象に、リレ

ーションシップバンキングを推進

する人材の育成を目的とした研修

を実施。 

（研修回数４回、受講者数９５人） 

 

○教材・研修プログラムの開発 

・研修において討議用に使用するこ

とを想定し開発した小規模事業者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の経営戦略や人材育成に関するケ

ースメソッド教材の普及のため、ホ

ームページやＷｅｂ広告等を活用

し広く情報発信を実施。同教材は前

述のよろず支援拠点コーディネー

ター向け研修においても使用。ま

た、小規模事業者の人材育成事例の

紹介、大学校の中長期研修の研修効

果などのＰＲにも活用。 

 

○研修による具体的な成果 

・基礎研修(経営診断基礎・商業コー

ス)、専門研修(地域資源活用研修、

地域ブランド活用による地域活性

化研修、経営革新計画のフォローア

ップ支援研修等)など、計６コース

を受講している商工会の女性経営

指導員が、経営分析や小規模企業の

目利き・支援のポイント等、大学校

の研修で学んだ知識を活かし、経営

革新計画策定支援にあたった。経営

者ヒアリング、及び財務分析を進め

る中で、同業他社と比較した生産性

の低さに着目することとなり、経営

革新計画策定をきっかけとした経

営改善への支援にも取り組むこと

となった。支援の結果として、売上

高１６８．９％増、付加価値額１７

１．８％増、粗利益率４．１％上昇

と確実な成果をあげることとなっ

た。 

 

■認定支援機関向け海外展開支援研

修事業 

・認定支援機関を対象に、海外展開支

援のスキル向上、相談内容に応じて

適切な支援機関・施策にも繋ぐこと

ができるよう知識と技術を習得す

るための研修を実施。 

基礎編：開催回数９回、受講者数

１２９人 

実践編：開催回数８回、受講者数

１１３人 

・新たな取組みとして海外展開支援

を行う際に必要となる基礎知識を

習得するためのＷｅｂ動画（eラー

ニング）教材を制作。海外展開の手

順、貿易における物流、決済方法や

リスク回避、海外展開事業計画策定

の際の留意点などをテーマに１５

教材を開発。 

 

■小規模事業者支援人材育成支援事

業 
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③情報収集・提供の積極的な推進 

 

中小企業ビジネス支援サイト（Ｊ－

Ｎｅｔ２１）を、国の支援ポータルサ

イトである「ミラサポ」と連携を図り

つつ運営する。また、ＳＮＳをはじめ

とするＷｅｂ等を活用した情報発信

力の強化、地方公共団体や地域支援機

関等と連携・協働したセミナーの開催

等により、中小企業・小規模事業者、

女性・若者等の創業者はもとより、地

域支援機関等の支援担当者等にも有

効な情報提供を積極的に推進する。 

中小企業・小規模事業者の経営環境

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③情報収集・提供の積極的な推進 

 

・中小企業ビジネス支援サイト（Ｊ－

Ｎｅｔ２１）については、国の支援

ポータルサイトである「ミラサポ」

と連携を図りつつ運営する。 

・支援情報ヘッドライン等により、

国・地方公共団体等が独自に実施す

る施策情報を引き続き提供すると

ともに、中小企業・小規模事業者か

らニーズの高い資金等の施策情報、

施策活用事例及びＱ＆Ａ方式によ

る施策情報等に関する内容を充実

するほか、新規の中小企業支援策等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・支援担当者等向け研修受講者数 

：７，３７８人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・個者支援型及び地域支援型経営指

導員研修 

商工会議所・商工会の経営指導員を

対象に、小規模事業者が成長発展の

みならず持続的発展するための支

援手法、地域活性化の具体的手法を

習得するための研修を実施。 

（個者支援型研修） 開催回数５１

回、受講者数８６２人 

（地域支援型研修） 開催回数９

回、受講者数２６８人 

・ＩＴスキル向上等研修 

 商工会議所・商工会の経営指導員が

小規模事業者を支援する上で必要

なＩＴスキルを向上させるととも

に情報関係の知識や新しい制度内

容等を習得するための研修を実施 

 開催回数５０回、受講者数９４９人 

・見習い研修 

 商工会議所・商工会の若手経営指導

員を対象に、先進的な取組等を行っ

ている支援機関において、小規模事

業者への経営支援に随行・補助させ

る等により、小規模事業者の支援手

法等の習得を図る研修を実施。 

派遣先機関２４機関、参加者数７２

人 

 

■消費税軽減税率対策 

・消費税率引き上げと併せて実施さ

れる予定の軽減税率制度の導入に

際し、その導入支援策等について講

習することができる認定支援機関

等を養成する研修会を実施。 

 開催回数５０回、受講者数７０８人 

 

■都道府県や地域支援機関等の職員

等に対する研修 

受講者数総計 ７，３７８人 

 

③情報収集・提供の積極的な推進 

 

■国の支援ポータルサイト「ミラサ

ポ」との連携 

・ミラサポのメルマガ購読者（87,000

人）に中小企業ビジネス支援サイト

（Ｊ－Ｎｅｔ２１）の支援情報を提

供。 

・Ｊ－Ｎｅｔ２１にミラサポの支援

情報を掲載。 

 

■Ｊ－Ｎｅｔ２１による情報提供 

○掲載情報の量的・質的な拡充 

・中小企業支援機関等のサイトより
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や業況の把握、支援に必要な情報の収

集、支援事例の成功要因等の分析、支

援ノウハウを体系化し、中小企業・小

規模事業者の経営課題に即応するた

めに必要な情報提供を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

についてＦＡＱ等を活用し分かり

やすく情報提供する。多彩な情報を

有効に利用できるようカテゴリの

整理を継続的に行い、ナビゲーショ

ン機能等のさらなる改善を図る。 

・中小企業支援に役立つ施策情報や

事例情報が簡便な方法で、タイムリ

ーに確認できる新たな中小企業関

連のニュースサイトを開設するほ

か、積極的に情報発信を行う仕組み

（ＲＳＳ、メール等）を活用するこ

とにより、中小企業ビジネス支援サ

イトによる情報提供を年間セッシ

ョン数６５０万件以上とする 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・政策課題や支援のあり方に関する

調査を行うほか、中小企業・小規模

事業者の景気動向を業種別・地域別

に把捉するための「中小企業景況調

査」を実施しＷｅｂ等での情報提供

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Ｊ－Ｎｅｔ２１年間セッション数 

：７２７万セッション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収集した支援情報を「支援情報ヘッ

ドライン」に掲載（年間 32,073 件、

１日平均 87 件程度、国、都道府県

等の公的な補助金、助成金、融資制

度等 5,144 件）。 

・「ビジネスＱ＆Ａ」の追加・見直し

を継続的に実施（50 件掲載）。 

・小規模事業者支援や海外展開支援

等の重点施策やニーズの高い施策

等を紹介した「特集記事」を毎週１

回のペースで更新。 

 

○メールマガジンの配信による支援

情報の提供 

・ｅ－中小企業ネットマガジンを毎

週配信（１回の配信数 91,108

件）。 

・Ｊ－Ｎｅｔ２１新着情報メールマ

ガジンを毎週配信（１回の配信数

18,930 件）。新規登録は 1,864 件の

増加。 

 

○支援効果を高めるための取組み 

・利用者の利便性を高めるため「支援

情報ヘッドライン」のアプリを制

作、配信。 

 

○中小企業ニュースサイトの開設 

・Ｊ－Ｎｅｔ２１の中小企業ニュー

スのコンテンツ、デザイン等を刷新

するとともに、新たにスマートフォ

ンユーザーを対象とした中小企業

ニュースサイトを開設。 

 

○アクセス実績・お役立ち度 

・Ｊ－Ｎｅｔ２１年間セッション数 

727 万セッション 

・ユーザーに対する役立ち度調査の

結果 

上位２段階を得る割合の合計 

91.5％ 

 

■マスメディアによる情報発信 

・中小機構が明記されている記事 

１，１３６件 

 

■調査研究 

○政策課題や支援のあり方に関する

調査研究 

・中小企業の経営課題に関する 新

の情報や支援ノウハウ、経営ノウハ

ウ等に関する調査研究を実施。ま

た、機構の業務に関する政策課題

や、施策の有効性に関する調査研究
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（２）多様な経営課題への円滑な対

応と経営基盤となる人材の育成 

 

中小企業・小規模事業者が事業活動

を円滑に行っていく上で、直面する経

営上の多様な課題に適切に対応して

いくためには、中小企業・小規模事業

者への専門的な相談・助言や経営の基

盤となる人材の育成が必要不可欠で

ある。機構は、多様で高度な経営課題

に対する相談・助言、専門家の派遣等

を行うほか、中小企業大学校による中

小企業・小規模事業者の経営者や管理

者等に対し、経営課題解決のために直

ちに役に立つ実践的な研修を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）多様な経営課題への円滑な対

応と経営基盤となる人材の育成 

 

①多様な経営課題への円滑な対応 

 

知的資産経営、知的財産、国際化、

ＩＴ化、販路開拓、環境・省エネルギ

ー、事業承継、製品開発、生産性の向

上、営業力の強化、国際認証の取得、

経営者保証等の経営課題を抱える中

小企業・小規模事業者を支援するた

め、情報収集・提供、調査・研究、相

談・助言、専門家の派遣等を行う。 

成果の目標は、相談・助言は、全て

の利用者から助言が「役に立った」「ま

た利用したい」との評価を受けるこ

と、専門家の派遣は、支援終了後の全

ての支援先が所期の目標を達成する

こととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）多様な経営課題への円滑な対

応と経営基盤となる人材の育成 

 

①多様な経営課題への円滑な対応 

 

・知的資産経営、知的財産、国際化、

ＩＴ化、販路開拓、環境・省エネル

ギー、事業承継・引継ぎ、製品開発、

生産性の向上、営業力の強化、資金

調達、取引の適正化、国際認証の取

得、経営者保証等の経営課題を抱え

る中小企業・小規模事業者等を支援

するため、情報収集・提供、調査・

研究、相談・助言、専門家の派遣等

を行う。 

これらの取組みを通じ、相談・助言

については、その利用者に対して

「役立ち度」及び「今後の利用希望」

に関する調査を実施し、「役立ち度」

は、４段階評価において上位２段階

の評価を得る割合を９５％以上と

し、「今後の利用希望」は、「利用し

たい」と評価を得る割合を９５％以

上とする。専門家派遣事業について

は、派遣終了後の支援先に対して所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を実施。これまでに作成した中小企

業診断士養成課程向けのケース教

材については、中小企業診断士養成

研修で活用するほか、名古屋商科大

学、兵庫県立大学等の教育機関等に

提供。 

 提供先数 １１機関 

 

（調査研究テーマ例） 

・中小企業・小規模企業者の海外展開

実態調査 

・中小旅館業の経営実態調査 

・「ふるさと名物応援宣言」を実施し

た市町村による地域資源活用促進

に関する調査 

 

○中小企業景況調査 

・約１９，０００社の中小企業を対象

に四半期毎に業況判断、売上高、経

常利益等の動向を産業別・地域別等

に把握する「中小企業景況調査」を

実施し、全国及び地域別の結果を公

表。 

・調査結果は、中小企業白書に活用さ

れたほか、日本銀行、総務省統計局、

地方公共団体等に提供。 

提供先数 １，５８１機関 

 

 

（２）多様な経営課題への円滑な対

応と経営基盤となる人材の育成 

 

①多様な経営課題への円滑な対応 

■経営相談 

・全国９地域本部にて日常的に経営

相談を実施しているほか、地域支援

機関等との連携やセミナー等の開

催に合わせて出張相談を実施。 

経営相談件数 １０,５３５件 

※地域本部別経営相談件数 

北海道本部 ３３６件、東北本部 

５３６件、関東本部 ３,６２８件、

中部本部 １,２２４件、北陸本部 

４８４件、近畿本部 １,１４７件、 

中国本部 ８０２件、四国本部 ８

４０件、九州本部 １,５３８件 

利用者の役立ち度 ９９．６％ 

今後の利用希望度 ９９．１％ 

・6 月 23 日に行われた英国における

EU 残留・離脱を問う国民投票の結

果に伴い、円高が進行するなど、中

小企業・小規模事業者への影響も懸

念されることから、英国等への輸出

入等の個別相談に対応するため、6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）多様な経営課題への円滑な対

応と経営基盤となる人材の育成 
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期の目標達成状況に関する調査を

実施し、４段階評価において上位２

段階の評価を得る割合を９０％以

上とする。 

・知的資産経営、知的財産、国際化、

ＩＴ化、販路開拓、環境・省エネル

ギー、事業承継・引継ぎ、製品開発、

生産性の向上、営業力の強化、資金

調達、取引の適正化、国際認証の取

得、経営者保証等の経営課題を抱え

る中小企業・小規模事業者等を支援

するため、情報収集・提供、調査・

研究、相談・助言、専門家の派遣等

を行う。 

これらの取組みを通じ、相談・助言

については、その利用者に対して

「役立ち度」及び「今後の利用希望」

に関する調査を実施し、「役立ち度」

は、４段階評価において上位２段階

の評価を得る割合を９５％以上と

し、「今後の利用希望」は、「利用し

たい」と評価を得る割合を９５％以

上とする。専門家派遣事業について

は、派遣終了後の支援先に対して所

期の目標達成状況に関する調査を

実施し、４段階評価において上位２

段階の評価を得る割合を９０％以

上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 29 日より本部及び各地域本部等

（全国 11 箇所）に「英国 EU 離脱

（BREXIT)に関する相談窓口」を設

置。 

（28 年度実績 2 件） 

・「未来への投資を実現する経済対

策」（平成 28 年 8 月 2日閣議決定）

において「 低賃金引上げの環境整

備として、経営力強化・生産性向上

に向けて、中小企業・小規模事業者

への支援措置を推進・拡充する」と

されたことなどを踏まえ、生産性向

上等に向けた個別相談に対応する

ため、8 月 10 日より各地域本部等

（全国 10 箇所）に「賃金引上げに

係る相談窓口」を設置。 

（28 年度実績 21 件） 

 

■専門家・経営実務者の派遣 

○専門家継続派遣事業 

・知的資産経営、知的財産、国際化、

ＩＴ化、販路開拓、環境・省エネル

ギー、製品開発、生産性の向上、営

業力の強化等、多様な経営課題へ円

滑に対応するため、経営基盤の強化

に取り組む中小企業・小規模事業者

に対して、経営課題を的確に把握

し、ニーズに応じた支援を実施。 

・経営基盤の強化に取り組む中小企

業に対する専門家継続派遣事業の

支援企業数１４１社、支援回数１,

６４６回 

※専門家継続派遣事業全体（新事業展

開に取り組む中小企業等に対する

専門家継続派遣事業を含む）支援企

業数１７９社、支援回数２,０６５

回（再掲） 

・２８年度に派遣を終了した支援企

業数６８社、所期の目標達成率９

７．１％ 

 

（支援事例） 

・創業 95 年に渡って培われた、冷間

鍛造・精密切削加工・金属鏡面研磨

技術と 新の加工設備を駆使した、

国内唯一の腕時計ケース製造専業

メーカーが、リーマンショック、海

外での廉価生産等により受注が減

少する状況で、東日本大震災が発生

し、本社工場が崩壊した。その後、

新工場を再建し復旧したが、精機事

業部の採算性の改善に課題を抱え

ていた。そこで機構は、専門家を派

遣し、生産工程におけるボトルネッ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■中小企業の経営課題の解決による

売上拡大や利益向上等を支援するた

め、専門家・経営実務者の派遣事業を

実施。中小企業者の多様な経営課題を

的確に把握し、支援ニーズを踏まえた

実務的な支援を 459 社に対して実施

（対前年度比 115.0％。各事業別の対

前年度比は、専門家継続派遣事業〔経

営基盤強化型〕119.5%、戦略的ＣＩＯ

育成支援事業 145.0%、経営実務支援

事業 112.1%、販路開拓コーディネー

ト事業 109.1%）。 
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クの解消や熟練技術者の技能伝承

など生産管理に係る支援と、業績指

標の設定・月次業績管理の徹底等に

よる経営管理に係る支援を実施。生

産工程の改善により、ムダ取りでの

経費削減、リードタイムの短縮、在

庫の逓減等が図られ、生産性が向

上。また、月次のＰＤＣＡサイクル

による業績管理の徹底により経営

の見える化等により利益を安定的

に確保できる体質に転換。 

※売上高の推移 ２５年 ３，５１１

百万円→２８年 ４，７７２百万円

（３５．９％増） 

 経常利益の推移 ２５年 ▲２８

０百万円→２８年 ９１百万円 

 

○戦略的ＣＩＯ育成支援事業 

・比較的高度なＩＴシステム導入に

よる経営課題の解決・経営改革を計

画的に実現するため、経営戦略に基

づくＩＴ化計画の策定及びその実

施に取り組む中小企業・小規模事業

者に対して専門家によるアドバイ

スを行うとともに、企業内ＣＩＯ候

補者の育成を支援。 

・中小企業・小規模事業者の情報化を

促進するため、情報化対応状況の分

析を行うなど、情報化企画の構想段

階から支援できるよう、運用改善を

実施。[独立行政法人通則法第２８

の４に基づく平成２７年度評価結

果の反映状況の公表] 

支援企業数２９社、支援回数３０６

回 

・２８年度に派遣を終了した支援企

業数１３社、所期の目 

標達成率１００．０％ 

 

（支援事例） 

・世界トップレベルの精度を誇る異

物検査機を開発・設計・製造・販売

する企業において、中小企業から中

堅企業への成長戦略を実現させる

ため、全社基幹業務システムの構築

が課題となっていた。そこで機構

は、専門家を派遣し、見積もり・受

注業務から、生産、購買、在庫管理、

出荷、原価管理、経営情報管理等を

対象とする、IT 化支援を構想段階

から実施。IT 企画ステージでの IT

戦略企画書の策定支援、IT 調達ス

テージでの IT 導入計画書の策定支

援を経て、IT 導入が果たされ、稼
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動テストまでの支援を実施。これま

で、部分的業務（発注業務、経理・

給与計算業務等）に留まっていた情

報システムから、全社を統合化した

基幹システムが構築された。今後、

当該システムの安定稼動と現場へ

の定着及び経営情報の活用を通じ、

「国内 No.1 の異物検査機メーカ

ー」への成長を目指す、中期経営計

画の実現が期待される。 

※売上高の推移 ２６年 ２，２８５

百万円→２８年 ２，９４３百万円

（２８．８％増） 

 経常利益の推移 ２６年 １４６

百万円→２８年 ３１４百万円（１

１５．１％増） 

 

○経営実務支援事業 

・中小企業・小規模事業者の経営課題

の解決を図るため、大企業・中堅企

業で豊富な実務経験を積んだ経営

実務支援アドバイザーを派遣して

支援を実施。 

支援企業数１５７社、支援回数９４

８回 

・２８年度に派遣を終了した支援企

業数１０１社、所期の目標達成率９

７．０％ 

 

（支援事例） 

・機構運営のインキュベーション施

設で実施された、ベンチャーキャピ

タルや大企業等とのマッチングの

プレゼンイベントに参加した居酒

屋を展開するベンチャー企業が、店

舗数増加による事業の拡大を目指

していた。そこで機構は、専門家を

派遣し、まず、経営実務支援事業に

より、飲食店舗の新規出店、事業推

進におけるマーケティングプロセ

スの体系化を支援した。その後、専

門家継続派遣事業により、中長期的

な業態及び運営方法等の検討に基

づく財務構造の明確化と財務安全

性の検討を支援した。これにより、

新規出店モデルの標準化が図られ

るとともに、新規出店・新業態等、

複数の投資パターンにおける財務

リスクを見える化し、シミュレーシ

ョンできる仕組みが構築された。今

後、的確でタイムリーな財務判断に

基づく多店舗展開の加速化等によ

り、更なる、成長発展が期待される。 

※売上高の推移 ２６年 ２３２百
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万円→２８年 ７４４百万円（２２

０．７％増） 

 経常利益の推移 ２６年 １５百

万円→２８年 ３５百万円（１３

３．３％増） 

 

○販路開拓コーディネート事業 

・新規性の高い優れた新製品・新技

術・新サービスを持ちながら販路開

拓が困難な中小企業・小規模事業者

に対し、関東本部又は近畿本部が各

地域本部と連携してマーケティン

グ企画のブラッシュアップ支援を

行った後、首都圏若しくは近畿圏市

場を舞台としたテストマーケティ

ング支援を実施。 

・事業の実施にあたっては地域支援

機関とも連携。 

支援企業数１３２社、支援回数７０

２回 

・平成２８年度に派遣を終了した支

援企業数６６社、所期の目標達成率

９７．０％  

 

（支援事例） 

・高品質なリサイクルトナーの製造・

販売で業績を伸ばしてきた企業が、

海外製品や他社リサイクル製品と

の価格競争等により、収益が悪化し

ていた。自社製品の販売を増やすた

め、新たなビジネスモデルとして、

「レーザープリンター無償レンタ

ルサービス」の展開を開始した。こ

れまでは代理店を活用した間接販

売が主体であり、エンドユーザーと

の接触が少なかった。新サービスで

は、マーケティング戦略を立案し、

自社で考えて行動する提案型営業

への転換と既存ルートと共存可能

な直販ビジネスの構築が課題であ

った。そこで機構はテストマーケテ

ィングを通じ、提案営業に必要なノ

ウハウの蓄積、提案資料の充実を図

ることが有効であると判断し、支援

を実施。想定ターゲット業界の複数

企業へ、専門家との同行訪問によ

り、レンタルサービスに価値を感じ

るターゲットの明確化、想定ターゲ

ットへの効果的アプローチ方法が

検討された。更に、４社より見積書

の提出依頼があり、価格受容性の確

認もなされた。今後、リサイクルト

ナーへの信頼性を高め、サービスメ

ニューも一層の充実を図る等によ
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り、成長発展が期待される。 

※売上高の推移 ２６年 ２，４４４

百万円→２８年 ２，９６２百万円

（２１．２％増） 

 経常利益の推移 ２６年 ８百万

円→２８年 １７百万円（１１２．

５％増） 

    

■中小企業のものづくり基盤技術に

関する研究開発の推進から開発成

果の事業化までの一貫した支援 

・各地域本部にものづくり支援に係

る専門家、本部に研究開発支援専門

員を配置し、中小ものづくり高度化

法に基づく認定申請および戦略的

基盤技術高度化支援事業（以下、「サ

ポイン事業」という）の提案申請に

係る計画書のブラッシュアップか

ら採択後の研究開発の推進及び研

究開発終了後の事業化に向けた助

言・情報提供までの一貫した支援を

実施。 

支援件数 ２,４５０件 

うちサポイン事業採択支援件数 

６６件 

・各経済産業局の新規採択サポイン

事業、及び国立研究開発法人新エネ

ルギー・産業技術総合開発機構の革

新的ものづくり産業創出連携促進

事業に関連して、中小ものづくり高

度化法に基づく技術指針適合に係

る事前確認・助言を実施。 

助言件数 １５７件 

・サポイン採択企業等の中小企業の

優れた技術シーズを大手企業の技

術ニーズにマッチングさせること

を通じ、開発成果の事業化や取引拡

大を支援。 

・複数大手企業等との大規模マッチ

ング会（一般社団法人首都圏産業活

性化協会との共催）を開催。 

参加中小企業数 １１６社、商談件

数 １３２件 

 

■ものづくり中小企業が取り組む研

究開発の成果普及や事業化の推進

を目的としたフォーラム等開催事

業 

・各地域本部が経済産業局等と連携

しながら上記の内容を目的とした

セミナー・フォーラム、ビジネスマ

ッチング等を開催。 

地域本部において、イベントを合計

３２回開催。 
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・創業１０年未満の中小企業者（新規

中小企業者）の官公需の受注の機会

の増大に資するよう「ここから調達

サイト」を運営し、行政機関等に対

して新規中小企業者が官公需向け

に提供する商品・サービス等の情報

提供等を行う。 

 

 

 

 

 

・消費税軽減税率制度の導入に伴い

対応が必要となる中小企業・小規模

事業者の円滑な事業活動を支援す

るため、複数税率対応レジの導入や

受発注システムの改修等に要する

経費の助成等を行う基金の運営等

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支援企業数 ２５６社 

 

■経営者保証 

・「経営者保証に関するガイドライ

ン」の周知を図るため、中小企業・

小規模事業者等を対象にダイレク

トメールを発送及びＳＮＳ広報等

による周知・普及を実施。 

ダイレクトメールの発送件数 

約２０万社 

・「経営者保証に関するガイドライ

ン」を活用する中小・小規模事業者

等による電話相談等に対しアドバ

イスを実施。 

 相談件数８９件 

・「経営者保証に関するガイドライ

ン」を利用する中小企業・小規模事

業者等に対し、専門家を派遣し適切

なアドバイスを実施。 

支援企業数：３１先、支援回数：

３７回、役立ち度：９１．９％ 

・「経営者保証に関するガイドライ

ン」に関する認知度を測るため、中

小企業・小規模事業者等に対しアン

ケートを実施。 

  発送数 ５万社 

 

■事業承継 

・中小企業・小規模事業者の経営者・

後継者等に対し専門家を派遣し適

切なアドバイスを実施。 

支援企業数：６７先 

支援回数：１８９回 

役立ち度：９５．５％ 

 

■新規中小企業者の受注機会増大に

資する情報提供 

（ここから調達） 

・中小企業庁より、創業１０年未満の

新規中小企業者の官公需の受注の

増大に資する情報提供等を行う情

報システムを受け継ぎ、所要の改修

を加えながら、コンテンツデータの

整備に努めた。また DM によるサイ

ト周知活動を実施し掲載企業数増

加に努めた。 

 

■中小企業・小規模事業者等消費税軽

減税率対策補助金 

 （中小小売・流通等合理化促進事業） 

○補助金の交付 

・消費税軽減税率制度の導入に伴い

対応が必要となる中小企業・小規

模事業者に対して、複数税率対応

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■31年10月に実施される消費税軽減

税率制度導入に向けた対策として、28

年度より、補助金申請受付を開始し、

申請件数 2.2 万件、交付件数 1.2 万

件、交付金額約 29 億円と着実に対応。

あわせてレジメーカー・システムベン

ダー・販売代理店等に対して、軽減税
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レジの導入や受発注システムの改

修等に要する経費の一部を補助。 

 申請件数 ２２，１０６件 

 交付件数 １２，２７０件 

 交付金額 ２，９４３，５５１，

２０３円 

 

○組織の改編 

・当該事業を強力に推進するため、４

月１日より消費税軽減税率対策費

補助金統括室を設置。 

 

○補助金制度の周知 

・レジメーカー・システムベンダー・

販売代理店等に対して、軽減税率

対策補助金制度の周知および製

品・事業者の登録等の協力促進の

ために、説明会を実施。 

 開催回数１９回、参加者３,１６９

人 

・税理士や認定支援機関等を対象と

した軽減税率制度の普及を担う講

師養成のための研修会において、

講師として軽減税率対策補助金制

度を説明。 

  研修会５０ヶ所（参加者７０８

人） 

・全国商店街振興組合連合会、全国商

工会連合会等の関係支援団体等に

対して、軽減税率対策補助金制度

の周知・理解のために、軽減税率対

策補助金制度の説明会に対応。 

  説明会回数３９回 

・軽減税率対策補助金制度の周知及

び周知状況把握等のため、（一社）

情報サービス産業協会や（一社）全

国地域情報産業団体連合会等の業

界団体をはじめ、レジメーカー・シ

ステムベンダー・販売代理店を訪

問。 

  訪問回数８４回 

  

○指定事業者・補助対象製品の登録手

続き 

・補助金申請手続きの円滑化に向け

て、補助対象となるレジ・ソフトウ

ェア等を製造・販売するメーカー・

システムベンダー等の指定事業者

登録手続きや補助対象となるレ

ジ・ソフトウェア等の製品登録手

続きを迅速に行い、ホームページ

に公表。 

 ２９年３月末指定事業者登録社数 

７１０社 

率対策補助金制度の周知および製品・

事業者の登録等の協力促進のために、

説明会を実施（19 回開催、参加者数

3,169 人）。 
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②経営基盤となる人材を育成する実

践的な研修 

 

経営戦略の策定、財務、営業・マー

ケティング、生産管理、ＩＴ活用能力

等の各種の経営課題解決のために女

性を含む経営者等に直ちに役に立つ

実践的な研修を実施する。研修は、①

後継者の育成や経営能力全般を向上

させる長期研修、②ケーススタディ、

演習等を通じて経営の実践力を強化

する短期研修、③国の政策の施策展開

に合わせた政策課題研修、④機構の知

見・ノウハウを活用した自主研修とす

る。これに加えて、小規模事業者の利

便性などに配慮した研修、創業者やベ

ンチャー企業、新製品・新市場開発担

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②経営基盤となる人材を育成する実

践的な研修 

 

・中小企業の経営者及び管理者等の

経営の基盤となる人材を育成する

ため、経営戦略の策定や財務、営業・

マーケティング、生産管理、生産性

の向上、IT 活用能力等における企

業の抱える各種経営課題に対し、直

ちに役に立つ実践的な研修を実施

する。 

・長期研修は、ゼミナールによる自社

課題研究を特徴とし、次代の経営者

を目指す経営後継者に必要な基本

的能力や知識を実践的に習得する

経営後継者研修、経営能力全般を向

上させる経営管理者研修、工場管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２９年３月末対象製品登録数 

３,５０３件 

 

○制度変更等への対応 

・消費増税延期法（消費税率の引き上

げ及び軽減税率制度の実施時期の

２年半延期）の成立（１１月）に伴

い、補助金申請受付期間の延長手

続き（交付規程、公募要領、ホーム

ページ等の変更）を迅速に実施し、

年度末に基金の一部を返納（４１

４億円）。これに併せて、補助金事

務局について、業務委託先と交渉

し、運営体制の効率化を推進。 

・コールセンターを設置し、中小企業

者やレジメーカー・システムベン

ダー等からの問合せに適切に対

応。コールセンターだけでは対応

が困難な問合せについては、２次

対応案件とし、中小企業庁等関係

機関と調整を図りながら適切に対

応。 

 コールセンター入電件数 

  ３１，７５３件 

２次対応件数          

２４８件 

・制度運用開始後の状況変化や課題

に対して、関係機関との調整を綿

密に行いつつ、制度見直しや業務

改善等を迅速かつ着実に実施。 

（例）中古品を補助対象とする場合

の検討要請を受け、中古市場の実

態把握、製品・事業者登録や審査

オペレーション等の検討を行い、

平成２９年２月より中古品も補助

対象とすることで運用を開始。 

 

②経営基盤となる人材を育成する実

践的な研修 

 

■中小企業者が抱える経営課題の解

決を促進するための研修の実施 

○経営の中枢を担う人材を育成する

ための研修（長期研修）の実施 

研修回数 ２０回、受講者数 ５

４４人 

・中小企業の経営者等が直面する経

営課題の解決策を見出す力を習得

するための長期研修（経営後継者研

修、経営管理者研修、工場管理者研

修等）を実施。長期研修では、自社

の経営課題抽出と解決策の策定を

少人数ゼミナールや課題研究を通

じて検討し、講師によるきめ細かい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■中小企業・小規模事業者等への研修

等では、中小企業大学校での研修や小

規模事業者の利便性に配慮したセミ

ナー、平日夜間や土曜・日曜を中心に

開講するサテライト施設 TIP*S での

セミナー・研修、政策課題である消費

税軽減税率対策講習会等を実施。受講

者数は 26,585 人（年度目標 21,000

人、対年度目標 126.6％）と目標を大

きく上回る実績を達成。また、ＷＥＢ

を活用して経営や起業に関する知識

を学ぶことのできる講座「ちょこゼ

ミ」をＹｏｕＴｕｂｅで配信。28 年度

は「著名経営者の言葉に学ぶシリー

ズ」をはじめ新たに 34 講座を開発し、

累計 100 講座に充実させ、動画再生回

数202,414回は対年度目標578.3%と、
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当者等を対象とした研修を実施する。 

また、受講企業に対し、機構の相談・

助言や専門家の派遣等といった機構

の経営支援と融合させた支援を必要

に応じ行い、研修成果を受講企業内に

定着させ経営力を向上させる。 

成果の目標は、研修実施後の全ての

受講者から研修が「役に立った」「ま

た利用したい」との評価を受けること

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の責任者を育成する工場管理者研

修を実施する。経営管理者研修およ

び工場管理者研修は、標準カリキュ

ラムにより実施する。 

・短期研修は、自社の経営データを持

ち寄った課題の解決や製造業にお

ける現場改善実習など、事例研究の

活用、グループによるディスカッシ

ョン、講師による指導など「気づき」

を促すカリキュラムとし、企業の

個々の問題解決や課題達成に資す

る内容とする。 

・ＴＰＰ協定やＩＴ活用の内容も含

む国の中小企業施策と密接に連携

した政策課題研修を実施する。さら

に、中小企業を取り巻く環境やニー

ズの変化に対応して、臨機に研修や

セミナーを増設できる仕組みを講

じる。 

・大学校が立地する支援機関や企業

に働きかけ、機構の知見・ノウハウ

を活用した自主研修を実施する。 

・本部や交通至便な場所で小規模事

業者の利便性などに配慮した研修、

創業者やベンチャー企業、新製品・

新市場開発担当者等を対象とした

研修やセミナーを実施する。 

・ＷＥＢを活用して小規模事業者な

どの学習意欲を喚起やノウハウの

習得に資するような動画などを配

信し、動画の再生回数は３５，００

０回以上とする。 

・受講企業が研修成果を企業内に定

着させ経営力を向上できるように、

必要に応じて相談・助言や専門家の

派遣等といった機構の経営支援と

融合させた支援を行い、相乗効果を

図る。 

・地域支援機関、金融機関等と連携

し、中小企業の会計に関する基本要

領に基づく財務・管理会計の必要性

の普及と理解を目指す「中小企業会

計啓発・普及セミナー」、消費税軽

減税率制度の導入に向けて、周知を

行うためのフォーラムや研修会等

政策要請に基づくセミナー等を実

施する。  

・大学校ホームページにおいて受講

企業や受講者の生の声の情報発信、

ＯＢ会の組織化や集まりの開催、商

工指導団体、認定支援機関、金融機

関等との連携によるＰＲセミナー

の実施、企業訪問等を通じて、大学

校の認知度向上を図ることにより、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導を通して、自社の経営革新を実

現する実践力を身に付けることに

重点を置いた研修を展開。経営管理

者研修・工場管理者研修では、機構

が開発した標準カリキュラムによ

り実施。 

 

○中長期研修における具体的な研修

成果 

（中長期研修受講企業に対するフォ

ローアップ調査結果） 

・受講企業の役立ち度 ９７．０％ 

・ゼミナール等で取り上げた自社の

課題研究テーマについて  

実施済、実施中、準備中 

  ９２．７％ 

調査時点で実施の効果あり 

 ９３．７％ 

 

（フォローアップ調査での課題解決

例） 

・農商工等連携事業計画の認定を受

け、地域本部の支援を受けながら胡

蝶蘭の一般消費者向け新市場開拓

に取り組む中、｢経営管理者養成コ

ース｣を受講。課題研究として、「２

０２０年に胡蝶蘭国内シェア２

０％を達成」に取り組んだ。マーケ

ティング科目で学んだＳＷＯＴ分

析により流通経路の効率化という

課題が明確となり、通常、消費者ま

で 低５日間を要するところ、２４

時間以内に届けるという物流を確

立し顧客ニーズ対応力を強化。売上

増、及びシェア２０％を確保する上

での売上目標とその具体的なアク

ションプラン策定につながってい

る。 

・「工場管理者養成コース」の課題研

究として、「製品別収益性の把握」

をテーマに取り組んだ。研修終了後

は、製品製造の管理者として、必要

賃率を明らかにし製品毎に調査を

行い製品別収益分析表にまとめる

ことを継続し、収益性改善件数は２

０件以上となっている。また、新規

受注においても、必要賃率を反映さ

せることにより、収益性向上につな

げている。 

・「工場管理者養成コース」の課題研

究として｢段取り替え時間の短縮に

よる工場稼働時間の向上｣に取り組

んだ。客先からの短納期対応要請が

強まる中、研修で学んだ工程管理の

目標を大幅に上回る成果を実現。 

中期目標及び中期計画で設定され

ている、中小企業・小規模事業者向け

研修及び地域支援機関等の支援担当

者向け研修の受講者数 15 万人以上の

目標については、28 年度における受

講者数の合計 45,028 人（上記２．①

7,378 人、２．②11,065 人、３．①

26,585 人の合計）を含む累計で

139,251 人に達し、進捗率 92.8％と、

29 年度の早期には達成が確実なとこ

ろまで実績を積み上げ。 
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新規受講企業の開拓につなげる。 

・地域中小企業・小規模事業者等のニ

ーズを把握しつつ、研修品質の向上

を図るとともに関係機関との協力・

連携等の取組みにより研修の受講

促進を図ることで受講者数を２１，

０００人以上とする。また、研修実

施後において、受講者に対して「役

立ち度」及び「今後の利用希望」に

関する調査を実施し、「役立ち度」

は、４段階評価において上位２段階

の評価を得る割合を９５％以上と

し、「今後の利用希望」は、「利用し

たい」と評価を得る割合を９５％以

上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知識を活用し、工程フローの見直し

に基づく標準化を行い、ムダな工程

の排除や段取り替え時間を大幅に

短縮。作業時間の１割削減ととも

に、生産量の１割アップも実現。 

・｢工場管理者養成コース｣の課題研

究として、「５Ｓ活動による品質と

効率の改善」をテーマに取り組ん

だ。研修で５Ｓ活動の仕組みを社員

間で共有する重要性を学び、社内Ｑ

Ｃサークル活動を新たに取り入れ

た。改善効果を共有化することで社

内の改善意識改革も図られ、研修終

了時には年換算１４１時間のムダ

時間の削減を達成。社員のモチベー

ションアップにもつながっている。 

 

○顧客ニーズや政策課題を踏まえた

多様な研修（短期研修）の実施 

研修回数 ３２１回、受講者数 

９，３４４人 

 

・海外展開を志向する中小企業の経

営者及び管理者等に対する国際化

対応研修、ＩＴ経営化を目指す中小

企業の経営者及び管理者等に対す

るＩＴ経営研修、成長戦略にも強調

されているサービス産業の生産性

向上や女性活躍推進をテーマとし

た研修等、国の政策に基づいた研修

を実施。 

・ものづくり中小企業向け研修のほ

か、事業承継、地域資源活用等の政

策課題等に即応した研修を実施。 

・事例研究、グループディスカッショ

ン、演習等を交え、自社の経営改善・

現場改善を促す実践的な研修を実

施。 

・自社の経営データを持ち寄り、経営

課題の解決策や製造業における現

場改善実習、自社のマーケティング

戦略策定演習といった実践的な研

修を実施。 

・応募多数の研修の追加実施や大学

校外での研修の追加実施など年度

途中の中小企業者や地域のニーズ

にも臨機に対応を実施。 

・研修前後も機構内の有機的な連携

により、企業への支援を実施（専門

家継続派遣の活用、新価値創造展へ

の出展、Ｆ／Ｓ支援事業の活用等）。 

 

（機構内連携例） 

・機構の相談・助言や専門家の派遣等
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・動画再生回数：２０２，４１４回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

といった経営支援と大学校研修を

融合させた一体的な支援を行い、研

修成果を受講企業内に定着させ経

営力を向上させた。 

 

【事例】 

・農商工等連携事業計画の認定を受

け、地域本部の支援を受けながら胡

蝶蘭の一般消費者向け新市場開拓

に取り組む中、｢経営管理者養成コ

ース｣を受講。課題研究として、「２

０２０年に胡蝶蘭国内シェア２

０％を達成」に取り組んだ。マーケ

ティング科目で学んだＳＷＯＴ分

析により流通経路の効率化という

課題が明確となり、通常、消費者ま

で 低５日間を要するところ、２４

時間以内に届けるという物流を確

立し顧客ニーズ対応力を強化。売上

増、及びシェア２０％を確保する上

での売上目標とその具体的なアク

ションプラン策定につながってい

る。（再掲） 

・「営業マネジメント」に係る研修を

受講中に地域本部から支援施策の

紹介を受け「戦略的ＣＩＯ育成支援

事業」を活用。研修、ゼミナールで

の中期販売計画立案と並行して、効

率的な社内システムの構築も実施。 

 

・機構の知見・ノウハウを活用し、地

域金融機関職員を対象とした研修

（４回）、及び中小企業、業界団体、

商工団体等からの要請に基づく研

修(１５回)の自主研修を実施。２８

年度は熊本地震の発生を受け、復

興・再生のための企業経営をテーマ

とした研修を新たに実施。 

 

○ｅラーニングの実施 

・小規模事業者やこれから起業する

者を対象にＷＥＢを活用して経営

や起業に関する知識を学ぶことの

できる講座「ちょこゼミ」をＹｏｕ 

Ｔｕｂｅで配信。２８年度は「著名

経営者の言葉に学ぶシリーズ」をは

じめ新たに３４講座を開発。（累計

１００講座、再生回数２０２,４１

４回） 

（講座例） 

 「聞いているかな 消費者の声」 

新商品を出すときの「お客様の立

場で考える」ことの重要性を、パ

ナソニック株式会社の創業者・松
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下幸之助氏の言葉に学ぶ。 

 

○教材の開発 

・２６年度に開発した、タブレットを

活用してＱ＆Ａ形式で事業計画の

ベースとなるものを簡単に作るこ

とのできるアプリ「経営計画つくる

くん」の改修を行い、業種特性によ

り対応できるよう機能を追加。 

 

■各校の創意工夫を活かしつつ、地域

の課題等に対応した研修の実施 

○学校別実績 

・各大学校において、研修ニーズ調査

や大学校運営会議（学識経験者、経

済産業局、地方公共団体、商工会議

所・商工会、中小企業等により構成）

等から地域のニーズを把握し、地域

の課題や企業を取り巻く環境を踏

まえた研修を実施。 

 

［北海道本部（旭川校）］ 

 研修回数 ３７回 

受講者数 ９３１人（全受講者数

１，４２３人） 

・北海道の主要課題である、ものづく

り産業、運送業の付加価値向上を目

指した研修や受講生の利便性に配

慮した研修等、北海道の産業の活性

化に資する研修を実施。 

 

［東北本部（仙台校）］ 

 研修回数 ４０回 

受講者数 １，３１６人（全受講者

１，５２９人） 

・地域の課題を製造業の体質強化及

び成長フロンティアにおける成長

支援と捉え、製造業向けの研修を充

実。 

 

［関東本部（三条校）］ 

 研修回数 ３６回 

受講者数 １，１２７人（全受講者

数１，２２９人） 

・信越地方の産業特性を考慮し、金属

加工業、自動車部品業等製造業の課

題解決に資する研修を実施。 

 

［関東本部（東京校）］ 

 研修回数 ４５回 

受講者数 １，４６９人（全受講者

数３，８８０人） 

・経営者、経営幹部を対象に、自社の

経営戦略立案を図る研修、経営力を
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高める研修を実施。 

・経営後継者研修等、全国から受講者

が集まる研修を実施。 

・業界支援研修としてトラック運送

事業の管理者を対象とした研修を

実施。 

 

［中部本部（瀬戸校）］ 

 研修回数 ３３回 

受講者数 １，０９１人（全受講者

数１，３１９人） 

・ものづくり企業の集積度が高い地

域特性を踏まえ、生産管理分野等の

コースを体系的に実施。 

 

［近畿本部（関西校）］ 

 研修回数 ４０回 

受講者数 １，０３３人（全受講者

数１，３６２人） 

・利便性の向上、受講機会の拡大の観

点から、地域関係機関と連携するな

どして、神戸や大阪等、大学校外に

おいて政策要請研修等を実施。 

・地域の課題である新商品開発研修、

営業管理者養成シリーズを実施。 

 

［中国本部（広島校）］ 

 研修回数 ３９回 

受講者数 １，１０６人（全受講者

数１，３７７人） 

・研修テーマを分野別に短期コース

にまとめ、それをシリーズ化するこ

とで受講者が研修を効率的に受講

できるようカリキュラムを設定。 

・新規顧客開拓等、新たな取組みを行

う企業を支援する研修を実施。 

 

［九州本部（直方校）］ 

 研修回数 ３６回 

受講者数 ９５３人（全受講者数

１，０７０人） 

・アジア各国に近い立地であること

から、グローバル展開に向けた研修

を実施。 

 

［九州本部（人吉校）］ 

 研修回数 ３５回 

受講者数 ８６２人（全受講者数

１，１５８人） 

・地域ニーズに対応し、農業のビジネ

ス化推進をテーマとした研修を実

施。 

・沖縄振興の観点から、沖縄県におい

て経営マネジメント研修等を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■研修の成果 

（中小企業者等研修） 

研修回数 ６２５回、受講者数 １

６，４６２人 

応募率 １０８．２％、受講率 ９

１．７％ 

研修受講者の役立ち度 ９７．６％ 

今後の利用希望 ９６．１％ 

 

■大学、大学院等との連携による共同

講座等の開設 

・大阪経済大学と連携し新たなビジ

ネスモデルにより新市場を開拓し

た経営者の先進事例を学ぶ研修を

共同で企画し実施。 

・九州大学大学院にゲスト講師（中小

企業経営者等）との議論を通じて経

営意思決定の局面における対応策

等について学ぶ講座を提供。 

・東北大学との連携により地域企業

のイノベーションをテーマとした

合同セミナーを実施。 

・地方公共団体や関係機関等が主催

する研修や勉強会等に対し、カリキ

ュラム作成支援や職員の講師登壇

を実施。 

 

■まちなか大学校 

・受講者の利便性に配慮し、大学校施

設外の都市部で実施する校外研修

を拡充するとともに、中小企業会計

啓発・普及セミナーや地域支援機関

等と連携した小規模事業者向けセ

ミナー等を「まちなか大学校」とし

て実施。 

 

［中小企業会計啓発・普及セミナー］ 

・「中小企業の会計に関する基本要

領」に基づき作成する決算書を財

務・管理会計に活用する必要性・重

要性を理解してもらうため、中小企

業会計啓発・普及セミナーを実施。

実施にあたっては商工団体、金融機

関、経営革新等支援機関、法人会等

と連携して実施。 

開催回数 ２６５回 

参加者数 ６，０９０人 

役立ち度 ９６．３％ 

 

［虎ノ門セミナー］ 

・中小企業者に対する 先端の情報

提供を目的に、新たな経営手法、国

等の 新情報等をテーマとした虎
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ノ門セミナーを実施。 

開催回数 １７回  

受講者数 １，１８２人 

 

■小規模事業者の利便性などに配慮

したセミナー・研修 

・大学校の施設外などの都市で、対象

を小規模企業者に絞り込み、波及効

果を狙うため、地域の支援機関等と

連携したセミナーを実施。 

開催回数 ２６回 

受講者数 ８５２名 

 

・小規模事業者等の利便性に配慮し、

東京駅至近の丸の内「ＴＩＰ＊Ｓ」

において、創業予定者、新たな事業

展開を始めようとする中小企業・小

規模事業者等、地域を活性化するた

めのビジネスを始めようとする者

を対象とした講座を平日夜間及び

土曜日を中心に実施。 

開催回数 １２４回  

受講者数 ２,５８４人 

（参考：来場者数 ６,５４１

人）。 

 

【ＴＩＰ＊Ｓ事例】 

対話と学びあいによるマインドセッ

ト。参加者の「やりたい」想いにアプ

ローチ。 

・ＴＩＰ＊Ｓでは、「課題解決」のた 

めの学びに加えて、参加者同士の対 

話と交流による起業、新事業展開等 

の潜在層の「やりたい」という想い 

に働きかけることに重点をおいた 

講座、ワークショップ等を実施。 

・地域食材開発アイデアソンでは、東 

北で事業を営むゲスト事業者を招 

き、地域食材を用いた都会暮らし向 

けの商品開発のアイデア創出のワ 

ークショップを実施。具体的なテー 

マを基に参加者同士の対話やワー 

クを繰り返すことにより、単にアイ 

デア創出の手法を学ぶだけでなく、 

参加者のマインドセットや活動に 

も寄与。 

また、地方公共団体等から、各地の

創業支援事業とＴＩＰ＊Ｓとの連

携等を検討するため多数の視察が

あった（５９地域）。 

 

■大学校認知度向上のための取組み 

・大学校の認知度向上を図ることに

より、新規受講企業の開拓につなげ
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（３）中小企業・小規模事業者の連

携・共同化、経営の革新、産業

集積活性化の促進 

 

中小企業・小規模事業者の連携・共

同化、経営の革新の取組に対し、機構

は、これまでの高度化事業で培ったノ

ウハウを 大限に活かし、新規案件の

発掘、組成促進を図るとともに、都道

府県等と連携・協働して事業成果向上

のための診断・助言と資金支援を行

う。また、中心市街地が地域社会・経

済に果たす役割、商店街が地域コミュ

ニティ・地域経済に果たす役割の重要

性を踏まえ、これらの活性化のための

支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）中小企業・小規模事業者の連

携・共同化、経営の革新、産業

集積活性化の促進 

 

①高度化事業の推進（都道府県等と

連携・協働した診断・助言と資金支

援） 

 

都道府県等と連携・協働して、中小

企業・小規模事業者の連携・共同化、

経営の革新を資金面から支援する。機

構は、これまでに培った診断等の経験

とノウハウを 大限に活かし、事業計

画の構想段階から相談・助言等を積極

的に行い、新規案件を組成する。 

貸付先の経営状況を把握すること

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）中小企業・小規模事業者の連

携・共同化、経営の革新、産業

集積活性化の促進 

 

①高度化事業の推進（都道府県等と

連携・協働した診断・助言と資金支

援） 

 

・中小企業・小規模事業者の連携・共

同化、経営の革新を推進するため、

都道府県や中小企業支援機関と連

携・協働して、高度化事業のニーズ

を把握し、高度化事業の利用が見込

まれる者に対しては、事業構想の初

期段階から、説明会、相談助言、専

門家派遣を実施するなど、構想の具

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中小企業・小規模事業者等向け研修

受講者数：２６，５８５人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・現地支援件数：７４４件 

 

るため、地域の支援機関と連携した

セミナーの実施（ＰＲセミナー）、

ＯＢ会支援、未受講企業への企業訪

問等を実施。 

・研修受講のきっかけや受講成果な

ど、受講企業や受講者の声を収録し

た動画の配信を新たに全校で展開。 

ＰＲセミナー開催回数 ３５回 

受講者数 １，０６４人 

 

■消費税軽減税率対策 

・消費税率引き上げと併せて実施さ

れる予定の軽減税率制度の導入に

際し、その導入支援策等の周知をは

かるため、フォーラム及び認定支援

機関と連携した講習会を開催。あわ

せて、パンフレット等による周知を

実施。 

＜フォーラム＞ 

開催回数 ５回 

受講者数 ４０９人 

＜講習会＞ 

開催回数 ２８回 

受講者数 ２０５人 

 

■ＩＴ活用型販路開拓支援事業（再

掲） 

・オンライン講座と連動した実践講

座や、ネットショップセミナーを全

国９都市（地域本部所在地）を中心

に開催。 

  開催回数 １６２回 

  参加者数 ３，８２７人 

 

■中小企業・小規模事業者等に対する

研修 

受講者数総計 ２６，５８５人 

 

（３）中小企業・小規模事業者の連

携・共同化、経営の革新、産業

集積活性化の促進 

 

①高度化事業の推進（都道府県等と

連携・協働した診断・助言と資金支

援） 

 

■事業実施へ向けた積極的支援（都道

府県等と連携した的確な診断助言

を実施） 

・実施計画作成等についての診断・助

言を実施（支援件数４３件、支援先

２７先、支援日数２６７．０人日）。 

・都道府県及び支援機関との連携に

よる組合等に対する現地支援等（制

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）中小企業・小規模事業者の連

携・共同化、経営の革新、産業

集積活性化の促進 

 

■中小企業・小規模事業者の連携・共

同化、経営の革新を推進する目的で実

施している高度化事業については、都

道府県や支援機関との連携により、組

合等に対する現地支援（制度説明、助

言、診断）を 744 件実施。年度計画目

標 600 件以上を上回る実績となった。

貸付先に対しては、決算書による経

営状況の把握を行い、貸倒懸念債権、

要注意債権を中心に重点支援候補先 

を選定したうえで、支援を実施。取組

みの結果、経営改善計画策定・実行支
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により、経営支援が必要な貸付先に対

しては、都道府県等と連携し、相談・

助言、専門家の派遣等を行う。 

成果の目標は、貸付３年経過後にお

いて、全ての貸付先が生産性や集客力

の向上、省エネ等といった所期の目標

を達成することとする。また、貸付後

に貸付先の具体的成果の調査・分析等

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体化から事業実施計画の策定まで

を支援し、案件組成につなげる。事

業者が策定した事業実施計画に対

しては、助言・診断、専門家派遣等

を通じて事業計画の成立性を向上

させる。 

また、市町村による高度化事業につ

いても、引き続き高度化事業制度の

導入に向けた普及促進を図る。 

具体的には、案件の初期段階におけ

る現地支援（制度説明、助言、診断）、

市町村等に対する制度説明を合わ

せて６００件以上行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

度説明、助言、診断）を積極的に実

施（７４４件／本部２１４件、地域

本部５３０件）。 

 

【事例】航空機部品生産(協) 

・航空機産業では「のこぎり発注」か

ら「一括受注」への移行が進められ

ている状況の中、航空機部品製造等

を行う中小企業者１０社が、航空機

部品の一貫生産体制を実現し、グロ

ーバル市場で勝ち抜いていくこと

を目指すため、共同工場の設置を計

画した。事業構想の初期段階から中

部本部や三重県との連携による支

援、施設計画や運営計画の策定など

積極的に支援し、高度化事業の貸付

を決定 

（総事業費６４．０億円、貸付決定額

２０．７億円） 

 

■利用者ニーズに対応した高度化事

業の積極的展開 

・２８年度実績 

貸付決定額 ４５．３億円、貸付決

定先２２先 

交付額 ４２.８億円、交付先２２先 

・制度の継続的なＰＲ活動として、全

地域本部及び沖縄事務所に配置し

た高度化担当者及び８地域本部に

配置した高度化マネージャーが、組

合、関係機関等を訪問し、ＰＲ活動、

ニーズの把握等を実施。 

・地域商店街活性化法の認定計画に

基づく商業施設等の整備に高度化

事業が活用できることについて、Ｐ

Ｒを実施（名古屋市） 

 

■制度普及への取組み 

・省エネ設備導入の促進を図るため、

電力需給対策貸付を継続。 

・東日本大震災で被害を受けた中小

企業等の復旧の支援のための貸付

割合の特例措置、貸付手続きの簡素

化、無条件の償還猶予などの措置を

継続して実施。 

・工場団地組合・卸団地組合のブロッ

ク会議（計１２回）において、上記

制度について情報を提供し、施策を

ＰＲ。 

・支援機関職員、中小企業組合等に対

して高度化事業の説明会を開催（計

７回）。 

・工団連の会員を除く工場団地１７

５先にアンケート調査を実施し、そ

援先は 187 先となり、年度計画目標 

130 件以上を上回る実績となった。 

フォローアップ体制の強化として取 

り組んでいる「貸付後 3年を経過した

利用者の事業実施目標の達成度」につ

いては、該当企業へのアンケート調査

の結果、達成度 100％を達成し、年度

計画目標の 95％以上を上回った。 
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・貸付先の経営支援としてフォロー

アップ、経営改善計画策定・実行支

援を１３０先以上行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・貸付先へのフォローアップ：１８７

 先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のうち、１０９先からアンケートを

回収。その際に、１社リニューアル

や金利についてＰＲ活動を実施。 

・都道府県、支援機関職員等に対して

高度化事業の研修会を開催（初任者

向け研修７２人、診断実務担当者向

け研修３２人）。 

 

■小規模企業者等設備貸与事業の着

実な実施 

・小規模企業者等に対する設備貸与

制度（割賦・リース事業）の実施に

必要な財源の一部として、１６道府

県に対して３７．４億円を貸付け。 

・小規模企業者等に対して、４６９

件、７１．２億円の設備貸与（割賦・

リース）を決定。 

 

■貸付先に対する支援体制の強化 

・正常償還先２５８先の決算書を整

理分析し、経営状況を把握した。 

・債権区分の貸倒懸念債権、要注意債

権を中心に、経営支援に係る重点支

援候補先として、１７８先を選定し

た。うち６０先については、機構が

主体的に支援を行い、経営改善計画

の策定や実行支援、その他課題に対

応した支援を実施した。 

・上記を含めフォローアップ、経営改

善計画策定・実行支援を１８７先に

対し実施。 

 

■高度化貸付先へのフォローアップ

体制の充実（３ヶ年経過後の事業実

施目標達成率９５％を目指したフ

ォローアップの強化） 

・貸付先の経営課題解決のため、職

員、アドバイザーによる経営支援を

実施。 

支援先 ７６先、支援日数３３７．

０人日 

・経営改善に関する着眼点や具体的

改善手法を、損益財務面の観点から

構造的・体系的に整理し、支援者の

現場支援力の安定・向上に資するこ

とを目的とし「経営改善マニュア

ル」を作成。 

・競合店調査の手法とその活用方法

の研究を行い、共同店舗の競争力の

向上に寄与することを目的とし、

「ストアコンパリゾンを活用した

共同店舗の経営改善手法」を作成。 

・貸付後一定期間経過した利用者に

対する事業目的の達成度、有効度、
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②中心市街地、商店街等への支援 

 

地方公共団体、地域支援機関等と連

携・協働し、情報収集・提供、相談・

助言、専門家の派遣等を通じて、中心

市街地、商店街等の賑わいを回復し、

そのマネジメント能力を向上させる。 

成果の目標は、全ての中心市街地活

性化協議会及び協議会設立を目指す

地域に支援を行うこととし、活力ある

持続可能な地域社会の形成に貢献す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・このような支援を通じ、貸付後３年

を経過した利用者に対して、あらか

じめ設定した省エネ、生産性や集客

力の向上等といった所期の事業実

施目標の達成を達成したとする割

合を９５％以上とする。また、事業

を実施した組合員等に対し、事業実

施から３年を経過後の売上高、経常

利益、従業者数の増減率等の調査・

分析等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②中心市街地、商店街等への支援 

 

・中心市街地活性化協議会等に対し

職員や外部専門家を派遣し、基本計

画に基づいて協議会等が行う中心

市街地商業活性化に関する取組み

や協議会等の組織・運営体制につい

て、ヒアリング・調査や必要な助言

等を１７０地域以上行うことによ

り、商業機能及びマネジメント能力

の向上を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・調査・助言件数（地域）：２２５地

域 

 

 

 

 

 

満足度に関する高度化成果調査を

実施。 

・２４年度貸付先に対するアンケー

ト調査結果 

目的達成度 100％、満足度 100％、

役立ち度 100％ 

（事業者の声） 

・事業者は「生産能力の向上」や「施

設・店舗の更新」などを目的に高度

化事業を実施。「施設規模の適正化」

「生産性の向上」等、事業者の経営

課題の解決が図られたなどの調査

結果を得た。 

・Ａ事業協同組合の組合員である株

式会社Ｂは、生産性の向上、狭隘化

の解消を目的として高度化事業を

活用し、施設規模を適正化。その結

果、売上高は実施前より３割増、経

常利益は実施前の２．６倍、従業員

数は１１１人から１２５人となり、

地元雇用の拡大に貢献。 

 

②中心市街地、商店街等への支援 

 

■協議会等に対する職員・外部専門家

の派遣 

・基本計画等に関して地域住民のニ

ーズ、組織・運営体制、都市機能に

おける位置づけ等の観点からヒア

リング・調査や必要な助言等を実施

（支援地域数２２５地域）。 

 

■中心市街地活性化協議会支援セン

ターによる支援 

・中小企業庁、日本商工会議所、全国

商店街振興組合連合等関係機関と

連携し、中心市街地活性化協議会支

援センターを設置・運営し、中心市

街地活性化協議会の設立、運営を支

援。 

・相談等対応 

中心市街地活性化協議会、商工会議

所、地方公共団体、まちづくり会社

等からの相談受付（相談等対応件数

５３１件） 

・情報提供 

ⅰ）ホームページ等による情報提供 

協議会支援センターホームページ

への掲載並びにメールマガジンの

配信等により、中心市街地活性化協

議会の運営や中心市街地活性化に

資する情報を提供（公式ホームペー

ジのビュー数８３５，５５２件）。 

ⅱ）支援策ハンドブックの作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地方公共団体等と連携・協働した中

心市街地、商店街等の賑わい回復につ

いては、中心市街地活性化協議会支援

センターによる支援のほか、中心市街

地活性化協議会に対する職員・専門家

の派遣や勉強会・セミナー等の開催支

援を実施。協議会等への助言を実施い

た地域数は 225 地域となり、昨年度の

実績（183 地域）及び年度計画目標の

170 地域以上を上回る実績となった。

 その他期限の定められた業務であ 

る集積促進団地譲渡事業については、

地方公共団体等と連携し、団地特性に

応じた業者に対し、企業誘致活動を実

施し、6区画 5.1 ヘクタールの譲渡賃

貸となった。 

 試作開発型事業促進事業について 

は、売却や地方公共団体への移管に向

けた協議を継続。地方公共団体や入居

企業に対し、延べ 28 回の説明を実施。
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・中心市街地が抱える経営課題及び

組織運営の課題の解決を支援する

ため、まちづくりに関する適切な情

報提供を行うとともに、中心市街地

活性化協議会等に対して、職員と外

部専門家の派遣により、適切な助言

等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「中心市街地活性化支援策ハンド

ブック」を作成・配布し、電子媒体

版をホームページに掲載。 

・ネットワーク構築支援 

ⅰ）ブロック交流会 

自立的な協議会活動に資するため、

各地域の協議会が課題や問題点を

共有し解決に向けた意見交換を行

うとともに、協議会間のネットワー

クの形成を促進するため、各地域に

おいてブロック交流会を実施（１２

回、参加者数５４２人）。 

ⅱ）全国交流会 

各地域の協議会活動の促進を図る

ために、全国交流会を実施。 

ⅲ）メーリングリストの管理・運営 

協議会関係者同士情報交換できる

ように、協議会関係者限定のメーリ

ングリストを管理・運営（登録者数

４７３人）。 

 

■中心市街地商業活性化診断・サポー

ト事業等 

○中心市街地商業活性化に向けた各

種取組みに対する勉強会・セミナー

等の開催支援（セミナー型）及び個

別事業計画等に関するプロジェク

ト型の継続支援（プロジェクト型） 

・セミナー型の支援地域数１９地域 

・セミナー型実施回数２４回、参加者

数９５３人 

・プロジェクト型支援地域数２０地  

 域 
（支援事例：四万十市） 
高知県四万十市では、中心市街地活性
化のため、商店街内の空き地（市有地）
に、市民が利用できる休憩スペースや
飲食施設の設置の構想があり、具体的
な計画を進めていく必要があった。 
機構は、診断・サポート事業プロジェ
クト型により、複数の専門家を活用
し、施設コンセプト等の構築や、事業
計画（事業規模、収支見込等）の具体
化を支援。支援先の中心市街地活性化
協議会からは、関係者からの意見を踏
まえて施設レイアウト（案）も示され
たことで、具体的な事業のイメージが
共有でき、大変役に立ったと評価を受
けた。診断・サポート事業の報告会に
は市長にも出席いただき、方向性につ
いて理解が得られたため、今後の事業
進捗に大きく寄与することができた。 
 
○中心市街地商業活性化アドバイザ

ー派遣事業 

・中心市街地活性化協議会の抱える
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③その他期限の定められた業務 

 

独立行政法人中小企業基盤整備機

構法附則第８条の４に掲げる旧特定

産業集積の活性化に関する臨時措置

法に基づく産業用地の残用地を全て

譲渡する。 

試作開発型事業促進施設は、経過業

務期間終了後に売却又は地方公共団

体への移管を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中心市街地活性化に資する施設に

ついては、適切な管理を行う。 

 

 

 

 

③その他期限の定められた業務 

 

・中期目標期間内に産業用地の残用

地を全て譲渡できるよう、地方公共

団体、関係機関と連携し、団地特性

に応じた業種、設備投資の動きのあ

る業種へアプローチなどの企 業

誘致活動を行い、一層の企業立地を

実現する。 

併せて、中小企業等に対して、用地

情報の提供等立地支援を行う。 

 

 

・試作開発型事業促進施設について、

経過業務期間終了後の売却又は地

方公共団体への移管に向けて地方

公共団体等と協議を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重要度：高】 

①地域支援機関等の支援能力の向上

支援 

（理由） 

政府の小規模企業振興基本計画に

掲げられた「支援者側の人材育成等

を通じた支援機関全体の支援能力

の向上」に向け、地域支援機関等の

職員等に対し、機構の知見・ノウハ

様々な課題に対応するため、機構登

録の専門家を中心市街地活性化協

議会等に対して派遣。 

支援先数 ３１地域、支援日数 １８

８．５日 

アドバイスの役立ち度１００．０％ 

 

○中心市街地施設の運営管理 

・中心市街地活性化に資する施設に

ついては、適切な運営管理を実施。 

年間平均入居率８１．２％、２９年

３月末８０．８％。 

 

③その他期限の定められた業務 

 

○集積促進団地の譲渡事業 

・地方公共団体や関係機関と連携し

て、首都圏及び域内企業を中心に、

団地特性に応じた業種や設備投資

の動きのある業種をターゲットと

して企業誘致活動を実施し、全体で

６区画５．１ヘクタールを譲渡賃

貸。 

・これと併せて、中小企業等に対し

て、年間４２件の用地情報提供等の

立地支援を実施。 

・試作開発型事業促進施設について、

関係地方公共団体等との協議（青森

県 2回、八戸市 4回、浜松市 2回、

岡山市 2回、東広島市 2回、熊本県

2回、財務省 1回、入居５社×１回）

及び入居企業 15 社と延べ 28 回の

説明等を実施。このうちテクノフロ

ンティア八戸の施設については、八

戸市からの取得要望を受け同市へ

の譲渡について財務省の了解を取

得したうえで市と譲渡に向けた協

議を開始。 

また、八戸以外の施設の入居者につ

いて、地域本部を通じて退去に向け

た状況を確認。 

特に、テクノフロンティア熊本の入

居者とは、地震による影響と退去の

見通しについて協議。 

 

【重要度：高】 

①地域支援機関等の支援能力の向上

支援 

○国の政策課題や支援上の課題に対

応した地域支援機関 

等の専門家・職員等を対象とした講

習会参加者数 

［数値目標］４，０００人以上 

［実績］１１，０６５人 
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ウを活かした研修等を実施するこ

とで主要な役割を果たすことが重

要であるため。 

［数値目標］ 

○国の政策課題や支援上の課題に対

応した地域支援機関等の専門家・職

員等を対象とした講習会参加者数：

４，０００人以上 

○都道府県や地域支援機関等の職員

等を対象とした研修受講者数：５，

２５０人以上 

 

②よろず支援拠点全国本部を通じた

全国経営支援体制の強化 

（理由） 

政府の小規模企業振興基本計画で

は、その重点施策「支援体制の整備」

において、高度でより専門性の高い

経営課題に対する支援体制として

「よろず支援拠点」の知見を活用す

ることとし、機構は各拠点の統括・

サポートを行うことされているた

め。また、日本再興戦略改訂 2015

では、「中堅・中小企業・小規模事

業者の「稼ぐ力」の徹底強化」の目

標達成に向け、よろず支援拠点の機

能・体制を抜本的に強化するとされ

ている。機構は、「よろず支援拠点

全国本部」として、よろず支援拠点

に配置された専門家等への研修を

通じて支援能力の向上を図るほか、

よろず支援拠点への相談・助言、支

援事例の収集・提供等を行い、よろ

ず支援拠点の設定する目標が達成

できるようサポートを行っていく

ことが重要であるため。 

［数値目標］ 

○よろず支援拠点の専門家等の研修

受講者数：５００人以上 

 

③平成 29 年 4 月の消費税軽減税率導

入に伴う中小企業・小規模企業事業

者対策の着実な実施 

（理由） 

中小企業・小規模事業者が、消費税軽

減税率制度に円滑に対応できるよう

施策を講じることは、極めて重要な政

策課題である。特に、事業者数が非常

に多数である小規模の小売事業者、卸

売事業者等に混乱がないように措置

することが重要となっている。これを

踏まえ、消費税軽減税率制度の導入に

伴い対応が必要となる中小小売事業

者等に対し、複数税率対応レジの導入

○都道府県や地域支援機関等の職員

等を対象とした研修受講者数 

［数値目標］５，２５０人以上 

［実績］７，３７８人 

 

 

 

 

 

 

 

 

②よろず支援拠点全国本部を通じた

全国経営支援体制の強化 

○よろず支援拠点の専門家等の研修

受講者数 

［数値目標］５００人以上 

［実績］７１７人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③平成 29 年 4 月の消費税軽減税率導

入に伴う中小企業・小規模企業事業

者対策の着実な実施 

[主な実績] 

・平成２８年１１月に消費増税延期

法が成立し、消費税軽減税率制度の

実施時期が２年半延期され、平成３

１年１０月となった。 

○補助金の交付 

・消費税軽減税率制度の導入に伴い

対応が必要となる中小企業・小規模

事業者に対して、複数税率対応レジ

の導入や受発注システムの改修等

に要する経費の一部を補助。 
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や受発注システムの改修等に対し補

助を行う事業については、政府の政策

展開を踏まえ、迅速かつ着実に実施す

ることが重要となるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④中小企業・小規模事業者の生産性向

上の取組への貢献 

（理由） 

中小企業・小規模事業者と大手企業

の間の生産性格差は２倍程度と依

然として大きく、我が国全体の経済

成長を進めるためには、中小企業・

小規模事業者の生産性向上が不可

欠である。機構は、中小企業・小規

模事業者の生産性向上の政策展開

を踏まえ、販路開拓支援やＥＣ活用

を含む海外展開支援、研修、相談・

助言等を通じて中小企業・小規模事

業者の生産性向上に貢献すること

が重要となるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【難易度：高】 

①都道府県や地域支援機関等の職員

等を対象とした研修受講者数：５，

２５０人以上 

（理由） 

研修受講者数５，２５０人以上という

目標について、前中期目標期間の水

準を、２５パーセント上回るチャレ

ンジングな水準を目標として設定

しているため。 

（前中期目標期間実績（平均）：４，

１９５人） 

  申請件数 ２２，１０６件 

  交付件数 １２，２７０件 

 

○レジメーカー・システムベンダー・

販売代理店等への周知 

・レジメーカー・システムベンダー・

販売代理店等へ中小企業・小規模事

業者等消費税軽減税率対策補助金

制度の周知・理解のために、説明会

を実施。 

  開催回数１９回 

参加者３,１６９人 

 

④中小企業・小規模事業者の生産性向

上の取組への貢献 

[主な実績] 

○中小企業者等研修 

・研修回数：６２５回 

・受講者数：１６，４６２人 

・役立ち度：９７．６％ 

○経営相談 

・相談件数：１０，５３５回 

・役立ち度：９９．６％ 

○専門家・経営実務者の派遣 

[専門家継続派遣事業（経営基盤強化

型）] 

・支援企業数：１４１社 

・支援回数：１,６４６回 

・所期の目標達成率：９６．９％ 

[戦略的ＣＩＯ育成支援事業] 

・支援企業数：２９社 

・支援回数：３０６回 

・所期の目標達成率：１００．０％ 

[経営実務支援事業] 

・支援企業数：１５７社 

・支援回数：９４８回 

・所期の目標達成率：９７．０％ 

[販路開拓コーディネート事業] 

・支援企業数：１３２社 

・支援回数：７０２回 

・所期の目標達成率：９７．０％ 

 

【難易度：高】 

○都道府県や地域支援機関等の職員

等を対象とした研修受講者数 

［数値目標］５，２５０人以上 

［実績］７，３７８人 
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②よろず支援拠点全国本部を通じた

全国経営支援体制の強化 

（理由） 

政府の重点施策である「よろず支援

拠点」事業は、専門家の拡充など、

各拠点の体制・機能が大幅に強化さ

れることとされている。これを受

け、全国本部として、各拠点の支援

水準の向上や支援件数の拡大に向

け、新たな研修プログラムによる専

門家の育成、各拠点の実態の把握

と、その特性を踏まえたきめ細かな

支援の実施など、非常に難易度の高

い業務となるため。 

 

③平成 29 年 4 月の消費税軽減税率導

入に伴う中小企業・小規模企業事業

者対策の着実な実施 

（理由） 

中小企業・小規模事業者が、消費税

軽減税率制度に円滑に対応できる

よう施策を講じることは、極めて重

要な政策課題である。特に、事業者

数が非常に多数である小規模の小

売事業者、卸売事業者等の経営実務

に混乱がないように措置すること

が重要となっている。複数税率対応

レジの導入や受発注システムの改

修等に対し助成を行う基金の運営

を行うこととしたが、このような大

規模な助成業務は、これまでに取り

組んだことのない業務であり、運営

にあたっては関係機関等と丁寧な

調整を行いつつ、円滑な対応が求め

られる。また、諸問題が発生した際

には実施方法を改善しながら進め

ることが求められる。これらは非常

に労力を要するとともに、事業の性

格上、迅速かつ確実な対応が求めら

れる上に、対象となる事業者数が非

常に多数であることから、その把

握、制度周知、申請・確認・助成の

手続など、膨大な事務量を伴う非常

に困難な事業であるため。 

 

 

②よろず支援拠点全国本部を通じた

全国経営支援体制の強化 

［主要な実績］ 

○コーディネーター等への研修 

・研修回数：２２回 

・受講者数：７１７人 

・役立ち度：９９．３％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

③平成２９年４月の消費税軽減税率

導入に伴う中小企業・小規模企業事

業者対策の着実な実施 

[主な実績] 

・平成２８年１１月に消費増税延期

法が成立し、消費税軽減税率制度の

実施時期が２年半延期され、平成３

１年１０月となった。 

○補助金の交付 

・消費税軽減税率制度の導入に伴い

対応が必要となる中小企業・小規模

事業者に対して、複数税率対応レジ

の導入や受発注システムの改修等

に要する経費の一部を補助。 

  申請件数 ２２，１０６件 

  交付件数 １２，２７０件 

○レジメーカー・システムベンダー・

販売代理店等への周知 

・レジメーカー・システムベンダー・

販売代理店等へ中小企業・小規模事

業者等消費税軽減税率対策補助金

制度の周知・理解のために、説明会

を実施。 

  開催回数１９回 

参加者３,１６９人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜課題と対応＞ 

26 年 6 月に設置されたよろず支援

拠点の相談件数は 28 年度末累計で約

39.5 万件となり、各拠点とも増加傾

向にある。一方、中小企業政策審議会

経営支援分科会において、各拠点での

相談対応の差の解消を含めた能力の 

向上に関する意見等が出されており、
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支援の質についてもさらなる向上が 

求められている。   

これらを受けて、よろず支援拠点全

国本部で実施する拠点専門家への支

援スキル向上のための座学研修や

OJT 研修をより一層強化するととも

に、政策要請や地域の支援ニーズ等を

踏まえ、幅広い相談分野に対応できる

よう機構の支援サポーターの充実を

図る。また、地域の実情等を踏まえ、

その実態に応じたきめ細やかな専門

家等への支援を行う。 

加えて、よろず支援拠点のさらなる

質の向上に向けたＰＤＣＡの実践と

定着を促進させることを踏まえ、全国

本部として各拠点の活動状況に応じ

て必要な助言を行うなど、きめ細かな

フォローアップを行う。 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、事務所別実績分析など、必要に応じて欄を設け記載） 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１―３ 経営環境の変化への対応の円滑化 

業務に関連する政策・施

策 

中小企業の再生支援、経営安定支援、小規模企業支援、中小企業の

事業承継 等 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人中小企業基盤整備機構法第 15 条第 1項第 1号、2号、3号、6

号、15 号、16 号、17 号、21 号 

当該項目の重要度、難易

度 

【重要度：高】 
①中小企業再生支援全国本部 
②中小企業事業引継ぎ支援全国本部 
（理由） 
政府の日本再興戦略及び日本再興戦略改訂 2015 に掲げられた目標
の達成には、中小企業・小規模事業者の円滑な事業引継ぎ、経営改
善や事業再生を促進することが重要であり、また、まち・ひと・し
ごと創生総合戦略（2015 改訂版）を踏まえ、機構は、中小企業再生
支援全国本部、事業引継ぎ支援全国本部として、各都道府県に設置
された中小企業再生支援協議会及び事業引継ぎ支援センター等へ
の支援、これらの機能強化を図ることが重要であるため。 
［数値目標］ 
○中小企業再生支援協議会、事業引継ぎ支援センターへの相談・助
言件数：７，０００件以上 
○事業引継ぎ支援センターへの相談・助言件数：１,５００件以上 
 
③小規模企業共済制度 
（理由） 
政府の小規模企業振興基本計画に掲げられた目標への貢献に向け、
小規模企業共済の在籍割合の確保・向上ための新規加入促進に取り
組み、確実な共済制度の運営を行うことが重要となるため。 
［数値目標］ 
○小規模企業共済の新規加入件数：９２，０００件以上 
 
④東日本大震災の復興支援 
（理由） 
東日本大震災の発生から５年が経過し、「集中復興期間」から「復
興・創生期間」へと移行することを踏まえつつ、仮設施設整備・有
効活用、相談・助言、専門家の派遣など被災中小企業者・小規模事
業者等の復興支援に引き続き取り組むことが重要である。特に、原
子力災害により深刻な被害を受けた福島の復興・再生について、平
成２７年８月に国・福島県・民間で構成された福島相双復興官民合
同チームへ参画したところであり、引き続き個別訪問等を通じた実
態把握を行っていくことで被災中小企業・小規模事業者の再建・自
立化を支援することが重要であるため。 
［数値目標］ 
○震災復興支援アドバイザー派遣回数 ２，２００回以上 
 
【難易度：高】 
①中小企業再生支援協議会、事業引継ぎ支援センターへの相談・助
言件数：７，０００件以上 
（理由） 
相談・助言件数７，０００件以上という目標について、前中期目標
期間の水準（平均５，９４２件）を、１８パーセント上回るチャレ
ンジングな水準を目標として設定しているため。 
 
②事業引継ぎ支援センターへの相談・助言件数：１,５００件以上
（理由） 
相談・助言件数１,５００件以上という目標について、平成２６年度
の水準を、３１４パーセント上回るチャレンジングな水準を目標と

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 0484 
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して設定しているため。 
（平成２６年度実績：４７７件） 
 
 
③小規模企業共済制度の加入件数：９２，０００件以上 
（理由） 
本共済制度の加入対象者である我が国の小規模事業者数が、２００
９年調査の３６６万者から２０１４年調査の３２５万者と大幅に
減少している中、これまでと同程度（第一期、第二期中期目標期間
実績平均９２，３０１件）のチャレンジングな水準を目標として設
定しているため。 
 
④東日本大震災の復興支援 
（理由） 
東日本大震災の復興支援は、本格的な「復興・創生」に向けて、中
小企業・小規模事業者への支援ノウハウを有する機構の役割は、ま
すます重要となっている。仮設施設整備・有効活用など、地方公共
団体等の関係者との丁寧な調整を要する業務に引き続き取組むほ
か、地域経済を牽引する産業の育成に向けた新たな支援の取組を開
始することとしている。加えて、原子力災害により深刻な被害を受
けた福島の復興・再生に向けて、福島相双復興官民合同チームに参
画した個別訪問等は、対象となる事業者が多数かつ広域に所在し、
多種多様な業種であること等から、綿密な事前調整や丁寧な事業実
施が求められるため。 
 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

終年度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度   ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

東日本大震災被災中小企業等への専門家派遣  予算額（千円）      

派遣回数 

（目標値） 

－ － － － 2,200 回

以上 

   決算額（千円）      

派遣回数 

（実績値） 

－ － － － 2,686 回    経常費用（千円）      

達成度 － － － － 122.1％    経常利益（千円）      

 再生支援全国本部  行政サービス実

施コスト（千円）

     

 相談・助言件 

数（目標値） 

事業引継ぎ

支援と合わ

せ 3.5 万件

以上 

－ 事業引継

ぎ支援と

合 わ せ

7,000 件

以上 

事業引継

ぎ支援と

合 わ せ

7,000 件

以上 

7,000 件

以上 

   従事人員数   724 人 

の内数 

  

相談・助言件 

数（実績値） 

－ － 11,495 件 11,443 件 9,340 件          

達成度 － － 164.2％ 163.5％ 133.4％          

 中小企業事業引継ぎ支援全国本部        

 相談・助言件 再生支援と － 再生支援 再生支援 1,500 件          

別紙 4参照

(参考値) 

別紙 5参照

(参考値) 

別紙 6参照

(参考値) 



103 

 

数（目標値） 合わせ 3.5

万件以上 

と合わせ

7,000 件

以上 

と合わせ

7,000 件

以上 

以上 

相談・助言件 

数（実績値） 

－ － 11,495 件 11,443 件 2,633 件           

達成度 － － 164.2％ 163.5％ 175.5％           

 小規模企業共済         

 加入件数 

（目標値） 

46 万件以

上 

－ 92,000 件

以上 

92,000 件

以上 

92,000 件

以上 

          

加入件数 

（実績値） 

－ － 122,302

件 

137,136

件 

164,101

件 

          

達成度 － － 132.9% 149.1% 178.4％           

 中小企業倒産防止共済         

 加入件数 

（目標値） 

13 万件以

上 

－ 26,000 件

以上 

26,000 件

以上 

26，000 件

以上 

          

加入件数 

（実績値） 

－ － 44,409 件 47,503 件 50,597 件           

達成度 － － 170.8% 182.7% 194.6％           

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 

    業務実績 自己評価 

 ３．経営環境の変化への対応の円滑

化 

 

東日本大震災からの復興の加速化

と福島の再生に引き続き取り組む。ま

た、中小企業・小規模事業者の経営状

況は依然として厳しく、地域経済の本

格的な再生は道半ばの状況であり、再

生・経営改善が必要な中小企業・小規

模事業者は潜在的に多数存在してい

る。また、経営者の高齢化・後継者不

在による廃業等が一層深刻化してお

り、地域経済の活力を確実に減退させ

ている。このため、中小企業・小規模

事業者の再生・事業引継ぎ・事業再編・

経営改善を促進する支援を行ってい

く必要がある。また、機構は、小規模

企業共済制度及び中小企業倒産防止

共済制度の確実な運営により小規模

事業者の事業廃止等を行う際の円滑

化と連鎖倒産防止のためのセーフテ

ィネットの充実を図る。 

 

３．経営環境の変化への対応の円滑

化 

 

東日本大震災からの復興・再生を支

援するとともに、中小企業再生支援及

び事業引継ぎに係る全国本部の機能

強化、再生ファンドの活用等により、

日本再興戦略に即して、開廃業率１

０％の目標達成に貢献する。 

小規模企業共済制度及び中小企業

倒産防止共済制度の確実な運営によ

り、小規模事業者の事業廃止等を行う

際の円滑化と連鎖倒産防止のための

セーフティネットの充実を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．経営環境の変化への対応の円滑

化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．経営環境の変化への対応の円

滑化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．経営環境の変化への対応の円

滑化 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｓ 

根拠： 28 年 4 月 16 日に発生した熊

本地震で被災した中小企業・小規模事

業者等への支援にあたっては、東日本

大震災の復興支援で蓄積した機構の

知見とノウハウを活用し、2千件を超

える経営相談、被災中小企業等の補助

金申請に伴う説明会等に対応すると

ともに、仮設施設の整備にかかる費用

の助成（3 町村、6 事業、3 億円）に

あっては、緊急性に鑑み、他の用途で

の活用を予定していた財源（3億円）

を急遽本事業にあてがい迅速に対応。

これらの支援に留まらず、被災中小

企業施設・設備整備支援事業による県

への貸付、被災県内企業の事業再生の

ためのファンドへの出資、くまもと大

学連携インキュベータ内での「中小企

業復興支援センター熊本」の設置、J-
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（１）東日本大震災の復興支援など

災害等への機動的な対応 

 

東日本大震災で被災した地域及び

中小企業・小規模事業者の本格的な復

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）東日本大震災の復興支援など

災害等への機動的な対応 

 

①東日本大震災の復興・再生支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）東日本大震災の復興支援など

災害等への機動的な対応 

 

①東日本大震災の復興・再生支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）東日本大震災の復興支援など

災害等への機動的な対応 

 

①東日本大震災の復興・再生支援 

 

Goodtech における応援サイトの開設

や全国各地の百貨店等との協力関係

に基づく展示・販売会の開催による販

路開拓支援など、考え得るすべての機

構支援ツールを投入。 

東日本大震災の復興支援では、引き

続き 2,192 件の経営相談に対応した

ほか、震災復興アドバイザー派遣回数

では、対年度目標 122.1％と、目標を

大きく上回る実績を達成。仮設施設整

備事業では 28 年度末で約 2,100 事業

者が仮設施設に入居し、約 9千人の雇

用を確保。さらに、平成 27 年 8 月に

創設された「福島相双復興官民合同チ

ーム」に引き続き参画するなど、原子

力災害により深刻な被害を受けた福

島の復興・再生に向けた取組に迅速に

対応。 

小規模企業共済の加入件数で対年

度目標 178.4％、中小企業倒産防止共

済で対年度目標 194.6％と目標を大

幅に上回る実績を達成し、両共済とも

に機構設立以降で 多の加入実績を

実現。この達成に向けては、地域本部

ごとにＰＤＣＡを徹底し、営業対象先

のキーマンの選定、アプローチ時期、

インセンティブなどを月次で練り直

すとともに、広報面でも創意工夫を凝

らした促進活動を推進。また、再生支

援及び事業引継ぎ支援の両全国本部

における中小企業再生支援協議会及

び事業引継ぎ支援センターへの助言

件 数 は 、 そ れ ぞ れ 対 年 度 目 標

133.4％、175.5％を達成するなど顕著

な成果を達成。 

これらに加えて、再生ファンドにお

いては、新たに 6ファンドを組成し、

ファンド総額 266 億円に対し、114 億

円の出資契約を実施。投資先企業数

63 社、投資金額 105 億円と、投資先

企業数では過去 高の実績を達成。こ

れまでの再生完了企業数累計 241 社

で、1.4 万人の雇用に貢献。 

以上のように、各業務において高い事

業成果を得ていることに加え、これら

業務の重要度を「高」としていること

からＳ評価と判断。 

 

 

（１）東日本大震災の復興支援など

災害等への機動的な対応 

 

■東日本大震災の復興支援について

は、引き続き 2,192 件の経営相談、
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興の加速に引き続き貢献していくこ

とが重要である。機構は、専門家の派

遣等を通じ、事業再開やまちづくりに

向けた再建計画等の策定支援を行う

ほか、仮設施設の整備やその有効活用

に係る支援、産業復興機構への出資な

どを行う。また、原子力災害により深

刻な被害を受けた福島の復興・再生に

ついては、被災中小企業・小規模事業

者の事業再開に向けた取組を支援す

る。 

なお、大規模な自然災害等が発生し

た場合には、これまでの知見とノウハ

ウを活用して、機動的に支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本大震災で被災した地域及び

中小企業・小規模事業者の本格的な復

興の加速に貢献する。具体的には、仮

設施設の整備やその有効活用に係る

支援のほか、被災事業者が連携した施

設整備等への貸付、被災中小企業・小

規模事業者、地方公共団体、地域支援

機関等に対する相談・助言、専門家の

派遣等を通じた再建計画の策定支援、

地方公共団体等への商業復興支援、産

業復興機構への出資、中小企業・小規

模事業者に対して利子補給を行う財

団等に助成を行う基金の運営等を行

う。 

原子力災害で深刻な被害を受けた

福島の復興・再生について、機構に求

められる役割を果たすことで、中小企

業・小規模事業者等の事業再開に貢献

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・東日本大震災の発生から５年が経

過し、「集中復興期間」から「復興・

創生期間」へと移行することを受

け、被災した地域及び中小企業・小

規模事業者の本格的な復興と自立

化の加速に貢献する。 

・東日本大震災により著しい被害を

受けた中小企業・小規模事業者等の

ために工場・事業場・店舗等の仮設

施設を整備する。また、その有効活

用に係る支援を継続して行う。な

お、完成後５年を経過した施設につ

いても、一定の要件のもと支援を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・東日本大震災により被災した中小

企業・小規模事業者、地方公共団体、

地域支援機関等に対して、専門家の

派遣等を通じた相談・助言や販路開

拓・再建計画の策定等の支援を２，

２００回以上行う。特に地域の復興

を牽引する産業等に対して専門家

派遣を強化することにより被災地

の本格復興を支援する。また、関係

機関との連携を強化し、機構支援事

業の支援成果を活用し、機構による

震災復興支援事業の一層の周知を

図る。また、地方公共団体等への商

業復興支援も引き続き行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■仮設施設整備事業 

○被災中小企業者等の事業再開のた

めの基盤を整備 

・被災した地域等において、早期の事

業活動再開を希望する複数の被災

中小企業者等が入居する仮設施設

を整備する事業を実施。 

 

○被災地ニーズを踏まえた支援例 

・福島県における避難住民の帰還支

援の一環として、被災した１０事業

者が入居する仮設店舗を浪江町に

整備。 

 

○仮設施設の整備状況（完成ベース） 

・市町村 ５２市町村 

・案件数 ３案件（累計６４４案件） 

・区画数 １５区画（累計３，６２６

区画） 

・面積 １，０８１㎡（累計２２８，

８３２㎡） 

・事業者数 ２，１２０事業者（前年

同期比３５７者減） 

・従業員数 ９，０９２人（前年同期

比１，８９０人減） 

 

■仮設施設有効活用等支援事業（助

成） 

○機構が整備し、市町村に譲渡した仮

設施設について、復興を促進するた

めやむを得ないと判断される場合

に、市町村に対して仮設施設の移

設、撤去等に係る費用を助成。 

 

○支援実績（交付決定ベース） 

・移設事業 ２事業 ５８百万円 

・撤去事業 １６事業 ２６４百万 

円 

 

■被災事業者販路開拓支援事業 

○販路開拓イベントの実施 

・被災中小企業者等の販路開拓を目

的とした催事販売会「みちのく い

いもん うまいもん」を京都、東京、

宮城の百貨店で開催。また、商品力

のアップを目的としたテストマー

ケティング販売会「みちのく セレ

クション」を東京の百貨店内食品売

場で開催。これらの販路開拓イベン

ト開催にあたり震災復興支援アド

バイザーが出展者へのヒアリング、

アドバイスを行い、イベント出展に

向けたブラッシュアップと出展後

のフォローアップを順次実施。 

2,686 回の震災復興アドバイザー派

遣、被災中小企業・小規模事業者の販

路開拓支援のための首都圏、関西圏他

での販売会の開催等を実施。また、仮

設施設整備事業（3案件・15 区画、累

計 644 案件・3,626 区画）では、平成

28 年度末で仮設施設に約 2,100 事業

者が入居し、約 9千人の雇用を確保。

 

原子力災害により深刻な被害を受

けた福島の復興・再生に向けた取組と

して、引き続きセンター福島及び 4分

室（相双、いわき、県中、会津）で事

業再開や本格復興、販路開拓に向けた

相談に積極的に対応（分室での支援先

数 518 社、巡回支援回数 1,610 回）。

 

「原子力災害からの福島復興の加

速に向けて」（平成 27 年 6 月 12 日閣

議決定）において、「被災された方々

の置かれている状況に寄り添った支

援を実施し、事業・生業の再建を可能

とするため、（略）自立支援策の実施

主体となる官民の合同チームを創設

し、具体的な取組に早期に着手する」

とされたことを受け、27 年 8 月に創

設された国・県・民間からなる「福島

相双復興官民合同チーム」に引き続き

巡回相談員 18 名等を配置して参画

し、合同チームとして 6,291 回の被災

事業者への訪問を実施。 
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〈主な定量的指標〉 

・東日本大震災被災中小企業等への

専門家派遣回数：２，６８６回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○支援実績 

・催事販売会 １２５社出展 

・テストマーケティング販売会 ４

７社出品 

 

■震災復興支援アドバイザー派遣事 

業 

○被災中小企業者等からの支援ニー

ズに対応した復興支援の実施 

・被災中小企業者等並びに被災地域

の地方公共団体及び支援機関に対

して震災復興支援アドバイザーを

派遣し、被災中小企業者等の事業再

建並びに地域経済の再生及びまち

づくりに向けた再建計画の策定等

の支援を２，６８６回実施。 

 

○支援実績 

・震災復興支援アドバイザー派遣 

 支援先数 ３１６先 

（被災中小企業者等：２９６先、地

方公共団体等：２０先） 

 派遣回数 ２，６８６回 

（被災中小企業者等：１，５４０回、

地方公共団体等：１，１４６回） 

派遣人日数 １，９１７．５人日 

（被災中小企業者等：１，１０２．

５人日、地方公共団体等：８１５．

０人日） 

役立ち度 ９８．０％ 

・震災に係る経営相談（出張相談を含

む） 

震災に係る経営相談件数 ２，１９

２件 

（東北本部 ２，１９２件） 

 

（支援事例） 

・販路開拓支援事業と連携したアド

バイス支援として、岩手県沿岸部の

水産加工事業者の新たな商品開発

に際し、素材加工販売に近い従来商

品から、レシピコンテスト入賞作の

商品化に着手し、高級スーパーを意

識したパッケージ提案などの助言

を通じて今年度の機構主催の首都

圏テストマーケティング販売会出

展につなげた。 

・宮城県東部の町で基幹産業である

水産加工業の事業者がグループ補

助金等を活用し生産・加工・流通・

販売を見据えた新会社を設立して

３年目。今年度は経営基盤の強化の

ため事業計画や労務関係の助言と
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ともに海外展開のための条件整理

について助言し、海外ビジネス戦略

推進支援事業（Ｆ／Ｓ調査）の採択

にこぎ着けた。 

 

○市町村等への支援内容 

・特定地域中小企業特別資金事業（福

島県）の貸付制度の運営支援とし

て、(公財)福島県産業振興センター

に震災復興支援アドバイザーを派

遣（派遣人日数４２３．０人日）。 

・被災した商工会、商工会議所からの

要請に応じて、現地で定期的に出張

相談窓口を開設（派遣人日数１９

２．０人日、相談件数合計３８４

件）。 

・福島県内の商工会議所に対し公認

会計士を派遣（日本公認会計士協会

との業務提携 派遣人日数３．０人

日、相談件数１５件）。 

・その他支援機関等が実施する経営

相談会やセミナー等の講師派遣等

を実施。 

 

○地方公共団体等への商業復興支援 

・地方公共団体及び支援機関等から

要請のあった陸前高田市、大船渡市

等８市町の地方公共団体及び支援

機関等に対し、職員及び震災復興支

援アドバイザーが現地ヒアリング

等を行い、現状把握、課題の抽出、

商業復興の構想・計画・運営に対す

る助言等を５９回実施。 

 

○被災中小企業者等の業況変化の把

握 

・仮設施設に入居する５９５事業者

（岩手県２８１事業者、宮城県１８

６事業者、福島県１２８事業者）に

対する震災復興支援アドバイザー

による被災中小企業者等への巡回

助言を実施し、震災復興支援の現

状、被災中小企業者等の業況変化を

把握。 

 

○福島相双復興官民合同チームへの

参画 

・国・福島県・民間からなる「福島相

双復興官民合同チーム」の創設に伴

い、機構は「国」の一員として同チ

ームの事業者支援グループに参画。

同チームは総勢約２００名の体制

で福島県内（福島、南相馬、いわき、

郡山）及び東京都内の計５支部に駐
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・原子力災害により被災した中小企

業・小規模事業者の事業・生業の再

建、自立化を支援するため、国、福

島県、民間で設置する官民合同チー

ムへ参画し、中小企業・小規模事業

者への個別訪問等を通じて実態の

把握等を行うとともに、これをきっ

かけとして、事業再開や自立化に向

かって再スタートを果たそうとす

る意欲のある中小企業・小規模事業

者に対し、機構の知見・ノウハウを

活かし多様な支援策を提供してい

くことで福島の産業復興の加速化

に貢献する。 

・このほか原子力災害で深刻な被害

を受けた福島の復興・再生につい

て、機構に求められる役割を果たす

ことで、中小企業・小規模事業者等

の事業再開と自立化に貢献する。 

 

 

 

 

 

 

 

・東日本大震災で被害を受けた中小

企業・小規模事業者等の二重債務問

題に対応するため、平成２３年度に

設立された産業復興機構へ出資等

を行う。加えて、産業復興機構の運

営者に対する事務経費の支援、中小

企業再生支援協議会（産業復興相談

センター）の再生計画策定支援等を

受けた被災中小企業・小規模事業者

等に対して利子補給を行う財団等

に助成を行う基金の運営を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在し、被災事業者に６，２９１回訪

問。 

 

○センター福島４分室の設置 

・原子力災害で深刻な被害を受けた

福島県内の被災中小企業者等の事

業再開や売上回復等の相談対応等

を行うため、相双、いわき、県中、

会津の４地域に中小企業震災復興・

原子力災害対策経営支援センター

福島の分室を設置。分室専門員によ

る被災中小企業者等への巡回訪問

による相談対応や共済加入等の情

報提供、個別の経営課題に対する震

災復興支援アドバイザーの派遣を

実施（巡回支援回数１，６１０回）。 

 

○警戒区域等地域の復興に向けた賑

わい回復支援事業 

・原子力発電所事故に伴い、警戒区域

等に設定された福島県の１２市町

村を対象に、住民の帰還や賑わいの

回復を通じて、地元中小企業者等の

活性化を図るための復興イベント

を実施するために必要な経費を助

成することとし、川内村において開

催された復興イベントに対して助

成を実施。 

 

 

〇産業復興機構へ出資等 

・東日本大震災で被害を受けた中小

企業等の二重債務問題に対応する

ため、県及び地域金融機関との共同

出資により５県（岩手・宮城・福島・

茨城・千葉）で設立した産業復興機

構（再生ファンド）に対し、６億円

を出資。 

（債権買取実績） 

債権買取先数 １１先  （累計３

２９先（２７年度実績１先を含む）） 

債権買取額  ４億円 （累計２０

４億円（２７年度実績０．５億円を

含む）） 

・組合員集会への参加（６回）のほか、

投資委員会へのオブザーバー参加

や投資の事前検討会への参加（１２

回）、その他運営者との随時面談等

を通じ、運営状況を適時・的確に把

握。 

 

○各産業復興機構の運営者に対する

事務経費の支援 

・各産業復興機構の運営者に対する
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・日本政策金融公庫等の復興特別貸

付等を受ける中小企業等に対して

利子補給を行う財団等に助成を行

う基金の運営を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・東日本大震災により被害を受けた

中小企業等を対象とする被災道県

が実施する貸付制度への支援を継

続する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子力発電所事故によって甚大な

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務経費の支援について、交付要領

に基づき助成を実施。 

助成件数  ２０件 

助成金額  ６０百万円 

 

○中小企業再生支援協議会の再生計

画策定支援等を受けた被災中小企

業者等に対して利子補給を行う基

金の運営 

・中小企業再生支援協議会（産業復興

相談センター）の支援を受けて事業

再生を図る被災中小企業者等に対

して、旧債務（再生計画等の対象と

なる債務）に係る利子の補てんを行

うための基金を創設し（１８４億

円）、その運営体制を整備。 

県の財団法人を経由して被災中小

企業者等に利子補給を実施。 

 利子補給件数 ６５件 

 利子補給額 ３７２百万円 

 

○利子補給を行う基金の運営 

・日本政策金融公庫及び商工組合中

央金庫が行う「東日本大震災復興特

別貸付」等の借入を行う被災中小企

業者等のうち、事業者が全壊又は流

出、または警戒区域等に事業所を有

していた被災中小企業者等や、一旦

廃業した事業者であって新たに事

業を開始する中小企業者等を対象

として、借入後３年間利子補給を行

うための基金を機構に創設（１００

億円）し、その運営体制を整備。 

県の財団法人等を経由して被災中

小企業者等に利子補給を実施。 

利子補給件数 １，８８７件 

利子補給額 ３１百万円 

 

（高度化事業による復旧・復興支援） 

■被災中小企業施設・設備整備支援事

業（３セク貸付）の実施 

・岩手県に対して１８．５億円を貸付

け（被災６道県（北海道、青森県、

岩手県、宮城県、福島県、千葉県）

に対する２３年度からの累計１，３

７９．６億円の資金交付）。７４先

の事業者に対し、３９．３億円の貸

付承認（累計８６８先の事業者に対

し、５８５．１億円の貸付承認）。 

・被災道県及び財団が実施する貸付

審査への助言協力を実施（対象県２

県、４先、２４人日）。 

 

■特定地域中小企業特別資金貸付（原
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②大規模な自然災害等への対応 

 

大規模な自然災害等が発生した場

合には、機構の知見とノウハウを結集

し、中小企業・小規模事業者等への支

援を果断に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

影響を被る中小企業・小規模事業者

等を対象とする福島県が実施する

貸付制度への支援を継続する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②大規模な自然災害等への対応 

 

・大規模な自然災害等が発生した場

合には、機構の知見とノウハウを結

集し、中小企業・小規模事業者等へ

の支援を果断に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発事故対策）の実施 

・福島県に対して、同県の原発事故に

より甚大な影響を被る中小企業等

に対して、福島県内の移転先や避難

区域が解除された地域等での事業

継続・再開に必要な事業資金を貸し

付ける融資制度の財源の一部を貸

付け。（２３年度からの累計７０３

億円の資金交付） 

・２３先の事業者に対し３．８億円の

貸付決定（２３年度からの累計９０

９先の事業者に対し、１５３．７億

円の貸付決定）。 

 

②大規模な自然災害等への対応 

 

■災害緊急相談窓口等の設置 

・以下の災害について、速やかに災害

緊急相談窓口等を設置するなどし

て、被災中小企業の要望に対処する

ための体制を整備し、相談を受け付

けるほか、機構・関係各機関の災害

支援施策等の情報提供を実施。ま

た、前年度から引き続き設置してい

る窓口においても、相談等の対応を

実施。 

 

平成２８年熊本県熊本地方の地震

に係る災害 

  ４／１５ 九州本部、南九州事務

所 

 

平成２８年台風第１０号に係る災

害 

９／１ 北海道本部、東北本部 

 

平成２８年鳥取県中部地震に係る

災害 

  １０／２４ 中国本部 

 

平成２８年新潟県糸魚川市におけ

る大規模火災 

  １２／２２ 関東本部 

 

【東日本大震災に関する特別相談窓

口の相談実績】 

２８年度実績 ７４４件（全地域本

部） 

 

■熊本地震への対応 

・平成２８年４月１６日に発生した 

熊本地震による罹災中小企業の復

興支援に関する方針の策定、被災地

域及び罹災中小企業に係る情報の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■熊本地震における被災中小企業等

の支援として、専門家の派遣等によ

り、2,110 件の経営相談、補助金申請

に伴う説明会等の開催（211 回）に対

応するほか、「中小企業復興支援セン
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共有のため、熊本地震対策本部を設

置し、併せて罹災中小企業の復興支

援に関する対策等の検討を行う組

織として、熊本地震対策本部幹事会

を、平成２８年４月１９日に設置。 

・熊本地震対策本部については６回 

開催、熊本地震対策本部幹事会につ 

いては１０５回開催。 

・熊本地震に係る災害緊急相談窓口

を、九州本部及び南九州事務所に設

置（４月１５日）（再掲） 

２８年度実績 １，１８３件 

 

■熊本地震に係る被災中小企業施設・ 

設備整備支援事業（３セク貸付）の 

実施 

・熊本県に対して２２０．８億円を貸 

付け。１０先の事業者に対し、１１． 

４億円の貸付承認。 

・熊本県及び財団が実施する貸付審 

査への助言協力を実施（５先、２８ 

人日） 

 

■熊本地震で被災した中小企業者へ 

の支援（継続中の措置）  

・小規模企業共済の災害時貸付けの 

適用及び特例（３０年３月末まで延 

長）  

通常の災害時貸付けを適用すると 

ともに、直接被害については、無利 

子。  

無利子貸付 ３１７件、１５．８億

円 

・小規模企業共済事業について、災害 

緊急相談窓口で災害時貸付に係る 

相談に対応するとともに、被災者の 

緊急な資金需要に迅速に対応でき 

るよう即日貸付を実施。  

小規模企業共済災害時貸付 １４

件、３５百万円 

 

■東日本大震災で被災した中小企業 

者への支援（継続中の措置）  

・小規模企業共済の災害時貸付けの 

適用及び特例（３０年３月末まで延 

長）  

通常の災害時貸付けを適用すると 

ともに、直接被害については、無利 

子。  

無利子貸付 ５件、４８百万円 

・小規模企業共済事業について、災害 

緊急相談窓口で災害時貸付に係る 

相談に対応するとともに、被災者の 

緊急な資金需要に迅速に対応でき 

ター熊本」の設置（くまもと大学連携

インキュベータ内）、緊急支援物資置

場の無償貸与（テクノフロンティア熊

本内）等、保有施設も有効に活用し、

機構を挙げての支援を実施。 

事業用仮設施設に関する支援にあ

っては、他の用途での活用を予定して

いた財源（3億円）を急遽あてがい、

整備に要する費用の助成（3 町村、6

事業、3億円）に迅速に対応するとと

もに、東日本大震災での復興支援で蓄

積したノウハウを 大限活用し、事業

活動再開に向けた助言、事業用仮設施

設整備手法にかかる助言を併せて実

施。 

 

また、熊本地震により、業況が悪化

している熊本県内の企業を投資対象

とし、事業の早期復旧資金やその後の

成長資金を供給するファンド（総額

50 億円）に対し出資契約（20 億円）

をするとともに、被災した熊本県内の

企業の事業再生支援、二重ローンの解

消を目的として、主に債権買取による

投資を行うファンド（総額 50 億円）

に対する出資契約（24 億円）をあわ

せて実施。 

 

これらに加え、被災中小企業施設・

設備整備支援事業による県への貸付

や被災県内企業の事業再生支援、J-

Goodtech での特設サイトの設置や百

貨店等と連携した販売会の開催によ

る販路開拓支援など、機構の総力を挙

げた支援を推進。 
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るよう即日貸付を実施。  

小規模企業共済災害時貸付 

１件、６百万円 

 

熊本地震の復興支援 

■復興支援アドバイザー派遣事業 

○被災中小企業者等からの支援ニー

ズに対して、東日本大震災における

震災復興アドバイス支援の実績を

有する専門家を先導的に活用した

復興支援の実施 

・地震発災直後に「中小企業復興支援

センター熊本」を開設。被災中小企

業者等並びに被災地域の地方公共

団体及び支援機関に対して復興支

援アドバイザーを派遣し、被災中小

企業者等の補助金申請に伴う説明

会・勉強会・相談会、九州経済産業

局等の現地相談窓口、中小企業復興

支援センター熊本等での相談・助言

を実施。 

 

○支援実績 

・被災中小企業者等の補助金申請に

伴う説明会・勉強会・相談会 

 開催実績 ２１１回 

・震災に係る経営相談（出張相談を含

む） 

震災に係る経営相談件数 ２，１１

０件 

 

（支援事例） 

・熊本県内において、クリーニング業

を営む企業グループが熊本地震に

より被災。 

熊本県グループ補助金のグループ

認定申請、グループ構成員の補助金

交付申請段階において、復興支援ア

ドバイザーを派遣。グループ認定申

請段階では、東日本大震災時に支援

実績のある復興支援アドバイザー

から東日本大震災でのグループ共

同事業の実施状況を踏まえ、当グル

ープの共同事業の実行可能性の検

証、推進体制についての助言を実

施。併せて、補助金交付申請予定の

構成員に対して個別助言を実施し、

１１社が補助金交付決定済。 

 

■事業用仮設施設整備支援事業（助

成） 

○熊本県又は県内市町村に対して事

業用仮設施設の整備等に係る費用

を助成 
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・被災した熊本県内の地域において、

被災中小企業者等の早期の事業活

動再開を支援するため、複数の被災

中小企業者等が入居する事業用仮

設施設を整備する熊本県又は県内

市町村に対して、その整備等に係る

費用を助成する事業を実施。 

・支援にあたっては、整備等費用の助

成だけではなく、東日本大震災の復

興支援で蓄積した機構の知見とノ

ウハウを 大限活用し、職員による

被災中小企業者等の事業活動再開

に向けた助言、事業用仮設施設整備

手法に係る助言を併せて実施。 

 

○支援実績（交付決定ベース） 

・助成市町村 ３町村 

・助成事業数 ６事業 ３１１百万

円 

 

○機構所有施設の活用 

・「テクノフロンティア熊本Ｂ棟」を

緊急支援物資置場として熊本県に

無償貸与。 

・「中小企業大学校人吉校」を熊本県

ワンストップ相談窓口として熊本

県に無償貸与。 

・地震発生直後は中小企業復興支援

センター熊本を「くまもと大学連携

インキュベータ」内に暫定的に設置

(その後民間施設に移転)。 

 

○販路開拓支援 

・Ｊ－ＧｏｏｄＴｅｃｈ熊本地震復

興応援サイトを開設し、国内外の販

路開拓に向けた特別支援を実施。 

・販路開拓のための展示・販売会を福

岡、鹿児島、京都で開催。 

 

○セミナー開催 

・九州経済産業局、熊本県と連携して

東日本大震災被災事業者２社、同大

震災復興支援経験を持つ専門家を

講師とした「熊本地震復興支援セミ

ナー」を開催。 

 

○広報活動 

・機構の復興支援策をホームページ

やプレスリリースにより提供する

とともに、熊本地震復興支援特設サ

イトを公開。また、復興支援動画３

編を同サイト及びＦａｃｅｂｏｏ

ｋで公開。 
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（２）中小企業・小規模事業者の事業

再生・事業引継ぎ等への支援 

 

中小企業金融円滑化法が平成２５

年３月末で期限到来を迎えた後にお

いても、引き続き条件変更の申込件数

が同程度で推移しており、産業の新陳

代謝を促す観点からも、これまで以上

に重点的・積極的に事業再生・事業引

継ぎ等の取組の支援を進めていくこ

とが必要である。このため、機構は、

自主的な努力だけでは対応が困難な

状況にある中小企業・小規模事業者や

後継者不在などで事業の存続に悩み

を抱える中小企業・小規模事業者が確

実に事業再生・事業引継ぎ等の支援を

受けられるよう全国的な事業再生・事

業引継ぎ等の支援体制を強化する等

の役割を担う。 

具体的には、機構は、産業競争力強

化法に基づき設置された認定支援機

関が実施する中小企業・小規模事業者

に対する事業再生・事業引継ぎ等支援

の支援件数・支援内容の更なる充実を

図るために、産業競争力強化法に基づ

く専門家派遣や支援体制に係るＰＤ

ＣＡサイクル構築に関する業務を確

実に実施するとともに、認定支援機関

の相談・助言、事例共有等に係る体制

を引き続き強化する。また、機構によ

る再生支援、再生ファンドの活用の促

進、事業再生・事業引継ぎ等の支援に

係る制度の周知や活用促進、支援事例

の展開等を実施する。更に全国的な事

業再生・事業引継ぎ等の支援体制の強

化に際しては、各地における地域金融

機関や商工会議所・商工会、士業団体

等の連携強化が重要であることから、

機構は、各地の関係機関等と継続的な

対話等を通じ、事業再生・事業引継ぎ

等の支援に係る普及・啓発を実施す

る。 

また、産業競争力強化法に基づき、

事業再編や事業再生の円滑化を図る

ため、事業再生ＡＤＲによる事業再生

や、生産性及び財務内容の健全性の向

上に資するような事業再編に際し、債

務保証を着実に実施する。 

 上記の機構による業務に関し、中期

計画や年度計画において適切な指標

を定め、事業評価に際して活用する。 

 

 

 

（２）中小企業・小規模事業者の事業

再生・事業引継ぎ等への支援 

 

①中小企業・小規模事業者の再生支

援、事業引継ぎ支援 

 

産業競争力強化法に基づき機構に

全国本部を設置し、中小企業・小規模

事業者の活力の再生等に貢献する。具

体的には、同法第１２７条第１項の認

定を受けた機関（以下「認定支援機関」

という。）が行う中小企業・小規模事

業者の事業再生支援や事業引継ぎ支

援に対し、認定支援機関の目標達成が

図られるよう、質の高い相談・助言を

中期目標期間中に３．５万件以上行

う。これらに加え、専門家の派遣、支

援体制のＰＤＣＡサイクル構築に関

する支援業務、先進事例や案件情報の

収集・提供、認定支援機関の支援能力

を向上させるための専門家等に対す

る研修を実施する。また、個別案件の

再生支援を実施するとともに、全都道

府県の地域金融機関、商工団体、士業

団体等との対話を通じ、事業再生・事

業引継ぎ等の支援に係る普及・啓発を

行う。 

自主的な努力だけでは対応が困難

な状況にある中小企業・小規模事業者

や後継者不在などで事業の存続に悩

みを抱える中小企業・小規模事業者が

確実に事業再生・事業引継ぎ等の支援

を受けられることが重要である。この

ため、成果の目標は、上記の重要性を

踏まえ認定支援機関が策定した目標

に対し、全ての認定支援機関による再

生支援業務に係る目標達成実現への

取組の支援について、全ての認定支援

機関から「役に立った」との評価を受

けること、各地域における地域金融機

関、商工団体等から中小企業再生支援

協議会事業が地域の活力の再生に「役

に立った」との評価を受ける支援及び

事業再生・事業引継ぎ等の支援に係る

普及・啓発を行うこと、研修実施後の

全ての受講者から研修が「役に立っ

た」との評価を受けることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）中小企業・小規模事業者の事業

再生・事業引継ぎ等への支援 

 

①中小企業・小規模事業者の再生支

援、事業引継ぎ支援 

 

１）中小企業・小規模事業者の再生

支援 

 

・全国の中小企業再生支援協議会（以

下「協議会」という。）の活動を支

援するため、全国本部として、相談・

助言、専門家の派遣、支援体制のＰ

ＤＣＡサイクル構築に関する支援

業務、先進事例や案件情報の収集・

提供等、再生支援を巡る諸課題等を

分析し、具体的な解決策の提案など

を行う。特に、協議会が行う中小企

業・小規模事業者の事業再生に対

し、協議会の目標達成が図られるよ

う、財務・事業デューデリジェンス

の支援等の相談・助言を７，０００

件以上行う。 

・また、各地域における地域金融機

関、商工団体等から協議会が地域の

活力の再生に「役に立った」との評

価を受けるための支援及び事業再

生の支援に係る普及・啓発を行うと

ともに、協議会の支援能力を向上さ

せるための専門家等に対する研修

についても、研修実施後の受講者か

ら研修が「役に立った」との評価を

受ける割合を９５％以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・再生支援協議会への相談・助言件数

：９，３４０件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）中小企業・小規模事業者の事業

再生・事業引継ぎ等への支援 

 

① 中小企業・小規模事業者の再生支

援、事業引継ぎ支援 

 

１）中小企業・小規模事業者の再生支

援 

■中小企業再生支援協議会（以下「協 

議会」という。）による中小企業・ 

小規模事業者への経営改善・事業再 

生支援活動に対する全国本部によ 

る協議会支援事業の実施 

・全国本部は、協議会事業における政 

策パッケージ下に積み上げられた 

暫定リスケ案件等のフォローアッ 

プ及び抜本的な再生支援（債権放 

棄、ＤＥＳ、ＤＤＳ等）への取組み 

強化という国の方針を踏まえ、全国 

の協議会の再生現場での活動を支 

援。 

 

○協議会に対する助言・支援事業 

・全国本部は、２４名の高度な実践的 

知識・経験等を有するプロジェクト 

マネージャーを通じて、全国４７協 

議会に対して、延べ９，３４０件の 

助言等を実施。また、２５１案件の 

延べ５１６件については、より専門 

的な支援として協働支援を実施。 

 相談助言件数 ９，３４０件 

 役立ち度 １００％ 

・協議会からの要請により、高度な案 

件への対応として外部専門家の派 

遣（１２案件２９２人日）を実施。 

・ＰＤＣＡサイクルを構築し、支援の 

質の向上を図るため、窓口相談の一 

次対応企業からアンケートハガキ 

８１８枚を回収した他、一次対応企 

業、二次対応企業、金融機関、外部 

専門家等に対して、協議会事業に対 

する外部評価アンケートを実施し 

て、全国４７協議会の２８年度の活 

動実績等の集計・分析・評価を行い、 

中小企業庁、各経済産業局、認定支 

援機関、協議会にフィードバックを 

実施。 

・二次対応の再生計画策定支援にお 

いて、全国本部は協議会による抜本 

的な再生支援への取組みを推進。協 

議会における再生計画策定件数は、 

１，０４７件。うち抜本再生案件は 

１９９件。 

・また、全国本部は協議会による経営 

（２）中小企業・小規模事業者の事業

再生・事業引継ぎ等への支援（２）中

小企業・小規模事業者の事業再生・事

業引継ぎ等への支援小企業再生支援

及び事業引継ぎ支援業務について、機

構の全国本部に専門性の高い専門家

を配置し、47 都道府県の中小企業再

生支援協議会及び事業引継ぎ支援セ

ンターの活動を支援。 

 

■中小企業再生支援業務では、各協議

会への相談・助言件数の年度目標

7,000 件に対し 9,340 件で、対年度目

標 133.4％と目標を大きく上回る支

援を実施。また助言に加え、協議会の

専門家や地域金融機関等への研修、セ

ミナー（78 回、受講者数 2,980 人）

を開催するとともに、再生支援協議会

業務の円滑化を図るため、全国 47 協

議会の統括責任者が一堂に会する実

務者会合を開催。これらの取組を通

じ、各協議会の再生計画策定 1,047 件

（うち抜本再生案件 199 件）に貢献。

 

事業引継ぎ支援業務では、各セン

ターへの相談・助言件数の年度目標

1,500 件に対し 2,633 件で、対年度目

標 175.5％と目標を大幅に上回る支

援を実施。また助言に加え、事業引継

ぎ支援センターの専門家等への研修

を開催（25 回、187 人）。また、地域

をまたがる広域的なＭ＆Ａマッチン

グの強化と企業カルテ書類等の統一

化による事務の効率化のため、27 年

4 月に新たに立ち上げた「事業引継ぎ

支援データベース」における売り情

報、買い情報等の登録数を、対前年度

（8,258 社）132.4％となる 10,936 社

まで積み上げ、内容を充実。これらの

取組を通じ、事業引継ぎ支援センタ

ーへの相談企業数 6,292 社（27 年度

4,924 社、対前年度比 127.8％）、成約

件数 430 件（27 年度 209 件、対前年

度 205.7％）と支援規模の拡大に貢

献。加えて、28 年度からは登録民間

支援機関等の地域金融機関や税理士

等士業に対し、「事業引継ぎ支援デー

タベース」のノンネーム情報（企業名

を特定できない情報）を公開し、一層

のマッチングを促進。 
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・経営革新等支援機関が中小企業・小

規模事業者の依頼を受けて実施す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

者保証ガイドライン（以下「ガイド 

ライン」という。）に沿った保証債 

務の整理の支援への取組みについ 

ても推進。協議会におけるガイドラ 

インを適用した支援件数は、１４２ 

件。 

・各地の協議会事業の円滑化を図る 

ため、全国４７協議会の統括責任者 

が一同に会する実務者会合を２回 

開催。全国の協議会の活動状況等の 

実績や新たな再生支援策の説明等 

を行い、協議会事業の適切な運営支 

援を実施。 

 

○経済産業大臣への報告 

・産業競争力強化法に基づき、２７年 

度協議会事業の評価を実施、結果を 

取りまとめ、経済産業大臣に報告。 

 

■セミナー・研修等の実施 

・協議会をはじめ、各機関、専門家等 

による中小企業・小規模事業者に対 

する再生に向けた取組みを支援す

るため、セミナー、研修等を実施。 

 

○セミナーの実施 

・金融機関、専門家、協議会向けに、 

「生まれ変わる中小企業再生支援 

協議会」をテーマとしたセミナーを 

東京・大阪で開催（受講者数：東京 

６０６人・大阪３７１人、計９７７ 

人、役立ち度９４．３％）。 

 

○研修の実施 

・協議会プロジェクトマネージャー 

及びサブマネージャー等へ、協議会 

が果たすべき役割、協議会を取り巻 

く現状、個別案件を基にした抜本再 

生計画策定の演習や事業再生に係 

る知識についての確認テストの実 

施及び解説等、実践的な研修を３回 

実施（受講者数１５１人、役立ち度 

９９．３％）。 

 

○金融機関への研修支援 

・中小企業・小規模事業者の事業再生 

を進めるため、私的整理の理解を深 

める等の目的で全国の金融機関に 

対して、研修を実施（延べ７３回、 

受講者１，８５２人）。 

 

 

■経営改善計画策定支援事業 

・財務状況などに経営上の課題を抱 
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る経営改善計画策定支援事業の利

用申請受付け等の業務を行う経営

改善支援センターや経営革新等支

援機関等からの質問等に対して、適

切な指導等を行い、事業の推進を図

る。 

また、経営改善計画策定支援事業の

新規の利用申請受付を促進させる

ため、経営改善支援センターと協力

して各地域金融機関等への訪問等

を行い、同事業の活用を働きかけ

る。 

 

 

 

 

 

・これらの取組を通じ、協議会、経営

改善支援センターを設置する産業

競争力強化法上の認定支援機関の

全てから「役に立った」との評価を

受けることとする。 

 

２）中小企業・小規模事業者の事業

引継ぎ支援 

 

・各都道府県に設置されている事業

引継ぎ支援センター（以下「センタ

ー」という。）を支援するため、中

小企業事業引継ぎ支援全国本部（以

下「全国本部」という。）として、

相談・助言、周知活動、先進事例や

案件情報の収集・提供等を行う。 

・これらの取組みのうち相談・助言に

ついては、年間１,５００件以上と

する。 

 

・全国本部のデータベースの活用に

より、センターにおける売り手中小

企業と買い手企業とのマッチング

の促進を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・センターの支援能力を向上させる

ため、専門家等に対する研修を実施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事業引継ぎ支援センターへの相談・

助言件数：２，６３３件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

える企業から債務を抱えるものの 

今後の飛躍のため事業改善を行い 

たいという企業まで、様々なニーズ 

の中小企業・小規模事業者の経営改 

善を行うための施策として、機構が 

各認定支援機関（各認定支援機関に 

おいて、経営改善支援センター（以 

下「センター」という。）を設置。） 

への委託事業として実施。 

・本事業の利用推進を促すため、全国 

の金融機関の本支店に対して、全協 

議会で延べ３，２３１回の直接訪問 

等による制度紹介、働きかけを実 

施。（２８年度全センターでの本事 

業に係る利用申請受付２，２６８件 

（累計１３，３０１件）。 

 

■全国本部事業への評価 

・全国本部事業全体への役立ち度と 

しては、全ての協議会から「役に立 

った」との評価。 

 

 

２）中小企業・小規模事業者の事業引 

継ぎ支援 

 

〇事業引継ぎ支援センターへの相談・ 

助言 

・各都道府県の事業引継ぎ支援セン 

ターに対し、中小企業事業引継ぎ支 

援全国本部（以下「全国本部」とい 

う。）として、実施体制や中小企業・ 

小規模事業者のＭ＆Ａに関する助 

言を実施。 

相談・助言件数：２，６３３件 

 

〇事業引継ぎ支援センターの周知 

・事業引継ぎ支援センターの認知度 

向上を図る観点から、ダイレクトメ 

ールによる広報・啓発活動を実施。 

 ダイレクトメールの発送件数：約２ 

６万社 

 

〇事業引継ぎ支援データベースの運 

営及び効率的なマッチング支援体 

制の構築 

・事業引継ぎ案件対応に係る企業情 

報等を、適切な情報管理の元で事業 

引継ぎ支援データベースを運営。 

 事業引継ぎ支援データベース登録 

件数：１０，９３６件 

 

〇事業引継ぎ支援センターへの研修 

 等 
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②再生ファンドによる事業再生支援

等 

 

１）再生ファンドによる事業再生支援 

 

地域金融機関等と連携し再生ファ

ンドを組成し、認定支援機関との連

携・協働により中小企業・小規模事業

者の事業再生の取組に貢献する。組成

したファンドに対しては、継続的なモ

ニタリング等を通じて運営面でのガ

バナンスを向上させるとともに、各種

情報や機構支援ツールの提供等を行

うことにより、投資先企業の再生を支

援する。成果の目標は、全ての投資先

企業の存続とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する。また、研修実施後において、

受講者に対して「役立ち度」に関す

る調査を実施し、４段階評価におい

て上位２段階の評価を得る割合を

９５％以上とする。  

 

 

・センターが行う事業引継支援に係

る目標達成、実現への取組に対す

る全国本部の支援について、全て

のセンターから「役に立った」との

評価を受けることとする。 

 

 

②再生ファンドによる事業再生支援

等 

 

１）再生ファンドによる事業再生支援

 

・地域のニーズに応じた中小企業再

生ファンドの組成及び活用の促進

のため、中小企業再生支援協議会、

都道府県、経済産業局等との連携の

もと、地域金融機関、信用保証協会、

ファンド運営会社に対して制度説

明や先進事例に関する情報提供等

を行うとともに、地域の主要な金融

機関等を訪問しニーズの把握等に

努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事業引継ぎ支援事業における支援 

能力の向上のため、事業引継ぎ支援 

センターの専門家に対して研修等 

を実施。 

開催数：２５回、参加者数：１８７人、 

役立ち度：９９．５％ 

 

■全国本部事業への評価 

・全国本部事業全体への役立ち度と 

しては、全ての事業引継ぎ支援セン 

ターから「役に立った」との評価。 

 

 

 

②再生ファンドによる事業再生支援

等 

 

１）再生ファンドによる事業再生支援 

 

■中小企業再生ファンドの組成促進 

・地域のニーズに応じた中小企業再 

生ファンドの組成及び活用を促進。 

地域の金融機関、信用保証協会、中 

小企業再生支援協議会と連携した 

６件の中小企業再生ファンド（総額 

２６６億円）に対して１１４億円の 

出資契約を実施。 

（熊本地震からの復旧・復興） 

・熊本地震により被災した熊本県内 

の企業の事業再生支援、二重ローン 

の解消を目的として、主に債権買取 

による投資を行うファンド（総額５ 

０億円）に対し２４億円の出資契約 

を実施。 

 

※組成及び活用の促進等のための地 

域金融機関、都道府県、信用保証協会 

等への訪問数 

地域金融機関２１件、都道府県６件、 

再生支援協議会３件 

 

・出資ファンド数累計 ４９ファン 

 ド 

（うち清算結了済２０ファンド） 

・ファンド総額累計 １，６３０億円 

・機構出資契約額累計 ７２３億円 

・２８年度投資先企業数 ６３社（累 

計４１６社） 

・２８年度投資金額 １０５億円（累 

計 ８３３億円） 

・２８年度再生完了先 ３６社（累計 

２４１社） 

（参考）再生完了企業の雇用者数  

１，３７４人（累計１４，００５人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■再生ファンドにおいては、新たに 6

ファンドを組成し、ファンド総額 266

億円に対し、114 億円の出資契約を実

施。機構出資の再生ファンドからの投

資先企業数 63 社、投資額 105 億円 

で、投資先企業数は制度創設以来 大

の実績。再生完了企業数 36 社、再生

完了企業の雇用者数 1,374 人、これ

1 社が再生を果たし、14,005 人の雇

用の確保に貢献。 
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・組成後のファンドについては、投資

委員会へのオブザーバー参加やフ

ァンド運営者との面談等を通じて、

投資活動や投資先支援活動の実態

把握を行うなど継続的なモニタリ

ングを徹底し、ファンドの活用とガ

バナンスを確保するとともに、ファ

ンド運営者に対する再生事例の紹

介や機構支援ツールの情報提供等

を通じて、事業成果の向上を図る。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ファンドに対するモニタリングと 

情報提供 

○ファンド運営状況のモニタリング 

・ファンドの組合員集会に参加（２５ 

回、投資委員会にオブザーバー参加 

（８５回）し、決算資料、投資報告、 

随時面談等を通じファンドごとの 

運営状況を適時・的確にモニタリン 

グ。 

・これにより、ファンドごとの投資状 

況、投資先企業の財務状況等を把 

握。 

 

（支援事例） 

・江戸時代より続く老舗酒蔵 A社は、 

日本酒市場の縮小傾向が続く中、競 

合他社の台頭などもあり、売上が低 

迷。過去に行った設備投資に伴う多 

額の金融債務も影響し、業況は悪化 

の一途であった。地域で一定の知名 

度を有し、地元業者と長期的な取引 

関係を維持する等、地場産業の継 

承、発展に貢献してきた同社の再生 

を支援するため、機構出資のファン 

ドが投資を実行。ファンドが金融機 

関から債権を買取り、借入金を大幅 

に圧縮すると共に、社外取締役を派 

遣し、新経営陣をサポート。全国的 

にも有名な売れ筋商品の販路拡大 

や、日本酒人気の高い海外向け流通 

量の拡大を狙うことで、国内飲酒需 

要の落ち込みに対応。また、従業員 

へのコスト意識浸透を徹底し、従来 

の売上至上主義から、利益重視の経 

営への転換を目指している。 

 

○ファンドクローズに向けた具体的 

な取組み 

・モニタリングシート（ファンドクロ 

ーズ管理用）を活用し、終期の近い 

ファンドについて、計画的なクロー 

ズが行われるよう、半年毎のモニタ 

リングを実施。 

・２８年度中に２件のファンドクロ 

ーズ手続きを完了。 

 

○ファンド運営者に対する情報提供 

 等 

・施策情報、支援事例等の情報・ノウ 

ハウの共有化を図るため、ファンド 

出資先連絡会を開催（１回、再生フ 

ァンドのＧＰ担当者等６０人が出 

席）。 
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（３）小規模企業共済制度及び中小

企業倒産防止共済制度の確実

な運営 

 

将来の事業の廃止等に備えるため

の小規模企業共済制度、連鎖倒産の防

止のためのセーフティネットである

中小企業倒産防止共済制度について

は、両共済制度の加入対象者数の動

向、解除及び新規加入の状況等を踏ま

え第３期中期目標期間末において第

２期中期目標期間末の在籍割合を上

回ることを目標とし、積極的に加入促

進を行う。また、各種提出書類の見直

し及び業務処理期間の短縮化等によ

り契約者サービスを向上する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）事業再編及び事業再生円滑化のた

めの債務保証 

 

産業競争力強化法に規定する事業

再編や事業再生を図るための借入等

に係る債務保証は、金融機関を中心に

制度の周知活動を徹底する。債務保証

の決定にあたっては、信用力、採算性

等について的確な審査を行い、リスク

の合理的な分散と管理が確保され得

るかを適切に判断することとし、標準

審査期間１００日以内に諾否を決定

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）小規模企業共済制度及び中小

企業倒産防止共済制度の確実

な運営 

 

小規模企業共済制度は、制度の安定

的な運営のため、加入対象者数及び脱

退者数等を勘案して第２期中期目標

期間末の在籍割合を第３期中期目標

期間末において向上させる。在籍割合

を確保するために必要な中期目標期

間中における加入目標件数を４６万

件とする。 

中小企業倒産防止共済制度は、制度

の安定的な運営のため、加入対象者数

及び脱退者数等を勘案して第２期中

期目標期間末の在籍割合を第３期中

期目標期間末において向上させる。在

籍割合を確保するために必要な中期

目標期間中における加入目標件数を

１３万件とする。また、解除及び再加

入の状況等を検証したうえで、再加入

 

・これら取組みによる成果の目標は、

中期目標期間中にファンドから投

資した全ての投資先企業の存続と

する。 

 

 

 

 

２）事業再編及び事業再生円滑化のた

めの債務保証 

 

 

・事業再編や事業再生を図るための

借入等に係る債務保証については、

金融機関等に対して情報提供を行

うなど、制度の利用促進を図る。審

査については制度の政策目的を勘

案しつつ的確に行うとともに、審査

期間１００日以内に諾否を決定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）小規模企業共済制度及び中小

企業倒産防止共済制度の確実

な運営 

 

①一層の加入促進の実施 

 

・両共済制度の安定的な運営のため、

加入対象者数及び脱退者数等を勘

案し、在籍者数を向上させるよう、

平成２８年度における加入目標件

数を小規模企業共済制度は９２，０

００件以上とし、中小企業倒産防止

共済制度は２６，０００件以上とす

る。  

・上記加入目標件数を達成するため、

両共済制度の平成２８年度加入促

進計画を策定し、地方公共団体、中

小企業団体、金融機関等の協力を得

ながら、期間加入促進運動（加入促

進強調月間、確定申告期運動等）、

地域別加入促進運動（モデル都道府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○投資先企業の存続状況 

・２６年度投資先企業５１社のうち 

存続企業５１社（存続率１００％） 

・２７年度投資先企業５５社のうち 

存続企業５４社（存続率９８％） 

・２８年度投資先企業６３社のうち 

存続企業６３社（存続率１００％） 

 

２）事業再編及び事業再生円滑化のた 

めの債務保証 

 

・債務保証業務の周知を図るため、本 

部及び地域本部において、債務保証 

制度を利用する金融機関（都市銀 

行、地方銀行、信用金庫等）を中心 

に、延べ１５７先に対して、訪問す 

るなどの債務保証制度のＰＲ活動 

を実施。(再掲) 

金融機関等への債務保証制度の説明 

（２７回）。(再掲) 

・機構主催のイベント・研修・勉強会

などの機会を捉えて周知活動（地域

本部の周知活動実績１０６先、イベ

ント等でのパンフレット配布２４

件）。（再掲） 

・経済産業省と情報交換を実施。（再 

掲） 

・金融機関及び事業者からの問い合 

わせが６件。事業再編及び事業再生 

円滑化債務保証の申込みなし。 

 

 

（３）小規模企業共済制度及び中小

企業倒産防止共済制度の確実

な運営 

 

①一層の加入促進の実施 

 

・両共済制度の加入促進については、 

２８年１月に策定した「平成２８年 

度加入促進計画」に基づき、関係省 

庁、地方公共団体、地域支援機関、 

中小企業団体、金融機関等と連携、 

以下の加入促進運動を実施した結 

果、大きな成果を達成。 

・金融機関、委託団体の役員等に対し 

て、機構役員が地域本部とともに、 

制度普及等の連携協力を直接働き 

かけ（役員の訪問件数延べ６５先） 

・全国加入促進強調月間運動（１０～ 

１１月）、確定申告期運動（２～３ 

月、青色申告会等に職員が訪問し加 

入促進運動を実施／延べ２９先）、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■債務保証業務の周知を図るため、本

部及び地域本部で債務保証制度を 

利用する金融機関（都市銀行、地方

銀行、信用金庫等）を中心に延べ 

157 先に訪問するなど、債務保証制

度のＰＲ活動を着実に実施。(再掲)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）小規模企業共済制度及び中小

企業倒産防止共済制度の確実

な運営 

 

■全国 325 万人の小規模事業者に焦

点を当てた国の政策展開を踏まえ、小

規模企業共済の加入促進に組織を挙

げて注力。小規模企業共済の加入件数

は 164,101 件（年度目標 92,000 件、

対年度目標 178.4％、在籍者数 132.7

万人、対前年度 4.4 万人増）と年度目

標を大幅に上回る実績を達成。また、

中小企業倒産防止共済でも加入件数

は 50,597 件（年度目標 26,000 件、対

年度目標 194.6％、在籍者数 43.0 万

件、対前年度 2.8 万件増）と年度目標

を大幅に上回る実績を達成。小規模企

業共済及び中小企業倒産防止共済と

もに機構設立以降で 多の加入実績

を実現。 
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促進策などを実施する。 

なお、共済事業の利用者拡大、利便

性向上等の観点から共済制度・運用の

在り方について検討を行うとともに、

主務省において両共済制度の見直し

が行われた場合には、その見直しを踏

まえた事業運営を着実に実施すると

ともに、必要に応じ数値目標等を含む

本計画の変更を行う。 

両共済制度の各年度の加入目標件

数は、過年度の加入実績等を勘案して

定め、重点地域及び重点期間での集中

的な加入促進や代理店・委託団体等の

お客様特性を踏まえた加入促進等を

盛り込んだ加入促進計画を毎年度策

定し、これに基づいた加入促進活動を

着実に実施する。 

契約者に対する施策情報の提供、相

談・照会への迅速な対応、各種提出書

類の見直し等に取り組む。特に、迅速

な貸付が求められる中小企業倒産防

止共済は、審査手法等を効率化し、申

請書類の受理後貸付決定までの標準

審査期間を１０営業日以内とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県運動、都市部運動等）、委託機関

のトップに向けたセールスなどを

実施し、機構事業の周知を併せた両

共済制度の普及及び加入促進を図

る。 

・両共済制度の普及及び加入促進を

図るため、パンフレット等の配布、

関係機関等の発行する広報誌や専

門誌、メールマガジン等を活用した

広報を積極的に実施するとともに、

動画配信等インターネットを活用

した広報を実施する。 

・加入者の認知媒体調査等を実施し、

その結果を今後の加入促進施策の

企画・立案、実施の際に反映させる

ことでより効率的・効果的な加入促

進を実施する。 

・顧客層拡大のため、加入率が低い業

種、女性経営者、農林水産業、法人

役員等への加入促進活動を強化し、

小規模企業共済制度の認知度向上

に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地元関係機関等と連携した特定地 

域での加入促進運動（小規模企業共 

済は８県）、代理店や委託団体別の 

加入促進運動を実施。 

・制度の周知・普及については、パン 

フレット等広報資料の関係機関へ 

の配布、関係機関等の広報誌（紙）、 

専門誌（紙）に両共済制度の紹介広 

告や記事の掲載を積極的に実施。 

・サンフレッチェ広島等クラブチー 

ムが発行する機関誌等に広告を掲 

載。 

・確定申告期や決算期に合わせて、ラ 

ジオＣＭを実施。 

・商店街利用者に向け、デジタルサイ 

ネージ（画像広告）を実施（兵庫町 

商店街等）。 

・「ＹｏｕＴｕｂｅ」を活用し、小規 

模企業共済のＰＲ動画を配信。 

・より効率的・効果的な加入促進を実 

施するため、平成２７年８月より加 

入者への認知媒体調査を実施（Ｈ

27：529 件、Ｈ28：1,030 件）。今後

も継続してデータ収集及び分析を

し、新たな加入促進手法及び広報を

検討。 

・創業者や会社役員に向けて、「創業 

したら小規模共済」や「還暦から始 

める小規模共済」など、キャッチー 

なコピーを使用したチラシを作成 

し、委託機関に配布。新たな切り口 

での加入促進を提案。 

・農業者への加入促進活動を強化す 

るため、農業従事者に経営指導を行 

う、全国農業改良普及支援協会が発 

行する雑誌に広告掲載を行うとと 

もに、同協会に所属する普及員が閲 

覧できるサイトに小規模企業共済 

の記事広告を掲載。 

 

（事例１） 

・具体的な加入促進策を策定し、積極 

的に加入促進を実施する団体・金融 

機関に対し、インセンティブを与え 

る特別手数料制度（モデル（団体・ 

代理店）及び加入推進（団体・代理 

店））を引き続き実施（モデル代理 

店については、手数料体系及び目標 

件数を見直し）。制度エントリー団 

体及び代理店数が大幅に増加（モデ 

ル団体（２７年度２，００１→２， 

０９１）、モデル代理店（２７年度 

３７２→４００）、 

加入推進団体（２７年度１，４１３ 

加入促進にあたっては、機構役員が、

金融機関・委託団体・地方公共団体等

の役員等を訪問し、直接働きかけを行

うほか（訪問先数延べ 65 回）、新規加

入層の獲得を目的として、創業者や会

社役員に向け、「創業したら小規模共

済」「還暦から始める小規模共済」な

どのキャッチーなコピーにより、新た

な切り口での加入促進を提案。またこ

れまでに引き続き、インターネットに

よる動画配信に取り組むほか、全国農

業改良普及支援協会が発行する機関

紙への広告掲載等、機構独自のこれま

でにない創意工夫を凝らした活動を

展開。これらに加え、地域本部ごとに

ＰＤＣＡを徹底し、営業対象先のキー

マンの選定、アプローチ時期、インセ

ンティブなどを月次で練り直すなど

の着実な取組により、過去 高の加入

実績を達成。 

 

中期目標及び中期計画で設定されて

いる各共済制度の加入目標件数につ

いて、28 年度末時点で、小規模企業

共済においては、46 万件の目標に対

し 423,539 件で進捗率 92.1％と、29

年度の早期には達成が確実なところ

まで実績を積み上げ。倒産防止共済に

おいては、13 万件の目標に対し

142,509 件（進捗率 109.6％）と、第

3 期中期目標期間の半ばである 28 年

度に想定を大幅に上回るスピードで

達成。 
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② 小規模企業共済の法律改正・制度

見直しの確実な実施 

 

・法律改正によりさらに魅力度が向

上した小規模企業共済制度を周知

するとともに、事務処理の変更等に

ついて確実に対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③その他 

 

・中小企業倒産防止共済制度では、大

規模倒産時など処理件数急増時等

を除き、申請書類の受理後貸付決定

までの審査期間１０営業日以内の

案件比率を８６％以上とする。 

・契約者等の利便性の更なる向上の

ため、これまでも実施しているコン

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・小規模企業共済加入件数：１６４，

１０１件 

 

・中小企業倒産防止共済加入件数：５

０，５９７件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→１，４３７）、加入推進代理店（２ 

７年度３２６→３２３））し、小規 

模企業共済制度においては前年比 

で１９．７％増加（団体：１０．３％、 

代理店３０．８％）、中小企業倒産 

防止共済制度においては前年同期 

比で６．５％増加（団体：１２．５％、 

代理店１．５％）" 

 

（事例２） 

・認知媒体調査の結果で「制度を知っ 

たきっかけ」として割合が多い税理

士・会計士からの紹介数を増加させ

るため、税を営む団体と連携を密に

し、各地域本部も巻き込み、推進委

員会等の共済制度を推進する場面

に訪問し、制度のＰＲを積極的に実

施。小規模企業共済制度において

は、前年比１２．０％、中小企業倒

産防止共済制度においては、１３．

３％増加。 

・上記の活動により、２８年度加入実 

績は、小規模企業共済制度が目標９ 

２，０００件に対して１６４，１０ 

１件、中小企業倒産防止共済制度が 

目標２６，０００件に対して５０， 

５９７件の加入を達成。 

 

②小規模企業共済の法律改正・制度

見直しの確実な実施 

 

・小規模企業共済制度の法律改正に 

伴い共済金の支払いが有利になっ 

た会社役員の６５歳以上の退任に 

ついて、「還暦から始める小規模共 

済」とキャッチーなコピーを使用し 

たチラシを作成し、委託機関等を通 

じてＰＲを実施。 

６５歳以上の役員退任を事由と 

する給付件数は、前年度の６８５件

から１，７２３件に増加しており、

ＰＲに一定の効果が見られた。ま

た、事務処理の変更等について確実

に対応した。 

 

③その他 

 

・中小企業倒産防止共済制度では、大 

規模倒産時など処理件数急増時等 

を除き、申請書類の受理後貸付決定 

までの審査期間は６．６営業日、１ 

０営業日以内の案件比率は９３． 

１％となった。 

・中小企業倒産防止共済貸付件数４ 
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タクトセンター等に寄せられる顧

客ニーズの業務改善への反映をよ

り一層進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【重要度：高】 

①中小企業再生支援全国本部 

②中小企業事業引継ぎ支援全国本部 

（理由） 

政府の日本再興戦略及び日本再興

戦略改訂 2015 に掲げられた「中小

企業・小規模事業者の新陳代謝の促

進」の目標の達成には、中小企業・

小規模事業者の円滑な事業引継ぎ、

経営改善や事業再生を促進するこ

とが重要である。また、まち・ひと・

しごと創生総合戦略（2015 改訂版）

において、「事業承継の円滑化、事

業再生、経営改善支援等」にむけて、

事業引継ぎ支援センターの全国展

開、金融機関や専門家、公的機関と

の連携を強化するとともに、中小企

業再生支援協議会の支援を強化す

るとされた。機構は、中小企業再生

支援全国本部、事業引継ぎ支援全国

本部として、各都道府県に設置され

た中小企業再生支援協議会及び事

業引継ぎ支援センターへの支援、こ

れらの機能強化を図ることが重要

であるため。 

［数値目標］ 

○中小企業再生支援協議会への相談・

助言件数：７，０００件以上 

○事業引継ぎ支援センターへの相談・

助言件数：１,５００件以上 

 

 

③小規模企業共済制度 

（理由） 

政府の小規模企業振興基本計画に

掲げられた「小規模企業共済制度の

整備・活用等を通じた円滑な廃業、

事業承継や再チャレンジに向けた

環境整備」を推進するため、小規模

企業共済の在籍割合の確保・向上た

めの新規加入促進に取り組み、確実

な共済制度の運営を行うことが重

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６０件、貸付額５２．０億円、掛金 

等収入２，６８６億円 

・小規模企業共済金等支給件数７７， 

１４８件、共済金等支給額 ５，３ 

９３億円、掛金等収入６，０３４億 

円 

・コンタクトセンター等に寄せられ 

る顧客ニーズは、本年度から実施し 

ている業務改善 PJ に連携し、次年 

度以降、業務フローの見直しを実施 

することとしている。 

 

【重要度：高】 

①中小企業再生支援全国本部 

○中小企業再生支援協議会への相談・

助言件数 

［数値目標］７，０００件以上 

［実績］９，３４０件 

 

②中小企業事業引継ぎ支援全国本部 

○事業引継ぎ支援センターへの相談・

助言件数 

［数値目標］１,５００件以上 

［実績］２，６３３件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③小規模企業共済制度 

○小規模企業共済の新規加入件数 

［数値目標］９２，０００件以上 

［実績］１６４，１０１件 
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要となるため。 

［数値目標］ 

○小規模企業共済の新規加入件数：９

２，０００件以上 

 

④東日本大震災の復興支援 

（理由） 

東日本大震災の発生から５年が経

過し、「集中復興期間」から「復興・

創生期間」へと移行することを踏ま

えつつ、仮設施設整備・有効活用、

相談・助言、専門家の派遣など被災

中小企業者・小規模事業者等の復興

支援に引き続き取り組むことが重

要である。特に、原子力災害により

深刻な被害を受けた福島の復興・再

生について、平成２７年８月に国・

福島県・民間で構成された福島相双

復興官民合同チームへ参画したと

ころであり、引き続き個別訪問等を

通じた実態把握を行っていくこと

で被災中小企業・小規模事業者の再

建・自立化を支援することが重要で

あるため。 

［数値目標］ 

○震災復興支援アドバイザー派遣回

数 ２，２００回以上 

 

【難易度：高】 

①中小企業再生支援協議会への相談・

助言件数：７，０００件以上 

（理由） 

相談・助言件数７，０００件以上とい

う目標について、前中期目標期間の

水準を、１８パーセント上回るチャ

レンジングな水準を目標として設

定しているため。 

（前中期目標期間実績（平均）：５，

９４２人） 

 

②事業引継ぎ支援センターへの相談・

助言件数：１,５００件以上 

（理由） 

相談・助言件数１,５００件以上とい

う目標について、平成２６年度の水

準を、３１４パーセント上回るチャ

レンジングな水準を目標として設

定しているため。 

（平成２６年度実績：４７７件） 

 

③小規模企業共済制度の加入件数：９

２，０００件以上 

（理由） 

本共済制度の加入対象者である我

 

 

 

 

 

④東日本大震災の復興支援 

○震災復興支援アドバイザー派遣回 

数 

［数値目標］２，２００回以上 

［実績］２，６８６回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【難易度：高】 

○中小企業再生支援協議会への相談・

助言件数 

［数値目標］７，０００件以上 

［実績］９，３４０件 

 

 

 

 

 

 

 

②中小企業事業引継ぎ支援全国本部 

○事業引継ぎ支援センターへの相談・

助言件数 

［数値目標］１,５００件以上 

［実績］２，６３３件 

 

 

 

 

 

③小規模企業共済制度 

○小規模企業共済の新規加入件数 

［数値目標］９２，０００件以上 

［実績］１６４，１０１件 
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が国の小規模事業者数が、２００９

年調査の３６６万者から２０１４

年調査の３２５万者と大幅に減少

している中、これまでと同程度のチ

ャレンジングな水準を目標として

設定しているため。 

（第一期、第二期中期目標期間実績

（平均）：９２，３０１件） 

 

④東日本大震災の復興支援 

（理由） 

東日本大震災の復興支援は、本格的

な「復興・創生」に向けて、中小企

業・小規模事業者への支援ノウハウ

を有する機構の役割は、ますます重

要となっている。仮設施設整備・有

効活用など、地方公共団体等の関係

者との丁寧な調整を要する業務に

引き続き取組むほか、地域経済を牽

引する産業の育成に向けた新たな

支援の取組を開始することとして

いる。加えて、原子力災害により深

刻な被害を受けた福島の復興・再生

に向けて、福島相双復興官民合同チ

ームに参画した個別訪問等は、対象

となる事業者が多数かつ広域に所

在し、多種多様な業種であること等

から、綿密な事前調整や丁寧な事業

実施が求められるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④東日本大震災の復興支援 

[主な実績] 

○仮設施設を整備する事業 

完成案件数：３案件、完成区画数：１

５区画、完成面積：１，

０８１㎡ 

○仮設施設有効活用等支援事業（助

成） 

 移設事業：２事業 

撤去事業：１６事業 

○中心市街地、まちづくり等に係る助 

言回数：５９回 

○震災復興支援アドバイザー派遣事  

 業 

アドバイザー派遣支援先数：３１６先 

アドバイザー派遣回数：２，６８６回 

アドバイザー派遣人日数： 

１，９１７．５人日 

役立ち度（アドバイザー派遣）： 

９８．０％ 

震災に係る経営相談件数（出張相談を 

含む）：２，１９２件 

○被災地域の中小企業者等への販路 

開拓支援 

 参加企業数：延べ１７２社 

○福島相双復興官民合同チームへの 

参画 

・国・福島県・民間からなる「福島相 

双復興官民合同チーム」の創設に伴 

い、機構は「国」の一員として同チ 

ームの事業者支援グループに参画。 

同チームは総勢約２００名の体制 

で福島県内（福島、南相馬、いわき、 

郡山）及び東京都内の計５支部に駐 

在し、被災事業者に６，２９１回訪 

問。 

○警戒区域等に設定された地域の賑 

わい回復支援 

 助成実績：川内村 

○センター福島４分室の運営 

支援先数：５１８先、巡回支援回数：

１，６１０回  
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４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、事務所別実績分析など、必要に応じて欄を設け記載） 

 

 

 

 

 

＜課題と対応＞ 

事業引継ぎ支援業務では、全国の

各事業引継ぎ支援センター全体で、

29年度 1,000件の成約件数を目標値

として掲げているところであり、こ

の目標達成に向けてはセンターに配

置された専門家等の支援ノウハウの

質的な向上が不可欠。このため、各

引継ぎ支援センターを支援する全国

本部として、業務経験や支援レベル

に応じた専門家へのきめ細かな研修

を行うとともに、引き続き事業引継

ぎ支援データベースの活用促進に取

り組むことに加え、登録民間支援機

関等に開示するノンネーム情報の活

用によりマッチングの一層の促進を

図る。あわせて各種広報ツールを駆

使し、事業引継ぎの必要性・重要性

を、より一層広く強く発信すること

で、経営者に気づきを与え、事業引

継ぎに対する早期の取組みを促して

いく。 

東日本大震災の復興支援について 

は、引き続き被災中小企業・小規模事

業者の経営相談、震災復興アドバイザ

ー派遣、販路開拓支援等に取組むとと

もに、福島の復興・再生に向けた「福

島相双復興官民合同チーム」への参画

を継続しつつ、機構に求められる被災

中小企業・小規模事業者の支援ニーズ

の変化を的確に踏まえ、対応していく

必要がある。 

また、熊本地震の復興支援について

は、「中小企業復興支援センター熊本」

を拠点とし、引き続き東日本大震災で

の復興支援の経験とノウハウを 大

限に活かし、専門家によるグループ補

助金の計画策定支援や出張・巡回相

談、訪問アドバイス等を実施し、経営

基盤の弱い被災中小企業・小規模事業

者の復興支援に積極的に取り組んで

いく。 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２―１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するために執るべき措置 

当該項目の重要度、難易

度 

重要度：未設定 
難易度：未設定 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 0484 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間 終年

度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

 機構ホームページの

年間セッション数 

４００万セッシ

ョン以上 

－ － ４６５万セッション ４８９万セッション    

運営費交付金（退職

手当を除く）の削減 

毎年度平均で前年

度比１．０５％以上

の効率化 

－ ▲８．６％ ▲５．７％ ▲３．９％    

          

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 

    業務実績 自己評価 

 Ⅲ．業務運営の効率化に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標

を達成するために執るべき措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標

を達成するために執るべき措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標

を達成するために執るべき措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標

を達成するために執るべき措置 

 

＜評定と根拠＞ 

評定： Ａ 

根拠： 業務運営の効率化を図りつ

つ、支援の質の向上と量的拡大を展

開するための関係機関との連携強

化や認知度向上、情報提供機能の強

化に取組む一方、組織活性化や業務

改善、新たな政策課題である消費税

軽減税率等に対応する体制整備、調

達等合理化計画に基づく契約の適

正化、情報セキュリティへの迅速な

対応を行うなど、高い成果を実現し

ていることからＡ評価と判断。 
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１．顧客重視 

 

①顧客重視の業務運営 

 

・業務運営の効率化を図りつつ実効

性 

のある質の高い支援を実現するた

め、現場主義を徹底し、現場ニーズ

の吸い上げを行い、制度・業務の改

善や新たな施策への反映を行う。 

 

 

 

・全国的な組織としての広域的な実

施 

体制を整備し、各地域において地方

公共団体、地域支援機関等及び政府

関係機関との連携を強化し、機動的

な支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．お客様重視 

 

①お客様重視の業務運営 

 

・「業務に取り組むための３つの基本

姿勢」を研修及び機構内外の評価等

を通じて徹底し、お客様の期待と信

頼に応え、質の高いサービスを提供

する。 

・支援現場における地域や中小企業・

小規模事業者のニーズの吸い上げ

を行い、お客様視点で前例にとらわ

れない柔軟な発想による取組を積

極的に推進することとし、制度・業

務の改善や新たな施策に反映する。 

・現場重視を第一とし、地域本部をは

じめとした広域的な実施体制を整

備・活用する。 

地方公共団体、地域支援機関等、政

府関係機関、ＮＰＯ等の新たな支援

の担い手等とのネットワークを強

化し、機構はその専門的な知見を活

かして、これら関係機関との連携・

協働を一層強化する。また、多種多

様な情報、販路、技術、人材等の経

営資源を持つ大企業、技術シーズや

知見・ノウハウなどを有する大学、

研究機関等の様々な主体との広域

的なネットワークを強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．お客様重視 

 

①お客様重視の業務運営 

 

・「業務に取り組むための 3 つの基本

姿勢」について、階層別研修をはじ

めとした職員研修等を通じて徹底

し、お客様の期待と信頼に応え、質

の高いサービスを提供する。 

・お客様視点で前例にとらわれない

柔軟な発想による取組を積極的に

推進することとし、制度・業務の改

善や新たな施策に反映するため、支

援現場における地域や中小企業・小

規模事業者のニーズの吸い上げを

行う。 

・現場重視を第一とし、地域本部をは

じめとした広域的な実施体制を整

備・活用する。また、各都道府県に

設置された中小企業再生支援協議

会、事業引継ぎ支援センター、よろ

ず支援拠点が相互に連携し、中小企

業・小規模事業者へ切れ目のない支

援を継続できるよう、機構内に設置

された３つの全国本部の情報交換

等の連携を進める。 

地方公共団体、地域支援機関等、政

府関係機関、ＮＰＯ等の新たな支援

の担い手等とのネットワークを強

化し、機構はその専門的な知見を活

かして、これら関係機関との連携・

協働を一層強化する。また、多種多

様な情報、販路、技術、人材等の経

営資源を持つ大企業、技術シーズや

知見・ノウハウなどを有する大学、

研究機関等の様々な主体との広域

的なネットワークを強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．お客様重視 

 

①お客様重視の業務運営 

 

・階層別研修にて「基本姿勢に掲げる

事項について、日常業務遂行上心掛

けていること」「今後取り組みたい

こと」をテーマに討議を行い、３つ

の基本姿勢を受けて職員として自

身の行動をどうすべきか、組織全体

としてどうあるべきかについて考

え対話による相互認識を深めた。 

 

■お客様懇談会の実施 

・各地域本部において「お客様懇談

会」を開催。理事長自らが出席し、

支援先企業の経営者や支援機関の

担当者から支援ニーズを収集（３地

域本部で開催、１９者出席）。収集

した支援先企業や支援機関からの

意見やニーズについては、役員会等

を通じて広く内部で情報共有する

とともに、お客様の意見を参考に適

宜業務改善や新たな事業を実施。 

 ※企業の要望に応じて、マッチング

システム運用方法の改善に着手。

懇談会で明らかになったＩＴ化

や人材育成の課題については、機

構のセミナーや大学校事業など

を紹介することにより、課題解決

に努めている。参加者同士による

意見交換によって成功事例や課

題解決のヒント等が共有され、参

加者の改善（企業の経営改善、支

援機関の施策反映）にも繋がって

いる。 

 

■地域や中小企業のニーズの把握 

○アンケート調査・ヒアリング調査の

実施 

・各事業において、支援終了後又は一

定期間経過後にアンケート調査や

ヒアリング調査を行い、地域や中小

企業のニーズを把握。 

 

○その他利用者ニーズの受信 

・利用者が自由に意見、クレーム等を

出せるよう各地域本部、大学校の窓

口、インキュベーション施設にお客

様用のはがきを設置するとともに、

機構のホームページでも受付を実

施（継続）。 

・「お客様の声」、「利用者アンケート」

を利用することにより、顧客ニーズ

１．お客様重視 

 

■各地域本部において、「お客様懇談

会」を開催。理事長自らが出席し、

支援先企業の経営者等から意見やニ

ーズを聴取（3地域本部、参加者数19

名）。収集した意見やニーズは役員会

等を通じて共有し、業務を改善。 
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や顧客提案を広く取り入れ、顧客の

立場に立った業務改善（経営相談、

大学校研修等）を実施（継続）。 

 

■地域ニーズに対応した事業展開（創

意工夫による地域本 部独自の取り

組み） 

・業務運営の効率化を進めつつ、創意

工夫により地域ニーズに対して質

の高い支援を展開。 

 

○地域の総意を結集し、新事業・新商

品を創出 

[北海道本部] 

・北見信用金庫と連携して、小規模事

業者を対象に、地元の素材を使った

食品系の新商品開発のための講座

(全４回)を開催。食品加工や商品開

発に実績のある専門家を講師とし、

商品コンセプトの構築から始まり、

食品加工の基礎、パッケージデザイ

ン・ネーミングの検討などを実践的

に指導。また、インターバル期間に

は個別相談も実施。受講した９者

は、地元食材を活かした海鮮ハンバ

ーグ、カレーまん、甘納豆、チョコ

レート、りんごパイ、ハチミツ酒な

ど１１の試作品を完成。 

 

[東北本部] 

・地域の中小企業が連携して、集約化

や経営資源を組み合わせることに

より、販路開拓、新事業の創出、経

営合理化を実現して厳しい経営環

境を乗り切る事例を抽出。東日本大

震災の被災地域における２事例の

現状把握、要因分析、課題抽出を行

い、先進事例を広く普及し、連携へ

の取組みを啓発する動画と研修ツ

ールを作成。今後、動画や研修ツー

ルのバリエーションを増やして、地

域企業や支援機関へ啓発、普及する

ことにより、地域経済を牽引する連

携事例の創出を目指す。 

 

[関東本部] 

・銚子市における台湾人をターゲッ

トとしたインバウンド支援を実施。

関係者や一般人を対象とするキッ

クオフセミナーを開催し、インバウ

ンドに取組む趣旨や今後の方向性

を共有後、半年に渡ってワークショ

ップを６回開催し、地域関係者によ

るインバウンドのモデルコース作
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成を支援。その後、台湾人旅行業関

係者を招聘してモニターツアーを

実施し、モデルコースを検証。イン

バウンドに本格的に取組もうとす

る地域関係者に対して、必要なイン

バウンドの知識、ノウハウの取得と

ネットワークづくりをサポート。 

 

[中部本部] 

・前年度事業で得られた郡上地域に

潜在する観光資源の情報をもとに、

郡上地域でインバウンドに取組む

事業者、支援機関を対象として研修

会を開催し、地域の中核となる人材

の育成や観光プログラム作りを支

援。並行して観光事業者へ観光プロ

グラムを提案する際のサポートや、

日本在住の欧米人ブログライター

を招致して外国人目線での地域の

観光資源や観光ルートを評価しフ

ィードバックするなどの支援を実

施。また、インバウンド招致を主体

的に推進するプラットフォームの

構築に向けた支援を行うなど多面

的に実施。 

 

[北陸本部] 

・小松とまとのブランド化に資する

ことを目的に、当該とまとを活用し

て首都圏など広域的な流通に適し

た加工食品の開発を行う事業者を

募集し、地元での販売会や大手流通

関係者、専門家による商品評価会を

開催し商品開発を支援。また、大手

食品卸主催の展示会や首都圏で開

催される大規模食品展示会、販売会

への出展をサポートすることによ

り、参加各社の販路拡大を支援。小

松とまとブランド化のための役割

等について自治体へ情報提供する

一方、参加２３社の市場投入プロセ

スにおける具体的な課題も明らか

にした。 

 

[近畿本部] 

・近畿経済産業局等と連携し、関西の

産業観光施設を核とした産業観光

ルートを訪日外国人向けに紹介す

る「関西産業観光博覧会」を関西国

際空港で開催。出展者を１週間ごと

に入れ替えて一ヶ月間継続的に各

地域の産業観光施設、体験サービ

ス、地域食材、歴史等をＰＲ。また

大阪経済大学と連携して、イベント
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期間中、留学生による観光ルートの

評価を行い、外国人目線でのブラッ

シュアップを実施。イベント終了後

は、留学生が現地を訪問し、再評価

によるフォローアップを行った。 

 

[中国本部] 

・海外展開に踏み出せない層を対象

にした初歩的な英語での海外ビジ

ネススタートセミナーや、訪日外国

人向けのマーケティング、ブランデ

ィング、商品開発など、国内外の販

路拡大を目指すにあたって必要な

セミナー、ワークショップ、個別ア

ドバイスなど様々な手法によって

支援（全７回、延べ 81 名参加）。ワ

ークショップ参加者同士のコラボ

商品が、訪日外国人向けに販路を有

する店舗との取引開始する事例等

を創出。 

 

[四国本部] 

・四国内の地域資源を活かし、中小企

業者、農林水産業者等、地域が一体

となった新商品・新サービスの開発

を支援する四国サイコーダイガク

を２１年度から実施。２８年度は消

費者のライフスタイルを起点に地

域のコトを発掘して組合せた地域

ブランド創りを目的として、５グル

ープを支援。ブランディングの専門

家による７回にわたる講義と現地

への個別派遣を組合せることより、

地域のブランドコンセプトに沿っ

た新商品・新サービスを具体化。プ

ロジェクト終了時点で成果発表会

を開催するとともに、地域自治体に

も地域ブランドづくりをプレゼン

し、高い評価を受ける事例も創出。 

 

[九州本部] 

・地方創生の推進力強化を目的に、経

営発達支援計画の認定を受けた商

工会・商工会議所の伴走型支援力

の向上研修を実施。組織的な支援

のあり方や経営指導員の事業計画

作成支援に必要な能力向上策を学

ぶ基礎編と、新事業・新商品創出を

含む具体的な助言ノウハウを学ぶ

実践編の２部で構成。九州４県（福

岡・長崎・宮崎・鹿児島）において

２６回の研修会を開催し、商工会・

商工会議所、金融機関等（６６機

関）より延べ４１２名が受講。参加
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機関による事業計画作成支援件数

の増加に繋げた。 

 

 

■３つの全国本部の連携 

・機構内に設置された３つの全国本

部間での情報交換を密にするとと

もに、よろず支援拠点全国本部が実

施する全国研修会においては、再生

支援、事業引継ぎ支援それぞれの専

門家が、よろず支援拠点チーフコー

ディネーターに対し事業説明を行

う機会を設け、事業内容の十分な理

解を促すことで、よろず支援拠点と

中小企業再生支援協議会、事業引継

ぎ支援センター間での相互連携の

強化図った。 

 

■関係機関との連携・協働の強化 

○金融庁・金融機関との連携強化 

・金融庁及び財務局との連携を強化。

具体的には、次のとおり、各財務局

長、財務局理財部長及び財務事務

所長への機構業務説明を実施する

とともに、連携の推進を依頼。 

８月：新任財務局長業務説明会

（金融庁主催） 

９月：全国財務事務所長会議（財

務省主催） 

１１月：財務局理財部長会議（金

融庁主催） 

１０月～１１月：「企業・商工団

体向け業務説明会」（金融庁主

催）に各地域本部長等が、中小

企業政策の実施機関として出

席 

・金融機関の全国団体（（一社）全国

信用金庫協会、（一社）全国信用組

合中央協会）との連携を強化。具体

的には、次のとおり、中小機構の施

策情報を定期的に提供。 

６月：中小企業大学校研修、ＴＩ

Ｐ＊Ｓ、新事業創出支援事業、

小規模企業支援事業等につい

て説明、提供 

９月：経営改善計画策定支援事

業、債務保証制度、賃金引上げ

に掛かる相談窓口の設置等に

ついて説明、提供 

１２月：Ｊ－ＮＥＴ２１、ちょこ

っとゼミナール、中小企業再生

支援セミナーの開催、小規模事

業者優良支援事例等について

説明、提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域金融機関との更なる連携強化

を図るため、金融庁が主催する意見交

換会への参加、各財務局や財務事務

所、金融機関の全国団体（全信協、全

信中協）への機構業務の情報提供を継

続し、地域金融機関 4機関と新たに業

務提携を締結。 
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３月：ジェグテック、中小企業会

計啓発・普及セミナー等につい

て説明、提供 

 

○大学との連携強化 

・中小企業が抱えるマーケティング

の課題解決と、学生への実践的な学

びの場の提供を目的として、地元大

学と連携した学生による中小企業

のプロモーション戦略の調査、企画

提案を機構がコーディネート。着物

やウェディング関係の貸衣装業に

対して、大学内の礼拝堂での結婚式

や着物等のレンタルにつなげるキ

ャンペーンなど、学生による新たな

ビジネスアイディアの提案に繋が

った。 

・大学発ベンチャーの創出、地域イノ

ベーションの推進等を目的に、国立

大学法人との間では初めてとなる

組織的連携協定を東北大学と締結。

内容は、創業支援や人材育成、東日

本大震災の復興支援など６項目。中

小・ベンチャー企業の支援を推進す

ると共に、J-GoodTech 活用による

研究シーズと企業ニーズとのマッ

チング機会の創出等にも取り組ん

でいく予定。 

 

○業務提携の締結 

・２８年度における新たな業務提携

締結機関 １０機関 

 金融機関等 ４機関 

（上越信用金庫、東京信用保証協会、

かながわ信用金庫、敦賀信用組合） 

 大学 ２機関 

（大阪経済大学 中小企業・経営研究

所、東北大学） 

 地方公共団体 １機関 

（綾瀬市） 

 海外支援機関 ３機関 

（ベトナム計画投資省外国投資庁、フ

ランス公共投資銀行、高雄市工業

会） 

 

・業務提携締結機関（累計） ３１３

機関 

 金融機関等 ２０６機関、支援援機

関等 ６０機関 

 大学 １２大学、地方公共団体 １

９機関 

 海外支援機関等 １６機関 

 

 

 

 

 

 

■大学発ベンチャーの創出、地域イノ

ベーションの推進等を目的として、

国立大学法人とは初めてとなる組

織的連携協定を東北大学と締結。連

携の内容は、創業支援や人材育成、

東日本大震災の復興支援など 6 項

目。機構と東北大学とは、平成 20

年に東北大学青葉山キャンパスに

設置したインキュベータ施設（T-

Biz）を核として、中小・ベンチャ

ー企業の支援を推進するとともに、

東北大学の研究シーズ等と民間ベ

ンチャーキャピタルとのマッチン

グや、J-GoodTech 活用による研究

シーズと企業ニーズとのマッチン

グ機会の創出等、新たな取組を実施

予定。 
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②ＩＴの活用による顧客へのアプロ

ーチ 

 

・支援件数の増加が見込まれる状況

下において、効率的・効果的な支援

を行うため、ＩＴを活用した支援イ

ンフラの整備を図るとともに、Ｗｅ

ｂ等を活用した中小企業・小規模事

業者への情報発信力の強化を図る。

その際、ワンストップサービスの充

実を図る観点から、中小企業者・小

規模事業者自らや地域支援機関等

の支援担当者が支援内容等を検索・

選択できる仕組みを構築すること

などにより、中小企業者・小規模事

業者及び地域支援機関等の利便性

の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ＩＴの活用によるお客様へのアプ

ローチ 

 

支援対象の増加、支援件数の増加が

見込まれる状況下において、効率的・

効果的な支援を行うため、Ｗｅｂマッ

チングシステムの運営や中小企業・小

規模事業者の情報を一元的に管理す

る統合データベースの構築等、ＩＴの

活用によりお客様へのアプローチを

強めるとともに、全ての中小企業・小

規模事業者、地域支援機関等に必要と

する情報が届けることができること

を目標として、ＳＮＳをはじめとする

Ｗｅｂ等を活用し強力に情報を発信

する。その際、ワンストップサービス

の充実を図る観点から、支援事例や支

援実績を整理した資料を、インターネ

ットを通じて活用できるよう整備し、

中小企業・小規模事業者自らが支援内

容等について検索・選択できる仕組み

を構築することなどにより中小企業・

小規模事業者の利便性を向上させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ＩＴの活用によるお客様へのアプ

ローチ 

 

・全ての中小企業・小規模事業者等が

施策情報や事例情報を簡便な方法

で、タイムリーに確認できる仕組み

として新たに中小企業関連のニュ

ースサイトを開設する。その際、機

構が発行する広報紙「中小企業振

興」の取材等で得た記事コンテンツ

を有効活用するとともに、多くのユ

ーザーが閲覧する既存のニュース

サイト等への配信を積極的に働き

かけ、情報拡散による機構ホームペ

ージや J-Net21 の閲覧数の拡大を

目指す。 

・機構ホームページについて、機構事

業の周知を第一義的に、分かりやす

く、かつ快適な閲覧性を目指す。具

体的には機構事業の潜在的な利用

層が事業を活用しやすくなるよう、

利用者の声や活用事例を充実させ

るとともに、機構が取り組んでいる

業務をわかりやすく解説した動画

を公開する。また、機構公式

Facebook 及びメールマガジンの内

容の充実や上記ニュースサイトと

の連携により機構ホームページの

年間セッション数を、４００万件以

上とする。 

・支援対象の増加、支援件数の増加が

見込まれる状況下において、効率

的・効果的な支援を行うため、発展

するＷｅｂ技術に対応して、中小企

業向けビジネスポータルサイトで

ある J-Net21 のワンストップ情報

発信力の強化を図る観点から、掲載

情報の充実とあわせ、デザインや構

成、中小企業・小規模事業者自らが

支援内容等について検索・選択でき

る仕組みの改善を進め、中小企業・

小規模事業者に対する利便性の向

上に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈主な定量的指標〉 

・機構ホームページ年間セッション

数：４８９万セッション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ＩＴの活用によるお客様へのアプ

ローチ 

 

■中小企業ニュースサイトの開設 

・中小企業経営及び中小企業支援に

役立つ 新ニュースをスマートフ

ォンで確認できるニュースサイト

を開設。J-Net21 とのコンテンツ共

有化を図るとともに、機構公式ＳＮ

Ｓでの配信等により情報を拡散（ニ

ュース配信件数 265 件）。 

 

 

■機構ホームページの内容充実 

・機構の各事業を利用者が理解しや

すい内容とするため、記載内容やレ

イアウトの改善、利用者の声や活用

事例を掲載。また、これまで掲載し

ていたパンフレット、事例集等を閲

覧しやすくするために「電子ＢＯＯ

Ｋ」を導入し、活用。 

・機構のＰＲ動画を制作し、機構ホー

ムページ上の特設サイトで掲載す

るとともに、機構公式ＳＮＳ等を通

じて情報の拡散を図った（動画再生

回数１００万回以上）。 

・中小企業経営及び中小企業支援に

役立つ 新ニュースをスマートフ

ォンで確認できるニュースサイト

「中小企業ＮＥＷＳ」を開設（年間

計 126,122ＰＶ）。 

・各事業部門が制作した事業ＰＲや

セミナー・研修等の動画を取りまと

め、機構ホームページやＹｏｕＴｕ

ｂｅ等に公開（公開動画数 367 本） 

・公式ＳＮＳの運用 

Facebook「いいね」件数 16,003 件 

Twitter フォロワー件数 1,847 件 

・メールマガジン登録者数 20,092

件 

・機構ホームページ年間セッション

数は 489 万セッション。 

 

■マスメディアによる情報発信 

・マスメディアとの密接な関係を構

築し、効果的な情報発信を実現す

べく新聞・テレビ局等を対象に

「メディア懇談会」を計４回実

施。 

（参加者延べ数） 

産業紙１３社、地方紙１１５社、

業界紙１６社、地方テレビ局４７

社（累計） 

中小機構が明記されている記事 

■中小企業・小規模事業者に必要な情

報を届けるため、機構ＨＰのレイアウ

トを改善するとともに、中小企業経営

及び中小企業支援に役立つ 新ニュ

ースをスマートフォンで確認できる

ニュースサイト「中小企業 NEWS」を

28 年度新規に開設。なお月間のペー

ジビュー数は、開設当初の 28 年 4 月

と 29 年 3 月を比べ、3.4 倍に増加。

また 28 年度の新たな取組として、機

構の認知度向上を目的としたＢＵＺ

Ｚ動画「不都合な日常」を制作し、機

構ホームページ上の特設サイトで掲

載するとともに、機構公式ＳＮＳ等を

通じて情報の拡散を図ったところ、動

画再生回数 100 万回以上と大きな成

果を実現。27 年度に開始した「メデ

ィア懇談会」を引き続き開催し、28 年

度からの新たな取組として、中小企業

への緊急アンケートを実施し、ここで

得られた生の声をマスメディアに対

して強く発信。 

これらに加え、各事業部門が制作し

た事業ＰＲやセミナー・研修等の動画

を取りまとめ、機構ホームページやＹ

ｏｕＴｕｂｅ等での公開（公開動画数

367 本）や、地域の優れた中小企業・

小規模事業者を紹介するテレビ番組 

への制作協力を実施。これらの取組を

通じて、機構ＨＰの年度目標 400 万セ

ッション以上に対し 489 万セッショ 

ン（対年度目標 122.3％）と、目標を

大きく上回る成果を達成するととも 

に、機構の認知度は、28 年 2 月時点

の 36.7％から 1年間で 39.2％へ大き

く向上。 
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２．組織パフォーマンスの向上・組織

力の向上、業務の改善と新たな

ニーズへの対応 

 

①組織パフォーマンスの向上 

 

・機構の組織について、その目標の実

現のために業務の改善や新たなニ

ーズに即応した事業を機動的に実

施するため、柔軟な組織体制や人事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．組織パフォーマンス・組織力の向

上、業務の改善と新たなニーズ

への対応 

 

①組織パフォーマンスの向上 

 

・業務効率を向上し、組織を活性化す

ることによりお客様のニーズに一

層、迅速かつ効果的に対応できる体

制を構築する。具体的には、組織や

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・小規模事業者等データベースの企

業情報を法人番号に紐づけ、企業を

一元的に管理・参照できる仕組みを

構築する。同時に企業宛てに施策や

イベントの案内ができるような仕

組みを構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．組織パフォーマンス・組織力の向

上、業務の改善と新たなニーズ

への対応 

 

① 組織パフォーマンスの向上 

 

・お客様のニーズに迅速かつ効果的

に対応するため、組織や人員配置を

柔軟かつ機動的に見直すとともに、

ＩＴの徹底的活用による情報共有

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１,１３６件 

・「人手不足」「事業承継」等、喫緊

の課題をテーマ設定するととも

に、中小企業への緊急アンケート

を実施し、生の声を伝えるなど、

マスメディアに対して強く発信。 

 緊急アンケートのテーマ＞ 

・英国ＥＵ離脱決定 中小企業の受  

け止め方 

・米国トランプ新政権誕生による中  

小企業への影響 

・人手不足に関する中小企業への影  

響と対応状況 

・平成２７年４月からテレビ番組「日

経スペシャル『夢織人』」及び「日

本のチカラ」への制作協力をしてお

り、平成２９年度も引き続き実施予

定。 

 日経スペシャル『夢織人』 

 ＢＳジャパン・テレビ大阪 計５０

回放送  

 日本のチカラ  

 テレビ朝日・地方放送局 計４２回

放送 

・以上の取組みにより、機構の認知度 

が向上。 

2016 年 2 月時点 36.7％→2017 年 2

月時点 39.2％          

 

 

・小規模事業者等統合データベース

では、企業を一元的に管理・参照で

きる仕組みとして 27 年度末 5 事業

だった機構事業情報の収集・名寄せ

を大幅（一部の機構事業を除く）に

拡張するなど利便性向上に努め、機

構内のアクセスを増加させた。 

・小規模事業者等への積極的な施策

普及を支援するシステムとして、企

業の法人番号や業種等の情報を収

録し検索できる機能を中小企業支

援機関向けに構築した。 

 

 

２．組織パフォーマンス・組織力の向

上、業務の改善と新たなニーズへ

の対応 

 

①組織パフォーマンスの向上 

 

・機構共通の課題を解決するために、

２８年 4 月に業務改善推進会議を

設置し、組織の活性化・業務改善を

推進。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.組織パフォーマンスの向上・組織

力の向上、業務の改善と新たなニ

ーズへの対応 

 

■理事長のリーダーシップのもと、機

構組織の活性化や業務改善を推進す

るため、平成 26 年度に設置した業務

改善推進室を中心に組織横断的メン

バーで構成される「業務改善推進会

議」を新設し、組織の活性化・業務改
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配置の見直しを行うとともに、ＩＴ

を一層活用することにより業務の

効果的な実施を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人員配置の柔軟かつ機動的な見直

しを行うとともに、組織内の情報共

有の強化、意思決定の迅速化等を強

化する観点からＩＴを徹底的に活

用した体制・システムを構築する等

の多様な取組を行い、日々の業務を

改善する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の一層の強化、意思決定の迅速化等

を図る。 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・役職員向けのグループウェアに各

事業部の支援事例集を集約すると

ともに、今後事例集を作成する際の

ガイドラインを掲載する等業務を

効率的に実施するための情報共有

を促進。また、動画の撮影や編集方

法をテーマとする職員向け講習会

の実施により、動画が持つ有効性で

あるメッセージの再現性や伝播性

を実際に体感させることで動画の

活用を促し、情報共有を促進。 

・意思決定の迅速化を促進するため

に、執務室外でも役職員向けのグル

ープウェアを閲覧できる仕組みの

導入に着手。 

 

（理事長等のマネジメント） 

・役員会要領に従い、理事長は定期的

又は臨時に役員会を開催し、業務運

営の基本方針に関する事項や中期

計画及び年度計画に関する事項等

について、副理事長以下の役職員か

ら報告を受けるとともに、機構の業

務全般について指示できる体制を

構築。また、機構の業務運営の方針

の決定、業務実績の評価、決算の状

況把握等、機構の業務全般について

理事長の意思を周知・徹底。 

 

・もっとみんなで改善実行運動 

中小機構全職員一人ひとりが自

律的に改善を実行する、“カイゼン

風土”の更なる定着を目指すため、

組織と個人の両面から、改善活動を

実施。 

  ＜部署別改善運動＞ 

本部・地域本部の全３０部署で、組

織活性化・業務改善等につながる６

０テーマの改善を実行。 

[主な表彰テーマ] 

 ・補助金事業・受託事業に関する部

内横断ＰＪ 

 ・お客様の声を業務に活かすクレー

ム対応ミーティングの実施 

＜全職員ちょこっと改善運動＞ 

  一人ひとりが日頃の仕事や生活

にかかわる改善、意識向上を図る取

組み。３８５件の登録。 

 

・業務改善提案制度 

改善提案制度を継続して実施。業務

改善等につながる提案を随時受け

付け、できるものから改善を実行。

（平成２６年度より通算８８件の

善を推進。 

 

また、地域本部等を含む機構全部署

（30 部署）で組織活性化・業務改善

につながる改善実行運動を展開し、60

テーマの改善を実行。例えば「お客様

の声を業務に活かす、クレーム対応ミ

ーティング」では、これまで担当課で

個別にクレーム対応していたものを、

関係課の管理職を集めたミーティン

グで定期的に対応を検討することで、

通知文書の修正や書類の記載要領等

の改善に早急に着手することにより、

顧客のクレーム件数を削減。加えて、

中小機構全職員一人ひとりが改善を

実行する「カイゼン風土」のさらなる

定着を目指すため、「全職員ちょこっ

と改善運動」として一人ひとりが日頃

の仕事や生活にかかわる改善、意識向

上を図る取組みを実施（385 件の登

録）。 
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提案、うち６７件を実施）。 

 

・業務改善推進会議 

 共通的課題解決に向け、本部各部総

括課長代理を中心に、部門横断的メ

ンバーで議論、機構へ貢献する成果

を創出。 

 

・職員勉強会 

 本部各事業部の業務・状況説明、意

見交換等を実施。前年度よりも事業

分野を細分化して事業を紹介。(３

０回) 

 

・現場を知る会 

 主に若手職員を対象に、実際の支援

現場や機構が開催する展示会・イベ

ント等への参加機会を提供。（８回） 

 

・先輩役職員講和会 

 先輩役職員の講和を通じてその経

験や知見等から、職員自身の知識や

能力の向上を図る。（５回） 

 

・職員交流会 

業務を離れたインフォーマルな交

流を通じ、役職員間のより深い相互

理解を図る。（２回） 

 

・「かいぜんだより」の発行 

業務改善推進室の取組みや機構内

で実施されている業務改善等の活

動を周知し、社内活性化に資する。

（７回） 

 

・ＡＩやビックデータなどによる産

業構造や経済社会の変革が予想さ

れる中、理事長のリーダーシップの

もと、中小企業支援のさらなる質や

量のサービスの向上に向けて、ＡＩ

やＩＴの活用を検討するプロジェ

クトチームの立ち上げ。 

 

・理事長の発意により、ＰＤＣＡサイ

クルを機構内に定着させる取組を

強化。平成２９年度計画の策定にあ

たって、全部門、全地域本部におい

て、ＰＤＣＡサイクルに基づく、中

期計画及び平成２８年度計画の実

施状況の振り返りを実施した上で、

これを踏まえた実施方法の変更や

改善等を反映。 

 

・「地域本部のＰＤＣＡサイクル」、
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・職員に対する業績評価制度を適正

に運用し、その評価結果を処遇に適

正に反映する。 

・計画的に人材育成し職員の専門性

の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・職員に対する業績評価制度は、業務

に誇りを持って取り組み、職員の自

主性をのばし、やりがいや努力が報

われるという観点から必要に応じ

て改善を行うとともに、その評価結

果を賞与や昇給・昇格等の処遇へ反

映させる。 

・実務経験と職員個々の適性や段階

に応じた研修を通じ、専門性の高い

職員を計画的に育成する。特に、経

営支援、ファンド、研修、高度化事

業、共済などの業務で求められる専

門性と外部専門家の活用能力を高

める。 

また、定期の新卒採用にこだわらな

い採用や民間を含む地域支援機関

等との人事交流を行うことにより、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・業務効率を向上し、組織を活性化す

ることによりお客様のニーズに一

層、迅速かつ効果的に対応できる体

制を構築する。具体的には、組織生

産性向上を目指して平成 26 年度か

ら実施している組織大括り化が有

効に機能するためにライン管理職

を対象とした組織マネジメント力

向上のための研修等やスタッフ管

理職が専門性を発揮した業務遂行

に専念できる任用に努める。また、

女性職員の管理職登用時に外部機

関の研修等を活用することで、より

スムーズなマネジメント能力の発

揮をサポートする。 

・人事評価制度による平成２７年度

評価結果を職員の賞与及び昇給・昇

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「月次の予算執行管理のＰＤＣＡ」

について、会議の場等で議論。問題

意識や取組みの共有・意見交換によ

り、具体的な目標設定や目標到達の

ための創意工夫と実施後の検証の

重要性を改めて認識することで、業

務全般の効率化・改善が図られた。 

 

・理事長の発意により、中小機構の認

知度向上や全国の中小企業・小規模

事業者に分かりやすく先進的な中

小企業・小規模事業者の取組みや施

策情報を届けるため、メディアを通

じた、効果的な情報発信を実現すべ

く主に産業紙・地方新聞社・地方テ

レビ局を対象に３カ月に１回程度

開催する「メディア懇談会」を設置。 

 

・地域の優れた中小企業・小規模事業

者や地域資源等を活用した地域振

興への取組を紹介する番組に対し、

取材先候補として提供する等の制

作協力を実施。 

 

・理事長がＴＶ番組やラジオ番組に

出演し、中小企業・小規模事業者の

海外展開の必要性、事業承継支援の

重要性などを訴えるなどメディア

を活用した情報発信に注力すると

ともに、理事長自らのネットワーク

を活かして、ＴＶ局や地域の経済団

体などへの講演会、勉強会などを通

じて、中小企業・小規模事業者を取

り巻く環境変化とその対応、施策活

用等について、積極的に啓蒙・周知

活動を実施。 

 

■新規事業の実施、既存事業の一層の

強化・効率化を図るための組織・人

員配置の見直し 

・小売事業者等による複数税率対応

レジの導入等助成事業を本格的に

実施するため、「消費税軽減税率対

策費補助金統括室」を設置（４月） 

・熊本地震による罹災中小企業の相

談対応、機構業務の推進及び連絡調

整のため、「中小企業復興支援セン

ター熊本」を設置（５月） 

・人事グループとして、毎年行われる

組織ヒアリング等において聞き取

った各部門の体制や人員配置の意

見を踏まえできる限りにおいて柔

軟かつ機動的な見直しを行い総合

的にバランスのとれた人員配置に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■消費税軽減税率制度の導入に向

け、強力に事業を推進するため、「消

費税軽減税率対策費補助金統括室」

を設置（4月）したほか、熊本地震の

被災中小企業・小規模事業者の支援

ニーズに的確に対応するため、くま

もと大学連携インキュベータ内に

「中小企業復興支援センター熊本」

を設置（4月）。またＡＩやＩＴを活

用した中小企業支援のあり方を検討

するＡＩプロジェクトチーム（29年3

月）を立ち上げるなど新たな政策要

請に迅速かつ的確に対応。 
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様々な専門スキルを持った人材を

確保・育成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

格の処遇に反映させる。また、平成

27 年度に導入した評価システムを

定着化させ、ＩＴを活用した評価手

続き業務の効率化を推進する。 

 

・若手職員には将来のキャリアパス

を描くための業務経験を積ませ、中

堅職員には専門性を磨かせる人事

に努める。また、階層毎に求められ

る役割を効果的に発揮するための

階層別研修、事業部門別人材育成体

系に定められた業務遂行能力向上

のための各種研修をはじめ、中小企

業診断士養成課程、外部機関や関係

省庁が実施する研修等への派遣、通

信教育など多様な手段を講じ、人事

グループと事業部門が連携して計

画的な職員の専門性向上に努める。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

努めた。 

・ライン管理職の組織マネジメント

力を向上させることをねらいとし

た研修を開催し、２２名が参加。ま

た、女性職員のより活躍しやすい環

境作りの一環として、女性職員の能

力向上と社外交流を目的とした外

部研修への派遣を実施し、女性管理

職を含む１５名が２０コースを受

講。 

・２７年度に実施した人事評価制度

（職員の業績・能力等を総合的に評

価する制度）の評価結果について、

２８年度の職員の賞与及び昇給の

処遇に反映した。また、平成２７年

度に導入した評価システムの活用

により、従来５月中旬までかかって

いた絶対評価のフィードバックを

４月中旬に実施し、２８年度評価制

度の運用を４月中に開始した。 

・「独立行政法人通則法」（平成１１年

法律第１０３号）の規定等に基づ

き、主務大臣の２７年度業務実績評

価結果を２８年度役員報酬（業績

給）に反映。役員退職手当について

は、２８年度に役員退職手当の支給

がなかった。 

なお、主務大臣の２７年度業務実績

評価結果において、役員の異動につ

ながる評価はなかった。（独立行政

法人通則法第２８条の４に基づく

平成２７年度評価結果の反映状況

の公表） 

・主務大臣の２７年度業務実績評価

結果を２８年度職員の賞与に反映。

（独立行政法人通則法第２８条の

４に基づく平成２７年度評価結果

の反映状況の公表） 

・若手職員に関しては数年（３年程

度）スパンで配置換えを実施し機構

職員に必要な共通的・基盤的専門性

を習得できる様にし、将来の機構職

員としてのキャリアパスが描きや

すくなるよう努めた。一方、中堅職

員に関してはそれまでの職歴や保

有資格、本人の意向を総合的に勘案

し各々の専門性が高められる人事

異動に努めた。 

・２８年度研修計画に基づき、職員の

適性や能力開発段階に応じた育成

を図るため多様な研修制度を運用。

６７テーマ、研修回数７２回、受講

者数延べ３９０人。通信教育講座に

ついて、１５０コース延べ１２９人
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が活用。 

・入構４−５年目の職員及び、希望す

る課長代理・主任を対象者とした

「海外販路支援のための知識」及び

「IT を活用した支援に必要となる

システム開発プロジェクトの管理

手法」を習得するための研修を新た

に実施するほか、各階層に求められ

る職務遂行能力向上を図った。ま

た、新入職員の即戦力化に組織的に

取り組むため、一昨年度創設した

「ＯＪＴリーダー制度」のリーダー

選任者への研修も引き続き実施し

た。 

・職員の専門性向上、施策や支援ノウ

ハウ習得、研修を通じたネットワー

ク構築や視野の拡充を図るため、中

小企業診断士養成課程へ４人、中小

企業大学校支援研修へ６人、省庁や

外部研修機関が実施する新政策、会

計事務、内部監査、プロジェクトマ

ネジメント、システム開発、投資事

業管理等の専門分野の研修にのべ

５９人の職員を派遣。 

・２６年度に策定した「事業部門別人

材育成体系」の具体的な取り組みの

推進と定着化をねらいとして、策定

部門と「人材育成推進会議」を９月

と２月に開催し、各部署の取り組み

の共有化と育成体系のメンテンナ

スを図った。結果として、新たに１

部門１分野が体系に追加し、１１事

業部門２４分野の体系を整備した。 

 

[職員の資格保有者］ ※２９年１月

現在 

中小企業診断士 １０７人、宅地建物

取引主任者 ７２人、 

行政書士 １６人、税理士 ３人、一級

建築士 ３人、 

技術士 ７人、公認会計士試験合格者 

１人、 

社会保険労務士 ４人、ファイナンシ

ャルプランナー（ＡＦＰ） ２８人、

ファイナンシャルプランナー（ＣＦ

Ｐ） ８人、 

情報処理技術者 ３７人、１級土木施

工管理技士 １６人、 

土地区画整理士 １７人、測量士 ３

人、  

証券外務員１種 ５人、販売士 ７人、

商業施設士 ２人、 

証券アナリスト ７人、ＣＩＷ認定資

格 １人、 
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・環境・エネルギー、健康・医療、航

空宇宙等の成長分野など特定分野

での高度な専門性と支援意欲をも

つ外部専門家の発掘及び育成を行

う。 

 

 

 

 

 

 

②適切な評価を踏まえた業務改善と

新たなニーズへの対応 

 

・財務会計情報や事業の評価指標等

の活用に加えて、経営上重要な活動

実績等については、より迅速に把握

し共有できる取組を検討し、業務遂

行上の課題の早期発見と対応を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・十分な成果が得られていない業務

や他の支援機関が類似のサービス

を提供している事業については、改

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・成長分野、海外展開、販路開拓など

特定分野での高い専門性と支援意

欲をもつ外部専門家を積極的に登

用・活用し、機構全体としての専門

性・多様性の確保・強化を行うとと

もに、外部専門家のマネジメント体

制を改善・強化する。 

 

 

 

 

②適切な評価を踏まえた業務改善と

新たなニーズへの対応 

 

・事業の進捗状況を財務会計情報や

事業の評価指標等の内部指標によ

り把握し、日々の的確な経営判断に

活用する。業務遂行上の問題は早期

に発見し、迅速に対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・十分に成果が得られていない業務

や他の支援機関が類似のサービス

を提供している業務は、改善又は廃

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・機構全体としての専門性・多様性の

確保・強化を図るため、成長分野、

海外展開、販路開拓など特定分野で

の高い専門性と支援意欲をもつ外

部専門家の登用に努める。また、外

部専門家を擁する事業部門間で情

報共有を図り、効果的かつ柔軟な外

部専門家の登用・活用に向けた方策

の検討を進める。 

 

 

②適切な評価を踏まえた業務改善と

新たなニーズへの対応 

 

・業務遂行上の問題を早期に発見し、

迅速に対応することができるよう、

四半期ごとの損益状況等の確認や

事業の評価指標等の内部指標によ

り、事業の進捗状況を把握する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・全ての事業について横断的な見直

しを行い、十分に成果が得られてい

ない業務や他の支援機関が類似の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再開発プランナー ４人  計 ３４

８人 

[職員の修士以上の学位取得者］ ※

２９年１月現在 

博士（工学、法務、金融）  ３人、 

ＭＢＡ（経営管理学修士） ５人、 

ＭＢＡ以外の修士 ７６人   計 

８４人 

 

・「外部人材担当者連絡会」を実施し、

外部人材制度担当部署の担当者間

での様々な情報共有や制度改善に

向けた調整を図り制度の効果的な

運用の支援を行った。また、前年度

に引き続き外部専門家制度の効率

的、効果的運用のため、外部専門家

の専門分野等の「見える化」（情報

の共有）への取組みを実施した。 

外部専門家数 ３，４９９人 

 

②適切な評価を踏まえた業務改善と

新たなニーズへの対応 

 

・財務会計システムを有効活用し、よ

り迅速に財務状況を把握するため、

四半期ごとに財務データを役員会

等に報告。併せて前年対比の財源

別・事業別の損益状況や機構発足以

降の事業別の資産状況の推移等を

報告。これらの管理会計情報によ

り、各事業の現状と課題に係る活発

な議論に資するとともに業務改善

実施の基礎を提供。 

・重要業績評価指標（ＫＰＩ）につい

ては、追加、削除等の見直しを適宜

行い、事業の進捗管理を 適化。見

直しにあたっては、全項目を対象と

し、事業を直接担当する部署や、職

員からの提案が反映されるよう、本

部関係部門に対し、ヒアリングを実

施。 

・事業成果（アウトプット）を示すＫ

ＰＩは、原則月次管理とし、全役職

員で情報共有。事業の状況を把握、

予想しつつ、現時点での運営または

活動方針に反映。 

・全役職員が損益状況や事業の進捗

状況を共有することにより、組織全

体としての業務改善や予算執行計

画の見直し等を実施。 

 

○事業の廃止 

・資金調達マッチング事業は、民間機

関、地方公共団体等においても同様
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善又は廃止し、新たなニーズに対応

した事業やより効果の見込まれる

新たな手法での事業に資源を集中

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中小企業・小規模事業者等との直接

の接点となる部門が収集する施策

利用者等の情報をもとに、「企画」、

「実施」、「評価・検証」、「事業の再

構築等」による事業評価を適切に行

う。評価に際しては、相談件数など

の「アウトプット」の評価に加え、

企業の成長を客観的に判断できる

事業については、企業の業績や我が

国経済への貢献度などの「アウトカ

ム」の評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中小企業大学校は、中小企業に真に

必要な研修機会を維持しつつ、研修

内容の重点化を進めるとともに、研

止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・本計画における事業評価等は、施策

利用者等の情報をもとに、「企画」、

「実施」、「評価・検証」、「事業の再

構築等」により適切に行い、事業成

果を向上する。 

・事業再生円滑化債務保証業務は、業

務ニーズの的確な把握に努めると

ともに、今後の業務実績等を踏まえ

た上で、中期目標期間内に廃止等も

含めた見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中小企業大学校は、中小企業に真に

必要な研修機会を維持しつつ、研修

内容の重点化を進めるとともに、研

サービスを提供している業務は、そ

の必要性を検討し、改善又は廃止す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画における事業評価等は、施策

利用者等の情報をもとに、「企画」、

「実施」、「評価・検証」、「事業の再

構築等」により適切に行い、事業成

果を向上する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事業再生円滑化債務保証業務は、業

務ニーズの的確な把握に努める。 

 

 

 

 

 

・中小企業大学校では、中小企業・小

規模事業者の経営者、経営管理者等

を対象に自社の経営課題解決につ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のイベントを実施していることか

ら、２７年度をもって廃止する一

方、支援要請があった際は、機構出

資ファンドや地域金融機関等を紹

介するなど、引き続きタイムリーに

対応している。 

 

○市場化テスト（民間競争入札）等の

モニタリング 

・研修業務や施設運営が市場化テス

ト（民間競争入札）等により適切に

行われているかについて、受講者、

関係者へのヒアリング調査等を含

むモニタリングや民間事業者等か

ら提出される報告（月次、年次）に

基づき実施状況を把握。改善点が生

じた時はその都度民間事業者等と

協議し対処。また、月毎の定例会議

で民間事業者等と協議し改善点に

ついて対応を要求。 

 

○事業成果の評価・検証・改善 

・専門家継続派遣事業、販路開拓コー

ディネート事業、新連携支援事業、

ビジネスマッチング、ファンド出資

事業、インキュベーション事業、中

小企業大学校、高度化事業、地域資

源活用支援事業、農商工連携支援事

業等においては、利用者に対してア

ンケート調査やヒアリング調査を

行うなど、企業の業績、事業化の状

況、マッチングの状況、事業の目標

達成状況等の事業効果（アウトカ

ム）や支援事例を収集。 

・これらのデータや支援事例等を活

用して事業評価と業務改善を実施。 

・平成２９年度計画の策定にあたっ

て、全部門、全地域本部において、

ＰＤＣＡサイクルに基づく、中期計

画及び平成２８年度計画の実施状

況の振り返りを実施した上で、これ

を踏まえた実施方法の変更や改善

等を反映。 

 

○金融機関への保証制度周知活動に

おいて事業再生円滑化債務保証制

度を説明し、業務ニーズの把握等の

情報収集を実施。 

金融機関等への債務保証制度の説

明を実施（２７回）（再掲） 

 

・中小企業大学校は、自社の経営課題

解決につながるよう、事例研究、自

社課題解決演習等を行う日数を確

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■債務保証業務のニーズ把握（財務

省共管業務） 

金融機関への保証制度周知活動にお

いて事業再生円滑化債務保証制度を

説明し、業務ニーズの把握等の情報収

集を実施（27 回）。 
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修企画業務以外の運営業務に係る

市場化テストにより業務の効率化

を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修企画業務以外の運営業務に係る

市場化テストにより業務の効率化

を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ながる研修、小規模事業者等の事業

活動の活性化担当者を対象に支援

能力の向上につながる研修、政策課

題に対応した研修に重点を置き実

施する。 

 

・中小企業大学校における企業向け

研修及び中小企業支援担当者向け

研修に係る業務（研修企画・募集に

係るものを除いた業務）並びに施設

の運営等業務については、民間競争

入札による民間委託を全校で実施

する。実施にあたっては、業務が円

滑に実施されるよう全校でモニタ

リング等により業務実施状況を把

握し、業務実績評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保するため、１回あたりの研修日数

を拡充すると共に、中小企業施策に

直結した研修を拡充した。 

 

 

 

・中小企業大学校における企業向け

研修及び中小企業支援担当者向け

研修に係る業務（研修企画・募集に

係るものを除いた業務）並びに施設

の運営等業務については、市場化テ

スト（民間競争入札）による民間委

託を全校で実施。市場化テストにつ

いては、総務省『官民入札等監理委

員会』での審議により、終了プロセ

スへの移行が了承され、公共サービ

ス改革基本方針（２８年６月２８日

閣議決定） 

 の対象外となり、２８年度で終了。 

 

○市場化テスト（民間競争入札）等の

モニタリング（再掲） 

・研修業務や施設運営が市場化テス

ト（民間競争入札）等により適切に

行われているかについて、受講者、

関係者へのヒアリング調査等を含

むモニタリングや民間事業者等か

ら提出される報告（月次、年次）に

基づき実施状況を把握。改善点が生

じた時はその都度民間事業者等と

協議し対処。また、月毎の定例会議

で民間事業者等と協議し改善点に

ついて対応を要求。 

モニタリングの実施は以下のとおり。 

（旭川校） 

・研修運営について４５回（延べ１４

６日間）で実施。施設の管理・運営

業務については、施設内を巡回する

などして運営状況を確認。 

（仙台校） 

・研修運営について３８回（延べ１８

７日間）で実施。施設の管理・運営

業務については、施設内を巡回する

などして運営状況を確認。 

（三条校） 

・研修運営について２１回（延べ１３

１日間）で実施。施設の管理・運営

業務については、施設内を巡回する

などして運営状況を確認。 

（東京校） 

・研修運営について３７回（延べ３０

７日間）で実施。施設の管理・運営

業務については、施設内を巡回する

などして運営状況を確認。 
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（瀬戸校） 

・研修運営について１７回（延べ１１

３日間）で実施。施設の管理・運営

業務については、施設内を巡回する

などして運営状況を確認。 

（関西校） 

・研修運営について３０回（延べ１２

６日間）で実施。施設の管理・運営

業務については、施設内を巡回する

などして運営状況を確認。 

（広島校） 

・研修運営について１７回（延べ１０

０日間）で実施。施設の管理・運営

業務については、施設内を巡回する

などして運営状況を確認。 

（直方校） 

・研修運営について３７回（延べ１７

２日間）で実施。施設の管理・運営

業務については、施設内を巡回する

などして運営状況を確認。 

（人吉校） 

・研修運営について３４回（延べ１５

０日間）で実施。施設の管理・運営

業務については、施設内を巡回する

などして運営状況を確認。 

 

○業務実績評価 

・各大学校の業務実績の評価を実施。 

（参考：市場化テスト対象事業（民間

競争入札）における研修実績） 

（旭川校） 

・①受講者の満足度９８．６％ ②講

師の満足度９７．９％ 

 ③施設の満足度９４．４％ 

（仙台校） 

・①受講者の満足度９８．６％ ②講

師の満足度１００％ 

 ③施設の満足度９５．１％ 

（三条校） 

・①受講者の満足度９８．８％ ②講

師の満足度１００％ 

 ③施設の満足度９５．０％ 

・（東京校） 

①受講者の満足度９６．４％ ②講

師の満足度９９．５％ 

 ③施設の満足度９４．５％ 

（瀬戸校） 

・①受講者の満足度９７．７％ ②講

師の満足度１００％ 

 ③施設の満足度９４．３％ 

（関西校） 

・①受講者の満足度９８．２％ ②講

師の満足度９８．６％ 

 ③施設の満足度９５．４％ 
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３. 業務運営の効率化・適正化を図

るための取組 

 

①業務経費等の効率化・適正化 

 

・運営費交付金を充当して行う業務

については、一般管理費（退職手当

を除く）及び業務経費（退職手当を

除く）の合計について、新規追加部

分及び一般勘定資産の国庫納付に

伴って当該年度に新規に運営費交

付金で手当される部分を除き、毎年

度平均で前年度比１．０５％以上の

効率化を図る。 

新規追加部分及び一般勘定資産の

国庫納付に伴って当該年度に新規

に運営費交付金で手当される部分

は翌年度から１．０５％以上の効率

化を図ることとする。 

・人件費総額、給与の支給基準及び支

給水準については独立行政法人改

革等に関する基本的な方針（平成２

５年１２月２４日閣議決定）に即し

て対応する。 

・給与計算、資金出納、旅費計算等の

管理業務については、引き続き集約

化やアウトソーシングの活用など

により業務を効率的に運営する。 

 

 

 

・中小企業・小規模事業者の負担に配

慮しつつ、各種研修の受講料、専門

家の派遣料等については、適切な受

益者負担の見直しに努めるととも

に、インキュベーション施設等の賃

貸料等について、収支均衡に向けた

見直しを行うなどにより、自己収入

の確保を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．業務運営の効率化・適正化を図る

ための取組 

 

①業務経費等の効率化・適正化 

 

・運営費交付金を充当して行う業務

の効率化は、中期目標に基づき、一

般管理費（退職手当を除く）及び業

務経費（退職手当を除く）の合計に

ついて、新規追加部分及び一般勘定

資産の国庫納付に伴って当該年度

に新規に運営費交付金で手当され

る部分を除き、毎年度平均で前年度

比１．０５％以上の効率化を図る。 

新規追加部分及び一般勘定資産の

国庫納付に伴って当該年度に新規

に運営費交付金で手当される部分

は翌年度から１．０５％以上の効率

化を図ることとする。 

・人件費総額、給与の支給基準の設定

等に関しては、独立行政法人改革等

に関する基本的な方針（平成 25 年

12 月 24 日閣議決定）に即して対応

する。 

・給与計算、資金出納、旅費計算等の

管理業務は、引き続き集約化やアウ

トソーシングの活用などにより業

務の効率的な運営のための取組を

行う。 

 

 

・中小企業・小規模事業者の負担に配

慮しつつ、各種研修の受講料、専門

家の派遣料等については、適切な受

益者負担の見直しに努めるととも

に、インキュベーション施設等の賃

貸料等については、収支均衡に向け

た見直しを行うなどにより、自己収

入の確保を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．業務運営の効率化・適正化を図る

ための取組 

 

①業務経費等の効率化・適正化 

 

・運営費交付金を充当して行う業務

の効率化は、中期目標に基づき、一

般管理費（退職手当を除く）及び業

務経費（退職手当を除く）の合計に

ついて、新規追加部分及び一般勘定

資産の国庫納付に伴って当該年度

に新規に運営費交付金で手当され

る部分を除き、毎年度平均で前年度

比１．０５％以上の効率化を図る。

・人件費総額、給与の支給基準の設定

等に関しては、独立行政法人改革等

に関する基本的な方針（平成 25 年

12 月 24 日閣議決定）に即して対応

する。 

・資金出納等の管理業務は、引き続き

集約化やアウトソーシングの活用

などにより業務の効率的な運営の

ための取組を行うとともに、より効

率的なあり方を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

・中小企業・小規模事業者の負担に配

慮しつつ、各種研修の受講料、専門家

の派遣料等については、適切な受益者

負担の設定に努めるとともに、インキ

ュベーション施設等の賃貸料等につ

いては、収支均衡を念頭に置きつつ施

設運営を行い、自己収入の確保を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

・運営費交付金（退職手当を除く）の

削減：第３期中期目標期間平均で

３．９％の削減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（広島校） 

・①受講者の満足度９８．９％ ②講

師の満足度１００％ 

 ③施設の満足度９６．１％ 

（直方校） 

・①受講者の満足度９８．７％ ②講

師の満足度１００％ 

 ③施設の満足度９５．２％ 

（人吉校） 

・①受講者の満足度９９．５％ ②講

師の満足度１００％ 

③施設の満足度９８．０％ 

 

 

３．業務運営の効率化・適正化を図る

ための取組 

 

①業務経費等の効率化・適正化 

 

■運営費交付金(退職手当を除く)の

削減 

・運営費交付金を充当して行う業務

については、第 3期中期目標期間平

均で３．９％の削減(新規追加分を

除く)。 

○給与水準の適正化とコスト削減に

向けた改革の取組み 

・地域手当の適用率を自主的に抑制

（国家公務員は１級地（東京特別区） 

２０％のところ１２％とした。）。 

・広域異動手当の適用率を自主的に

抑制（国家公務員は３００ｋｍ以上

１０％のところ３％とした。）。 

・エリア限定職制度を継続（２１年度

創設）。 

・任期付職員制度を継続（２２年度創

設）。 

○対国家公務員給与比較 

１１４．３ポイント（２７年度１１３．

１ポイント） 

・地域勘案１０６．５ポイント 

・学歴勘案 １１１．２ポイント 

・地域・学歴勘案 １０４．６ポイン

ト 

 

・中小企業・小規模事業者の負担に配

慮しつつ、各種研修の受講料の適切

な受益者負担の設定を念頭に置き

つつ事業を実施。 

（参考：中小企業診断士養成課程の受

講料について民間の登録養成機関

の受講料水準等勘案し、２３年度か

ら２７年度までに段階的に引き上

げ済み。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．業務運営の効率化・適正化を図る

ための取組 

 

■運営費交付金を充当して行う業務 

については、第 3期中期目標期間の毎

年度平均で 1.05％の削減目標に対

し、これを上回る 3.9％を削減。 
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②契約の適正化 

 

・契約については、原則として一般競

争入札等によるものとし、契約の適

正化を推進する。ただし、事業の特

性に応じて合理的な調達を行うこ

ととし、その場合においては、公正

性、透明性が十分確保される方法に

より実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②契約の適正化 

 

契約は、原則として一般競争入札等

（競争入札及び企画競争・公募をい

い、競争性のない随意契約は含まな

い。）によるものとし、契約の適正化

を推進する。ただし、震災復興支援等

事務・事業の特性に応じて合理的な調

達を行うこととし、その場合において

は、公正性、透明性が十分確保される

方法により実施する。 

入札・契約の適正な実施について、

外部有識者等による契約監視委員会

及び監事等による監査を受ける。これ

らの取組状況について公表を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②契約の適正化 

 

・平成２８年度調達等合理化計画に

基づき、本年度重点的に取り組む分野

である競争性のある契約における一

者応札・応募案件減少に向けた調達の

改善として、複数の応札・応募者が見

込まれない調達に係る周知方法の検

討、適切な公告期間の設定、適切な競

争参加資格の設定および具体的な仕

様書の作成、適切な事業期間・事業規

模の設定に取り組むこととする。ま

た、事務処理効率化等を目的とした本

部一括発注による調達の推進に努め

ることにより事務処理の効率化およ

び経費削減を目指すこととする。 

障害者就労施設等への優先調達に

ついては、「障害者就労施設等から

の物品等の調達の推進に関する基

本方針」に即して定めた同計画の調

達方針に基づき前年度実績を上回

る調達に努めるものとする。 

調達に関するガバナンスの徹底の

取組として、随意契約に関する内部

統制の確立のために新たに随意契

約を締結する案件については、「入

札・契約手続委員会」で検証を行う

こととする。 

不祥事の発生の未然防止・再発防止

については、各会計機関の契約担当

職員を対象として、定期的に研修を

行うとともに、本部調達担当者によ

る契約事務実務マニュアル等を活

用した指導や情報交換を通じて、契

約担当職員のスキルアップを図り

不祥事の未然防止等に努めること

とする。 

一定基準以上の案件の調達方針に

ついては「入札・契約手続委員会」

に事前に諮ることにより契約手続

きの適正性を確保するとともに、事

後評価については外部有識者や監

事を委員とする「契約監視委員会」

において点検を行う。契約監視委員

会等で指摘された事項については、

実効性等を検討しその後の調達手

続きに反映するなど、契約手続きの

一層の改善に向けた不断の見直し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・インキュベーション施設について

は、収支均衡を念頭に置きつつ着実

な業務運営を実施。 

 

 

 

②契約の適正化 

 

・平成２８年度調達等合理化計画に

基づき、競争性のある契約における

一者応札・応募案件減少に向けた調

達の改善及び事務処理効率化等を

目的とした本部一括発注等による

調達の推進を行った。 

 その結果、同計画に定める評価指標

に対する実績は次のとおり。 

 

○一者応札・応募減少に向けた調達の

改善 

【評価指標】新規競争契約における一

者応札件数の２７年度実績（１６件）

と比べた２８年度の減少数（事前確認

公募を除く） 

＜平成２８年度実績＞２８年度の新

規競争契約における一者応札件数は

１６件であり、前年度と同数。 

（参考） 

・２７年度実績：１６件 

 

○事務処理効率化等を目的とした本

部一括発注等による調達 

【評価指標】２７年度実績額に対する

削減額 

＜平成２８度実績＞事務処理効率化

等を目的とした本部一括発注等によ

る調達の推進については、①本部にお

いて複数のリース契約となっている

コピー機器等について、プリントサー

ビスによる契約に見直し一本化を図

ったほか、②本部における事務用品の

発注については、事務用品ごとの規格

統一および単価契約に向けた調達方

針を各課へ周知したことにより事務

処理の効率化、経費削減を実施し、２

２百万円を削減。 

（参考） 

① コピー機器、プリンター、ＦＡＸ

機器リース料、保守料 

・２７年度実績：７，０００万円 

・２８年度実績：５，４００万円 

② 消耗品 

・２７年度実績：３，０００万円 

・２８年度実績：２，４００万円 

 

 

 

 

 

 

 

■契約の適正化については、平成 28

年度調達等合理化計画に基づき、競争

性のある契約における一者応札・応募

案件減少に向けた調達の改善、事務処

理効率化等を目的とした本部一括発

注等による調達を推進。 

ⅰ）一者応札・応募減少に向けた調達

の改善として、新規競争契約におけ

る一者応札件数は、前年度と同数

（27 年度 16 件→28 年度 16 件）。 

ⅱ）事務処理効率化等を目的とした調

達として、本部において複数のリー

ス契約となっているコピー機器等

の契約見直し等により、22 百万円

の経費削減を実現。 

ⅲ）障害者就労施設等への優先調達は

25.3百万円と前年度より11百万円

増。 
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③情報公開による透明性の確保 

 

・業務運営の状況、財務、監査、入札・

契約関連情報、給与水準の適正化の

取組、給与実態、各種報告等の情報

を迅速にわかりやすく公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③情報公開による透明性の確保 

 

・業務運営の状況、財務、監査、入札・

契約関連情報、給与水準の適正化

の取組、給与実態、各種報告等の情

報を迅速にわかりやすく公表す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に引き続き取り組むとともに、地域

本部等の契約担当職員への周知徹

底及び情報共有を図る。 

また、入札・契約の適正な実施につ

いては、監事等による監査を受ける

ものとする。 

なお、調達等合理化計画及び自己評

価結果、契約監視委員会審議概要、

関連法人との契約等については、機

構ホームページで公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

③情報公開による透明性の確保 

 

・業務運営の状況、財務、監査、入札・

契約関連情報、給与水準の適正化の

取組、給与実態、各種報告等の情報

を迅速にわかりやすく公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○障害者就労施設等への優先調達 

【評価指標】障害者就労施設等からの

調達増加額 

＜２８年度実績＞２８年度調達方針

を地域本部等と共有したことにより

２８年度実績は２５．３百万円の調達

となり、前年度より１１百万円の増

加。 

（参考） 

・２７年度実績：１４.３百万円 

 

○随意契約に関する内部統制の確立 

【評価指標】入札・契約手続委員会に

よる点検件数等 

＜平成２８年度実績＞入札・契約手続

委員会で、新たに随意契約を締結する

案件として３件の検証を実施。 

（参考） 

・２７年度新たな随意契約：４件 

 

○不祥事の発生の未然防止・再発防止

のための取組 

【評価指標】研修等の実施回数および

各地域本部等への訪問指導回数 

＜２８年度実績＞各会計機関の会計

担当職員を対象とした「契約担当者会

義」（８月）及び「決算マニュアル等

説明会」（３月）を、各１回実施。各

地域本部等への訪問指導は、６回実施

（関東・北陸・中部本部、関西校、九

州本部、人吉校）。 

 

・２８年度調達等合理化計画及び自

己評価結果、契約監視委員会審議概

要、関連法人との契約等について

は、機構ホームページで公表。 

 

 

③情報公開による透明性の確保 

 

・独立行政法人通則法に基づく業務

実績等報告書を機構 HP に公表（２

８年４月）。業務方法書を改正した

際には、独法通則法に基づき認可後

速やかに機構 HP において公表（２

８年４月、７月）。 

・女性活躍推進法に基づき、特定事業

主行動計画を策定し、機構 HP にお

いて公表（２８年５月）。 

・その他法律や閣議決定等に基づき、

財務、監査、入札・契約関連情報、

給与実態等の情報を機構 HP におい

て迅速にわかりやすく公表した。 
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④内部統制の充実等 

 

・内部統制機能については、更なる充

実・強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・財務の健全性及び適正な業務運営

のため、内部規程等の整備、職員研

修の拡充、情報公開等、金融業務に

係る内部ガバナンスの高度化を図

るとともに、高度化事業は、金融庁

との連携及び検査体制の整備が図

られたところで金融庁検査を導入

する（損失の危険の管理に限る）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中小企業倒産防止共済制度におけ

る異常危険準備基金の必要性と規

模に関し、その考え方及び必要額

並びに制度の維持と安定的な運営

に必要な事業費の支出内容を、事

業報告書で明らかにする。 

 

・ファンド出資事業について、ファン

ド種別ごとの出資履行金額、分配

金額及び出資金損益の年度データ

及び累計データを事業報告書で明

らかにする。 

 

・高度化事業における回収見込みの

ない債権の償却の状況及び機構内

部の審査プロセスを事業報告書で

明らかにする。 

 

④内部統制の充実等 

 

・内部統制機能は、更なる充実・強化

を図ることとし、必要な体制や規程

等の整備を行う。その際、総務省の

「独立行政法人における内部統制

と評価に関する研究会」が平成 22

年３月に公表した報告書（「独立行

政法人における内部統制と評価に

ついて」）、及び総務省政策評価・独

立行政法人評価委員会から独立行

政法人等の業務実績に関する評価

の結果等の意見として各府省独立

行政法人評価委員会等に通知した

事項を参考にする。 

 

 

 

・財務の健全性及び適正な業務運営

の確保のため、金融業務に係る内部

ガバナンスの高度化を図る。具体的

には、金融業務のリスクを的確に管

理するための内部規程等の整備、外

部専門家等による職員研修を拡充、

事業別収支情報等の情報公開等を

行う。また、高度化事業に係る金融

庁検査は、中期目標に従い的確に対

応する。 

 

・内部監査は、業務の一層の適正化・

効率化を行うため、監査計画を策定

の上実施するものとし、監査結果に

基づく改善内容について、適切に実

施する。 

 

 

・中小企業倒産防止共済制度におけ

る異常危険準備基金の必要性と規

模に関し、その考え方及び必要額並

びに制度の維持と安定的な運営に

必要な事業費の支出内容を、事業報

告書に記載する。 

 

・ファンド出資事業について、ファン

ド種別ごとの出資履行金額、分配金

額及び出資金損益の年度データ及

び累計データを事業報告書に記載

する。 

 

・高度化事業の貸付債権の償却に際

しては、償却の状況及び償却の審査

プロセスについて事業報告書に記

載にする。 

 

④内部統制の充実等 

 

・内部統制機能の更なる充実・強化を

図るため、機構におけるリスクの把

握・評価を行うとともに、内部統制

委員会及びリスク管理委員会を開

催する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・金融業務に係る内部ガバナンスの

高度化を図るため、法令に基づく立

入検査に適切に対応するとともに、

高度化事業等リスク管理評価委員

会を開催し、当該委員会の意見や助

言を踏まえて、適切な業務運営を行

う。 

 

 

 

 

・内部監査に関しては、監査のポイン

トを明確化した実施計画書を作成

し効率的な監査を実施するととも

に、業務改善に資する監査を実施す

る。また、業務方法書に基づき、監

事との連携を図るとともに、被監査

部門の内部監査結果に対する改善

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中小企業倒産防止共済制度におけ

る異常危険準備基金の必要性と規

模に関し、その考え方及び必要額並

びに制度の維持と安定的な運営に

必要な事業費の支出内容を、事業報

告書に記載した。 

 

・ファンド出資事業について、ファン

ド種別ごとの出資履行金額、分配金

額及び出資金損益の年度データ及

び累計データを事業報告書に記載。 

 

・高度化事業の貸付債権の償却に際

して、償却の状況及び償却の審査プ

ロセスについて事業報告書に記載。 

 

 

 

④内部統制の充実等 

 

・各部門におけるリスクの把握・評価

を促進し、機構全体としてのリスク

対応計画を追加・更新。同計画に基

づく対策の一環として、海外出張リ

スク管理マニュアルを作成し、内部

統制委員会及びリスク管理委員会

において審議した上で策定。両委員

会については、上記のほか高度化事

業に係るリスク管理を審議するな

ど、年間各４回開催。 

加えて、２９年度中の BCP 策定に向

けた非常時優先業務の絞り込みや、

防災マニュアルの作成など、内部統

制の更なる充実・強化に向けた取り

組みを実施。 

 

・金融業務に係る内部ガバナンスの

高度化を図るため、高度化事業等リ

スク管理委員会を２８年９月に開

催。同委員会では、信用リスク管理

体制の強化に向けた対応方針等に

ついて審議し、その審議結果も含め

て、内部統制委員会及びリスク管理

委員会で審議。 

 

 

 

・年度内部監査計画の他に個別監査

テーマごとに事前調査による監査

ポイントを明確化した内部監査実

施計画書を作成し効率的に監査を

実施。 

内部監査結果に対しては、被監査部

門より改善方針が提示され、適時フ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■機構全体のリスク対応計画に基づ 

く対策の一環として、海外出張リスク

管理マニュアルを作成し、内部統制委

員会及びリスク管理委員会において

審議した上で策定。両委員会について

は、上記のほか高度化事業に係るリス

ク管理を審議するなど、年間各４回開

催。 
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・利用者への情報提供等の利便性の

向上や内部管理業務の効率化､高度

化のため、 適化計画を踏まえ、業

務・システムの改善を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「サイバーセキュリティ戦略（平成

２５年６月１０日情報セキュリテ

ィ政策会議決定）」等の政府の方針

に則り、情報セキュリティを確保す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・このほか、既往の閣議決定等で示さ

れた政府方針に基づく取組や会計

検査院等の指摘を踏まえた見直し

について、着実に実施する。 

 

 

 

 

 

 

・コンプライアンスへの対応は、単に

法令遵守にとどまらず、広くステー

クホルダーとの関係において社会

的使命を果たす。機構役職員は、法

令・社会理念はもとより、機構の基

本理念・経営方針に基づき積極的に

行動・実践する。 

 

 

 

 

 

 

・共済業務、機構ＷＡＮの業務・シス

テムの 適化は、それぞれの業務

適化計画を踏まえ、業務の効率化・

合理化、利用者の利便性の維持・向

上、安全性・信頼性の確保等を目標

とした取組を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「サイバーセキュリティ戦略（平成

２５年６月１０日情報セキュリテ

ィ政策会議決定）」等の政府の方針

を踏まえ、情報セキュリティを確保

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・その他、既往の閣議決定等に示され

た政府方針に基づく取組及び会計

検査院等の指摘を着実に実施する。 

 

措置状況を適時フォローアップし、

理事長に報告する。 

 

 

 

 

・コンプライアンスを着実に推進し

ていくため、平成 28 年度コンプラ

イアンス・プログラムを策定し、こ

れに基づき研修等を実施する。機構

役職員は、法令・社会理念はもとよ

り、機構の基本理念・経営方針に基

づき積極的に行動・実践する。 

 

 

 

 

 

 

・共済業務・システムの 適化につい

ては、資産の棚卸及びマニュアル整

備を推進する。また、今後の 適化

計画の在り方について検討する。 

 

 

 

 

・次期機構ＷＡＮシステムの導入を

行い、業務の効率性・合理化、業務

のワークスタイルに応じインター

ネット等外部環境を経由した情報

連携などの利用者の利便性の向上

や、より高い安全性・信頼性を目指

す。 

・「独立行政法人における情報セキュ

リティ対策の推進について」等の政

府方針等を踏まえた情報セキュリ

ティポリシーを遵守し、機構が取り

扱う情報資産の安全性の維持に関

する組織的な取り組みを推進する。

また、マイナンバー制度の導入を踏

まえ、個人情報管理の強化を図ると

ともにＩＴガバナンスを強化し、よ

りセキュアな環境を構築する。 

・平成２８年度以降の実施を目指し、

「情報化ネットワークシステム運

用管理業務」に係る民間競争入札に

よる民間委託に対応するため、関係

省庁と連携し準備を行う。 

 

・その他、既往の閣議決定等に示され

た政府方針に基づく取組及び会計

検査院等の指摘を着実に実施する。

 

 

 

 

 

ォローアップすることで、改善措置

状況を理事長に報告。 

監事とは同様の報告のみならず、会

計監査人を含めた三様監査として

の意見交換等連携を実施。 

 

・機構役職員が、法令・社会理念はも

とより、機構の基本理念・経営方針

に基づき、積極的に行動・実践する

よう、２８年度コンプライアンス・

プログラムに則り、様々な啓発を実

施。 

具体的には、階層別研修及び全職員

向け eラーニングを実施したほか、

メールマガジンを毎月配信するな

ど、法令遵守にとどまらず、広くス

テークホルダーとの関係において

社会的使命を果たすコンプライア

ンス意識を醸成。 

・共済業務を支えるシステムを維持・

運営するためマスタファイル上の

格納件数を拡張するなどの整備を

行うと供に、各課の業務マニュアル

を刷新した。 

共済業務・システムについては、今

後も業務改善の推進の中において

検討していく。 

・計画通り、次期機構ＷＡＮシステム

の導入により、業務の効率性・合理

化、業務のワークスタイルに応じた

インターネット等外部環境の整備

を行い、セキュリティ対策を講じた

高い安全性・信頼性のある安定した

業務基盤の整備を終えた。 

・サイバーセキュリティ戦略等の政

府方針を受け、内閣サイバーセキュ

リティセンタ―（NISC）他が実施す

る情報セキュリティ対策に則った

具体策を講じ、機構が取り扱う情報

資産の安全性の維持に関する組織

的な取組みを進めた。また、マイナ

ンバー制度の導入に伴うセキュリ

ティ対策を講じ、個人情報管理の強

化を図った。 

・関係省庁と協議を終え、計画通り２

９年９月より「情報化ネットワーク

システム運用管理業務」に係る民間

競争入札による民間委託を実施す

るため、調達手続きを進行中。 

 

○会計検査院の指摘対応 

・該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■次期機構ＷＡＮシステムの導入に

より、業務の効率性・合理化、業務の

ワークスタイルに応じたインターネ

ット等外部環境の整備を行い、セキュ

リティ対策を講じた高い安全性・信頼

性のある安定した業務基盤を整備。 
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＜課題と対応＞ 

限られた経営資源のなかで、業務運 

営の効率化図りつつ、支援の質の向上

や新たな政策課題にも取り組んでい 

くためには、引き続き組織活性化や業

務改善に取り組んでいく必要がある。

このため、28 年 4 月に立ち上げた「業

務改善推進会議」を中心として、各部

門で解決できない課題や機構共通の 

課題への対応を組織横断的に検討し、

組織活性化・業務改善の更なる推進を

図っていく。 

さらには、ＡＩやビックデータ等に 

よる産業構造や経済社会の変革が予 

想される中、機構の中小企業者への支

援のあり方・手法にも大きな変革が求

められていることを踏まえ 29 年 3 月

に立ち上げたＡＩプロジェクトチー 

ム等では、ＡＩ等を活用して将来的に

は支援施策を 381 万の中小企業・小規

模事業者に行き渡らせる支援サービ 

スや、スマホ等でのアクセスによりい

つでも相談対応可能な支援サービス 

の提供等を検討していく。当面は、Ａ

Ｉの技術の進展や投資対効果等を検 

証し、段階的な導入の検討を進める。

業務運営の適正化については、小規

模企業共済制度及び中小企業倒産防

止共済制度における前納減額金の計

算方法の運用について、現在、調査中

であり、その結果を踏まえ必要な対策

を講じる。 

２７年度における一部会計処理の

誤謬については、独立行政法人会計基

準等に基づき２８年度に修正。再発防

止のための体制を徹底することとし

た。 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３―１ 財務内容の改善に関する事項 

当該項目の重要度、難易

度 

重要度：未設定 
難易度：未設定 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 0484 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間 終年

度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 

    業務実績 自己評価 

 Ⅳ．財務内容の改善に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 

 

＜評定と根拠＞ 

評定： Ａ 

根拠： 法人全体として、1,266 億円

の当期総利益を計上。小規模企業共

済勘定の共済資産の運用は、国内・

海外の株式市場等の影響もあり

2.39％と、前年度 0.18％を大幅に

上回る利回りを確保し、利益剰余金

を増加させる要因となっている。一

般勘定は、高度化事業で約 47 億円

の貸倒引当金戻入を計上。小規模企

業共済勘定で 1,225 億円、一般勘定

で 263 億円（うち前中期目標期間繰

越積立金 64.3 億円）の利益剰余金

を計上。このほか、保有資産の見直

しについても、日本貿易振興機構と

の会議室の相互利用による連携を

強化するとともに、中心市街地都市

型産業基盤施設については 1 施設

を地方公共団体へ譲渡し、また 1施

設は地方公共団体と譲渡に係る覚

書を締結。加えて、職員宿舎につい

ては、廃止対象借上げ宿舎 1戸を廃
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１．財務内容の改善 

  

・小規模企業共済の資産については、

小規模企業共済法第２５条第１項

に基づき、機構が「基本方針」を定

めることとされている。この基本方

針において、安全かつ効率的な運用

を確保するため、基本ポートフォリ

オ（運用に係る資産の構成）等を定

めるとともに、定期的に、外部有識

者等で構成する「資産運用委員会」

の評価・助言を受け、必要に応じ、

基本ポートフォリオ等の見直しを

検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．財務内容の改善 

 

①財務内容の改善に関する取組 

 

・小規模企業共済の資産は、小規模企

業共済法第９条に基づき小規模企

業共済法施行令第２条に定める共

済金の給付を将来にわたり確実に

行えるよう、「運用の基本方針」に

沿って運用を行う。資産運用状況に

ついては、基本ポートフォリオの効

率性や自家運用資産及び委託運用

資産に係る収益率等について検証・

評価を行い、定期的に外部有識者等

で構成する「資産運用委員会」に報

告し、評価を受けるとともに、運用

の基本方針や基本ポートフォリオ、

繰越欠損金の削減計画の見直しな

ど重要事項について助言を受け、必

要に応じこれらの見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 財務内容の改善 

 

①財務内容の改善に関する取組 

 

・小規模企業共済制度の資産は、安全

かつ効率的な運用に留意しつつ、法

令に定める共済金の給付を将来に

わたり確実に行えるよう、「運用の

基本方針」に沿って運用を行う。 

資産運用状況については、基本ポー

トフォリオの効率性や自家運用資

産及び委託運用資産に係る収益率

等について検証・評価を行い、定期

的に外部有識者等で構成する「資産

運用委員会」に報告し、評価を受け

るとともに、運用の基本方針や基本

ポートフォリオなど重要事項につ

いて助言を受ける。また、中小企業

政策審議会共済小委員会の結果を

踏まえ、必要に応じてこれらの見直

しを行う。 

なお、共済制度の資産運用状況に係

る情報は、機構ホームページ等で積

極的に公開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.財務内容の改善 

 

①財務内容の改善に関する取組 

 

・運用の基本方針に基づき、共済制度

を安定的に運営していく上で必要

とされる収益を長期的に確保する

ため、共済金の支払いに必要な流動

性を十分に確保するとともに、安全

かつ効率的な運用を行った。   

・２７年度の運用状況を６月開催の

資産運用委員会に報告し、適切な運

用と評価を受けた。 

・２８年度第３四半期までの運用状

況を２月開催の資産運用委員会に

報告し、運用方法に問題がないこと

を確認。 

・運用受託機関と四半期ごとにミー

ティングを行うとともに、評価基準

に基づき運用状況について確認、的

確に評価し、モニタリングを適切に

実施。 

・平成２８年１月に導入された日本

銀行の「マイナス金利付き量的・質

的金融緩和」や、同年３月の「中小

企業政策審議会 中小企業経営支援

分科会 第６回共済小委員会」にお

ける議論を踏まえ、金融環境の変化

に対応した基本ポートフォリオの

見直しを実施し、６月及び１０月に

開催した資産運用委員会からの助

言を受けて、新たな基本ポートフォ

リオ（案）を策定。当該（案）を１

２月の「中小企業政策審議会 中小

企業経営支援分科会 第７回共済小

委員会」にて報告し、１月の機構役

員会に付議し、了承された。また、

新たな基本ポートフォリオの２９年

４月からの適用に向け、３月に資産

の移管を実施した。 

・資産運用状況に係る情報を積極的

に公開（２７年度資産運用の状況と

評価、資産運用委員会の議事要旨等

を機構ホームページに掲載）。 

 

・運用利回り ２８年度 ２．３９％ 

（２７年度 ０．１８％） 

・当期総利益 １，１８４億円 

・利益剰余金 ２８年度 １，２２５

億円 

（２７年度  ４１億円） 

止するなど成果を上げており、Ａ評

価と判断。 

 

１．財務内容の改善 

 

■小規模企業共済資産の運用は、資産

運用の基本方針に基づき、安全かつ効

率的な運用を基本とし、共済制度を安

定的に運営していくうえで必要とさ

れる収益を長期的に確保することを

目的として運用。28 年度は、国内・海

外の株式市場等の影響もあり運用利

回りは 2.39％を確保。前年度運用利

回り 0.18％から大幅に改善し、28 年

度末の利益剰余金は、小規模企業共済

勘定として 1,225 億円と大幅に増加。

（参考：機構発足時繰越欠損金 9,363

億円、平成 20 年度繰越欠損金 9,903

億円） 
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・施設整備等勘定及び出資承継勘定

については、収支を改善するための

取組を着実に実行する。 

出資承継勘定のベンチャー企業に

対する出資は、株式処分の着実な実

行を図る。同勘定の出資先法人（三

セク）に対する出資は、毎年度の決

算の報告等を通じて、適切に経営状

況の把握を行う。必要に応じ事業運

営の改善を求めることや関係省庁

及び他の出資者との協議による早

期の株式処分等の対応を図る。 

 

・出資業務、債務保証業務、融資業務、

施設整備等業務、共済業務といった

財務の健全化を確保すべき業務に

ついては、適切な審査や債権管理の

徹底等を行うなど、適切な措置を講

じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・施設整備等勘定及び出資承継勘定

は、引き続き管理費用の削減等に努

め、収支の改善を図る。 

出資承継勘定のベンチャー企業に

対する出資は、株式処分の着実な実

行を図る。同勘定の出資先法人（三

セク）に対する出資は、毎年度の決

算の報告等を通じて、適切に経営状

況の把握を行う。必要に応じ事業運

営の改善を求めることや関係省庁

及び他の出資者との協議による早

期の株式処分等の対応を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・施設整備等勘定及び出資承継勘定

は、引き続き管理費用の削減等に努

め、収支の改善を図る。 

出資承継勘定のベンチャー企業に

対する出資は、投資先の経営状況を

適切に把握するとともに、適正に評

価した価格での売却を基本とした

株式の処分を目指し、投資先企業等

との協議を行う。 

・産業投資特別会計による出資承継

勘定の出資先法人（三セク）に対す

る出資については、毎年度の決算の

報告等を通じて、適切に経営状況の

把握を行い、経営健全化計画の実行

状況を管理するなど、事業運営の改

善を求めることとし、事業運営の改

善が見られず、経営状況の一層の悪

化が見込まれる場合には、関係省庁

及び他の出資者とも協議の上、可能

な限り早期の株式処分を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［機構発足時繰越欠損金  ９，３６

３億円］ 

［平成２０年度繰越欠損金 ９，９０

３億円］ 

 

■施設整備等勘定 

○集積促進団地の譲渡事業 

・地方公共団体や関係機関と連携し

て、首都圏及び域内企業を中心に、

団地特性に応じた業種や設備投資

の動きのある業種をターゲットと

して企業誘致活動を実施し、全体で

６区画５．１ヘクタールを譲渡賃

貸。 

 

○インキュベーション施設等 

・インキュベーション施設について

は、収支の改善を図る取組みとし

て、大学や地方公共団体、地域支援

機関等と連携した入居者誘致活動

を実施。 

インキュベーション施設（新事業創

出型） 

年間平均入居率（２７年度８７．

６％→２８年度９２．４％） 

・試作開発型事業促進施設について

は、経過業務期間終了後の売却又は

地方公共団体への移管に向けて、関

係地方公共団体等との協議及び入

居企業への説明等を実施。 

 

■出資承継勘定 

○旧産業基盤整備基金から承継した

出資先ベンチャー企業の管理（出資

先１社）。 

・投資先の経営状況を適切に把握し

つつ株式処分の可能性について検

討。投資先企業と売却の協議を行っ

た（継続中）。 

 

○出資事業（特定出資法人、繊維事業

三セク） 

・旧構造転換法、旧繊維法に基づき地

域経済の活性化、繊維産業の支援等

のため、地方公共団体、経済界の取

組みに資金面での支援を目的とし

て出資。２８年度は６社を管理。 

・全社に対し、関係する地方公共団体

に対して株式処分について協議。 

・決算の報告等を通じて経営状況の

把握を行うとともに、経営健全化計

画の進捗状況についてヒアリング

を行うなど、適切な管理を実施。 

・各社の実情に応じた収益向上策や
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②その他財務の健全性の確保に関す

る取組 

 

・高度化事業に係る債権の回収は、機

構と都道府県の責任の所在を明確

にしたうえで、機構も専門家の派遣

等により積極的に関与する。併せ

て、融資先の返済能力を踏まえた償

還可能性等について確実な審査を

行い、新たな不良債権の発生の抑制

を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中小企業倒産防止共済制度に係る

共済貸付金の回収は、着実な債権回

収を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②その他財務の健全性の確保に関す

る取組 

 

・高度化事業の債権の回収について

は、都道府県と回収方針の明確化に

努める。債権管理・回収に係る都道

府県への支援策として、債権管理研

究会の開催、債権管理アドバイザー

業務、調査・アドバイザリー業務及

び回収委託支援業務を引き続き実

施する。 

併せて回収不能な債権について、償

却を行うことにより、不良債権処理

の促進を図る。 

さらに、回収委託業務の利用促進な

ど回収の円滑化・早期化について都

道府県に働きかける。 

貸付けにあたっては、事業計画の進

捗に合わせて複数回の現地支援を

実施し、財務状況の精査、償還能力

の確認等のほか、診断・助言への対

応状況の確認を行い、確実な審査を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中小企業倒産防止共済制度におけ

る共済貸付金回収については、回収

専門人材の活用及び専門的なノウ

ハウの導入など回収管理体制の強

化を実施し、着実な債権回収を進め

る。特に、高額貸付者に対する貸付

直後の現況確認の実施や延滞発生

直後の早期対応、継続的なモニタリ

ングを徹底するなど、要回収債権に

係る管理措置を確実に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経費削減策について支援・助言の実

施。 

・１社において配当を実施。配当収入

７百万円。 

 

②その他財務の健全性の確保に関す

る取組 

 

■高度化事業 

○都道府県に対する債権管理、債権回

収に係る支援策の拡   

 充 

・債権管理研究会を２回開催し、債権

管理アドバイザーを本部に３８人

配置し、都道府県に対して債権管

理・回収に係るアドバイスを実施し

た。 

・債権回収調査会社による調査・アド

バイザリー業務を２０道県で２５

件、債権回収会社及び弁護士法人に

よる回収委託支援業務を７県で２

６件実施した。 

・償却は、１４件で約２６億円実施。 

・回収委託業務の円滑化を図るため、

連帯保証人の側面調査を２県で２

件実施した。 

・回収委託業務の早期化は、条件変更

先の回収委託として１県で２件実

施した。 

 

○確実な貸付審査の実施 

・現地支援等を積極的に行うととも

に、都道府県との連携を密にし、計

画初期段階から事業計画の内容を

把握することなどにより確実な審

査を実施。 

 

・中小企業倒産防止共済制度におけ

る共済金貸付回収については回収

専門の人材を活用し、債権回収の専

門的ノウハウを導入した債権管理

体制の強化を実施している。 

特に高額貸付者に対する貸付後の

現況確認の実施、延滞発生直後の早

期対応、長期延滞者に対する法的措

置を実施している。 

また、債務者の状況を的確に把握す

るための債務者訪問面談を徹底す

るなど、貸付債権の債権回収を確実

に実施した。（累計回収率の推移：

２０年度８５．２％、２１年度８５．

３％、２２年度８５．３％、２３年

度８５．３％、２４年度８５．３％、

２５年度８５．３％、２６年度８５．

 

 

 

 

 

■高度化事業において、高度化事業で

約 46 億円の貸倒引当金戻入を計上

し、28 年度末の利益剰余金は 263 億

円を計上（うち前中期目標期間繰越積

立金 64.3 億円）。また、高度化事業の

不良債権額は前年度比 62 億円の削

減。 
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・債務保証業務は、新規保証に係る代

位弁済率の抑制を図るための確実

な審査の実施を行うとともに、債務

保証先の業況に応じた適切な層別

管理の実施、求償権の回収管理の徹

底・適切な償却処理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・その他出資事業は、出資先の経営状

況を適切に把握するとともに、出資

者として、当該事業の政策的意義、

地域経済への諸影響に留意しつつ、

業務の改善を求めるなど、適切に対

処する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・債務保証業務の実施にあたっては、

各制度趣旨に鑑み利用の促進を行

い、代位弁済率が各制度趣旨を勘案

して抑制されるよう、確実な審査を

実施する。 

また、債務保証先の業況に応じた適

切な層別管理を実施するとともに、

求償権の回収管理の徹底を図り、適

切な償却処理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・その他出資事業については、出資先

の経営状況を適切に把握するとと

もに、出資者として、当該事業の政

策的意義、地域経済への諸影響に留

意しつつ、業務の改善を求めるな

ど、適切に対処する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４％、２７年度８５．４％、２８年

度８５．５％） 

 

■産業基盤整備勘定 

○債務保証業務 

・新規保証相談先については、審査を

実施。 

・債務保証先に対しては、 その業況

に応じた層別管理を徹底し、貸付金

融機関と連携して保証先の業況や

返済状況を確認するなど適切に対

応。 

・延滞・条件変更先及び業況悪化先に

ついては、今後の回収見込み等の状

況の把握に努めた。 

・約定返済を開始していない据置先

について、３か月毎のモニタリング

を実施。 

・正常先の完済は７社。 

・自己査定を的確に行い、信用リスク

管理を適切に実施。 

・２８年度の保証履行（代位弁済）は

なし。 

※機構設立以降の新規保証２７社

／１３８億円 代位弁済１億円 

代位弁済率０．７% 

・求償権管理については、回収の難易

度に応じた求償権の効率的な管理

を実施するとともに、債権管理・回

収の専門的知識と経験を有する専

門員を活用し、実地調査による求償

先の状況把握を行い、状況に応じた

回収及び償却を実施。 

平成２８年度 求償権回収額：４社

８百万円 

平成２８年度 求償権償却：１社２

４百万円 

・債務保証料収入  ６百万円 

・求償権残高   ２０億円 

 

 

○出資事業（高度化三セク、中心市街

地三セク等）  

・根拠法に基づき地域経済の活性化、

地域産業の支援、中心市街地の活性

化、地域住民の利便性の確保等のた

め、地方公共団体、経済界の取組み

に資金面での支援を目的として出

資。 

・出資目的に照らし、経営状況、地方

公共団体等の支援状況等も踏まえ

て出資を継続する必要性の有無に

ついて出資三セクごとに判断。 

・株主総会への出席や、決算時及び日

 

 

 

■債務保証先に対しては、 その業況

に応じた層別管理を徹底し、貸付金融

機関と連携して保証先の業況や返済

状況を確認するなど適切に対応。ま

た、ＦＡＺ三セクについては、決算の

報告やヒアリング等を通じて経営状

況を把握するなど適切な管理を実施。
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常的なヒアリングを通じて、経営状

況を適切に把握するとともに、事業

の政策的意義、地域経済への諸影響

に留意しつつ、業務の改善を求める

など、株主としての権利を活用して

適切に対処。 

・課題を抱えている出資先や経営状

況が芳しくない出資先に対しては、

別途経営状況ヒアリングや経営改

善会議を通じて、経営改善計画の策

定を要請するなどの取組みを実施。

高度化三セクにあっては巡回助言

訪問を実施。 

 また、高度化三セク及び中心市街地

三セクおいて、個別の経営状況を踏

まえ、経営の向上に資する情報提

供、出資先相互の連携や情報共有に

よる経営革新等を目的とした研究

会を開催。研究会の内容は、「建築

保全の進歩と今後の修繕の在り方」

等の講演及び事例発表。 

・中心市街地三セク 1社において、地

方公共団体の意向を踏まえ同社は

清算する方針を固め今後正式な手

続きに入る旨を役員会で報告済み。 

・高度化三セク１社において配当を

実施。配当収入 0.5 百万円。 

 

○出資事業（ＦＡＺ三セク）  

・上記出資事業のうち、産業基盤整備

勘定の三セク（ＦＡＺ三セク・９社）

については、決算の報告等を通じて

経営状況の把握を行うなど、適切な

管理を実施。 

また、個別の経営状況を踏まえ、経

営の向上に資する情報提供、出資先

相互の連携や情報共有による経営

革新等を目的とした研究会を開催。

研究会の内容は、「建築保全の進歩

と今後の修繕の在り方」等の講演及

びグループディスカッション。 

・１社は、清算完了。清算分配金２０

１百万円。 

・１社において配当を実施。配当収入

０．７百万円。 

 

○三セク出資（頭脳三セク及びＯＡ三

セク） 

・旧頭脳立地法及び地方拠点法に基

づき、地域経済の活性化、地域産業

の支援等のため、地方公共団体、経

済界の取組みに資金面での支援を

目的として出資。２８年度は１８社

を管理。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・出資目的に照らし、経営状況、地方

公共団体等の支援状況等も踏まえ

て出資を継続する必要性の有無に

ついて出資三セクごとに判断。 

・株主総会への出席や、決算時及び日

常的なヒアリングを通じて、経営状

況を適切に把握するとともに、事業

の政策的意義、地域経済への諸影響

に留意しつつ、業務の改善を求める

など、株主の権利を活用して適切に

対処。 

・頭脳三セク連絡会及びＯＡ三セク

連絡会を各１回ずつ開催。管理経費

節減や入居促進等にかかる意見交

換を行うなど、経営改善に向けた取

組みを実施。 

・経営改善を目的とした施設売却を

計画する１社と出資契約に基づく

協議を受け回答。 

・繰越欠損の大きい１社から経営改

善計画の提出を受け、経営改善につ

いて協議。 

・特定関連会社である１社及び関係

自治体と機構出資比率低減につい

て協議。 

 

○出資事業（新事業三セク） 

・旧新事業創出促進法に基づき、地域

の特性を活かした新事業創出支援

を図るため、地方公共団体、経済界

の取組みに資金面での支援を目的

として出資。２８年度は４社を管

理。 

・出資目的に照らし、経営状況、地方

公共団体等の支援状況等も踏まえ

て出資を継続する必要性の有無に

ついて出資三セクごとに判断。 

・株主総会への出席や、決算時及び日

常的なヒアリングを通じて、経営状

況を適切に把握するとともに、事業

の政策的意義、地域経済への諸影響

に留意しつつ、業務の改善を求める

など、株主の権利を活用して適切に

対処。 

・地域政策の推進を目的とした施設

の一部売却を計画する１社と出資

契約に基づく協議を受け回答。 

 

■出資三セク事業（出資承継勘定を含

む）全体のまとめ  

・機構が株式を保有する第三セクタ

ーについては、２８年度期首時点で

は８９社、２８年度期末時点では８
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・このほか、財務の健全性を確保する

べき業務は、そのための必要な措置

を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・旧産業用地事業における土地譲渡

割賦債権等については、債務者の業

況等のモニタリングを実施し、個別

債務者の財務内容を分析する等に

より、状況に応じた適切な措置を講

じ、回収を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８社。 

・株主総会への出席や、決算時及び日

常的なヒアリングを通じて、経営状

況を適切に把握するとともに、事業

の政策的意義、地域経済への諸影響

に留意しつつ、業務の改善を求める

など、株主としての権利を活用して

適切に対処している。 

・全８９社に対し、地方公共団体等と

の協議等も含め延べ３３３回の協

議等を実施。うち、経営改善等協議

を行ったものは４１社で延べ７８

回。 

 

■土地譲渡割賦債権等の管理 

・本部及び地域本部(北海道本部、九

州本部)が一体となってモニタリン

グを実施し、債務者情報等を共有す

るなど、債権管理を強化。 

・個別債務先の財務内容を分析する

ことなどにより状況に応じた適切

な管理を実施するとともに、返済条

件変更に係る運用指針等に基づき、

中長期的な資金収支等の検証を行

い、債権回収の 大化に注力。 

・土地譲渡割賦債権等回収額１６億  

 円 

・土地譲渡割賦債権等残６５億円(貸

倒引当金１５億円)、うち破産更生

債権等２１億円(貸倒引当金１３億

円) 

■資金の運用 

・独立行政法人通則法第４７条の規

定による余裕金の運用に当たって

は、同法のほか当機構法、経済産業

省告示及び当機構内規に従い、その

時々の金利情勢等を踏まえ、運用の

安全性・確実性を確保し、決済資金

及び資金需要や事業資金における

予定外の収入の落ち込み等に備え

られるよう流動性を確保するとと

もに、収益稼得のための効率性・収

益性をできるだけ確保することを

基本方針とし、満期保有を原則とし

て運用。 

・運用計画については、年度初に運用

総額等を定めた年間 

運用計画を作成し、必要に応じて

運用計画の見直しを行い、理事長の

決裁を得て役員会に報告している。

運用実績については、毎月担当理事

に、四半期ごとに役員会に報告する

ことにより資金運用体制に適切な

ガバナンスが課されている。２８年
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２．保有資産の見直し等 

 

・地方事務所及び独立行政法人日本

貿易振興機構の国内事務所の共用

化又は近接化を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．保有資産の見直し等 

 

・地方事務所及び独立行政法人日本

貿易振興機構の国内事務所の共用

化又は近接化を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・試作開発型事業促進施設は、経過業

務期間終了後に売却又は地方公共

団体への移管を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．保有資産の見直し等 

 

・地方事務所については、日本貿易振

興機構の国内事務所と会議室の共

用化を推進するとともに業務協力

に関する合意書に基づき事務所間

の一層の連携強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・試作開発型事業促進施設について、

経過業務期間終了後の売却又は地

方公共団体への移管に向けて地方

公共団体等と協議を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

度においては、大規模災害への対応

に係る資金需要として、被災中小企

業施設・設備整備支援事業の貸付

（熊本県等）、について円滑に対応

するとともに、期中の運用環境や金

利情勢の変化を踏まえた資金の運

用を実施。 

２８年度運用収入実績 １２．７億

円 

 

■運営費交付金の執行 

○運営費交付金については、業務運営

状況に応じて適正に執行管理を実

施。２８年度末の運営費交付金の執

行残高（２４．０億円）については、

熊本地震や東日本大震災からの復

興支援事業の財源、Ｗｅｂマッチン

グシステムの開発や中小企業大学

校の修繕等の財源として翌事業年

度以降に収益化していく予定。 

 

・運営費交付金の執行率(対当初予算

比率)〈復興特別経理予算を除く〉 

法人合計 １０４．２％〈１０４．

２％〉 

うち一般勘定 １０５．７％〈１０

５．９％〉 

うち小規模企業共済勘定 １００．

０％ 

うち中小企業倒産防止共済勘定 

１００．０％ 

 

２．保有資産の見直し等 

 

・従来から（独）日本貿易振興機構と

同一ビルに入居している東北、近

畿、沖縄に加え、その他の事務所に

おいても、会議室の相互利用を図っ

た（機構会議室５２回、（独）日本

貿易振興機構会議室７回）。 

・海外展示会への出展支援、ＴＰＰ協

定に活用に関する情報提供など、日

本貿易振興機構と展示会やセミナ

ーで連携することで中小企業の海

外進出に係る業務の総合的支援を

実施。 

 

・試作開発型事業促進施設について、

関係地方公共団体等との協議（青森

県 2回、八戸市 4回、浜松市 2回、

岡山市 2回、東広島市 2回、熊本県

2回、財務省 1回）及び入居企業 15

社と延べ 28 回の説明等を実施。こ

のうちテクノフロンティア八戸の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．保有資産の見直し等 

 

■地方事務所での日本貿易振興機構

と会議室の相互利用（59 回）により、

一層の連携関係を強化。 
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・中小企業大学校の宿泊研修施設等

保有資産は、利用促進に向けた取組

を実施し、施設の稼働率を向上す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中心市街地都市型産業基盤施設は、

地方公共団体等への売却又は移管

することとし、売却又は移管に向け

た協議等を行う。 

 

 

 

・インキュベーション施設の廃止又

は地方公共団体等への移管を行う

場合には、廃止・移管に要する費用・

対価等について明らかにした上で

実施する。 

 

・職員宿舎は、「独立行政法人の宿舎

見直しに関する実施計画」（平成２

４年１２月２４日行政改革担当大

臣）を踏まえ、廃止することとした

借上宿舎の着実な廃止を行うとと

もに、所有宿舎は、保有の必要性、

代替手段とのコスト比較等を行う

など不断の見直しを行う。 

 

・中小企業大学校の宿泊研修施設等

保有資産は、利用促進に向けた取組

を実施し、施設の稼働率を向上す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中心市街地都市型産業基盤施設は、

地方公共団体等と売却又は移管に

向けた協議等を行う。 

 

 

 

 

・インキュベーション施設の廃止又

は地方公共団体等への移管を行う

場合には、廃止・移管に要する費用・

対価等について明らかにした上で

実施する。 

 

・所有宿舎は、保有の必要性、代替手

段とのコスト比較等を行い、継続し

て見直しを行う。また、廃止対象の

借上宿舎については、着実に廃止す

る。 

 

 

 

 

・中小企業大学校の施設については、

外部有識者等による委員会の意見

等に従って、研修企画の工夫による

夜間・早朝研修の拡充、外部の施設

利用を促すための地元行事での活

用や地域社会との交流・貢献活動の

実施等により、施設の稼働率の向上

に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設については、八戸市からの取得

要望を受け同市への譲渡について

財務省の了解を取得したうえで市

と譲渡に向けた協議を開始。 

また、八戸以外の施設の入居者につ

いて、地域本部を通じて退去に向け

た状況を確認。 

特に、テクノフロンティア熊本の入

居者とは、地震による影響と退去の

見通しについて協議。 

・中心市街地都市型産業基盤施設に

ついて、地方公共団体等への売却又

は移管に向けて協議を実施。年度当

初に１施設を地方公共団体へ譲渡

し、また、１施設について地方公共

団体と譲渡に係る覚書を締結。 

 

・クリエイション・コアかずさ及びか

ずさバイオインキュベータについ

て、その廃止に要する費用・対価等

を明らかにした上で廃止する方針

を決定。 

 

○職員宿舎 

・「独立行政法人の宿舎見直しに関す

る実施計画」（平成２４年１２月２

４日行政改革担当大臣）を踏まえ、

廃止対象借上げ宿舎１戸を廃止。 

・宿舎制度の見直しにより、宿舎に係

る法定外福利費を削減（２７年度比

４．７％の削減）。 

 

○中小企業大学校 

・中小企業大学校の宿泊研修施設等

の稼働率向上策について、平成２６

年度に設置した専門委員会におい

て検討した改善方策に基づき、研修

企画の工夫による夜間・早朝研修の

拡充等を実施。 

・中小企業大学校について、各大学校

の施設活用状況を把握するととも

に、事業用資産の見直し等を検討

（大学校施設で研修を開校してい

た日数割合 ９０％）。 

・地域活性化や地域支援機関との連

携強化を図るため、地域支援機関、

中小企業等に研修の場を提供する

とともに、地域団体に交流の場を提

供するなど、施設の有効活用を促

進。 

【地域活性化のための連携事例】 

・地元地方公共団体との連携等によ

り、三条校、東京校、直方校、人吉

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■職員宿舎については、「独立行政法

人の宿舎見直しに関する実施計画」

（平成 24 年 12 月 24 日行政改革担当

大臣）を踏まえ、廃止対象借上げ宿舎

1戸を廃止。 
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・保有資産の見直し等について、その

利用度のほか、本来業務に支障のな

い範囲での有効利用可能性の多寡、

効果的な処分、経済合理性といった

観点に沿って、その保有の必要性に

ついて不断の見直しを行うととも

に、既往の閣議決定等で示された政

府方針を踏まえた措置を講じる。 

 

・特に、一般勘定資産については、第

２期中期目標において不要財産と

して国庫納付することとした２，０

００億円（第２期中期目標期間中に

５００億円国庫納付済）のうち３０

０億円を中期目標期間中に国庫納

付する（例えば３年間の分割とする

等。）。残余額の納付時期について

は、年度ごとの検討を行う。その際、

小規模企業共済勘定の繰越欠損金

の状況による機構全体の債務超過

や緊急の中小企業対策に必要な資

金の不足に陥ることがないよう、財

務の健全性を確保することに留意

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第２種信用基金は、経過業務に係る

債務保証残高の減少に応じて、不要

額が生じれば随時国庫納付する。 

 

 

 

 

 

 

・一般勘定資産は、第２期中期目標に

おいて不要財産として国庫納付す

ることとした２，０００億円（第２

期中期目標期間中に５００億円国

庫納付済）のうち３００億円を中期

目標期間中に国庫納付する（例えば

３年間の分割とする等。）。残余額の

納付時期については、年度ごとの検

討を行う。なお、各年度における納

付の適否及び金額については、現

在、小規模企業共済勘定が繰越欠損

の状況にあることに鑑み、今後、機

構全体が債務超過に陥ったりある

いは緊急の中小企業対策等に必要

な資金の不足に陥ったりすること

のないよう、年度ごとに主務省と協

議を行い、決定することとする。 

 

・その他保有資産は、その利用度のほ

か、本来業務に支障のない範囲での

有効利用可能性の多寡、効果的な処

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第２種信用基金については、経過業

務に係る債務保証残高の減少に応

じて、不要額が生じれば随時国庫納

付する。 

 

 

 

 

 

・平成２８年度の一般勘定資産の国

庫納付の適否及び金額については、

今後、機構全体が債務超過に陥った

りあるいは緊急の中小企業対策等

に必要な資金の不足に陥ったりす

ることのないよう、主務省と協議を

行い、決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・その他保有資産は、その利用度のほ

か、本来業務に支障のない範囲での

有効利用可能性の多寡、効果的な処

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校においてオープンキャンパスを

開催し大学校施設を開放。 

（三条校) 

 地元地域のイベント「工場の祭典」

の開催に合わせ、地元住民向け無料

セミナーや中小企業者向け無料セ

ミナー、施設見学会を実施。 

（東京校） 

 地元地方公共団体と連携し、多摩地

域の女性創業者を中心としたマル

シェや女性創業者による事業内容

のプレゼンテーション、相続相談

会、子供向け手作り体験教室等を実

施。 

（直方校） 

 地元地方公共団体と連携し、地元企

業の商品展示や親子体験教室、健康

相談等を実施。併せて小規模事業者

向けの無料セミナーを実施。 

（人吉校） 

 熊本学園大学、地元地方公共団体と

連携し、地元の歴史・文化、防災等

をテーマに公開講座を実施。 

 

・第２種信用基金については、経過業

務に係る債務保証残高の減少に応

じて基金額の見直しを実施し、１０

月に３５３百万円を国庫納付。 

 

 

 

 

 

・一般勘定資産については、第２期中

期目標において国庫納付すること

とした２，０００億円のうち３００

億円を中期目標期間中に国庫納付

することとしているが、主務省と協

議を行い、緊急の中小企業対策等へ

の支出を優先。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■金融資産の見直し 

・金融資産については、全勘定におい

て、保有の必要性の判断を行ったう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■一般勘定については、繊維業務終了

に伴う国庫納付 1.5 億円と創業支援

施設整備費の残額の国庫納付 1.5 億
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分、経済合理性といった観点に沿っ

て、その保有の必要性について不断

の見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ．予算（人件費の見積りを含む。）、

収支計画及び資金計画 

 

（１）予算計画（別紙１－１） 

【運営費交付金の算定ルール】 

（別紙１－２） 

（２）収支計画（別紙２） 

（３）資金計画（別紙３） 

 

 

Ⅴ．短期借入金の限度額 

分、経済合理性といった観点に沿っ

て、その保有の必要性について不断

の見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ．予算（人件費の見積りを含む。）、

収支計画及び資金計画 

 

（１）予算計画（別紙１） 

  

 

（２）収支計画（別紙２） 

（３）資金計画（別紙３） 

 

 

Ⅴ．短期借入金の限度額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

えで、国庫納付を実施。 

 一般勘定 ３．０億円※（３月） 

 ※①繊維業務終了に伴う国庫納付 

１．５億円 

②創業支援施設整備費の残額の

国庫納付 １．５億円 

 産業基盤整備勘定 ５．５億円※

（１０月） 

 ※①平成２７年度に清算した出資

先第３セクターからの回収金

を国庫納付 ２億円 

  ②経過業務 ３．５億円（再掲） 

 施設整備等勘定 ３. ４億円※（１

月） 

※平成２７年度に売却した中心市

街地都市型産業基盤施設２社の

売却代金を国庫納付。 

 

■その他実物資産 

○中心市街地都市型産業基盤施設 

・中心市街地都市型産業基盤施設に

ついて、地方公共団体等への売却又

は移管に向けて協議を実施。年度当

初に１施設を地方公共団体へ譲渡

し、また、１施設について地方公共

団体と譲渡に係る覚書を締結。（再

掲） 

 

○その他実物資産等 

・中小企業者及び中小企業支援機関

の支援を行うにあたり、現場重視の

視点から全国に地域本部等を展開。

事務所については、利用者の利便性

と効率性を勘案し、賃借にて設置。 

 

■知的財産 

・商標権については、ロゴや制度の愛

称（ジェグテック、経営セーフティ

共済、ちょこっとゼミナール）等、

利用者保護の観点から必要と判断

したものについて登録し管理。 

 

 

Ⅳ．予算（人件費の見積りを含む。）、

収支計画及び資金計画 

 

（１）予算計画（別紙１） 

  

（２）収支計画（別紙２） 

（３）資金計画（別紙３） 

 

 

 

Ⅴ．短期借入金の限度額 

円の合計 3億円、産業基盤整備勘定に

ついては、平成 27 年度に清算した出

資先第 3 セクターからの回収金を国

庫納付 2 億円と経過業務に係る債務

保証残高の減少に応じて基金額の見

直しによる国庫納付 3.5 億円の合計

5.5 億円、施設整備等勘定について

は、平成 27 年度に売却契約を締結し

た中心市街地都市型産業基盤施設 2

社の売却代金の国庫納付 3.4 億円。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■中心市街地都市型産業基盤施設に

ついては、地方公共団体等への売却又

は移管に向けて協議を実施。年度当初

に１施設の地方公共団体への売却を

完了し、また、１施設について地方公

共団体と譲渡に係る覚書を締結。 
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運営費交付金の受入の遅延、業務運

営等に係る資金の暫定立て替え、その

他予見し難い事象の発生等により生

じた資金不足に対応するための短期

借入金の限度額は、３５３億円とす

る。 

 

 

Ⅵ．重要な財産を譲渡し、又は担保に

供しようとするときは、その計画 

 

 

該当なし 

 

Ⅶ．剰余金の使途 

 

各勘定に剰余金が発生した時には、

後年度負担に配慮しつつ、各々の勘定

の負担に帰属すべき次の使途に充当

する。 

 

・職員の資質向上のための研修等 

・広報活動の充実 

・任期付職員等の新規採用 

・職場環境の改善、福利厚生の充実 

・施設の充実、改修 

・重点業務への充当（創業・新事業

展開の促進、経営基盤の強化、経

営環境の変化への対応の円滑化

等） 

 

Ⅷ．その他主務省令で定める業務運

営に関する事項 

 

１．施設及び設備に関する計画 

 

東日本大震災への対応として、著し

い被害を受けた中小企業・小規模事業

者等のために工場・事業場の整備等

（６，２２７百万円）を行う。 

 

 

 

また、中小企業大学校（１，７３７

百万円）、インキュベーション施設（１

９５百万円）等の修繕及び改修を行

う。 

［注］予見しがたい事情により追加

的な施設整備、改修等が追加され

ることがある。 

 

 

 

 

運営費交付金の受入の遅延、業務運

営等に係る資金の暫定立て替え、その

他予見し難い事象の発生等により生

じた資金不足に対応するための短期

借入金の限度額は、３５３億円とす

る。 

 

 

Ⅵ．重要な財産を譲渡し、又は担保に

供しようとするときは、その計画 

 

 

 

 

Ⅶ．剰余金の使途 

 

各勘定に剰余金が発生した時には、

後年度負担に配慮しつつ、各々の勘定

の負担に帰属すべき次の使途に充当

する。 

 

・職員の資質向上のための研修等 

・広報活動の充実 

・任期付職員等の新規採用 

・職場環境の改善、福利厚生の充実 

・施設の充実、改修 

・重点業務への充当（創業・新事業展

開の促進、経営基盤の強化、経営環

境の変化への対応の円滑化等） 

 

 

Ⅷ．その他主務省令で定める業務運

営に関する事項 

 

１．施設及び設備に関する計画 

 

・東日本大震災への対応として、著し

い被害を受けた中小企業・小規模事

業者等のために工場・事業場の整備

等を行う。 

 

 

 

・中小企業大学校、インキュベーショ

ン施設等の修繕及び改修工事等を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短期借入金の実績 １６億円 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ．重要な財産を譲渡し、又は担保に

供しようとするときは、その計画 

 

 

 

 

Ⅶ．剰余金の使途 

 

・一般勘定の利益剰余金については、

創業・新事業展開の促進、経営基盤

の強化、経営環境の変化への対応の

円滑化等に係る業務に充当。 

・産業基盤整備勘定の利益剰余金に

ついては、債務保証業務等に充当。 

・小規模企業共済勘定の利益剰余金

については、小規模企業共済業務に

充当。 

・中小企業倒産防止共済勘定の利益

剰余金については、中小企業倒産防

止共済業務に充当。 

 

 

 

Ⅷ．その他主務省令で定める業務運

営に関する事項 

 

１．施設及び設備に関する計画 

 

・東日本大震災への対応として、著し

い被害を受けた中小企業者等のた

めに工場・事業場・店舗等の整備等

を実施。 

 累計完成件数 ５２市町村、６４４

案件 

 

・中小企業大学校各校及びインキュ

ベーション施設において修繕等を

実施。 
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２．人事に関する計画（人員及び人件

費の効率化に関する目標を含

む。） 

 

既述の業務の実施に必要な人員を

配置する。 

 

（参考１） 

・期初の常勤職員数 ７８５人 

・期末の常勤職員数の見込み 既

述の業務の実施に必要な人員を確保

する。 

 

（参考２） 

・中期目標期間中の人件費総額の

見込み ４２，１２０百万円 

上記の額は、役員報酬、職員基準内

給与、職員諸手当、超過勤務手当、法

定福利費に相当する範囲の費用であ

る。 

 

 

３．中期目標期間を超える債務負担 

 

中期目標期間を超える債務負担は、

事業が中期目標期間を超える場合で、

当該債務負担行為の必要性・適切性を

勘案し合理的と判断されるものにつ

いて予定している。 

 

 

 

４．積立金の処分に関する事項 

 

前中期目標期間の 終事業年度に

おいて、独立行政法人通則法第４４条

の処理を行ってなお積立金がある場

合には、主務大臣の承認を受けた金額

について、下記の事業・業務等に充当

するものとする。 

 

・前中期計画において、中期目標期

間を超える債務負担としている業務 

・地域の中小企業・小規模事業者活

性化のための業務 

・東日本大震災に係る復興支援業

務 

 

 

 

 

 

 

 

２．人事に関する計画（人員及び人件

費の効率化に関する目標を含

む。） 

 

業務の実施に必要な人員を配置す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．積立金の処分に関する事項 

 

主務大臣の承認を受けた積立金に

ついては、下記の事業・業務等に充当

するものとする。 

 

・地域の中小企業・小規模事業者活

性化のための業務 

・東日本大震災に係る復興支援業  

務 

・産業基盤整備勘定（第二種信用基

金）に係る債務保証業務 

・独立行政法人中小企業基盤整備

機構法附則第８条に掲げる旧繊

維法に係る業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．人事に関する計画（人員及び人

件費の効率化に関する目標を含

む。） 

 

運営費交付金や自己資金等の財源

の状況を踏まえ、適切な職員数の管

理に努め、新卒採用の他、社会人採

用や任期付職員採用を実施し、事業

の実施に必要な人員を確保・配置し

た。 

平成２８年度末 常勤職員数 ６６

８人 

※任期付職員等を含む常勤職員数

は、７２４人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．積立金の処分に関する事項 

 

・主務大臣の承認を受けた前中期目

標期間繰越積立金（８５．２億円）

については、下記の事業・業務等に

充当（充当額及び国庫納付額 １

１．７億円）。 

２８年度末前中期目標期間繰越

積立金残高７３．５億円 

 

一般勘定（地域の中小企業・小規模

事業者活性化のための業務、東日本

大震災に係る復興支援業務、機構法

附則第８条に掲げる旧繊維法に係

る業務を含む） 

前中期目標期間繰越積立金７４．

０億円 

２８年度充当額 ８．０億円 

２８年度国庫納付額 １．７億円 

２８年度末前中期目標期間繰越積

立金残高６４．３億円 
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・産業基盤整備勘定（第二種信用基

金）に係る債務保証業務 

・独立行政法人中小企業基盤整備

機構法附則第８条に掲げる旧繊

維法に係る業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．その他機構の業務の運営に関し

必要な事項 

 

本計画は、中小企業・小規模事業者

の経営環境や経済環境の急激な変化

があった場合には、機動的かつ円滑な

対応が可能となるよう見直しを行う

ことがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他機構の業務の運営に関し

必要な事項 

 

本計画は、中小企業・小規模事業者

の経営環境や経済環境の急激な変化

があった場合には、機動的かつ円滑な

対応が可能となるよう見直しを行う

ことがある。 

 

 

 

 

 

 

 

産業基盤整備勘定(第二種信用基金

に掲げる債務保証業務) 

前中期目標期間繰越積立金 

７．４億円 

２８年度充当額 ０．７億円 

２８年度末前中期目標期間繰越

積立金残高６．７億円 

 

中小企業倒産防止共済勘定 

前中期目標期間繰越積立金３．８

億円 

２８年度充当額 １.３億円 

２８年度末前中期目標期間繰越

積立金残高２．５億円 

 

４．その他機構の業務の運営に関し

必要な事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜課題と対応＞ 

高度化事業の不良債権については、

28年度に前年度比62億円の削減とな

ったが、29 年度についても不良債権

削減のため、貸付先支援を継続して取

組んでいく必要がある。このため、引

き続き債権区分の貸倒懸念債権、要注

意債権を中心に、経営支援に係る重点

支援候補先として選定し、その中から

機構が主体的に支援を行い、経営改善

計画の策定や実行支援、その他課題に

対応した支援に取組んでいく。 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析などを記載） 

 



別紙１

＜一般勘定＞
（単位：百万円）

年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減

収入

　　運営費交付金 13,253 13,253 - - - - 832 832 - 14,085 14,085 - 

　 　　その他の補助金等 1,025 1,743 718 - - - - - - 1,025 1,743 718

　　借入金等 181 177 △ 4 - - - - - - 181 177 △ 4

　　貸付等回収金 33,344 51,620 18,276 - - - - - - 33,344 51,620 18,275

　　貸付金利息 743 979 236 - - - - - - 743 979 236

　　業務収入 2,790 3,266 475 1 - △ 1 - - - 2,792 3,266 474

　　運用収入 360 283 △ 77 0 - △ 0 3 1 △ 2 363 283 △ 80

　　受託収入 200 187 △ 13 - - - - - - 200 187 △ 13

　　その他収入 302 415 113 0 - △ 0 4 4 △ 0 307 419 112

計 52,198 71,922 19,724 1 - △ 1 840 837 △ 3 53,040 72,759 19,720

支出

　　業務経費 99,644 27,432 △ 72,212 12 - △ 12 2,201 1,151 △ 1,050 101,857 28,583 △ 73,274

　　貸付金 10,659 31,944 21,285 - - - - - - 10,659 31,944 21,285

　　出資金 46,757 38,461 △ 8,296 - - - - - - 46,757 38,461 △ 8,296

　　受託経費 200 196 △ 4 - - - - - - 200 196 △ 4

　　借入金等償還 439 416 △ 23 - - - - - - 439 416 △ 23

　　一般管理費 1,043 1,217 174 2 - △ 2 181 62 △ 119 1,226 1,279 53

　　その他支出 - 41,697 41,697 - - - - - - - 41,697 41,697

計 158,742 141,362 △ 17,380 14 - △ 14 2,382 1,213 △ 1,169 161,139 142,575 △ 18,563

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

※平成２８年度の一般勘定資産の国庫納付の適否及び金額については、今後、機構全体が債務超過に陥ったりあるいは緊急の中小企業対策等に必要な資金の不足に陥ったりすることのないよ
う、主務省と協議を行い、決定する。

合計復興特別経理繊維関連業務経理

２８年度予算計画・実績

一般経理
区分 備考
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別紙１

＜産業基盤整備勘定＞
（単位：百万円）

収入

　　業務収入 170 216 46

　　運用収入 148 95 △ 53

　　その他収入 2 1 △ 1

計 320 312 △ 8

支出

　　業務経費 143 169 26

　　代位弁済費 444 - △ 444

　　一般管理費 24 25 1

　  その他支出 335 554 219

計 947 749 △ 198

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

備考

２８年度予算計画・実績

増減実績年度計画区分
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別紙１

＜施設整備等勘定＞
（単位：百万円）

収入

　　貸付等回収金 79 20 △ 60

　　貸付金利息 8 9 1

　　業務収入 2,224 1,829 △ 395

　　運用収入 16 15 △ 1

　　その他収入 5 96 91

計 2,333 1,969 △ 364

支出

　　業務経費 1,353 1,006 △ 348

　　一般管理費　 54 46 △ 8

　　その他支出 - 338 338

計 1,407 1,390 △ 18

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

２８年度予算計画・実績

備考区分 年度計画 実績 増減
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別紙１

＜小規模企業共済勘定＞
（単位：百万円）

年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減

収入

　　運営費交付金 - - - - - - 3,774 3,774 - - - - 3,774 3,774 - 

　　借入金等 - - - 385,412 409,805 24,393 - - - △ 385,412 △ 409,805 △ 24,393 - - - 

　　貸付等回収金 401,386 414,052 12,667 396,231 406,124 9,893 - - - △ 401,386 △ 414,052 △ 12,667 396,231 406,124 9,893

　　貸付金利息 3,184 3,466 282 5,245 5,409 164 - - - △ 3,184 △ 3,466 △ 282 5,245 5,409 164

　　業務収入 584,858 603,354 18,496 - - - - - - - - - 584,858 603,354 18,496

　　運用収入 93,352 208,550 115,198 - 0 0 63 51 △ 12 - - - 93,416 208,601 115,185

　　その他収入 1,083 1,710 627 3 1 △ 1 868 1,536 668 △ 862 △ 1,530 △ 668 1,092 1,718 627

計 1,083,864 1,231,133 147,270 786,890 821,339 34,449 4,705 5,361 656 △ 790,845 △ 828,854 △ 38,009 1,084,615 1,228,980 144,366

支出

　　業務経費 588,984 544,306 △ 44,679 2,823 3,533 710 4,926 6,160 1,234 △ 862 △ 1,530 △ 667 595,871 552,469 △ 43,402

　　貸付金 385,412 409,805 24,393 379,155 401,467 22,312 - - - △ 385,412 △ 409,805 △ 24,393 379,155 401,467 22,312

　　借入金等償還 - - - 401,386 414,052 12,667 - - - △ 401,386 △ 414,052 △ 12,667 - - - 

　　支払利息 9 - △ 9 3,186 3,481 296 - - - △ 3,184 △ 3,466 △ 282 10 15 5

　　一般管理費 - - - 60 21 △ 39 82 124 42 - - - 142 146 3

計 974,405 954,111 △ 20,294 786,609 822,555 35,946 5,009 6,284 1,276 △ 790,845 △ 828,854 △ 38,009 975,179 954,097 △ 21,082

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

２８年度予算計画・実績

区分 備考
合計調整額業務等経理融資経理給付経理
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別紙１

＜中小企業倒産防止共済勘定＞
（単位：百万円）

年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減

収入

　　運営費交付金 - - - 1,394 1,394 - - - - 1,394 1,394 - 

　　貸付等回収金 45,700 48,149 2,449 - - - - - - 45,700 48,149 2,449

　　貸付金利息 326 339 13 - - - - - - 326 339 14

　　業務収入 252,026 268,552 16,526 - - - - - - 252,026 268,552 16,526

　　運用収入 2,486 2,088 △ 398 808 731 △ 76 - - - 3,294 2,820 △ 474

　　その他収入 - 148 148 209 208 △ 0 △ 202 △ 202 △ 0 6 154 148

計 300,538 319,277 18,739 2,410 2,333 △ 77 △ 202 △ 202 △ 0 302,746 321,408 18,662

支出

　　業務経費 72,434 79,453 7,019 3,140 3,940 800 △ 202 △ 202 △ 0 75,372 83,191 7,818

　　貸付金 47,015 46,776 △ 239 - - - - - - 47,015 46,776 △ 239

　　一般管理費 - - - 118 111 △ 8 - - - 118 111 △ 8

計 119,450 126,229 6,779 3,258 4,051 792 △ 202 △ 202 △ 0 122,506 130,077 7,572

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

２８年度予算計画・実績

備考
合計調整額業務等経理基金経理

区分
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別紙１

＜出資承継勘定＞
（単位：百万円）

収入

　　業務収入 7 7 - 

　　運用収入 24 23 △ 1

　　その他収入 0 0 △ 0

計 31 30 △ 1

支出

　　業務経費 9 8 △ 1

　　一般管理費 2 1 △ 1

計 11 9 △ 2

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

２８年度予算計画・実績

備考区分 年度計画 実績 増減
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別紙２

＜一般勘定＞
（単位：百万円）

年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減

費用の部 101,369 29,232 △ 72,137 10 - △ 10 2,383 1,213 △ 1,170 - △ 34 △ 34 103,762 30,412 △ 73,350

　　経常費用 101,369 28,934 △ 72,435 10 - △ 10 2,383 1,213 △ 1,170 - △ 34 △ 34 103,762 30,114 △ 73,648

　　　　業務経費 99,667 24,391 △ 75,276 9 - △ 9 2,201 1,005 △ 1,196 - △ 34 △ 34 101,877 25,362 △ 76,515

　　　　一般管理費 985 3,719 2,734 1 - △ 1 179 207 28 - - - 1,165 3,926 2,761

　　　　減価償却費 681 785 104 - - - 0 0 0 - - - 681 785 104

　　　　財務費用 3 5 2 - - - - - - - - - 3 5 2

　　　　その他の費用 34 34 △ 0 0 - △ 0 2 2 △ 0 - - - 35 36 1

　　臨時損失 - 298 298 - - - - - - - - - - 298 298

　　　　国庫納付金 - 297 297 - - - - - - - - - - 297 297

　　　　固定資産除却損 - 1 1 - - - - - - - - - - 1 1

収益の部 99,445 36,340 △ 63,105 1 - △ 1 840 893 53 - △ 34 △ 34 100,287 37,200 △ 63,087

　　経常収益 98,173 31,407 △ 66,766 0 - △ 0 840 893 53 - △ 32 △ 32 99,013 32,268 △ 66,745

　　　　運営費交付金収益 13,253 13,843 590 - - - 832 888 56 - - - 14,085 14,731 646

　　　　資産見返運営費交付金戻入 29 41 12 - - - 0 0 0 - - - 29 41 12

　　　　資産見返補助金等戻入 239 261 22 - - - - - - - - - 239 261 22

　　　　補助金等収益 81,032 9,501 △ 71,531 - - - - - - - - - 81,032 9,501 △ 71,531

　　　　貸付金利息 743 979 236 - - - - - - - - - 743 979 236

　　　　事業収入 2,019 5,977 3,958 - - - - - - - - - 2,019 5,977 3,958

　　　　受託収入 200 187 △ 13 - - - - - - - - - 200 187 △ 13

　　　　財務収益 360 282 △ 78 0 - △ 0 3 1 △ 2 - - - 363 283 △ 80

　　　　その他の収益 299 336 37 0 - △ 0 4 4 △ 1 - △ 32 △ 32 303 307 4

　　臨時利益 1,273 4,933 3,660 1 - △ 1 - - - - △ 2 △ 2 1,274 4,932 3,658

　　　　関係会社株式評価損戻入益 - 69 69 - - - - - - - △ 2 △ 2 - 68 68

　　　　貸倒引当金戻入益 1,273 4,781 3,508 1 - △ 1 - - - - - - 1,274 4,781 3,507

　　　　償却債権取立益 - 83 83 - - - - - - - - - - 83 83

純利益（△純損失） △ 1,924 7,108 9,032 △ 9 - 9 △ 1,542 △ 320 1,222 - - - △ 3,475 6,788 10,263

前中期目標期間繰越積立金取崩額 768 616 △ 152 5 - △ 5 1,550 353 △ 1,197 - - - 2,323 968 △ 1,355

総利益（△総損失） △ 1,156 7,724 8,880 △ 3 - 3 8 32 24 - - - △ 1,152 7,756 8,908

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

２８年度収支計画・実績

区分 備考
一般経理 繊維関連業務経理 復興特別経理 合計調整額
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別紙２

＜産業基盤整備勘定＞
（単位：百万円）

費用の部 2,246 197 △ 2,049

　　経常費用 2,246 189 △ 2,057

　　　　業務経費 139 119 △ 20

　　　　一般管理費 23 70 47

　　　　引当金繰入 2,085 - △ 2,085

　　　　その他の費用 0 0 0

　　臨時損失 - 8 8

　　　　固定資産除却損 - 0 0

　　　　関係会社株式処分損 - 8 8

収益の部 320 122 △ 198

　　経常収益 317 103 △ 214

　　　　事業収入 167 6 △ 161

　　　　財務収益 148 95 △ 53

　　　　その他の収益 2 1 △ 1

　　臨時利益 3 20 17

　　　　貸倒引当金戻入益 3 8 5

　　　　保証債務損失引当金戻入益 - 12 12

純利益 （△純損失） △ 1,926 △ 75 1,851

前中期目標期間繰越積立金取崩額 739 74 △ 665

総利益 （△総損失） △ 1,187 △ 1 1,186

２８年度収支計画・実績

区分 年度計画 実績 増減 備考
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別紙２

＜施設整備等勘定＞
（単位：百万円）

費用の部 2,080 1,768 △ 312

　　経常費用 2,080 1,628 △ 452

　　　　業務経費 1,574 1,048 △ 526

　　　　一般管理費 45 149 104

　　　　減価償却費 457 428 △ 29

　　　　その他の費用 4 4 △ 0

　　臨時損失 - 140 140

　　　　　固定資産除却損 - 4 4

　　　　減損損失 - 136 136

収益の部 2,169 1,887 △ 282

　　経常収益 2,095 1,654 △ 441

　　　　貸付金利息 8 9 1

　　　　事業収入 2,066 1,623 △ 443

　　　　財務収益 16 15 △ 1

　　　　その他の収益 5 7 2

　　臨時利益 74 234 160

　　　　固定資産売却益 - 0 0

　　　　貸倒引当金戻入益 74 59 △ 15

　　　　前期損益修正益 - 172 172

　　　　償却債権取立益 - 2 2

純利益（△純損失） 89 119 30

総利益（△総損失） 89 119 30

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

２８年度収支計画・実績

増減 備考区分 年度計画 実績
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別紙２

＜小規模企業共済勘定＞
（単位：百万円）

年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減

費用の部 677,853 696,528 18,675 6,224 7,174 950 5,142 5,939 797 △ 4,046 △ 4,996 △ 950 685,172 704,645 19,473

　　経常費用 677,853 696,528 18,675 6,224 7,174 950 5,142 5,939 797 △ 4,046 △ 4,996 △ 950 685,172 704,645 19,473

　　　　業務経費 677,853 696,528 18,675 5,990 6,948 958 4,661 5,149 488 △ 4,046 △ 4,996 △ 950 684,457 703,629 19,172

　　　　一般管理費 - - - 58 54 △ 4 81 361 280 - - - 139 415 276

　　　　減価償却費 - - - 174 170 △ 4 397 426 29 - - - 571 596 25

　　　　財務費用 - - - 1 1 0 1 1 0 - - - 3 3 △ 0

　　　　その他の費用 - - - 0 0 0 1 1 0 - - - 1 1 0

　　臨時損失

　　　　固定資産除却損 - - - - - - - 0 0 - - - - 0 0

収益の部

　　経常収益 682,478 817,081 134,603 5,288 5,447 159 5,078 5,502 424 △ 4,046 △ 4,996 △ 950 688,798 823,034 134,236

　　　　運営費交付金収益 - - - - - - 3,774 3,539 △ 235 - - - 3,774 3,539 △ 235

　　　　資産見返運営費交付金戻入 - - - - - - 113 117 4 - - - 113 117 4

　　　　資産見返補助金等戻入 - - - 41 37 △ 4 260 260 △ 0 - - - 300 296 △ 4

　　　　貸付金利息 3,184 3,466 282 5,245 5,409 164 - - - △ 3,184 △ 3,466 △ 282 5,245 5,409 164

　　　　事業収入 679,294 813,615 134,321 - - - - - - - - - 679,294 813,615 134,321

　　　　財務収益 - - - - 0 0 63 51 △ 12 - - - 63 51 △ 12

　　　　その他の収益 - - - 3 1 △ 2 868 1,536 668 △ 862 △ 1,530 △ 668 8 8 △ 0

純利益（△純損失） 4,625 120,553 115,928 △ 936 △ 1,727 △ 791 △ 64 △ 437 △ 373 - - - 3,626 118,389 114,763

総利益（△総損失） 4,625 120,553 115,928 △ 936 △ 1,727 △ 791 △ 64 △ 437 △ 373 - - - 3,626 118,389 114,763

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

２８年度収支計画・実績

区分
給付経理 融資経理 業務等経理 調整額 合計

備考
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別紙２

＜中小企業倒産防止共済勘定＞
（単位：百万円）

年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減

費用の部 255,919 271,941 16,022 3,228 3,876 648 △ 202 △ 202 △ 0 258,944 275,615 16,671

　　経常費用 255,919 271,806 15,887 3,228 3,876 648 △ 202 △ 202 △ 0 258,944 275,480 16,536

　　　　業務経費 255,919 271,806 15,887 2,965 3,400 435 △ 202 △ 202 △ 0 258,681 275,004 16,323

　　　　一般管理費 - - - 115 315 200 - - - 115 315 200

　　　　減価償却費 - - - 146 159 13 - - - 146 159 13

　　　　財務費用 - - - 1 1 △ 0 - - - 1 1 △ 0

　　　　その他の費用 - - - 1 1 0 - - - 1 1 0

　　臨時損失 - 135 135 - 0 0 - - - - 135 135

　　　　固定資産除却損 - - - - 0 0 - - - - 0 0

　　　　完済手当金準備基金繰入 - 135 135 - - - - - - - 135 135

収益の部 255,919 271,941 16,022 3,255 4,051 796 △ 202 △ 202 △ 0 258,971 275,790 16,819

　　経常収益 254,838 271,125 16,287 2,411 2,322 △ 89 △ 202 △ 202 △ 0 257,047 273,244 16,197

　　　　運営費交付金収益 - - - 1,394 1,380 △ 14 - - - 1,394 1,380 △ 14

　　　　資産見返運営費交付金戻入 - - - 1 1 1 - - - 1 1 1

　　　　資産見返補助金等戻入 - - - 0 0 0 - - - 0 0 0

　　　　貸付金利息 326 339 13 - - - - - - 326 339 13

　　　　事業収入 254,513 270,786 16,273 - - - - - - 254,513 270,786 16,273

　　　　財務収益 - - - 808 731 △ 77 - - - 808 731 △ 77

　　　　その他の収益 - - - 209 208 △ 1 △ 202 △ 202 △ 0 6 6 0

　　臨時利益 1,080 816 △ 264 844 1,729 885 - - - 1,925 2,545 620

　　　　貸倒引当金戻入益 - 813 813 - - - - - - - 813 813

　　　　完済手当金準備基金戻入益 1,080 - △ 1,080 - - - - - - 1,080 - △ 1,080

　　　　異常危険準備基金戻入益 - - - 844 1,729 885 - - - 844 1,729 885

　　　　償却債権取立益 - 3 3 - - - - - - - 3 3

純利益（△純損失） - - - 27 175 148 - - - 27 175 148

前中期目標期間繰越積立金取崩額 - - - 127 131 4 - - - 127 131 4

総利益（△総損失） - - - 155 306 151 - - - 155 306 151

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

２８年度収支計画・実績

区分
基金経理 業務等経理 調整額 合計

備考
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別紙２

＜出資承継勘定＞
（単位：百万円）

費用の部

　　経常費用 9 10 1

　　　　業務経費 8 8 0

　　　　一般管理費 2 2 △ 0

　　　　その他の費用 0 0 △ 0

収益の部

　　経常収益 31 30 △ 1

　　　　事業収入 7 7 - 

　　　　財務収益 24 23 △ 1

　　　　その他の収益 0 0 △ 0

純利益（△純損失） 21 20 △ 1

総利益（△総損失） 21 20 △ 1

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

実績 増減 備考区分 年度計画

２８年度収支計画・実績
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別紙３

＜一般勘定＞
（単位：百万円）

年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減

資金支出 431,418 471,572 40,154 365 - △ 365 5,561 21,043 15,482 437,344 492,615 55,271

　　業務活動による支出 111,919 101,804 △ 10,115 15 - △ 15 2,382 1,319 △ 1,063 114,316 103,123 △ 11,193

　　投資活動による支出 312,985 295,088 △ 17,897 322 - △ 322 - 19,170 19,170 313,307 314,258 951

　　財務活動による支出 61 393 332 - - - - - - 61 393 332

　　次事業年度への繰越金 6,453 74,287 67,834 28 - △ 28 3,179 554 △ 2,625 9,660 74,841 65,181

資金収入 431,418 471,572 40,154 365 - △ 365 5,561 21,043 15,482 437,344 492,615 55,271

　　業務活動による収入 36,829 42,559 5,730 1 - △ 1 840 838 △ 2 37,670 43,398 5,728

　　　　運営費交付金による収入 13,253 13,253 - - - - 832 832 - 14,085 14,085 - 

　　　　その他の補助金等 1,025 1,942 917 - - - - - - 1,025 1,942 917

　　　　貸付等回収金 17,968 22,207 4,239 1 - △ 1 - - - 17,969 22,207 4,238

　　　　事業収入 2,920 3,178 258 - - - - - - 2,920 3,178 258

　　　　受託収入 200 218 18 - - - - - - 200 218 18

　　　　その他の収入 1,463 1,762 299 0 - △ 0 8 6 △ 2 1,471 1,767 296

　　投資活動による収入 386,722 322,061 △ 64,661 361 - △ 361 - 20,090 20,090 387,083 342,151 △ 44,932

　　前事業年度よりの繰越金 7,867 106,952 99,085 3 - △ 3 4,721 115 △ 4,606 12,591 107,066 94,475

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

２８年度資金計画・実績

※平成２８年度の一般勘定資産の国庫納付の適否及び金額については、今後、機構全体が債務超過に陥ったりあるいは緊急の中小企業対策等に必要な資金の不足に陥ったりすることのないよう、
主務省と協議を行い、決定する。

区分
一般経理 繊維関連業務経理 復興特別経理 合計

備考
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別紙３

＜施設整備等勘定＞
（単位：百万円）

資金支出 19,270 19,102 △ 168

　　業務活動による支出 1,410 1,005 △ 405

　　投資活動による支出 17,500 16,861 △ 639

　　財務活動による支出 - 338 338

　　次事業年度への繰越金 359 898 539

資金収入 19,270 19,102 △ 168

　　業務活動による収入 2,332 1,878 △ 454

　　　　貸付等回収金 79 21 △ 58

　　　　事業収入 2,213 1,814 △ 399

　　　　その他の収入 40 43 3

　　投資活動による収入 16,513 16,758 245

　　前事業年度よりの繰越金 425 466 41

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

２８年度資金計画・実績

年度計画 実績 増減 備考区分
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別紙３

＜施設整備等勘定＞
（単位：百万円）

資金支出 19,270 19,102 △ 168

　　業務活動による支出 1,410 1,005 △ 405

　　投資活動による支出 17,500 16,861 △ 639

　　財務活動による支出 - 338 338

　　次事業年度への繰越金 359 898 539

資金収入 19,270 19,102 △ 168

　　業務活動による収入 2,332 1,878 △ 454

　　　　貸付等回収金 79 21 △ 58

　　　　事業収入 2,213 1,814 △ 399

　　　　その他の収入 40 43 3

　　投資活動による収入 16,513 16,758 245

　　前事業年度よりの繰越金 425 466 41

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

２８年度資金計画・実績

年度計画 実績 増減 備考区分
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別紙３

＜小規模企業共済勘定＞
（単位：百万円）

年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減

資金支出 1,934,191 2,557,016 622,825 786,802 821,521 34,719 19,520 29,168 9,648 △ 790,999 △ 827,816 △ 36,817 1,949,513 2,579,889 630,376

　　業務活動による支出 973,588 953,005 △ 20,583 385,360 407,405 22,045 4,750 5,370 620 △ 389,614 △ 413,764 △ 24,150 974,085 952,016 △ 22,069

　　投資活動による支出 950,600 1,595,681 645,081 - - - 14,583 23,121 8,538 - - - 965,183 1,618,803 653,620

　　財務活動による支出 - - - 401,408 414,075 12,667 25 25 △ 0 △ 401,386 △ 414,052 △ 12,666 47 47 0

　　次事業年度への繰越金 10,002 8,329 △ 1,673 34 42 8 162 651 489 - - - 10,198 9,022 △ 1,176

資金収入 1,934,191 2,557,016 622,825 786,802 821,521 34,719 19,520 29,168 9,648 △ 790,999 △ 827,816 △ 36,817 1,949,513 2,579,889 630,376

　　業務活動による収入 1,092,095 1,121,777 29,682 401,366 411,674 10,308 4,700 6,115 1,415 △ 405,587 △ 418,011 △ 12,424 1,092,574 1,121,557 28,983

　　　　運営費交付金による収入 - - - - - - 3,774 3,774 - - - - 3,774 3,774 - 

　　　　その他の補助金等 - - - - 203 203 - 1,839 1,839 - - - - 2,043 2,043

　　　　貸付等回収金 401,386 414,052 12,666 396,231 406,124 9,893 - - - △ 401,386 △ 414,052 △ 12,666 396,231 406,124 9,893

　　　　事業収入 590,470 609,131 18,661 - - - - - - - - - 590,470 609,131 18,661

　　　　その他の収入 100,239 98,595 △ 1,644 5,136 5,347 211 926 502 △ 424 △ 4,201 △ 3,958 243 102,099 100,485 △ 1,614

　　投資活動による収入 832,029 1,422,554 590,525 - - - 14,515 22,390 7,875 - - - 846,544 1,444,944 598,400

　　財務活動による収入 - - - 385,412 409,805 24,393 - - - △ 385,412 △ 409,805 △ 24,393 - - - 

　　前事業年度よりの繰越金 10,066 12,684 2,618 24 41 17 305 662 357 - - - 10,395 13,388 2,993

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

２８年度資金計画・実績

区分
給付経理 融資経理 業務等経理 調整額 合計

備考

 
180



別紙３

＜中小企業倒産防止共済勘定＞
（単位：百万円）

年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減 年度計画 実績 増減

資金支出 668,524 694,752 26,228 23,052 47,278 24,226 △ 92 △ 95 △ 3 691,483 741,934 50,451

　　業務活動による支出 119,287 125,512 6,225 3,096 3,600 504 △ 92 △ 95 △ 3 122,291 129,016 6,725

　　投資活動による支出 549,100 561,500 12,400 19,825 43,298 23,473 - - - 568,925 604,798 35,873

　　財務活動による支出 - - - 16 16 △ 0 - - - 16 16 △ 0

　　次事業年度への繰越金 137 7,740 7,603 114 365 251 - - - 251 8,105 7,854

資金収入 668,524 694,752 26,228 23,052 47,278 24,226 △ 92 △ 95 △ 3 691,483 741,934 50,451

　　業務活動による収入 301,912 324,686 22,774 2,327 2,251 △ 76 △ 92 △ 95 △ 3 304,147 326,841 22,694

　　　　運営費交付金による収入 - - - 1,394 1,394 - - - - 1,394 1,394 - 

　　　　貸付等回収金 45,700 48,161 2,461 - - - - - - 45,700 48,161 2,461

　　　　事業収入 253,381 273,927 20,546 - - - - - - 253,381 273,927 20,546

　　　　その他の収入 2,831 2,599 △ 232 934 857 △ 77 △ 92 △ 95 △ 3 3,672 3,360 △ 312

　　投資活動による収入 366,600 368,900 2,300 20,618 42,850 22,232 - - - 387,218 411,750 24,532

　　前事業年度よりの繰越金 12 1,166 1,154 106 2,177 2,071 - - - 118 3,343 3,225

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

２８年度資金計画・実績

業務等経理 調整額 合計
備考区分

基金経理

 
181



別紙３

＜出資承継勘定＞
（単位：百万円）

資金支出 2,857 5,093 2,236

　　業務活動による支出 11 9 △ 2

　　投資活動による支出 2,839 5,040 2,201

　　次事業年度への繰越金 6 44 38

資金収入 2,857 5,093 2,236

　　業務活動による収入 31 30 △ 1

　　　　事業収入 7 7 - 

　　　　その他の収入 24 23 △ 1

　　投資活動による収入 2,818 4,640 1,822

　　前事業年度よりの繰越金 7 423 416

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

実績 増減 備考区分 年度計画

２８年度資金計画・実績
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平　 成　 ２８　 事　  業　 年　 度
決　　　 算　　　 報　 　　 告　　　 書

（自　平成２８年４月１日　　　　　　

（一般勘定） （単位：円）

予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考 予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考

収入 収入

　運営費交付金 13,252,612,000           13,252,612,000           -                              　運営費交付金 832,428,000               832,428,000               -                              

　その他の補助金等 1,025,400,000             1,743,028,490             717,628,490               補助金の受入実績の増 　その他の補助金等 -                              -                              -                              

　借入金等 181,112,000               177,441,000               △3,671,000               　借入金等 -                              -                              -                              

　貸付等回収金 33,344,026,000           51,619,502,604           18,275,476,604           ファンド出資の分配金実績等の増 　貸付等回収金 -                              -                              -                              

　貸付金利息 742,768,000               979,232,130               236,464,130               高度化貸付金等の利息収入の増 　貸付金利息 -                              -                              -                              

　業務収入 2,790,498,000             3,265,506,589             475,008,589               土地譲渡割賦債権の回収実績の増 　業務収入 -                              -                              -                              

　運用収入 359,621,000               282,599,781               △77,021,219             利息収入の減 　運用収入 3,271,000                  775,594                     △2,495,406               利息収入の減

　受託収入 200,041,000               187,264,054               △12,776,946             　受託収入 -                              -                              -                              

　その他収入 302,386,000               415,061,145               112,675,145               償却済債権の回収実績等の増 　その他収入 4,319,000                  3,928,127                  △390,873                 

　計 52,198,464,000           71,922,247,793           19,723,783,793           　計 840,018,000               837,131,721               △2,886,279               

支出 支出

　業務経費 99,643,659,000           27,431,741,135           △72,211,917,865        補助金事業（基金型）等の実績の減 　業務経費 2,201,256,000             1,151,402,043             △1,049,853,957         被災地域産業地区再生整備事業等の実績の減

　貸付金 10,658,805,000           31,943,672,000           21,284,867,000           高度化貸付金の貸付実績の増 　貸付金 -                              -                              -                              

　出資金 46,757,198,000           38,460,800,283           △8,296,397,717         ファンド出資実績の減 　出資金 -                              -                              -                              

　受託経費 200,041,000               195,972,823               △4,068,177               　受託経費 -                              -                              -                              

　借入金等償還 439,282,000               416,168,734               △23,113,266             　借入金等償還 -                              -                              -                              

　一般管理費 1,042,810,000             1,216,723,280             173,913,280               管理部門の経費負担の増 　一般管理費 181,172,000               61,953,052                 △119,218,948            管理部門の経費負担の減

　その他支出 -                              41,696,987,430           41,696,987,430           補助金（基金型）の返還等による増 　その他支出 -                              -                              -                              

　計 158,741,795,000         141,362,065,685         △17,379,729,315        　計 2,382,428,000             1,213,355,095             △1,169,072,905         

予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考 予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考

収入 収入

　運営費交付金 -                              -                              -                              　運営費交付金 14,085,040,000           14,085,040,000           -                              

　その他の補助金等 -                              -                              -                              　その他の補助金等 1,025,400,000             1,743,028,490             717,628,490               補助金の受入実績の増

　借入金等 -                              -                              -                              　借入金等 181,112,000               177,441,000               △3,671,000               

　貸付等回収金 -                              -                              -                              　貸付等回収金 33,344,026,000           51,619,502,604           18,275,476,604           ファンド出資の分配金実績等の増

　貸付金利息 -                              -                              -                              　貸付金利息 742,768,000               979,232,130               236,464,130               高度化貸付金等の利息収入の増

　業務収入 1,024,000                  -                              △1,024,000               経理廃止のため 　業務収入 2,791,522,000             3,265,506,589             473,984,589               土地譲渡割賦債権の回収実績の増

　運用収入 125,000                     -                              △125,000                 同上 　運用収入 363,017,000               283,375,375               △79,641,625             利息収入の減

　受託収入 -                              -                              -                              　受託収入 200,041,000               187,264,054               △12,776,946             

　その他収入 33,000                      -                              △33,000                   同上 　その他収入 306,738,000               418,989,272               112,251,272               償却済債権の回収実績等の増

　計 1,182,000                  -                              △1,182,000               　計 53,039,664,000           72,759,379,514           19,719,715,514           

支出 支出

　業務経費 12,470,000                 -                              △12,470,000             同上 　業務経費 101,857,385,000         28,583,143,178           △73,274,241,822        事業実績の減

　貸付金 -                              -                              -                              　貸付金 10,658,805,000           31,943,672,000           21,284,867,000           高度化貸付金の貸付実績の増

　出資金 -                              -                              -                              　出資金 46,757,198,000           38,460,800,283           △8,296,397,717         ファンド出資実績の減

　受託経費 -                              -                              -                              　受託経費 200,041,000               195,972,823               △4,068,177               

　借入金等償還 -                              -                              -                              　借入金等償還 439,282,000               416,168,734               △23,113,266             

　一般管理費 1,954,000                  -                              △1,954,000               同上 　一般管理費 1,225,936,000             1,278,676,332             52,740,332                 

　その他支出 -                              -                              -                              　その他支出 -                              41,696,987,430           41,696,987,430           補助金（基金型）の返還等による増

　計 14,424,000                 -                              △14,424,000             　計 161,138,647,000         142,575,420,780         △18,563,226,220        

復興特別経理

至　平成２９年３月３１日）

区　　　分区　　　分

区　　　分区　　　分
一般経理

繊維関連業務経理 合　計

   （注）損益計算書の計上額と決算額の集計区分の相違の概要

    （１）貸付等回収金及び貸付金は、貸借対照表の事業貸付金等の当期減少額及び当期増加額であります。

    （２）運用収入は損益計算書上、資産運用収入及び財務収益に含めて表示しております。

    （３）一般管理費については、損益計算書上の一般管理費から地域本部企画調整課等に要した経費を除いた額を計上しており ます。

別紙４
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（産業基盤整備勘定） （単位：円）

収入

　業務収入 169,685,000              215,863,062              46,178,062                出資先の解散に伴う清算分配金の増

　運用収入 148,253,000              94,937,037                △53,315,963             利息収入の減

　その他収入 2,115,000                  1,277,027                  △837,973                 雑益の減

　計 320,053,000              312,077,126              △7,975,874              

支出

　業務経費 143,349,000              169,296,568              25,947,568                事業実績の増

　代位弁済費 444,195,000              -                             △444,195,000           保証履行実績なし

　一般管理費 24,247,000                25,260,339                1,013,339                  

　その他支出 335,365,000              554,139,663              218,774,663              不要財産に係る国庫納付による増

　計 947,156,000              748,696,570              △198,459,430           

（注）損益計算書の計上額と決算額の集計区分の相違の概要

  （１）業務収入は、損益計算書の債務保証料収入額に求償権回収額と清算分配金等を加算した額を記載しております。

  （２）代位弁済費は、保証債務の履行金額を記載しており、貸借対照表の求償権に記載しております。

  （３）一般管理費については、損益計算書上の一般管理費から地域本部企画調整課等に要した経費を除いた額を計上しております。

平　成　２８　事　業　年　度

（自　平成２８年４月１日　　至　平成２９年３月３１日）

予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考区　　　分

決　　　算　　　報　　　告　　　書 別紙４
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（施設整備等勘定） （単位：円）

収入

　貸付等回収金 79,477,000                19,747,000                △59,730,000             跡地見返資金貸付金の回収実績の減

　貸付金利息 7,869,000                  9,221,519                  1,352,519                  跡地見返資金貸付金利息収入の回収実績の増

　業務収入 2,224,150,000            1,829,151,945            △394,998,055           施設賃貸収入の減及び販売用不動産の譲渡実績の減

　運用収入 16,040,000                14,741,057                △1,298,943              

　その他収入 5,123,000                  96,199,028                91,076,028                固定資産の売却による増

　計 2,332,659,000            1,969,060,549            △363,598,451           

支出

　業務経費 1,353,378,000            1,005,733,957            △347,644,043           賃貸等不動産事業実績の減

　一般管理費 54,002,000                46,057,429                △7,944,571              管理部門の経費負担の減

   その他支出 -                             337,997,215              337,997,215              不要財産に係る国庫納付による増

　計 1,407,380,000            1,389,788,601            △17,591,399             

（注）損益計算書の計上額と決算額の集計区分の相違の概要

　一般管理費については、損益計算書上の一般管理費から地域本部企画調整課等に要した経費を除いた額を計上しております。

平　成　２８　事　業　年　度
決　　　算　　　報　　　告　　　書

（自　平成２８年４月１日　　至　平成２９年３月３１日）

予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考区　　　分

別紙４
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平　 成　 ２８　 事　  業　 年　 度
決　　　 算　　　 報　 　　 告　　　 書

（自　平成２８年４月１日　　　　　　

（小規模企業共済勘定） （単位：円）

予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考 予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考

収入 収入

　運営費交付金 -                              -                              -                              　運営費交付金 -                              -                              -                              

　その他の補助金等 -                              -                              -                              　その他の補助金等 -                              -                              -                              

　借入金等 -                              -                              -                              　借入金等 △385,412,338,000       △409,805,418,613       △24,393,080,613        

　貸付等回収金 401,385,733,000          414,052,319,724          12,666,586,724            　貸付等回収金 △401,385,733,000       △414,052,319,724       △12,666,586,724        

　貸付金利息 3,184,313,000             3,466,346,193             282,033,193                　貸付金利息 △3,184,313,000          △3,466,346,193          △282,033,193            

　業務収入 584,857,847,000          603,354,142,160          18,496,295,160            　業務収入 -                              -                              -                              

　運用収入 93,352,440,000            208,550,161,335          115,197,721,335          信託運用益の増等 　運用収入 -                              -                              -                              

　その他収入 1,083,451,000             1,710,374,231             626,923,231                未払給付金の雑収入計上に伴う増 　その他収入 △862,185,000            △1,529,559,582          △667,374,582            

　計 1,083,863,784,000        1,231,133,343,643        147,269,559,643          　計 △790,844,569,000       △828,853,644,112       △38,009,075,112        

支出 支出

　業務経費 588,984,346,000          544,305,518,486          △44,678,827,514        　業務経費 △862,185,000            △1,529,559,582          △667,374,582            

　貸付金 385,412,338,000          409,805,418,613          24,393,080,613            　貸付金 △385,412,338,000       △409,805,418,613       △24,393,080,613        

　借入金等償還 -                              -                              -                              　借入金等償還 △401,385,733,000       △414,052,319,724       △12,666,586,724        

　支払利息 8,630,000                   -                              △8,630,000                借入金に係る支払利息の減 　支払利息 △3,184,313,000          △3,466,346,193          △282,033,193            

　一般管理費 -                              -                              -                              　一般管理費 -                              -                              -                              

　計 974,405,314,000          954,110,937,099          △20,294,376,901        　計 △790,844,569,000       △828,853,644,112       △38,009,075,112        

予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考 予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考

収入 収入

　運営費交付金 -                              -                              -                              　運営費交付金 3,774,019,000             3,774,019,000             -                              

　その他の補助金等 -                              -                              -                              　その他の補助金等 -                              -                              -                              

　借入金等 385,412,338,000          409,805,418,613          24,393,080,613            　借入金等 -                              -                              -                              

　貸付等回収金 396,230,710,000          406,123,927,500          9,893,217,500             　貸付等回収金 396,230,710,000          406,123,927,500          9,893,217,500             

　貸付金利息 5,244,788,000             5,408,972,457             164,184,457                　貸付金利息 5,244,788,000             5,408,972,457             164,184,457                

　業務収入 -                              -                              -                              　業務収入 584,857,847,000          603,354,142,160          18,496,295,160            

　運用収入 -                              597                           597                           利息収入の増 　運用収入 93,415,657,000            208,601,045,175          115,185,388,175          信託運用益の増等

　その他収入 2,596,000                   1,142,620                   △1,453,380                資金融通に伴う業務等経理からの受入の減 　その他収入 1,091,708,000             1,718,267,906             626,559,906                未払給付金の雑収入計上に伴う増等

　計 786,890,432,000          821,339,461,787          34,449,029,787            　計 1,084,614,729,000        1,228,980,374,198        144,365,645,198          

支出 支出

　業務経費 2,823,111,000             3,532,966,894             709,855,894                資金融通に伴う業務等経理への繰入額の増 　業務経費 595,871,316,000          552,469,033,308          △43,402,282,692        

　貸付金 379,154,800,000          401,467,000,000          22,312,200,000            　貸付金 379,154,800,000          401,467,000,000          22,312,200,000            

　借入金等償還 401,385,733,000          414,052,319,724          12,666,586,724            　借入金等償還 -                              -                              -                              

　支払利息 3,185,700,000             3,481,465,935             295,765,935                　支払利息 10,017,000                 15,119,742                 5,102,742                   借入金に係る支払利息の増

　一般管理費 60,014,000                 21,300,464                 △38,713,536              管理部門の経費負担の減 　一般管理費 142,476,000                145,676,704                3,200,704                   

　計 786,609,358,000          822,555,053,017          35,945,695,017            　計 975,178,609,000          954,096,829,754          △21,081,779,246        

   （注）損益計算書の計上額と決算額の集計区分の相違の概要

予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考     （１）貸付等回収金及び貸付金は、貸借対照表の事業貸付金の当期減少額及び当期増加額であります。

収入     （２）運用収入は損益計算書上、資産運用収入及び財務収益に含めて表示しております。

　運営費交付金 3,774,019,000             3,774,019,000             -                                  （３）一般管理費については、損益計算書上の一般管理費から地域本部企画調整課等に要した経費を除

　その他の補助金等 -                              -                              -                                      いた額を計上しております。

　借入金等 -                              -                              -                              

　貸付等回収金 -                              -                              -                              

　貸付金利息 -                              -                              -                              

　業務収入 -                              -                              -                              

　運用収入 63,217,000                 50,883,243                 △12,333,757              利息収入の減

　その他収入 867,846,000                1,536,310,637             668,464,637                資金融通に伴う融資経理からの受入額の増

　計 4,705,082,000             5,361,212,880             656,130,880                

支出

　業務経費 4,926,044,000             6,160,107,510             1,234,063,510             共済制度運営等に係る経費の増

　貸付金 -                              -                              -                              

　借入金等償還 -                              -                              -                              

　支払利息 -                              -                              -                              

　一般管理費 82,462,000                 124,376,240                41,914,240                 管理部門の経費負担の増

　計 5,008,506,000             6,284,483,750             1,275,977,750             

区　　　分

区　　　分

区　　　分

至　平成２９年３月３１日）

調整額

合　計

区　　　分
給付経理

融資経理

業務等経理

区　　　分

別紙４
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平　 成　 ２８　 事　  業　 年　 度
決　　　 算　　　 報　 　　 告　　　 書

（自　平成２８年４月１日　　　　　　

（中小企業倒産防止共済勘定） （単位：円）

予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考 予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考

収入 収入

　運営費交付金 -                              -                              -                              　運営費交付金 -                              -                              -                              

　貸付等回収金 45,699,826,000           48,148,752,506           2,448,926,506             　貸付等回収金 -                              -                              -                              

　貸付金利息 325,783,000               339,400,094               13,617,094                 　貸付金利息 -                              -                              -                              

　業務収入 252,026,427,000          268,552,431,530          16,526,004,530           　業務収入 -                              -                              -                              

　運用収入 2,486,252,000             2,088,240,144             △398,011,856            利息収入の減 　運用収入 -                              -                              -                              

　その他収入 -                              148,242,260               148,242,260               未払給付金の雑収入計上に伴う増 　その他収入 △202,239,000            △202,319,000            △80,000                   

　計 300,538,288,000          319,277,066,534          18,738,778,534           　計 △202,239,000            △202,319,000            △80,000                   

支出 支出

　業務経費 72,434,322,000           79,452,743,883           7,018,421,883             　業務経費 △202,239,000            △202,319,000            △80,000                   

　貸付金 47,015,250,000           46,776,150,000           △239,100,000            　貸付金 -                              -                              -                              

　一般管理費 -                              -                              -                              　一般管理費 -                              -                              -                              

　計 119,449,572,000          126,228,893,883          6,779,321,883             　計 △202,239,000            △202,319,000            △80,000                   

予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考 予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考

収入 収入

　運営費交付金 1,393,601,000             1,393,601,000             -                              　運営費交付金 1,393,601,000             1,393,601,000             -                              

　貸付等回収金 -                              -                              -                              　貸付等回収金 45,699,826,000           48,148,752,506           2,448,926,506             

　貸付金利息 -                              -                              -                              　貸付金利息 325,783,000               339,400,094               13,617,094                 

　業務収入 -                              -                              -                              　業務収入 252,026,427,000          268,552,431,530          16,526,004,530           

　運用収入 807,601,000               731,314,535               △76,286,465              　運用収入 3,293,853,000             2,819,554,679             △474,298,321            利息収入の減

　その他収入 208,697,000               208,404,136               △292,864                  　その他収入 6,458,000                   154,327,396               147,869,396               未払給付金の雑収入計上に伴う増

　計 2,409,899,000             2,333,319,671             △76,579,329              　計 302,745,948,000          321,408,067,205          18,662,119,205           

支出 支出

　業務経費 3,140,142,000             3,940,174,786             800,032,786               共済制度運営等に係る経費の増 　業務経費 75,372,225,000           83,190,599,669           7,818,374,669             共済制度運営等に係る経費の増

　貸付金 -                              -                              -                              　貸付金 47,015,250,000           46,776,150,000           △239,100,000            

　一般管理費 118,123,000               110,578,053               △7,544,947               　一般管理費 118,123,000               110,578,053               △7,544,947               

　計 3,258,265,000             4,050,752,839             792,487,839               　計 122,505,598,000          130,077,327,722          7,571,729,722             

   （注）損益計算書の計上額と決算額の集計区分の相違の概要

    （１）貸付等回収金及び貸付金は、貸借対照表の事業貸付金の当期減少額及び当期増加額であります。

    （２）運用収入は損益計算書上、資産運用収入及び財務収益に含めて表示しております。

    （３）一般管理費については、損益計算書上の一般管理費から地域本部企画調整課等に要した経費を除いた額を計上しております。

区　　　分
合　計

区　　　分

区　　　分

至　平成２９年３月３１日）

区　　　分
基金経理

業務等経理

調整額

別紙４
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（出資承継勘定） （単位：円）

収入

　業務収入 7,020,000                  7,020,000                  -                             

　運用収入 23,720,000                22,765,976                △954,024                 

　その他収入 108,000                    41,925                      △66,075                  雑益の減

　計 30,848,000                29,827,901                △1,020,099              

支出

　業務経費 8,784,000                  8,023,510                  △760,490                 

　一般管理費 2,181,000                  890,178                    △1,290,822              管理部門の経費負担の減

　計 10,965,000                8,913,688                  △2,051,312              

（注）損益計算書の計上額と決算額の集計区分の相違の概要

  一般管理費については、損益計算書上の一般管理費から地域本部企画調整課等に要した経費を除いた額を計上しております。

平　成　２８　事　業　年　度
決　　　算　　　報　　　告　　　書

（自　平成２８年４月１日　　至　平成２９年３月３１日）

区　　　分 予　算　額 決　算　額 差　　　額 備　　　考
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（独立行政法人　中小企業基盤整備機構）

経常費用

創業・新事業支援業務費

助成金 462,150,716

不動産賃貸事業原価 1,543,633,603

役員給 26,574,890

給与賞与諸手当 1,634,370,462

法定福利費 220,542,974

賞与引当金繰入額 49,994,041

退職給付費用 71,829,805

減価償却費 44,797,043

業務委託費・報酬費 1,659,960,079

諸謝金 1,431,828,861

その他創業・新事業支援業務費 832,908,955 7,978,591,429

経営基盤強化業務費

助成金 2,989,921,764

出資金損失 40,671,793

不動産販売事業売上原価 166,247,731

販売用不動産評価損 11,114,978

不動産賃貸事業原価 214,703,627

関係会社株式評価損 24,014,197

国庫返還金 2,860,319

役員給 31,968,208

給与賞与諸手当 2,112,264,786

法定福利費 296,075,047

賞与引当金繰入額 38,903,914

退職給付費用 84,861,186

減価償却費 178,299,488

業務委託費・報酬費 4,465,463,548

諸謝金 1,303,449,680

その他経営基盤強化業務費 2,008,343,488 13,969,163,754

経営環境対応業務費（再生等）

助成金 452,667,279

利子補給金 402,681,573

国庫返還金 3,879,847

役員給 6,503,924

給与賞与諸手当 450,238,161

法定福利費 63,254,083

賞与引当金繰入額 9,198,480

退職給付費用 17,049,089

減価償却費 1,510,971

業務委託費・報酬費 3,384,048,355

諸謝金 281,175,863

その他経営環境対応業務費（再生等） 487,191,036 5,559,398,661

（単位：円）

損　益　計　算　書
（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

別紙５
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（独立行政法人　中小企業基盤整備機構） （単位：円）

損　益　計　算　書
（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

経営環境対応業務費（共済）

共済金 513,584,735,203

解約手当金 100,553,720,206

責任準備金繰入 149,632,244,530

倒産防止共済基金繰入 192,353,179,560

役員給 11,535,254

給与賞与諸手当 866,768,953

法定福利費 128,911,287

賞与引当金繰入額 9,618,070

退職給付費用 29,449,315

減価償却費 755,581,835

その他経営環境対応業務費（共済） 21,462,703,983 979,388,448,196

一般管理費

役員給 114,705,728

給与賞与諸手当 1,258,591,989

法定福利費 257,916,266

賞与引当金繰入額 28,889,794

退職給付費用 486,469,062

減価償却費 166,038,208

業務委託費・報酬費 816,670,576

賃借料 1,105,843,282

その他一般管理費 774,240,795 5,009,365,700

財務費用

支払利息 8,457,265 8,457,265

雑損 962,167

経常費用合計 1,011,914,387,172

別紙５
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（独立行政法人　中小企業基盤整備機構） （単位：円）

損　益　計　算　書
（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

経常収益

運営費交付金収益 19,041,806,956

資産見返運営費交付金戻入 159,816,119

資産見返補助金等戻入 557,432,605

補助金等収益 9,501,060,385

貸付金利息収入 6,736,826,200

出資金収益 4,042,097,439

指導研修事業収入

大学校関係事業収入 803,452,330

その他指導研修事業収入 111,473,094 914,925,424

不動産関係事業収入

不動産販売事業収入 206,900,154

不動産賃貸事業収入 2,389,976,860

用地管理収入 44,893,786 2,641,770,800

受託収入

国又は地方公共団体からの受託収入 183,184,923

その他からの受託収入 4,079,131 187,264,054

債務保証料収入 5,685,258

共済事業掛金等収入 871,906,573,690

資産運用収入 210,646,593,479

雑収入 1,855,398,743

財源措置予定額収益 608,132,905

財務収益

受取利息 11,407,405

有価証券利息 1,186,110,415 1,197,517,820

雑益 219,263,903

経常収益合計 1,130,222,165,780

　　経常利益 118,307,778,608

臨時損失

国庫納付金 296,694,536

固定資産除却損 4,525,811

減損損失 136,114,260

関係会社株式処分損 7,759,626

完済手当金準備基金繰入 134,914,989

臨時損失合計 580,009,222

臨時利益

固定資産売却益 255,257

関係会社株式評価損戻入益 67,904,290

貸倒引当金戻入益 5,660,831,969

保証債務損失引当金戻入益 11,586,867

異常危険準備基金戻入益 1,729,357,436

前期損益修正益 172,477,548

償却債権取立益 87,411,001

臨時利益合計 7,729,824,368

税引前当期純利益 125,457,593,754

法人税、住民税及び事業税 41,262,500

当期純利益 125,416,331,254

前中期目標期間繰越積立金取崩額 1,173,259,807

当期総利益 126,589,591,061

別紙５
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（一般勘定）

経常費用

創業・新事業支援業務費

助成金 462,150,716

不動産賃貸事業原価 804,556,694

役員給 25,168,987

給与賞与諸手当 1,543,159,374

法定福利費 208,275,316

賞与引当金繰入額 41,718,345

退職給付費用 65,702,026

減価償却費 44,672,573

業務委託費・報酬費 1,652,008,758

諸謝金 1,431,826,025

その他創業・新事業支援業務費 821,527,703 7,100,766,517

経営基盤強化業務費

助成金 2,989,921,764

出資金損失 40,671,793

国庫返還金 2,860,319

役員給 30,463,702

給与賞与諸手当 2,019,302,398

法定福利費 283,388,891

賞与引当金繰入額 29,890,730

退職給付費用 77,411,957

減価償却費 178,235,578

業務委託費・報酬費 4,445,195,314

諸謝金 1,303,230,192

その他経営基盤強化業務費 1,959,324,270 13,359,896,908

経営環境対応業務費

助成金 452,667,279

利子補給金 402,681,573

国庫返還金 3,879,847

役員給 6,163,042

給与賞与諸手当 425,100,090

法定福利費 59,909,544

賞与引当金繰入額 6,533,545

退職給付費用 15,096,489

減価償却費 1,510,971

業務委託費・報酬費 3,383,637,042

諸謝金 281,175,863

その他経営環境対応業務費 482,268,313 5,520,623,598

一般管理費

役員給 92,874,016

給与賞与諸手当 1,032,452,076

法定福利費 209,227,162

賞与引当金繰入額 19,925,609

退職給付費用 383,636,404

減価償却費 165,805,990

業務委託費・報酬費 655,867,825

賃借料 908,820,908

その他一般管理費 623,450,611 4,092,060,601

財務費用

支払利息 5,050,261 5,050,261

雑損 739,495

経常費用合計 30,079,137,380

（単位：円）

損　益　計　算　書
（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

別紙５
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（一般勘定） （単位：円）

損　益　計　算　書
（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

経常収益

運営費交付金収益 14,731,003,551

資産見返運営費交付金戻入 41,442,370

資産見返補助金等戻入 261,144,298

補助金等収益 9,501,060,385

貸付金利息収入 979,232,130

出資金収益 4,042,097,439

指導研修事業収入

大学校関係事業収入 803,452,330

その他指導研修事業収入 111,473,094 914,925,424

不動産関係事業収入

不動産賃貸事業収入 974,152,390

用地管理収入 44,893,786 1,019,046,176

受託収入

国又は地方公共団体からの受託収入 183,184,923

その他からの受託収入 4,079,131 187,264,054

資産運用収入 500,000

財務収益

受取利息 10,213,936

有価証券利息 272,661,439 282,875,375

雑益 307,429,497

経常収益合計 32,268,020,699

　　経常利益 2,188,883,319

臨時損失

国庫納付金 296,694,536

固定資産除却損 996,366

臨時損失合計 297,690,902

臨時利益

関係会社株式評価損戻入益 67,904,290

貸倒引当金戻入益 4,780,998,860

償却債権取立益 82,597,858

臨時利益合計 4,931,501,008

税引前当期純利益 6,822,693,425

法人税、住民税及び事業税 34,814,529

当期純利益 6,787,878,896

前中期目標期間繰越積立金取崩額 968,401,596

当期総利益 7,756,280,492

別紙５
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（産業基盤整備勘定）

経常費用

創業・新事業支援業務費

役員給 347,342

給与賞与諸手当 25,385,329

嘱託・臨時職員給与 2,317,365

法定福利費 3,378,281

賞与引当金繰入額 2,682,377

退職給付費用 1,959,467

その他創業・新事業支援業務費 3,140,069 39,210,230

経営基盤強化業務費

役員給 304,225

給与賞与諸手当 22,796,237

嘱託・臨時職員給与 4,653,270

法定福利費 3,073,808

賞与引当金繰入額 2,298,877

退職給付費用 1,837,961

賃借料 3,969,814

その他経営基盤強化業務費 1,853,528 40,787,720

経営環境対応業務費

役員給 340,882

給与賞与諸手当 25,138,071

嘱託・臨時職員給与 2,317,365

法定福利費 3,344,539

賞与引当金繰入額 2,664,935

退職給付費用 1,952,600

その他経営環境対応業務費 3,016,671 38,775,063

一般管理費

役員給 1,569,813

給与賞与諸手当 18,361,979

法定福利費 3,836,192

賞与引当金繰入額 1,980,316

退職給付費用 1,300,464

業務委託費・報酬費 12,395,738

賃借料 16,756,188

その他一般管理費 13,836,251 70,036,941

雑損 11,792

経常費用合計 188,821,746

経常収益

債務保証料収入 5,685,258

資産運用収入 672,000

財務収益

受取利息 649,052

有価証券利息 94,287,985 94,937,037

雑益 1,277,027

経常収益合計 102,571,322

　　経常損失 86,250,424

臨時損失

固定資産除却損 1

関係会社株式処分損 7,759,626

臨時損失合計 7,759,627

臨時利益

貸倒引当金戻入益 8,073,129

保証債務損失引当金戻入益 11,586,867

臨時利益合計 19,659,996

税引前当期純損失 74,350,055

法人税、住民税及び事業税 390,915

当期純損失 74,740,970

前中期目標期間繰越積立金取崩額 73,539,863

当期総損失 1,201,107

（単位：円）

損　益　計　算　書
（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

別紙５
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（施設整備等勘定）

経常費用

創業・新事業支援業務費

不動産賃貸事業原価 739,076,909

役員給 1,058,561

給与賞与諸手当 65,825,759

法定福利費 8,889,377

賞与引当金繰入額 5,593,319

退職給付費用 4,168,312

減価償却費 124,470

租税公課 57,746,031

その他創業・新事業支援業務費 13,877,975 896,360,713

経営基盤強化業務費

不動産販売事業売上原価 166,247,731

販売用不動産評価損 11,114,978

不動産賃貸事業原価 214,703,627

関係会社株式評価損 21,774,127

役員給 1,161,672

給与賞与諸手当 67,379,747

法定福利費 9,256,041

賞与引当金繰入額 6,440,668

退職給付費用 5,397,974

減価償却費 63,910

その他経営基盤強化業務費 75,827,876 579,368,351

一般管理費

役員給 2,729,049

給与賞与諸手当 37,541,143

法定福利費 7,537,755

賞与引当金繰入額 4,326,763

退職給付費用 3,223,899

業務委託費・報酬費 26,455,447

賃借料 38,178,193

その他一般管理費 28,576,442 148,568,691

雑損 81,529

経常費用合計 1,624,379,284

経常収益

貸付金利息収入 9,221,519

不動産関係事業収入

不動産販売事業収入 206,900,154

不動産賃貸事業収入 1,415,824,470 1,622,724,624

財務収益

受取利息 99,365

有価証券利息 14,641,692 14,741,057

雑益 7,103,633

経常収益合計 1,653,790,833

　　経常利益 29,411,549

臨時損失

固定資産除却損 3,529,439

減損損失 136,114,260

臨時損失合計 139,643,699

臨時利益

固定資産売却益 255,257

貸倒引当金戻入益 59,235,576

前期損益修正益 172,477,548

償却債権取立益 1,595,395

臨時利益合計 233,563,776

税引前当期純利益 123,331,626

法人税、住民税及び事業税 3,848,896

当期純利益 119,482,730

当期総利益 119,482,730

（単位：円）

損　益　計　算　書
（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

別紙５
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（小規模企業共済勘定）

経常費用

経営環境対応業務費

共済金 513,584,735,203

責任準備金繰入 149,632,244,530

役員給 6,602,201

給与賞与諸手当 490,862,350

法定福利費 70,091,653

賞与引当金繰入額 5,847,304

退職給付費用 16,908,826

減価償却費 596,139,251

その他経営環境対応業務費 39,822,165,142 704,225,596,460

一般管理費

役員給 10,000,998

給与賞与諸手当 97,019,007

法定福利費 21,196,268

賞与引当金繰入額 1,552,550

退職給付費用 56,132,415

減価償却費 232,218

業務委託費・報酬費 68,788,565

賃借料 80,554,309

雑費 21,848,368

その他一般管理費 58,256,817 415,581,515

財務費用

支払利息 2,517,376 2,517,376

雑損 72,743

経常費用合計 704,643,768,094

経常収益

運営費交付金収益 3,197,305,821

資産見返運営費交付金戻入 116,889,830

資産見返補助金等戻入 296,266,424

貸付金利息収入 5,408,972,457

共済事業掛金等収入 603,354,142,160

資産運用収入 208,550,161,335

雑収入 1,710,374,231

財源措置予定額収益 341,207,836

財務収益

受取利息 75,637

有価証券利息 50,808,203 50,883,840

雑益 7,889,253

経常収益合計 823,034,093,187

　　経常利益 118,390,325,093

臨時損失

固定資産除却損 4

臨時損失合計 4

税引前当期純利益 118,390,325,089

法人税、住民税及び事業税 1,281,729

当期純利益 118,389,043,360

当期総利益 118,389,043,360

（単位：円）

損　益　計　算　書
（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

別紙５
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（中小企業倒産防止共済勘定）

経常費用

経営環境対応業務費

解約手当金 74,835,347,103

倒産防止共済基金繰入 192,353,179,560

役員給 4,933,053

給与賞与諸手当 375,906,603

法定福利費 58,819,634

賞与引当金繰入額 3,770,766

退職給付費用 12,540,489

減価償却費 159,442,584

その他経営環境対応業務費 7,359,111,260 275,163,051,052

一般管理費

役員給 7,471,278

給与賞与諸手当 72,688,814

法定福利費 15,999,100

賞与引当金繰入額 1,041,407

退職給付費用 42,142,963

業務委託費・報酬費 52,823,248

賃借料 61,186,018

雑費 16,838,274

その他一般管理費 44,690,052 314,881,154

財務費用

支払利息 889,628 889,628

雑損 56,222

経常費用合計 275,478,878,056

経常収益

運営費交付金収益 1,113,497,584

資産見返運営費交付金戻入 1,483,919

資産見返補助金等戻入 21,883

貸付金利息収入 339,400,094

共済事業掛金等収入 268,552,431,530

資産運用収入 2,088,240,144

雑収入 145,024,512

財源措置予定額収益 266,925,069

財務収益

受取利息 346,555

有価証券利息 730,967,980 731,314,535

雑益 6,085,136

経常収益合計 273,244,424,406

　　経常損失 2,234,453,650

臨時損失

固定資産除却損 1

完済手当金準備基金繰入 134,914,989

臨時損失合計 134,914,990

臨時利益

貸倒引当金戻入益 812,524,404

異常危険準備基金戻入益 1,729,357,436

償却債権取立益 3,217,748

臨時利益合計 2,545,099,588

税引前当期純利益 175,730,948

法人税、住民税及び事業税 924,531

当期純利益 174,806,417

前中期目標期間繰越積立金取崩額 131,318,348

当期総利益 306,124,765

（単位：円）

損　益　計　算　書
（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

別紙５
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（出資承継勘定）

経常費用

経営基盤強化業務費

関係会社株式評価損 2,240,070

役員給 38,609

給与賞与諸手当 2,786,404

法定福利費 356,307

賞与引当金繰入額 273,639

退職給付費用 213,294

旅費交通費 546,648

業務委託費・報酬費 887,376

賃借料 509,089

その他経営基盤強化業務費 231,829 8,083,265

一般管理費

役員給 60,574

給与賞与諸手当 528,970

法定福利費 119,789

賞与引当金繰入額 63,149

退職給付費用 32,917

業務委託費・報酬費 339,753

賃借料 347,666

雑費 104,374

その他一般管理費 284,337 1,881,529

雑損 386

経常費用合計 9,965,180

経常収益

資産運用収入 7,020,000

財務収益

受取利息 22,860

有価証券利息 22,743,116 22,765,976

雑益 41,925

経常収益合計 29,827,901

　　経常利益 19,862,721

税引前当期純利益 19,862,721

法人税、住民税及び事業税 1,900

当期純利益 19,860,821

当期総利益 19,860,821

（単位：円）

損　益　計　算　書
（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

別紙５
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（独立行政法人　中小企業基盤整備機構）

Ⅰ　業務費用

（１）損益計算書上の費用

創業・新事業支援業務費 7,978,591,429

経営基盤強化業務費 13,969,163,754

経営環境対応業務費（再生等） 5,559,398,661

経営環境対応業務費（共済） 979,388,448,196

一般管理費 5,009,365,700

財務費用 8,457,265

雑損 962,167

臨時損失 445,094,233

法人税、住民税及び事業税 41,262,500 1,012,400,743,905

（２）（控除）自己収入等

貸付金利息収入 △ 6,736,826,200

出資金収益 △ 4,042,097,439

指導研修事業収入 △ 914,925,424

不動産関係事業収入 △ 2,641,770,800

受託収入 △ 187,264,054

債務保証料収入 △ 5,685,258

共済事業掛金等収入 △ 871,906,573,690

資産運用収入 △ 210,646,593,479

雑収入 △ 1,855,398,743

財務収益 △ 1,197,517,820

雑益 △ 219,263,903

臨時利益 △ 6,000,466,932 △ 1,106,354,383,742

業務費用合計 △ 93,953,639,837

Ⅱ　損益外減価償却相当額 507,269,813

Ⅲ　損益外減損損失累計額 416,834,920

Ⅳ　損益外除売却差額相当額 175,627,293

Ⅴ　引当外賞与見積額 18,709,238

Ⅵ　引当外退職給付増加見積額 △ 257,760,660

Ⅶ　機会費用

政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用 710,836,815

無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用 1,631,244 712,468,059

Ⅷ　（控除）法人税等及び国庫納付額 △ 337,957,036

Ⅸ　行政サービス実施コスト △ 92,718,448,210

（単位：円）

行政サービス実施コスト計算書
（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

別紙６
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（一般勘定）

Ⅰ　業務費用

（１）損益計算書上の費用

創業・新事業支援業務費 7,100,766,517

経営基盤強化業務費 13,359,896,908

経営環境対応業務費 5,520,623,598

一般管理費 4,092,060,601

財務費用 5,050,261

雑損 739,495

臨時損失 297,690,902

法人税、住民税及び事業税 34,814,529 30,411,642,811

（２）（控除）自己収入等

貸付金利息収入 △ 979,232,130

出資金収益 △ 4,042,097,439

指導研修事業収入 △ 914,925,424

不動産関係事業収入 △ 1,019,046,176

受託収入 △ 187,264,054

資産運用収入 △ 500,000

財務収益 △ 282,875,375

雑益 △ 307,429,497

臨時利益 △ 4,931,501,008 △ 12,664,871,103

業務費用合計 17,746,771,708

Ⅱ　損益外減価償却相当額 494,974,509

Ⅲ　損益外除売却差額相当額 3,449,704

Ⅳ　引当外賞与見積額 20,645,894

Ⅴ　引当外退職給付増加見積額 △ 195,896,814

Ⅵ　機会費用

政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用 604,283,919

無利子又は通常よりも有利な条件による融資取引の機会費用 1,631,244 605,915,163

Ⅶ　（控除）法人税等及び国庫納付額 △ 331,509,065

Ⅷ　行政サービス実施コスト 18,344,351,099

（単位：円）

行政サービス実施コスト計算書
（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

別紙６
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（産業基盤整備勘定）

Ⅰ　業務費用

（１）損益計算書上の費用

創業・新事業支援業務費 39,210,230

経営基盤強化業務費 40,787,720

経営環境対応業務費 38,775,063

一般管理費 70,036,941

雑損 11,792

臨時損失 7,759,627

法人税、住民税及び事業税 390,915 196,972,288

（２）（控除）自己収入等

債務保証料収入 △ 5,685,258

資産運用収入 △ 672,000

財務収益 △ 94,937,037

雑益 △ 1,277,027

臨時利益 △ 19,659,996 △ 122,231,318

業務費用合計 74,740,970

Ⅱ　損益外減価償却相当額 2,539

Ⅲ　引当外退職給付増加見積額 337,331

Ⅳ　機会費用

政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用 27,121,678 27,121,678

Ⅴ　（控除）法人税等及び国庫納付額 △ 390,915

Ⅵ　行政サービス実施コスト 101,811,603

（単位：円）

行政サービス実施コスト計算書
（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

別紙６
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（施設整備等勘定）

Ⅰ　業務費用

（１）損益計算書上の費用

創業・新事業支援業務費 896,360,713

経営基盤強化業務費 579,368,351

一般管理費 148,568,691

雑損 81,529

臨時損失 139,643,699

法人税、住民税及び事業税 3,848,896 1,767,871,879

（２）（控除）自己収入等

貸付金利息収入 △ 9,221,519

不動産関係事業収入 △ 1,622,724,624

財務収益 △ 14,741,057

雑益 △ 7,103,633

臨時利益 △ 233,563,776 △ 1,887,354,609

業務費用合計 △ 119,482,730

Ⅱ　損益外減損損失相当額 416,834,920

Ⅲ　損益外除売却差額相当額 172,177,589

Ⅳ　引当外退職給付増加見積額　 621,085

Ⅴ　機会費用

政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用 33,649,519 33,649,519

Ⅵ　（控除）法人税等及び国庫納付額 △ 3,848,896

Ⅶ　行政サービス実施コスト 499,951,487

（単位：円）

行政サービス実施コスト計算書
（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

別紙６
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（小規模企業共済勘定）

Ⅰ　業務費用

（１）損益計算書上の費用

経営環境対応業務費 704,225,596,460

一般管理費 415,581,515

財務費用 2,517,376

雑損 72,743

臨時損失 4

法人税、住民税及び事業税 1,281,729 704,645,049,827

（２）（控除）自己収入等

貸付金利息収入 △ 5,408,972,457

共済事業掛金等収入 △ 603,354,142,160

資産運用収入 △ 208,550,161,335

雑収入 △ 1,710,374,231

財務収益 △ 50,883,840

雑益 △ 7,889,253 △ 819,082,423,276

業務費用合計 △ 114,437,373,449

Ⅱ　損益外減価償却相当額 9,409,371

Ⅲ　引当外賞与見積額 △ 1,285,185

Ⅳ　引当外退職給付増加見積額 △ 35,911,882

Ⅴ　機会費用

政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用 9,901,665 9,901,665

Ⅵ　（控除）法人税等及び国庫納付額 △ 1,281,729

Ⅶ　行政サービス実施コスト △ 114,456,541,209

（単位：円）

行政サービス実施コスト計算書
（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

別紙６
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（中小企業倒産防止共済勘定）

Ⅰ　業務費用

（１）損益計算書上の費用

経営環境対応業務費 275,163,051,052

一般管理費 314,881,154

財務費用 889,628

雑損 56,222

臨時損失 1

法人税、住民税及び事業税 924,531 275,479,802,588

（２）（控除）自己収入等

貸付金利息収入 △ 339,400,094

共済事業掛金等収入 △ 268,552,431,530

資産運用収入 △ 2,088,240,144

雑収入 △ 145,024,512

財務収益 △ 731,314,535

雑益 △ 6,085,136

臨時利益 △ 815,742,152 △ 272,678,238,103

業務費用合計 2,801,564,485

Ⅱ　損益外減価償却相当額 2,883,394

Ⅲ　引当外賞与見積額 △ 651,471

Ⅳ　引当外退職給付増加見積額 △ 26,922,286

Ⅴ　機会費用

政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用 30,768,648 30,768,648

Ⅵ　（控除）法人税等及び国庫納付額 △ 924,531

Ⅶ　行政サービス実施コスト 2,806,718,239

（単位：円）

行政サービス実施コスト計算書
（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

別紙６

 
204



（出資承継勘定）

Ⅰ　業務費用

（１）損益計算書上の費用

経営基盤強化業務費 8,083,265

一般管理費 1,881,529

雑損 386

法人税、住民税及び事業税 1,900 9,967,080

（２）（控除）自己収入等

資産運用収入 △ 7,020,000

財務収益 △ 22,765,976

雑益 △ 41,925 △ 29,827,901

業務費用合計 △ 19,860,821

Ⅱ　引当外退職給付増加見積額 11,906

Ⅲ　機会費用

政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用 5,111,386 5,111,386

Ⅳ　（控除）法人税等及び国庫納付額 △ 1,900

Ⅴ　行政サービス実施コスト △ 14,739,429

（単位：円）

行政サービス実施コスト計算書
（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

別紙６
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